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平成１９年第５回玉名市議会定例会議事及び会期日程

月 日 曜 会議別 摘 要

開 会 宣 告 午前１０時
１ 会議録署名議員の指名
２ 会期の決定
３ 市長あいさつ
４ 議案上程（議第９８号から議第１１８号まで）

12 ４ 火 本会議 ５ 提案理由の説明
６ 陳情の報告（陳第４号から陳第７号）
７ 決算特別委員長報告
８ 質疑・討論・採決

散 会 宣 告
（全員協議会）

１ 常任委員会委員及び議会運営委員会委員の選任
12 ５ 水 本会議

２ 常任委員会正副委員長及び議会運営委員会互選結果報告

12 ６ 木 休 会

12 ７ 金

12 ８ 土 休 会

12 ９ 日 休 会

12 10 月 休 会

12 11 火 休 会

12 12 水 休 会

12 13 木 本会議 一般質問

１ 一般質問
12 14 金 本会議

２ 議案及び陳情の委員会付託

12 15 土 休 会

12 16 日 休 会

・ 総務委員会
12 17 月 委員会

・ 建設委員会

・ 産業経済委員会
12 18 火 委員会

・ 文教厚生委員会

12 19 水 休 会

12 20 木 休 会

委員長報告（質疑・討論・採決）
12 21 金 本会議

閉 会 宣 告
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平成１９年第５回玉名市議会定例会会議録（第１号） 

 議事日程（第１号） 

平成１９年１２月４日（火曜日）午前１０時開会 

日程第１ 会議録署名議員の指名  

日程第２ 会期の決定 

日程第３ 市長あいさつ 

日程第４ 議案上程（議第９８号から議第１１８号まで） 

日程第５ 提案理由の説明 

日程第６ 陳情の報告（陳第４号から陳第７号） 

日程第７ 決算特別委員長報告 

日程第８ 質疑・討論・採決 

        散 会 宣 告 

              （全員協議会） 

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ 
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議第１１０号 玉名市立小中学校設置条例及び玉名市立幼稚園条例の一部を改正する条

例の制定について 

議第１１１号 指定管理者の指定について 

議第１１２号 市道路線の廃止及び認定について 

議第１１３号 市道路線の変更について 

議第１１４号 工事請負契約の締結について 
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午前１０時０８分 開会 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

○議長（松田憲明君） おはようございます。 

  ただいまから平成１９年第５回玉名市議会定例会を開会いたします。 

 これより、本日の会議を開きます。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（松田憲明君） 会議録署名議員を指名いたします。 

 ２３番議員 吉田喜德君、２４番議員 田島八起君、以上の両君にお願いします。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第２ 会期の決定 

○議長（松田憲明君） 会期についてお諮りいたします。このたびの会期については、

１１月２７日の議会運営委員会の結論に基づき、本日から１２月２１日までの１８日間

にいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（松田憲明君） 異議なしと認めます。よって、会期は本日から１２月２１日ま

での１８日間に決定いたしました。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第３ 市長あいさつ 

○議長（松田憲明君） 次に、市長より発言の申し出がありますのでこれを許可いたし

ます。 

 市長 島津勇典君。 

［市長 島津勇典君 登壇］ 

○市長（島津勇典君） おはようございます。 

 本日は平成１９年第５回玉名市議会定例会を招集いたしましたところ、議員の皆様に

は師走のお忙しい中に、そろって御出席をいただき、審議を進めていただきますことに

対し、深く感謝申し上げます。 

今年の夏は厳しい猛暑が続きましたが、いつの間にか紅葉の秋から早くも冬の足音

が聞こえるようになりました。地球環境が危惧される中で日本の四季の彩りがこれから

も変わることなく、繰り返していくことを念じるものでございます。 

さて中央政界は、衆議院と参議院での与野党逆転というねじれ国会の中で、先が読

めない政局が続いております。一方県政においても来春に控えた県知事選挙に県民の注

目が集まりつつあり、私自身も強い関心を持っております。玉名市は合併して２年が経

過しました。この１日には冬柴国土交通大臣を初め、多数の御来賓や多くの市民の参加
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のもとに菊池川大橋を含む国道２０８号玉名バイパスの寺田から河崎までの２キロにつ

いての開通式が挙行されました。これで立願寺までの４.３キロが連続して通行可能と

なり、高瀬大橋や市役所前の交差点の渋滞も幾分緩和されるものと思われます。残りの

立願寺から岱明町開田までの用地取得や駅前広場の整備等も順調に進み、平成２３年春

の九州新幹線鹿児島ルート開業への展望も開けようといたしております。しかし、三位

一体改革等で地域格差がより大きくなりました。この２日には県関係国会議員、知事、

県議会、各市町長首長ら約１５０人が県庁に一堂に会して、危機的な地方財政の打開策

を国に訴えるための真の地方財政の確立を目指す総決起大会が開かれ、住民サービス維

持の観点からも地方交付税の総額確保、地方税財源の拡充と偏差の是正、道路特定財源

の維持を国に強く求める決議が出されました。このような厳しい財政状況の中で、地方

財政対策等の動向を注視しながら市政の重要課題に取り組まなければなりません。この

ような中で市政を振り返りますと、新幹線開業や２０８号バイパス等のハード事業も比

較的順調に進み、市民憲章、市の花、市の木、市の鳥の制定、新庁舎建設構想の策定等

の新市の顔となるソフト面や旧市庁の温泉施設をつなぐ福祉バス、ゆたっと温泉元気号

の運行、高齢者と子どもの交流施設、ふれあい一本松交流館の開設など取り組みもでき

つつあります。また献穀事業は５回に上る各種式典を滞りなく終了し、１０月２６日に

は皇居で執り行なわれました献穀献納式に耕作者であります甲野様御夫妻とともに臨

み、天皇皇后両陛下に拝謁するとともに米と粟を無事に献納することができました。 

これからの市政運営を展望するとき、公立病院事業等の公営事業の経営安定化を初

めとし、補助金の整備等を保育所の民営化など行財政改革は避けて通れません。その推

進のためには何よりも市民の理解と協力が必要であります。これからも市民との対話を

進め英知を借りながら合併新市の将来構想を描き、力強く施策を推進する所存でありま

す。議員各位の格別の御理解と御協力をお願いいたします。 

今議会には一般会計並びに特別会計補正予算案６件、条例関係６件、人事案件３

件、指定管理者の指定、市道路線の認定等２件、契約の締結、和解及び損害補償の決定

と各方面にわたり議案を御提案申し上げております。具体的な内容につきましては、副

市長、総務部長が提案理由説明の中で申し上げますので、よろしく御審議いただきます

ようお願いを申し上げまして、１２月定例議会開会にあたってのごあいさつとさせてい

ただきます。寒い中でございますが、お世話様になります。どうぞよろしくお願いいた

します。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第４ 議案上程（議第９８号から議第１１８号まで） 

○議長（松田憲明君） これより議案を上程いたします。 

 議第９８号平成１９年度玉名市一般会計補正予算（第３号）から議第１１８号人権擁
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護委員候補者の推薦についてまでの議案２１件を議題といたします。 

 お手元に配付しております議案の朗読はこれを省略いたします。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第５ 提案理由の説明 

○議長（松田憲明君） ただいままの各議案についての提案理由の説明を求めます。 

総務部長 元田充洋君。 

［総務部長 元田充洋君 登壇］ 

○総務部長（元田充洋君） おはようございます。ただいまから議第９８号から議第１

０４号までの補正予算関係７件につきまして提案理由の御説明を申し上げます。今回御

提案いたします補正予算は現計予算計上後の事情の変化によりまして、補正を行なう必

要が生じましたので、御提案をいたすものでございます。お手元にお配りしております

資料を御覧いただきたいと思います。 

初めに、議第９８号平成１９年度玉名市一般会計予算（第３号）について御説明を

申し上げます。第１表歳入歳出予算補正につきましては、歳入歳出それぞれ１億４６０

万円を追加し、歳入歳出予算の総額を２６１億４,６２０万円とするものでございま

す。まず歳入の主なものを申し上げますと、１２款分担金及び負担金では保育所運営費

負担金１,１９４万５,０００円の減額、１４款国庫支出金は自立支援医療費負担金、保

育所運営費負担金、地方道路整備臨時交付金など３,０７１万２,０００円の増額、１５

款県支出金は保険基盤安定負担金、多子世帯子育て支援事業費、新需給システム推進事

業補助金など１,３６３万２,０００円の増額。繰越金は歳出総額との調整分として５,

４４１万円の増額。諸収入は新幹線に関する渇水対策及び水路環境整備事業の受託金

２,３２５万１,０００円及び大雨浸水被害の賠償金に係る保険金５９４万９,０００円

などの増額。２１款市債は道路橋梁整備事業及びまちづくり交付金事業に係るもので

１,２６０万円の減額でございます。次に歳出について御説明申し上げます。２款総務

費は国県費の償還金３,０２２万７,０００円の増額、及び庁舎建設費の２２３万１,０

００円の減額。３款民生費につきましては国民健康保険基盤安定繰出金７７７万１,０

００円の減額、及び更正医療給付費１,２００万円の増額。６款農林水産業費は防火林

道用地購入費１,５５６万４,０００円の増額。８款土木費は大雨浸水に係る賠償金５９

４万９,０００円、新幹線渇水対策事業費９０５万８,０００円、地方道路整備臨時交付

金事業費３,０３０万円などの増額。１０款教育費は特別支援学級新設準備に係る経費

４７２万７,０００円、就学援助費４４８万９,０００円、中体連の九州・全国大会出場

に関する補助金６２６万７,０００円などの増額を計上いたしております。また職員給

などにつきましては職員の派遣や育児休業等による減額分と各種手当の増額をあわせま

して３,１１７万１,０００円の減額について各款にわたって計上いたしております。次
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に第２表継続費につきましては、新幹線高架工事に伴い用排水路のつけかえ工事を鉄道

運輸機構から受託して行なうものですが、水稲作つけ時期までの完了が必要であり、工

期短縮を図るため一括発注を予定していることから１９年度及び２０年度各１,３２５

万２,０００円の合計２,６５０万４,０００円を計上いたしております。次に第３表地

方債補正につきましては、道路橋梁整備事業２６０万円及びまちづくり交付金事業１,

０００万円の減額について変更を計上いたしております。以上が一般会計補正予算の説

明でございます。 

次に議第９９号平成１９年度玉名市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）

について御説明を申し上げます。第１表歳入歳出予算補正につきましては、歳入歳出そ

れぞれ２億３,０７９万７,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を９０億９,５１２

万６,０００円とするものでございます。まず歳入の主なものを申し上げますと、１款

国民健康保険税２,６２０万９,０００円の減額。３款国庫支出金につきましては療養給

付費等負担金８８４万８,０００円の増額。４款療養給付費等交付金１億４,００５万

９,０００円の増額。８款繰入金につきましては一般会計繰入金７７３万円の減額。９

款繰越金につきましては予算調整科目として１８年度決算額のうち１億１,５８２万９,

０００円の増額を計上いたしております。次に歳出について御説明いたします。２款保

険給付費におきましては、退職被保険者療養給付費負担金１億６,０００万円及び高額

療養費負担金などで１億９,９００万円の増額。３款老人保健拠出金は７５６万円の減

額。６款保健事業費は来年度からスタートする特定検診、特定保健指導の準備に関する

経費３３６万２,０００円の増額。９款諸支出金は保険税還付金や国庫補助金の返還金

など３,５４５万円の増額を計上いたしております。以上が国民健康保険事業特別会計

補正予算の説明でございます。 

次に議第１００号平成１９年度玉名市老人保健事業特別会計補正予算（第２号）に

ついて御説明申し上げます。第１表歳入歳出予算補正につきましては、歳入歳出それぞ

れ２,５００万円を追加し、歳入歳出予算の総額を８９億６,９１３万９,０００円とす

るものでございます。まず歳入の主なものを申し上げますと、１款支払基金交付金は医

療費交付金１,７２６万４,０００円。２款国庫支出金は医療費負担金５１５万８,００

０円。３款県支出金は老人医療費負担金１２８万９,０００円。４款繰入金は一般会計

繰入金１２８万９,０００円の増額を計上いたしております。次に歳出につきまして

は、２款医療諸費の医療支給費負担金２,５００万円の増額のみの計上となっておりま

す。以上が老人保健事業特別会計補正予算の説明でございます。 

次に議第１０１号平成１９年度玉名市介護保険事業特別会計補正予算（第２号）に

ついて御説明申し上げます。第１表歳入歳出予算補正につきましては、歳入歳出それぞ

れ１５万３,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を５５億９,９７８万３,０００円
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とするものでございます。今回の補正につきましては、主に職員の育児休業に係る臨時

職員の賃金及び職員給等の調整となっており、これに伴う負担割合に応じた歳入を計上

いたしておるところでございます。以上が介護保険事業特別会計補正予算の説明でござ

います。 

次に、議第１０２号平成１９年度玉名市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１

号）について御説明申し上げます。第１表歳入歳出予算補正につきましては、歳入歳出

それぞれ４３５万９,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を１３億４,８３０万１,

０００円とするものでございます。今回の補正につきましては、停電などに対処するた

めの発電機の購入経費の入札残額の減額及び職員手当の増額となっており、歳入につき

ましては農業集落排水処理施設整備基金繰入金の減額と繰越金の増額を計上いたしてお

ります。以上が農業集落排水事業特別会計補正予算の説明でございます。 

次に、議第１０３号平成１９年度玉名市水道事業会計補正予算（第２号）について

御説明申し上げます。収益的支出につきまして２６３万円減額し、収益的支出の総額を

７億１,４４２万８,０００円とするものでございます。内容としましては、職員給等の

減額となっております。以上が水道事業会計補正予算の説明でございます。 

次に、議第１０４号平成１９年度玉名市下水道事業会計補正予算（第２号）につい

て御説明申し上げます。収益的支出につきましては１８万９,０００円を追加し、総額

を１１億４,４５６万４,０００円とするものでございます。資本的支出につきまして

は、６７万２,０００円を減額し、総額を１４億３,４３８万円とするものでございま

す。内容といたしましては、両支出とも職員手当などによる増額となっております。 

以上、主な内容等につきまして御説明を申し上げましたが詳細につきましては、所

管の各委員会において御説明いたしますので、御審議の上、原案どおり御承認賜ります

ようによろしくお願いいたします。 

○議長（松田憲明君） 引き続き、副市長 髙本信治君。 

［副市長 髙本信治君 登壇］ 

○副市長（髙本信治君） おはようございます。私の方からは条例案件等１１件の議案

につきまして提案理由の御説明を申し上げます。 

議案の１ページをお願いいたします。議第１０５号玉名市長等の給与の特例に関す

る条例の制定についてでございますが、これは１０月に公表をいたしました企業局水道

課職員の不祥事に伴い市長及び副市長の行政責任を明確にするため、その給料月額を１

０分の１、１カ月減額する条例を制定するものでございます。 

次に２ページをお願いいたします。議第１０６号玉名市職員の育児休業等に関する

条例の一部を改正する条例の制定についてでございますが、これは国家公務員の育児休

業制度の見直し及び地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律の施行
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に伴い条例の整備を行なうものでございます。内容でございますが、育児休業をした職

員が職務に復帰した場合にその育児休業期間を１００分の１００以下の換算率で給与の

調整を行なうよう改めるものでございます。また条例中に引用しておりました法律に条

ずれが生じましたため、あわせて条例の整備を行なうものでございます。 

次に４ページをお願いいたします。議第１０７号玉名市職員の修学部分休業に関す

る条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。これは学校教育法等の一部

を改正する法律の施行に伴い、条例の整備を行なうものでございまして、法律の一部改

正により、条例中に引用しておりました法律に条ずれが生じましたため、条例の整備を

行なうものでございます。 

次に５ページでございますが、議第１０８号玉名市保育所条例の一部を改正する条

例の制定についてでございますが、これは玉名市立ちどり保育所及び玉名市立天水東保

育所を民営化することに伴い、条例の整備を行なうものでございまして、本市が設置し

ております保育所の中から玉名市立ちどり保育所及び玉名市立天水東保育所を削除する

ものでございます。 

次に６ページをお願いいたします。議第１０９号玉名市天水児童館ひがし園条例を

廃止する条例の制定についてでございますが、この施設は児童厚生施設として児童に健

全な遊びを与えて、その健康を増進しまたは情操を豊かにすることを目的としたもので

ございますが、近年は児童館としての利用者はなく、当初の設置目的を終えましたため

条例を廃止するものでございます。 

次に７ページでございますが、議第１１０号玉名市立小中学校設置条例及び玉名市

立幼稚園条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。これは学校教育法の

一部を改正する法律の施行に伴い、条例の整備を行なうものでございまして法律の一部

改正により、条例中に引用しておりました法律に条ずれが生じましたため、条例の整備

を行なうものでございます。 

次に８ページをお願いいたします。議第１１１号指定管理者の指定についてでござ

いますが、これは玉名市岱明磯の里条例第１４条第１項に規定に基づき、指定管理者の

指定をしようとするときは、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により議会に議決

を経る必要があるためでございます。指定管理者となる団体は熊本市帯山３丁目８番４

４号の株式会社三勢でございます。なお指定の期間は平成２０年４月１日から平成２３

年３月３１日まででございます。 

９ページをお願いいたします。議第１１２号市道路線の廃止及び認定ついてでござ

いますが、これは道路法第１０条第３項及び第８条第２項の規定によりまして議会の議

決を経る必要があるためでございます。今回廃止をいたします路線は下町新地線、榎原

寺田橋線、上小田下小田５号線、梅林下２号線、梅林下３号線、梅林下６号線、梅林津
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留２号線、梅林下１０号線、一本松寺田線及び大倉吉丸線の１０路線でございます。認

定する路線は、１０ページでございますが、下町新地線、榎原寺田橋線、梅林下２号

線、梅林下３号線、梅林下６号線、梅林津留２号線、梅林下１０号線、バイパス１０号

線、大倉バイパス側道線、一本松寺田線及び吉丸榎原線の１１路線の認定をお願いする

ものでございます。 

次に少し飛びまして１７ページをお願いいたします。議第１１３号市道路線の変更

についてでございますが、これは道路法第１０条第３項の規定によりまして、議会の議

決を経る必要があるためでございます。今回変更いたします路線は梅林安楽寺２号線及

び梅林安楽寺４号線の２路線でございます。 

次に２０ページをお願いいたします。議第１１４号工事請負契約の締結についてで

ございますが、これは玉名市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関

する条例第２条の規定によるものでございます。内容でございますが、天水町尾田川左

岸地区の生活排水を処理するための農業集落排水処理施設建設に伴い、約９,０００立

方メートルの地盤改良及び基礎杭打設等土木工事一式を行なうものでございます。契約

の方法は当該工事内容と同種の施工実績を有する市内の特定建設業者９社による指名競

争入札を実施し、入札の結果、玉名市天水町小天７３７１番地、株式会社池田建設が２

億１,２１０万円で落札したところでございます。現在同社と仮契約を締結しており、

本議会で御承認をいただきまして本契約の締結をいたすものでございます。 

次に２１ページをお願いいたします。議第１１５号和解及び損害賠償額の決定につ

いてでございますが、これは地方自治法第９６条第１項第１２号及び第１３号の規定に

より、和解及び損害賠償の額の決定について議会の議決を得るものでございます。内容

といたしましては、平成１９年７月７日午前６時５０分頃、市の管理下にある岩崎排水

樋管の開閉誤りにより、同樋管付近が増水したため松本美恵子氏の自宅兼店舗が床上浸

水し、家財道具及び商業用の電気製品等に損害を与えたものでございます。相手方への

損害賠償額といたしまして５９４万８,５５０円を支払うものでございます。なお損害

賠償金につきましては市民相互賠償補償保険により全額補てんされます。 

以上、条例案件等につきまして、提案理由の御説明を申し上げましたが、詳細につ

きましては所管の各委員会で御説明を申し上げますので、御審議の上、原案どおり御承

認いただきますようにお願いを申し上げます。 

○議長（松田憲明君） 引き続きまして、市長 島津勇典君。 

［市長 島津勇典君 登壇］ 

○市長（島津勇典君） 人事案件についての御提案をさせていただきます。議第１１６

号から議第１１８号までの人権擁護委員候補者の推薦についてでございますが、現委

員、田上かづ子氏が平成２０年３月３１日をもちまして任期満了となるため、引き続き
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同氏を。同じく現委員、松村駿氏が同日をもちまして任期満了となるため、米村博之氏

を。同じく現委員、大村敏行氏が同日をもちまして任期満了となるため、村端勝洋氏

を。それぞれ推薦いたしたく、人権擁護委員法第６条第３項の規定によりまして議会の

意見を求めるものでございます。 

よろしくお願いします。 

○議長（松田憲明君） 以上で、提案理由の説明は終わりました。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第６ 陳情の報告（陳第４号から陳第７号） 

○議長（松田憲明君） 次に陳情の報告をいたします。今回は陳情４件が提出されてお

ります。内容については、お手元にその要旨を配布しておりますので、説明を省略いた

します。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第７ 決算特別委員長報告 

○議長（松田憲明君） 次に継続審査となっておりました議第７２号平成１８年度玉名

市一般会計歳入歳出決算から議第８２号平成１８年度玉名市下水道事業会計決算までの

決算議案１１件について、決算特別委員長の報告を求めます。 

決算特別委員長 萩原雄治君。 

［決算特別委員長 萩原雄治君 登壇］ 

○決算特別委員長（萩原雄治君） おはようございます。ただいまから決算特別委員会

の審査経過と結果を御報告申し上げます。今般の決算特別委員会は１０月２９日から３

０日までの２日間にわたり審査を行ないました。委員会に付託されました案件は、議第

７２号平成１８年度玉名市一般会計歳入歳出決算から議第８２号平成１８年度玉名市下

水道事業会計決算までの一般会計及び特別会計並びに企業会計の歳入歳出決算までの議

案１１件であります。今回の決算について付託されました議案は１市３町合併後初めて

の通年執行の決算でありました。前年度の決算については合併後、つまり平成１７年１

０月３日から平成１８年３月３１日までの決算となっているため、今回の決算とは比較

ができかねるところでした。 

まず玉名市としての全体を総括して申し上げますと一般会計歳入歳出決算と他８件

の特別会計歳入歳出決算を合わせた収支は歳入決算額５２３億３６１万２,２１７円、

歳出決算額５１１億２,９５４万７,５２７円で、歳入歳出差引額は１１億７,４０６万

４,６９０円の形式収支額であることをまずもって御報告申し上げます。以下各決算議

案の審査経過の特筆すべき事項を御報告申し上げます。 

まず議第７２号平成１８年度玉名市一般会計歳入歳出決算でありますが、歳入決算

額２８３億５,８８５万６,１１８円、歳出決算額２７５億３,３８５万７６６円で、歳
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入歳出差引額は８億２,５００万５,３５２円となり、翌年度への繰越すべき財源の２億

９,６２８万２,２５５円を差し引いた実質収支額は５億２,８７２万３,０９７円となっ

ております。執行部の説明では事項別明細書の予算現額、調定額、収入済額、不納欠損

額、収入未済額、支出済額、繰越額、不用額等の説明と各課における主要事業や不用額

等の金額が発生しているものの詳細説明がありました。特筆すべき質疑、答弁は以下の

とおりで１４項目あります。 

まず１番目の市民税にかかる税制改革の影響については定率減税の減額、老齢者控

除の廃止、公的年金控除額の減額、均等割免除の廃止、老年者の所得１２５万円以下の

均等割３分の１課税等が実施されていることにより前年度より増税になっていると考え

ているが、それぞれの項目についての個別の増税額については把握していないとの説明

に、増税になった部分の把握は必要不可欠であり、税収との相関を探るためにも決算の

段階では実数をつかみ、国が示し市が見込みで組んだ概算等の比較検証が大切との再度

の質疑に対し、執行部からは予算要求時においては割合をかけて試算するが、税務申告

後の積み上げは税制改正が毎年実施されており、個別の積み上げがなされなければ実数

はつかめない。その作業のために膨大な事務量がかかり、相当なる時間と人員が必要で

ある。今般の決算において平成１６、１７年度との比較は難しいが、収入未済額として

は５,４６４万円が計上されており、全般的な増税による影響と考察されるとの答弁が

ありました。また収入未済額は約１割に達しているが、納税組合廃止が遠因と考えられ

ないかとの質疑に対し、施行部より納税はあくまで自主納税が基本であり、過去におい

て納税組合が奨励金の積み立て等により旅行等を行なってきた事実があり、違憲という

裁判所の判断もあり、かかる状況となっている。さらにモラルの低下、遊興費への計画

性のない過剰な支出、サラ金等により生活苦に陥り、納税は最後にという意識等も垣間

見られ、納税意識の向上に向けての啓発も必要である。滞納整理、不納欠損の現状につ

いては滞納者に対し財産調査を実施し、インターネット公売・差し押さえを行なってい

るものの、固定資産税等の滞納繰越については、他の債権者が市より早い抵当権設定が

あった場合は優先順位が下位となってしまう等の状況に鑑み不納欠損をやむなく実施し

ている。また滞納者の状況としては５０万円以上の滞納額を有するものが６５％あり、

２００万円以上の滞納者に対し不動産が中心ではあるが預金、給与、生命保険等も差し

押さえの対象としている。徴収体制としては従前より５名増で鋭意努力しているものの

一例として分納の誓約等非常に困難ではあるが、積極的に進めているとの答弁でありま

した。次に都市計画税の課税の仕方についての答弁では、公共下水道整備がなされてい

るところに賦課されているが岱明区における下水道整備地区は境界が入り組み、利用受

益者負担金の徴収もなされており、かつまた下水道利用料金にも差異がある。合併協議

の中で当分の間岱明校区には負担金徴収ということで都市計画税を課税しないという協
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定項目もある。しかしながら負担金は負担金、都市計画税はあくまで目的税であり、性

格が異なり下水道利用料金の統一等の計画に沿って、今後の検討課題である旨の回答が

ありました。 

２番目、保険料の未納についての質疑に対し、執行部から昭和５８年から平成１８

年度までに２,２７２万円の未納額があるが、５年の時効が法的に決まっている。時効

未到来分については夜間徴収等も実施しているものの実際問題として時効が成立してい

るものについては、本来不納欠損をしなければならない事案である。このことが多額の

未納額として残っているところであり、今年度中に処理したいとの答弁であります。 

３番目、住宅新築資金等貸付金の滞納対策について、執行部より新築資金等の貸付

は平成８年で終了しており、現在は償還事務のみである。滞納対策としては戸別訪問や

近親者の情報収集等を実施し、状況把握に努めているものの滞納者の内２０名とが現在

連絡が取れない状況である。なお新築資金の滞納者は他の税金や使用料等の滞納と重複

しており、大変苦慮しているとの答弁でありました。 

４番目、地域振興事業費における５７０万円の不用額についての質疑に対し、執行

部から玉名２１の星事業にかかる地域づくり事業支援助成金５０５万円などが主なもの

であり、内容としては旧３町の８校区においてまちづくり事業に取り組みがあるのでは

ないかということで、減額補正を行なわず、決算で不用額として計上したものでありま

す。玉名２１の星事業は各校区ごとにまずまちづくり計画書の作成が義務づけられてい

ます。その計画策定の後、審査を経てまちづくり事業の支援助成金が交付される運びと

なり、平成１８年度中において前述のまちづくり計画書の策定まで終了していた校区が

数校区あったことから補正にで減額しなかったとの由であります。 

５番目、全体的に不用額が多いように見受けられるが、年間４回の補正にて対応で

きなかったのか。きっちり計画的に対応すれば繰越等が出ないのではないか。予算額の

１割以上の不用額という費目もあるが高額すぎないかとの委員からの質疑に対し、執行

部より前述のまちづくり委員会の事業進捗や国際交流における公式訪問団の人数の確定

のずれ込み、工事請負費の入札残、光熱水費の残額等が不用額発生の要因として挙げら

れるが、３月補正の事務的締め切りが前年１２月末ということもある。また県下の各市

と比べて突出して高い比率とはいえない旨の答弁とともに、今後においては極力３月の

最終予算の補正について不用額のかかる事態にならないように対処したいとの答弁であ

りました。 

６番目、補助金の見直しについての質疑に対し、執行部から具体的な作業を進める

事務局は財政課が所管しており、自治区から各２名、九州看護福祉大学からは学識経験

者代表としても参画いただき、総勢９名により玉名市補助金等見直し検討委員会で協議

をいただいているところです。財政課が作成した資料に基づき、客観性、平等性を勘案
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し、今後の補助金の適正化に向けてのルール作りを進めているとの答弁でありました。 

７番目、監査の指摘を受けている時間外勤務手当についての委員からの質疑であり

ます。時間外手当の支給について、執行部として全体の統一ができなかったのに対して

遺憾であるとした上で、合併後において各般の事業量の把握が困難だったことや旧自治

体における条例の解釈、とらえ方の違いが指摘の原因であるとの説明でありました。そ

の対策として、今後ますます職員の減少に伴う時間外の増加も視野に入れながら経費削

減のため振替、代休の推進を徹底し、職員への研修をあわせて講じる旨の答弁がありま

した。 

８番目、障害福祉費の委託料について委員から７９９万円の不用額が発生している

ことについての質疑がありました。執行部から平成１８年４月から施行されている障害

者自立支援法のうち玉名市の独自事業として生活支援事業において１割負担の軽減策を

実施しているが、年度中は事業遂行中に補正ができなかったとの答弁がありました。あ

くまで福祉サービスが滞ることがあってはならず、福祉の後退にならないようにとの強

い要望もあり、万全を期すための措置であることもあわせて説明があったことも申し添

えたいと存じます。 

９番目、児童福祉総務費の委託料、母子衛生費の助産師訪問指導等についての質疑

応答の御報告を申し上げます。子育て支援のひとつとして玉名市子育てハンドブックを

５,２００部作成し、保育所、幼稚園、保育センター等に常備しておおむね好評を呈し

ているとのことや学童保育にかかわる国の指針や協議の進捗状況にも質疑が及びまし

た。執行部より学童保育の来年度の予算要求説明会が県において開催されましたが、運

営費が大規模施設では補助が出ない、受け入れ枠の未確定、７０人以上の学童について

は分割という案、子どもに対し指導者の目が届かないことや運営に対し苦慮することへ

の危惧が持たれており、その推移を十分注視する必要がある旨の答弁がありました。ま

た母子衛生費の助産師訪問指導に関し委員から質疑がなされました。執行部から近年の

虐待などの報道もあり、母子保健推進委員４７名の謝礼の決算である。これは助産師等

の訪問により専門的なアドバイスにより健全な発育を願うものであり、年間出生数が約

６００名の中でおおむね４００人については助産師が訪問し、あとは推進委員や保健師

の資格を有する職員、臨時職員が連携を取りながら一体となって訪問している旨の回答

がありました。 

１０番目、農業関係における補助金や遊休農地、農家の経営状況について委員から

質疑がありました。玉名市における米作り農家は５,６４８戸であるが農家の経営の所

得状況からみれば、施設園芸が中心であり土地利用型については非常に厳しい状態であ

る。玉名市においてあくまで農業は基幹産業でありＪＡや県と協議しながら農業の活性

化に努めていきたいとの答弁がありました。例えば一例を申し上げますと、遊休農地が
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市内に４０ヘクタールあり、その解消に向けて農業委員が農業地区域内にある農地を積

極的に受委託の推進を行ない、これ以上の耕作放棄地の増加を防ぐ手立てをしているこ

とや玉名市における中山間地としての指定は三ッ川と八嘉であるが、棚田の保全等に対

して勘案はなされておらず、生産性の低位の作物に対する補助金等を要望していきたい

旨の答弁がありました。 

１１番、林業振興費の公有財産購入費の不用額についての質疑応答では、防火林道

に関する用地交渉の難航によるものであり、３０数名の地権者のうち４名の同意が相続

等の未登記により得られないのが未買収の原因とのことです。なお防火林道は県の事業

であり、市としては用地交渉のみを行ない、あとの工事等については県が実施すること

になっているとの答弁でありました。 

１２番、道路台帳情報化業務委託について１,８０６万円は高額すぎるのではない

か。委託しなくとも職員では対応できなかったのかとの委員からの質疑に対し、執行部

より次のような答弁がありました。合併にかかわるものを１冊にまとめなければならな

いものであり、事務量が膨大であるとともに製本、縮尺、精度の適正化を要求されるた

め市職員ではその作業は困難である。国に申請する交付税の算定基礎や市道路認定にか

かる建築や道路等の問題等々、金額的な費用対効果を考慮すれば、さまざまなメリッ

ト、デメリットがあったが、市民の利便性の備えに対しては不可欠であるとして業務委

託を実施した旨の答弁がありました。 

１３番、学校給食費の未払いについての質疑応答がありました。執行部より未払い

の総額は平成１８年度分で６９万５,０００円あるとのことです。給食の材料費として

の支払については繰越金にて充当したとして大事に至っていないものの、集金方法につ

いて今後十分検討しなければならないとの意見が出されました。各地域の役員が集金を

している。学校側が集めるとなると未納があった場合、教師が困惑する。給食費は集金

するとして市の責任なのか、学校の責任なのか。支払義務として時効はない。市が受け

入れる体制を整備する必要があるのではないか。学校やＰＴＡ役員と連携強化をより一

層図る必要があるのではないか等々の質疑応答意見も出されました。 

１４番、監査の意見書の経常収支比率について委員から、玉名市は負担金・補助金

の占める割合が高いのではないかという質疑がありました。執行部からの回答としてい

くつかの要因が考えられるが、まず総体的には三位一体の改革によって収入の部分が低

くなっていることや負担金・補助金について合併前に十分な調査ができかねていたこ

と。さらに経常経費と臨時的経費の考え方や認識の統一が徹底していなかったこと等が

あげられていることでありました。また今後においては弾力的な行政運営のためにも削

減すべきところは厳しく査定していくとの決意の表明もなされました。そのほか金婚

式、戦没者慰霊祭等の式典のあり方についての質疑等もありました。特に金婚式につい
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ては夫婦が結婚以来５０年という長きにわたり連れ添ったお祝いとして晴れがましい節

目の人生通過儀礼であり、晴れやかなる式典を希求するという意見も出されました。残

念ながら昨年の金婚式は台風の襲来により中止せざるを得ないこともあり、約２４０組

の金婚を迎えられた御夫婦に対して夫婦茶碗が配達されたに留まり、うら寂しい思いが

合ったのではないかと心残りがしますという意見も出されました。 

以上、審査のあと採決の結果、議第７２号につきましては実質収支に関する調書の

とおり歳入総額２８３億５,８８５万６,０００円、歳出総額２７５億３,３８５万１,０

００円で、歳入歳出差引額は８億２,５００万５,０００円となり、翌年度への繰越すべ

き財源の２億９,６２８万２,０００円を差し引いた実質収支額は５億２,８７２万３,０

００円で、議案のとおり賛成多数により認定すべきものと決定いたしました。 

引き続き申し上げます。以下８件の特別会計についての歳入歳出決算におきまして

も前年度との比較が難しいため、歳入歳出決算額、歳入歳出差引額及び実質収支額等の

報告が執行部からありました。 

議第７３号平成１８年度玉名市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算でございま

すが、歳入決算額８４億４,４０１万５,０００円、歳出決算額８３億１,１９８万２,０

００円で、歳入歳出差引額及び実質収支額は１億３,２０３万円となっているところで

ございます。以下、委員及び執行部の質疑応答も特記すべき事項のみ御報告申し上げま

す。まず不納欠損額の２,９８９万８,０１０円の内訳については監査の審査意見書の不

納欠損処分事由別調のとおり滞納処分の停止要件が説明されました。また資格証明書や

短期保険証の発行について納税に関しては強力に施行されているようだが、通院の必要

な人にとっては重大な問題であり慎重に対処してほしいとの旨の要望がなされました。

次に歳入調定に対し３０％近くの滞納があるが徴収率向上のための方策についての質疑

に対し、執行部より社会保険と国保との入れ替わりや加入者の未手続、住所不明、居所

不明等々の状況があるが休日夜間の納税相談も図り、各担当課と連携強化を取りながら

鋭意努力するとの回答であります。平成２０年度に税制改正があろうが滞納額が多額に

なっている現状に鑑み、税率を下げる取り組みが必要ではないかとの質疑に対し、執行

部からは平成１８年度から平成２０年度まで合併に伴い保険税を統一し、平準化を図っ

たところである。平成１８年度決算については１億３,０００万円の黒字決算ではある

が、内容を説明すれば平成１７年度から２億１,０００万円の繰り越しと財政調整基金

の５,７００万円の取り崩しが現状である旨の答弁があったが、委員からさらに税率を

下げる努力が要請されました。そのほかに納税組合の見直しの意見や徴税相談員、納税

相談員との徴税吏員との業務の差異について、療養給付費の予算立てや基金の積立金に

ついての質疑、答弁もなされました。採決の結果、議第７３号については、全員異議な

く認定すべきものと決定いたしました。 
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次に、議第７４号平成１８年度玉名市老人保健事業特別会計歳入歳出決算でござい

ますが、歳入決算額９０億４,１７２万２,０００円、歳出決算額８９億４,２５４万７,

０００円で、歳入歳出差引及び実質収支額は９,９１７万５,０００円となっておりま

す。委員から、繰越金についての質疑がなされ、執行部より平成１８年度の繰越金は

９,９００万円であり、昨年度より低い。平成１４年度の制度改正から年齢は７５歳か

ら７０歳に引き下げられた。現況として老人保健にかかる病気の特定が非常に難しく、

毎月の保険の支払が７億という金額に達している状況であり、また一般会計も国民健康

保険にも関連があり、看護師の体制、入院、外来の自己負担額、社会的入院についての

質疑もなされました。採決の結果、議第７４号については、全員異議なく認定すべきも

のと決定いたしました。 

次に、議第７５号平成１８年度玉名市介護保険事業特別会計歳入歳出決算でござい

ますが、歳入決算額５４億８,１７３万２,０００円、歳出決算額５３億９,２１５万１,

０００円で、翌年度への繰越額１５４万６,０００円を差し引いた実質収支額は８,８０

３万５,０００円であります。委員から、歳入の不納欠損４０７万円の内容についての

質疑がありました。執行部より居所不明、住所登録外が４名の１０万５,０００円、本

人死亡で財産なし、身内相続放棄が３４件の９４万円、低収入または病気療養中で納付

能力なしが２８件の１０２万円、制度に対する理解なし、保険適用拒絶が５６件の２０

０万円となっている。なお税とは異なり介護保険料であり、時効は２年であることが答

弁されました。さらに委員から制度の理解なしについては、納める意志なしということ

であるが、そのことは制度上欠損にて処理して差し支えないかとの質疑に対し、執行部

から制度上全額負担しなければ給付制限がかかるが、納付拒絶者は自分は元気で給付も

受けないと強固な申し出がある以上２年で処理せざるを得ない。またそれらの該当者が

介護保険給付の適応を受けなければならなくなった状況が発生した場合の給付について

の再度の質疑に対し、執行部は現在のところ給付制限を課していないが、これらの事例

については大変苦慮しているとの答弁であります。保険料納付に関して平等性に鑑みれ

ばもっと研究の余地があるのではないか、制度上法的に明確に制限がかけてあるのか、

サービス・利用に関しての給付制限、不納欠損についても執行制限がかけられないのか

と委員から再三にわたり質疑に対し、執行部からは介護保険制度は平成１２年度から始

まった制度であり、不納欠損の執行者で介護保険利用者は現在２名いるが、指導を行な

い少しずつ入金してもらっているとの答弁があり、他の委員からも給付制限の事態とな

ると人権問題という側面も発生する懸念があるため、基準の確立が必要ではないかとの

意見も出されました。またあわせて地域支援事業における事業制度の創設も行なってい

ることや調査員報酬また保険料徴収方法における特別徴収と普通徴収にかかる質疑応答

もなされました。採決の結果、議第７５号については、全員異議なく認定すべきものと
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決定いたしました。 

次に、議第７６号平成１８年度玉名市大衆浴場事業特別会計歳入歳出決算でござい

ますが、指定管理者制度に移行されて働いている人の意識高揚についての現状や見解等

の質疑に対し、執行部より日報等の中で厳しい言葉等の苦言が記されており意見交換に

ついては従前よりできていると考察するとの答弁がありました。また委員から、サービ

ス向上という観点から見れば働いている人も楽しく働きやすい職場にしてほしい旨の要

望がなされました。歳入決算額２,０４７万７,０００円、歳出決算額２,０１９万円

で、歳入歳出差引額及び実質収支額は２８万７,０００円でございます。採決の結果、

議第７６号については、全員異議なく認定すべきものと決定いたしました。 

次に、議第７７号平成１８年度玉名市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算でご

ざいますが、歳入決算額８億５,７８４万６,０００円、歳出決算額８億３,９３５万円

で翌年への繰越額７８１万８,０００円を差し引いた実質収支額は１,０６７万８,００

０円となっています。委員からは、公債費の元利金について、収入未済額に対する処

置、工事請負額の不用額、区域内において接続していない人に対する処置、貸付金制度

認定基準等についての質疑がなされました。執行部より、公債費の利子の金額は高額と

なっているが、元金は２９億１,０００万円ほどあり、そのうち５％以上の利率のもの

が２億４,４００万円ある。平成１３年度分の不納欠損は事業をしていたが負債が発生

し、納入能力の欠如によるものや平成１８年度分までの滞納分については通知、催告

書、昼夜の戸別訪問等により２９３万円あったものの現在まで１８９万円までに減少さ

れており、今後も積極的に取り組んでいく。不用額については天水町工事中止によるも

のであり、接続未着手の人には区長を中心に推進委員からさらなる働きかけをお願いし

ている。貸付金制度はないものの利子補給制度の活用をお願いしているなどの答弁があ

りました。採決の結果、議第７７号については、全員異議なく認定すべきものと決定い

たしました。 

次に、議第７８号平成１８年度玉名市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算でござい

ますが、歳入決算額６,９６４万９,０００円、歳出決算額６,１９３万８,０００円で、

歳入歳出差引額及び実質収支額は７７１万１,０００円となっております。委員から一

般管理費、報酬の水道役員について天水簡易水道と玉名市水道との使用料金の対比、公

債費についての質疑がなされました。執行部より、水道役員については旧天水町の区長

と１２名に予算の説明、事業計画、協議等をお願いして法的には根拠はないが旧町時代

より組織があり継続しており、事業の普及、料金徴収に対しても効果があり、地域に密

着して活動されており、不可欠な組織と考えている。旧天水町、旧岱明町、旧玉名市に

おいて使用料に差異があるが、合併協議の中で１０年後には統一料金体系としたい旨の

回答があり、起債の元利金や利率の答弁もあっております。採決の結果、議第７８号に
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ついては、全員異議なく認定すべきものと決定いたしました。 

次に、議第７９号平成１８年度玉名市宅地開発事業特別会計歳入歳出決算でござい

ますが、委員からは特段の質疑はなく、歳入決算額１,５０３万９,０００円、歳出決算

額１,５０３万９,０００円で歳入歳出差引額及び実質収支額は０円で、採決の結果、議

第７９号については、全員異議なく認定すべきものと決定いたしました。 

次に議第８０号平成１８年度玉名市浄化槽整備事業特別会計歳入歳出決算でござい

ますが、歳入決算額１,４２７万６,０００円、歳出決算額１,２５０万円で歳入歳出差

引額及び実質収支額は１７７万６,０００円となっております。浄化槽設置の工事は入

札か随意契約かとの委員の質疑に対し、執行部から入札との答弁のほかには質疑はな

く、採決の結果、議第８０号については、全員異議なく認定すべきものと決定いたしま

した。 

引き続きまして、議第８１号平成１８年度玉名市水道事業会計決算についてです

が、まず西部地区上水道事業は菊池川左岸の小田、梅林地区及び右岸の月田、石貫の一

部を給水区域として計画給水人口３万４,２５０人で、平成１３年度より６カ年計画で

整備を行ない、普及率の向上を図っているものと送配水管布設事業整備促進として、西

築地１号配水管布設替工事ほか１６件で施工延長８５５８.８メートルを布設したもの

です。委員から、有収率の低下の理由、起債の借り換えについて地区の給水区域につい

ての質疑に対し、執行部よりまず有収率の低下の理由についは桃田地区系統の漏水及び

旧岱明地区において水道管行き止まり地区の水質確保のため末端水の水抜き、いわゆる

水の入れ替えが必要とのことにより有収率の低下を招いたとの答弁があり、そのことを

受け循環するような工事を計画するようにとの要望が委員から出されました。次に起債

の借り換えについては、執行部から起債の利率が５％以上のものに対して、財務局に対

して繰上償還の申請を財政健全化の一環として提出しているところである旨の答弁があ

りました。また地区の給水区域についての質疑に対し、執行部より平成１８年度玉名市

水道事業報告書を参照しながら地区の振り分けについての説明がなされました。そのほ

か水質の問題や設備、機材の減価償却の年数、水道料金改定へ向けての質疑応答もあり

ましたが、採決の結果、議第８１号については、全員異議なく認定すべきものと決定い

たしました。 

次に、議第８２号平成１８年度玉名市下水道事業会計決算についてです。まず事業

の概要について執行部より説明がありました。汚水管渠施設整備として築山・玉名地

区、磯鍋・東部地区等の布設整備を行ない、処理場施設整備についても本年度は水処理

設備及び用水施設の機械、電気設備の更新を実施したとの由、業務状況は年度末の処理

区域内人口３万１,８０５人で普及率は４３.９％であります。委員から、一般会計から

の繰入金は将来的にも継続して期待できるのか、菊池川左岸についてはどのように考え
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ているのか、企業会計に変わったことによって状況はどうなったのか、指定工事店の状

況は。以上のような質疑がなされました。これらに対し執行部から、まず繰入金につい

ては総務省が示している基準内繰出内では可能であるが、起債償還等は基準外と考えら

れる。菊池川左岸については下水道基本計画を議会・財政等の多方面から見直しを検討

しなければならない。企業会計の現況については、種々なる考察が必要とし、使用料だ

けで運営することは非常に厳しいであろう。使用料値上げの計画があったものの合併に

より据え置きの状況である。一般会計より多額の繰出し金については、今後ますます厳

しくなるという懸念があるが、公共下水道の公共的使命として公共水域の保全、水洗ト

イレのさらなる普及による生活環境の向上、河川の水質の保全も目的としているところ

であり、多面的考察も不可欠である。使用料において処理区で開きがあるため平成２

０、２３、２６年度にそれぞれ岱明処理区の使用料を引き上げて、玉名市の料金にあわ

せ、引き上げた分を財政補充する予定である。起債の高利率のものに対し、繰上償還す

るよう申請中であるとの由。最後に指定工事店の登録については、現在１３７業者が登

録されており、その指定期間は３年間という答弁がありました。採決の結果、議第８２

号については、賛成多数にて認定すべきものと決定しました。 

以上、決算特別委員会に付託されました案件の報告を終わります。 

○議長（松田憲明君） 以上で、決算特別委員長の報告は終わりました。 

 議事の都合により、暫時休憩いたします。 

午前１１時１８分 休憩 

―――――――――――――――――――――― 

午前１１時３０分 開議 

○議長（松田憲明君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第８ 質疑・討論・採決 

○議長（松田憲明君） 休憩前委員長の報告について、質疑を求めます。質疑ありませ

んか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（松田憲明君） 質疑なしと認めます。 

次に討論に入ります。討論の通告があっておりますので、発言を許します。 

６番議員 前田正治君。 

［６番 前田正治君 登壇］ 

○６番（前田正治君） 日本共産党の前田正治です。私はただいま決算特別委員長から

報告がありました中で議第７２号平成１８年度一般会計決算、議第８２号平成１８年度

下水道事業会計決算につきましては、反対をいたします。その理由を言います。合併を
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しまして初めての本格予算、平成１８年度一般会計で市民は住民サービスの向上を期待

したわけであります。そういう中でまず障害者自立支援法に基づく障害者の１割負担に

つきましては、１割負担の軽減を求める障害者の要望が市政に反映して市独自の軽減策

がとられたことについては評価をするところであります。しかしながら、旧玉名市では

無料だった胃がん、乳がん、大腸がんなどの各種のがん検診が有料化されて、市民が検

診を受ける機会が大幅に制限をされ、住民サービスが後退をいたしました。一方で前々

から指摘しておりました同和団体補助金につきましては５２５万円が予算どおり執行さ

れており、改めて私はその削減を要求するものであります。下水道事業につきまして

は、県内では一番高い旧玉名地域の下水道使用料につきまして、到底容認することがで

きませんのでこの会計につきましても反対をいたします。 

以上です。 

○議長（松田憲明君） １７番議員 江田計司君。 

［１７番 江田計司君 登壇］ 

○１７番（江田計司君） こんにちは。有明クラブの江田です。私は議第７２号平成１

８年度玉名市一般会計歳入歳出決算及び議第８２号平成１８年度玉名市下水道事業会計

決算の認定について賛成するものであります。先ほど決算特別委員長から１８年度の一

般会計歳入歳出決算など１１件の決算認定についての報告がありました。１８年度の予

算は平成１７年１０月３日の１市３町合併後初めての通年予算として議会において、各

常任委員会で審査し、本会議において必要な歳入歳出予算として可決されたものであり

ます。一般会計におきましては、新幹線開業に備えた整備事業、街路事業や地方幹線道

路整備事業、情報通信基盤整備事業、地域社会の安心安全対策事業、２１小学校区の地

域づくり事業、福祉関係事業などなど新生玉名のスタートとして市民にとって必要な予

算であったことは御承知のとおりであります。その決算につきましては委員会で審査さ

れたように適切に執行されたものであります。また下水道事業会計につきましても公共

水域の保全、生活環境の向上などの事業として適切な予算執行であり、議第７２号、議

第８２号の決算認定に賛成するものであります。 

以上です。 

○議長（松田憲明君） ほかに討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（松田憲明君） 討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 

これより採決に入ります。 

議第７２号平成１８年度玉名市一般会計歳入歳出決算、議第８２号平成１８年度玉

名市下水道事業会計決算の決算議案２件については、異議ありますのであとに譲り採決

をいたします。 
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議第７３号平成１８年度玉名市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算から議第８

１号平成１８年度玉名市水道事業会計決算までの決算議案９件については、委員長の報

告のとおり認定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（松田憲明君） 異議なしと認めます。よって、委員長の報告のとおり認定する

ことに決定いたしました。 

議第７２号平成１８年度玉名市一般会計歳入歳出決算は異議ありますので、起立に

よって採決いたします。議第７２号については、委員長の報告のとおり認定することに

賛成の諸君の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（松田憲明君） 起立多数であります。よって、議第７２号については、委員長

報告のとおり認定することに決定いたしました。 

議第８２号平成１８年度玉名市下水道事業会計決算は異議ありますので、起立によ

って採決いたします。議第８２号については、委員長の報告のとおり認定することに賛

成の諸君の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（松田憲明君） 起立多数であります。よって、議第８２号については、委員長

の報告のとおり認定することに決定いたしました。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第９ 先議（議第１１６号から議第１１８号） 

○議長（松田憲明君） 次に、日程の追加についてお諮りいたします。 

ただいま議題となっております議第１１６号人権擁護委員候補者の推薦についてか

ら議第１１８号人権擁護委員候補者の推薦についてまでの人事案件３件については、議

事の都合により、これを先議し、あわせて委員会付託を省略いたしたいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（松田憲明君） 異議なしと認めます。よって、日程追加として、議第１１６号

から議第１１８号についてまでの人事案件３件については、これを先議し、あわせて委

員会付託を省略することに決定いたしました。 

議第１１６号人権擁護委員候補者の推薦について、議第１１７号人権擁護委員候補

者の推薦について、議第１１８号人権擁護委員候補者の推薦については、質疑はありま

せんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（松田憲明君） 質疑なしと認めます。 
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討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（松田憲明君） 討論なしと認めます。 

これより採決に入ります。議第１１６号人権擁護委員候補者の推薦については、原

案に同意することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（松田憲明君） 御異議なしと認めます。よって、議第１１６号については、原

案に同意することに決定いたしました。 

議第１１７号人権擁護委員候補者の推薦については、原案に同意することに御異議

ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（松田憲明君） 異議なしと認めます。よって、議第１１７号については、原案

に同意することに決定いたしました。 

議第１１８号人権擁護委員候補者の推薦については、原案に同意することに御異議

ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（松田憲明君） 異議なしと認めます。よって、議第１１８号については、原案

に同意することに決定いたしました。 

○議長（松田憲明君） 以上、本日の日程は終了いたしました。 

明５日は定刻より会議を開き、常任委員会委員及び議会運営委員会委員の選任を行

ないます。 

 本日は、これにて散会いたします。 

午前１１時４１分 散会 



第 ２ 号

１２月 ５ 日（水）



 －2 9－

平成１９年第５回玉名市議会定例会会議録（第２号） 

 議事日程（第２号） 

平成１９年１２月５日（水曜日）午前１０時開議 

日程第１ 常任委員会委員及び議会運営委員会委員の選任  

日程第２ 常任委員会正副委員長及び議会運営委員会正副委員長互選結果報告 

        散 会 宣 告 

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ 

 本日の会議に付した事件 

日程第１ 常任委員会委員及び議会運営委員会委員の選任 

日程第２ 議長辞職について 

日程第３ 議長選挙 

日程第４ 副議長辞職について 

日程第５ 副議長選挙 

        延 会 宣 告 

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ 

出席議員（３０名） 

 １番  萩 原 雄 治 君  ２番 中 尾 嘉 男 君 

 ３番  宮 田 知 美 君  ４番 北 本 節 代 さん

 ５番  横 手 良 弘 君  ６番 前 田 正 治 君 

 ７番  近 松 恵美子 さん  ８番 作 本 幸 男 君 

 ９番  福 嶋 譲 治 君  １０番 竹 下 幸 治 君 

 １１番  青 木   壽  君  １２番 森 川 和 博 君 

 １３番  内 田 靖 信 君  １４番 髙 村 四 郎 君 

 １５番  大 﨑   勇 君  １６番 松 本 重 美 君 

 １７番  江 田 計 司 君  １８番 多田隈 保 宏 君 

 １９番  永 野 忠 弘 君  ２０番 林 野   彰 君 

 ２１番  髙 木 重 之 君  ２２番 本 山 重 信 君 

 ２３番  吉 田 喜 德 君  ２４番 田 島 八 起 君 

 ２５番  田 畑 久 吉 君  ２６番 小屋野 幸 隆 君 

 ２７番  堀 本   泉 君  ２８番 松 田 憲 明 君 

 ２９番  杉 村 勝 吉 君  ３０番 中 川 潤 一 君 

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ 

欠席議員（なし） 



 －3 0－

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ 

 

事務局職員出席者 

事 務 局 長  梶 山 孝 二 君  事務局次長   田 中   等 君

次 長 補 佐  中 山 富 雄 君  書    記  小 畠 栄 作 君

書 記  松 尾 和 俊 君     

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ 

説明のため出席した者 

市    長  島 津 勇 典 君  副 市 長  髙 本 信 治 君

総 務 部 長  元 田 充 洋 君  

企 画 政 策 部 長 兼
玉 名 総 合 支 所 長 兼
玉名地域自治区事務所長

 牧 野 吉 秀 君

市民環境部長  黒 田 誠 一 君  福 祉 部 長  井 上   了 君

産業経済部長  望 月 一 晴 君  建 設 部 長  取 本 一 則 君

会 計 管 理 者  徳 井 秀 憲 君  
岱明総合支所長兼
岱明地域自治区事務所長  前 田 繁 廣 君

横島総合支所長兼 
横島地域自治区事務所長  田 上   均 君  

天水総合支所長兼
天水地域自治区事務所長

 

 
坂 本 佳 節 君

企 業 局 長  中 原 早 人  君  教育委員長  内 田   實 君

教 育 長  菊 川 茂 男  君  教 育 次 長  杉 本 末 敏 君

監 査 委 員  髙 村 捷 秋  君     

 



 －3 1－

午前１０時０２分 開議 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

○議長（松田憲明君） おはようございます。 

ただいまから本日の会議を開きます。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第１ 常任委員会委員及び議会運営委員会委員の選任 

○議長（松田憲明君） これより常任委員会委員及び議会運営委員会委員の選任を議題

といたします。 

 議事の都合により休憩いたします。 

午前１０時０２分 休憩 

―――――――――――――――――――――― 

午前１０時５６分 開議 

○副議長（田畑久吉君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

議長、松田憲明君から議長の辞職願が提出されました。 

お諮りいたします。この際、議長辞職についてを日程に追加し、議題にいたしたい

と思います。これに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○副議長（田畑久吉君） 御異議なしと認めます。よって、議長辞職についてを日程に

追加し、議題とすることに決定いたしました。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第２ 議長辞職について 

○副議長（田畑久吉君） 議長辞職についてを議題といたします。まずその辞職願を職

員に朗読させます。 

 事務局次長 田中 等君。 

［事務局次長 田中 等君 登壇］ 

○事務局次長（田中 等君） 命によりまして朗読いたします。 

平成１９年１２月５日、玉名市議会副議長、田畑久吉殿、玉名市議会議長、松田憲

明。辞職願、この度一身上の都合により議長を辞職したいので、許可されるよう願い出

ます。以上でございます。 

○副議長（田畑久吉君） これより松田憲明君の議長辞職についてを採決いたします。 

松田憲明君の議長辞職を許可することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○副議長（田畑久吉君） 御異議なしと認めます。よって、松田憲明君の議長辞職につ

いては、許可することに決定いたしました。 
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松田憲明君の入場を許可します。 

［松田憲明君 入場］ 

○副議長（田畑久吉君） この際、前議長の松田憲明君から退任のあいさつの申し出が

あっておりますので、これを許可いたします。 

 松田憲明君。 

［松田憲明君 登壇］ 

○議員（松田憲明君） ごあいさつ申し上げます。まず平成１７年１１月２８日の臨時

議会において新生玉名市の初代議長に選任していただきました。それから今日まで２年

余の長きにわたり不詳な身が故に皆さん方に多大の御迷惑をおかけしたこともあったと

受け止めております。にもかかわらず、皆さん方の寛大なる御気持ちにおいてお支えい

ただき、まがりなりにも今日まで務めることができました。この場を借りまして厚く御

礼を申し上げさせていただきます。 

甚だ簡単ではございますけれども、議長を辞任するにあたりましてのごあいさつと

させていただきます。本当にありがとうございました。 

○副議長（田畑久吉君） 議事の都合により休憩いたします。 

午前１１時００分 休憩 

―――――――――――――――――――――― 

午後 ３時３１分 開議 

○副議長（田畑久吉君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  本日の会議時間は、議事の都合により、あらかじめ延長いたします。 

  議事の都合により、暫時休憩いたします。 

午後 ３時３２分 休憩 

―――――――――――――――――――――― 

午後 ７時３２分 開議 

○副議長（田畑久吉君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

お諮りいたします。ただいま議長の辞職にともない議長が欠員となりましたので、

この際議長選挙を日程に追加し、選挙を行ないたいと思います。これに御異議ありませ

んか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○副議長（田畑久吉君） 御異議なしと認めます。よって、議長選挙を日程に追加し、

選挙を行なうことに決定いたしました。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第３ 議長選挙 

○副議長（田畑久吉君） これより議長の選挙を行ないます。選挙は投票で行ないま
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す。議場の閉鎖を命じます。 

［議場閉鎖］ 

○副議長（田畑久吉君） ただいまの出席議員数は３０人であります。投票用紙を配付

させます。 

［投票用紙配付］ 

○副議長（田畑久吉君） 投票用紙の配付漏れはありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○副議長（田畑久吉君） 配付漏れなしと認めます。投票箱を点検させます。 

［投票箱点検］ 

○副議長（田畑久吉君） 異常なしと認めます。念のため申し上げます。投票は単記無

記名であります。投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、点呼に応じて順次投票を願い

ます。 

なお、白票は無効といたします。 

点呼を命じます。 

 事務局次長 田中 等君。 

［事務局次長 田中 等君 登壇］ 

○事務局次長（田中 等君） それでは命によりまして議員の点呼をいたします。萩原

雄治議員、中尾嘉男議員、宮田知美議員、北本節代議員、横手良弘議員、前田正治議

員、近松恵美子議員、作本幸男議員、福嶋譲治議員、竹下幸治議員、青木壽議員、森川

和博議員、内田靖信議員、髙村四郎議員、大﨑勇議員、松本重美議員、江田計司議員、

多田隈保宏議員、永野忠弘議員、林野彰議員、髙木重之議員、本山重信議員、吉田喜德

議員、田島八起議員、小屋野幸隆議員、堀本泉議員、松田憲明議員、杉村勝吉議員、中

川潤一議員、田畑久吉副議長。 

○副議長（田畑久吉君） 投票漏れはありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○副議長（田畑久吉君） 投票漏れなしと認めます。投票を終了いたします。 

議場の閉鎖を解きます。 

［議場開鎖］ 

○副議長（田畑久吉君） 開票を行ないます。会議規則第３１条第２項の規定により、

立会人に林野彰君、横手良弘君、森川和博君、松本重美君を指名いたします。 

よって、４人の立会いを願います。 

［職員により開票点検］ 

○副議長（田畑久吉君） 選挙の結果を報告いたします。 

投票総数３０票、これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。 
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そのうち、有効投票３０票、無効投票０票、有効投票の内、小屋野幸隆君１５票、

松田憲明君１３票、前田正治君１票、青木壽君１票。 

以上のとおりであります。 

この選挙の法定得票数は８票であります。 

よって、小屋野幸隆君が議長に当選されました。 

 ただいま、議長に当選されました小屋野幸隆君が議場におられますので、本席から会

議規則第３２条第２項の規定により当選の告知をいたします。 

当選承諾の意味をもちましてごあいさつをお願いいたします。 

 小屋野幸隆君。 

［新議長 小屋野幸隆君 登壇］ 

○議長（小屋野幸隆君） こんばんは。昨日、今日と議員の皆様方それに執行部の皆様

方今回の議長選任にあたりまして、皆様方に多大な御迷惑をおかけ長引いたことをまず

もっておわび申し上げます。私先代議長、松田憲明さんのあとを継ぎ、玉名市発足以来

２代目の議長ということで皆様方の御同意を得、本日玉名市の議長に就任をする運びと

なりました。これもひとえに皆様方の私に対する気持ちの表れだろうと深く感謝を申し

上げます。この度の選挙にあたりまして、私と松田議長は有明クラブの中で私団長とし

て２年間お世話になってきた間柄での選挙でございましたので、議長も私もお互いの気

持ちの中でのやっぱり苦しみがあったろうと察しをいたします。しかしながらこういう

結果が出た以上はお互いの力を出し、また私に期待をかけていただいた皆様方に対しま

して、私は誠心誠意をもってお返しをしていくことが私に課せられた課題と考えており

ます。島津市政にいたしましてもあとの２年間一緒にやっていく所存でございます。そ

のような形の中での私の議長就任でございます。これからいろいろ多々あろうかと思い

ますけれども、それは皆様方の御理解、御協力によりまして邁進し努力をしてまいって

いきたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。 

これをもちまして、私の就任のあいさつに代えたいと思います。よろしくお願いい

たします。 

○副議長（田畑久吉君） 議長が決まりましたので、議長と交代いたします。それで

は、小屋野幸隆議長、議長席にお着き願います。 

○議長（小屋野幸隆君） では、ただいまから議長の職務をさせていただきます。 

議事の都合により休憩をいたします。 

午後 ７時５１分 休憩 

―――――――――――――――――――――― 

午後 ８時１８分 開議 

○議長（小屋野幸隆君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 
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副議長、田畑久吉君から副議長の辞職願が提出されました。 

お諮りいたします。この際、副議長辞職についてを日程に追加し、議題にいたした

いと思います。これに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（小屋野幸隆君） 異議なしと認めます。よって、副議長辞職についてを日程に

追加し、議題とすることに決定いたしました。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第４ 副議長辞職について 

○議長（小屋野幸隆君） まずその辞職願を職員に朗読させます。 

 事務局次長 田中 等君。 

［事務局次長 田中 等君 登壇］ 

○事務局次長（田中 等君） 命によりまして朗読いたします。 

平成１９年１２月５日、玉名市議会議長、小屋野幸隆殿、玉名市議会副議長、田畑

久吉。辞職願、この度一身上の都合により副議長を辞職したいので、許可されるよう願

い出ます。以上でございます。 

○議長（小屋野幸隆君） これより田畑久吉君の副議長辞職についてを採決いたしま

す。 

田畑久吉君の副議長辞職を許可することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（小屋野幸隆君） 御異議なしと認めます。よって、田畑久吉君の副議長辞職に

ついては、許可することに決定をいたしました。 

田畑久吉君の入場を許可します。 

［田畑久吉君 入場］ 

○議長（小屋野幸隆君） この際、前副議長の田畑久吉君から退任のあいさつの申し出

があっておりますので、これを許可いたします。 

 田畑久吉君。 

［田畑久吉君 登壇］ 

○議員（田畑久吉君） こうしてここに立っておりますと、こうして議員の皆様の顔を

一人一人眺めておりますと、この２年間本当に長いようで短い２年でございました。そ

の間、各議員の皆様方には各角度からいろんな御指導をいただきながら勉強をさせてい

ただきました。ひとえに心から感謝を申し上げます。副議長今降りましたけども、今後

一議員といたしまして、議員活動に全力を尽くしてまいりたいと思いますので、今後と

もさらなる御指導のほどよろしくお願いをいたしまして、ごあいさつの言葉とさせてい

ただきます。どうもありがとうございました。 
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○議長（小屋野幸隆君） 議事の都合により休憩いたします。 

午後 ８時２２分 休憩 

―――――――――――――――――――――― 

午後１０時３２分 開議 

○議長（小屋野幸隆君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

お諮りいたします。ただいま副議長の辞職にともない副議長が欠員になりましたの

で、この際副議長選挙を日程に追加し、選挙を行ないたいと思います。これに御異議あ

りませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（小屋野幸隆君） 御異議なしと認めます。よって、副議長選挙を日程に追加

し、選挙を行なうことに決定いたしました。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第５ 副議長選挙 

○議長（小屋野幸隆君） これより副議長の選挙を行ないます。選挙は投票で行ないま

す。議場の閉鎖を命じます。 

［議場閉鎖］ 

○議長（小屋野幸隆君） ただいまの出席議員数は３０人であります。投票用紙を配付

させます。 

［投票用紙配付］ 

○議長（小屋野幸隆君） 投票用紙の配付漏れはありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（小屋野幸隆君） 配付漏れなしと認めます。投票箱を点検させます。 

［投票箱点検］ 

○議長（小屋野幸隆君） 異常なしと認めます。念のため申し上げます。投票は単記無

記名であります。投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、点呼に応じて順次投票を願い

ます。 

なお、白票は無効といたします。 

点呼を命じます。 

 事務局次長 田中 等君。 

［事務局次長 田中 等君 登壇］ 

○事務局次長（田中 等君） それでは命によりまして議員の点呼をいたします。萩原

雄治議員、中尾嘉男議員、宮田知美議員、北本節代議員、横手良弘議員、前田正治議

員、近松恵美子議員、作本幸男議員、福嶋譲治議員、竹下幸治議員、青木壽議員、森川

和博議員、内田靖信議員、髙村四郎議員、大﨑勇議員、松本重美議員、江田計司議員、
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多田隈保宏議員、永野忠弘議員、林野彰議員、髙木重之議員、本山重信議員、吉田喜德

議員、田島八起議員、田畑久吉議員、堀本泉議員、松田憲明議員、杉村勝吉議員、中川

潤一議員、小屋野幸隆議長。 

○議長（小屋野幸隆君） 投票漏れはありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（小屋野幸隆君） 投票漏れなしと認めます。 

投票を終了いたします。 

議場の閉鎖を解きます。 

［議場開鎖］ 

○議長（小屋野幸隆君） 開票を行ないます。会議規則第３１条第２項の規定により、

立会人に林野彰君、横手良弘君、森川和博君、松本重美君を指名いたします。 

よって、４人の立ち会いを願います。 

［職員により開票点検］ 

○議長（小屋野幸隆君） 選挙の結果を報告いたします。投票総数３０票、これは先ほ

どの出席議員数に符合いたしております。そのうち有効投票３０票、無効投票０票、有

効投票中、髙村四郎君１３票、作本幸男君１２票、竹下幸治君２票、田島八起君１票、

前田正治君１票、青木壽君１票。 

以上のとおりであります。 

この選挙の法定得票数は８票であります。 

よって、髙村四郎君が副議長に当選されました。 

 ただいま、副議長に当選されました髙村四郎君が議場におられますので、本席から会

議規則第３２条第２項の規定により当選の告知をいたします。 

当選承諾の意味を持ちましてごあいさつをお願いいたします。 

 髙村四郎君。 

［新副議長 髙村四郎君 登壇］ 

○副議長（髙村四郎君） 皆さんお疲れでございます。ただいまの選挙の結果、副議長

という重責を与えていただきました。皆さんの副議長として、そして玉名市の副議長と

して恥じないように一生懸命頑張っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いしま

す。ありがとうございました。 

○議長（小屋野幸隆君） 議事の都合により休憩をいたします。 

午後１０時５１分 休憩 

―――――――――――――――――――――― 

午後１１時３３分 開議 

○議長（小屋野幸隆君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 
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お諮りいたします。本日のこの会議は、この程度にとどめ、延会いたしたいと思い

ます。これに異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（小屋野幸隆君） 異議なしと認めます。よって、本日はこれにて延会すること

に決定いたしました。 

お諮りいたします。明６日は休会日となっておりますが、議事の都合により本会議

を開きたいと思います。これに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（小屋野幸隆君） 異議なしと認めます。よって、次の本会議は明６日定刻より

開くことに決定いたしました。 

 本日は、これにて延会いたします。どうも御苦労さんでした。 

午後１１時３４分 延会 
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午前１０時０５分 開議 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

○議長（小屋野幸隆君） おはようございます。 

ただいまから本日の会議を開きます。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第１ 常任委員会委員及び議会運営委員会委員の選任 

○議長（小屋野幸隆君） これより常任委員会委員及び議会運営委員会委員の選任を議

題といたします。 

 議事の都合により休憩いたします。 

午前１０時０５分 休憩 

―――――――――――――――――――――― 

午後 １時４０分 開議 

○議長（小屋野幸隆君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

これより常任委員会委員及び議会運営委員会委員の選任を行ないます。常任委員会

委員及び議会運営委員会委員の選任については、委員会条例第８条第１項の規定により

議長が指名することになっております。 

総務委員会委員 中尾嘉男議員、宮田知美議員、前田正治議員、近松恵美子議員、松本

重美議員、江田計司議員、杉村勝吉議員、中川潤一議員。 

産業経済委員会委員 萩原雄治議員、横手良弘議員、福嶋譲治議員、竹下幸治議員、森

川和博議員、大﨑勇議員、田島八起議員。 

建設委員会委員 北本節代議員、青木壽議員、髙村四郎議員、林野彰議員、髙木重之議

員、田畑久吉議員、松田憲明議員。 

文教厚生委員会委員 作本幸男議員、内田靖信議員、多田隈保宏議員、永野忠弘議員、

本山重信議員、吉田喜德議員、小屋野幸隆議員、堀本泉議員。 

議会運営委員会委員 北本節代議員、横手良弘議員、作本幸男議員、内田靖信議員、多

田隈保宏議員、本山重信議員、吉田喜德議員。 

以上の諸君をそれぞれの常任委員会委員及び議会運営委員会委員に指名いたしま

す。 

この際、議員各位にお願いいたします。 

各常任委員会及び議会運営委員会におかれましては、正副委員長互選のため、直ち

に関係の委員会を開会の上、その結果を議長まで御報告願います。 

正副委員長互選のため、休憩いたします。 

午後 １時４４分 休憩 

―――――――――――――――――――――― 
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午後 ２時４７分 開議 

○議長（小屋野幸隆君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第２ 常任委員会正副委員長及び議会運営委員会正副委員長互選結果報告 

○議長（小屋野幸隆君） 各常任委員会及び議会運営委員会の正副委員長の互選の結果

を報告いたします。 

総務委員会委員長、宮田知美君、総務委員会副委員長、近松恵美子さん。産業経済

委員会委員長、横手良弘君、産業経済委員会副委員長、福嶋譲治君。建設委員会委員

長、田畑久吉君、建設委員会副委員長、髙木重之君、文教厚生委員会委員長、作本幸男

君、文教厚生委員会副委員長、永野忠弘君。議会運営委員会委員長、本山重信君、議会

運営委員会副委員長、多田隈保宏君。 

以上のとおりであります。 

これにて報告を終わります。 

以上で、本日の日程は終了いたしました。 

明７日から１２日までは休会とし、１３日は定刻より会議を開き、一般質問を行な

います。一般質問を希望しておられます方は、質問の要旨を具体的に記載し、１０日の

正午までに事務局にお届けください。 

 本日は、これにて散会いたします。 

午後 ２時５０分 散会 



第 ４ 号

１２月 １３ 日（木）



 － 4 7 －

平成１９年第５回玉名市議会定例会会議録（第４号） 

 議事日程（第４号） 

平成１９年１２月１３日（木曜日）午前１０時開議 

日程第１ 一般質問 

１ ９番 福 嶋 議 員

２ ７番 近 松 議 員

３ ２４番 田 島 議 員

４ ２７番 堀 本 議 員

５ ４番 北 本 議 員

６ ２３番 吉 田 議 員

７ １６番 松 本 議 員

        散 会 宣 告 

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ 

 本日の会議に付した事件 

日程第１ 一般質問 

１ ９番 福 嶋 議 員 

１ 

２ 

経済的な具体的方針について 

全体的な玉名市の方向性について 

２ ７番 近 松 議 員 

１ 

 

 

２ 

玉名市の小中学生の健康問題について 

（１） 心身の不調を訴える子どもたちの現状と対策 

（２） 低体温に着目した健康づくりと食育について 

家庭の生ごみ堆肥化推進について 

（１） 人材育成 

（２） 生ごみリサイクル元気野菜づくり運動 

３ ２４番 田 島 議 員 

１ 

 

 

２ 

玉名市保育所について 

（１） 保育所条例の一部改正の問題点について 

（２） 現在の保育所問題について 

後期高齢者医療制度の問題について 

（１） 本市の財政や国保会計に及ぼす影響について 

（２） 加入者に与える問題について 
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４ ２７番 堀 本 議 員 

１ 

２ 

３ 

庁舎内の管理状況に関して 

公有財産の有効利用に関して 

活性化への動きに関して 

５ ４番 北 本 議 員 

１ 

 

 

 

２ 

 

 

 

３ 

市民の健康を守る取り組みについて 

（１） 妊婦健診の無料化について 

（２） がん検診の有料化に伴う現状について 

（３） インフルエンザ予防注射の無料化に伴う予算について 

児童公園について 

（１） 遊具の安全性の問題について 

（２） 委託管理費について 

（３） 今後の児童公園のあり方について 

玉名市の環境に取り組む姿勢について 

（１） 新庁舎建設の環境に優しい取り組みについて 

（２） 生ごみのバイオマス利用による堆肥化の推進について 

（３） 菜の花プロジェクトのこれからの方向性と実施計画について 

６ ２３番 吉 田 議 員 

１ 

 

 

 

２ 

３ 

４ 

５ 

教育問題 

（１） 新教育委員長の抱負について 

（２） 市内小中学校長の出身地について 

（３） 学力問題について 

道路行政と通学路について 

市政フォーラムに関連して 

定住化構想について 

工業団地造成について 

７ １６番 松 本 議 員 

１ 

２ 

３ 

「花の都 玉名」づくりについて 

玉名検定クイズの実施について 

栄養教諭制度について 

散 会 宣 言 

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ 

出席議員（３０名） 

 １番  萩 原 雄 治 君  ２番 中 尾 嘉 男 君 
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 ３番  宮 田 知 美 君  ４番 北 本 節 代 さん

 ５番  横 手 良 弘 君  ６番 前 田 正 治 君 

 ７番  近 松 恵美子 さん  ８番 作 本 幸 男 君 

 ９番  福 嶋 譲 治 君  １０番 竹 下 幸 治 君 

 １１番  青 木   壽  君  １２番 森 川 和 博 君 

 １３番  内 田 靖 信 君  １４番 髙 村 四 郎 君 

 １５番  大 﨑   勇 君  １６番 松 本 重 美 君 

 １７番  江 田 計 司 君  １８番 多田隈 保 宏 君 

 １９番  永 野 忠 弘 君  ２０番 林 野   彰 君 

 ２１番  髙 木 重 之 君  ２２番 本 山 重 信 君 

 ２３番  吉 田 喜 德 君  ２４番 田 島 八 起 君 

 ２５番  田 畑 久 吉 君  ２６番 小屋野 幸 隆 君 

 ２７番  堀 本   泉 君  ２８番 松 田 憲 明 君 

 ２９番  杉 村 勝 吉 君  ３０番 中 川 潤 一 君 

 ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ 

欠席議員（なし） 

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ 

事務局職員出席者 

事 務 局 長  梶 山 孝 二 君  事務局次長   田 中   等 君
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‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ 

説明のため出席した者 

市    長  島 津 勇 典 君  副 市 長  髙 本 信 治 君

総 務 部 長  元 田 充 洋 君  
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市民環境部長  黒 田 誠 一 君  福 祉 部 長  井 上   了 君
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午前１０時０４分 開議 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

○議長（小屋野幸隆君） おはようございます。 

ただいまから、本日の会議を開きます。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第１ 一般質問 

○議長（小屋野幸隆君） 日程に従い、一般質問を行ないます。質問は通告の順序によ

って許すことにいたします。 

９番議員 福嶋譲治君。 

［９番 福嶋譲治君 登壇］ 

○９番（福嶋譲治君） おはようございます。有明クラブの福嶋です。まさかトップバ

ーッタを引き当てるとは思ってみませんでしたので、宝くじに当たったような気分でし

て、堀本先輩から後の議員の引き立て役になるんじゃないかという指摘を受けました

が、精いっぱい頑張って質問いたします。 

２００７年の１２月議会のトップを引き当てて登壇しました。２００７年は、地球

温暖化を肌で実感した年だったと思います。このことがいろんな影響を社会に、生活に

与えております。また今年度末から、ガソリン、燃料の高騰が世界はもちろん、この玉

名にも悪い方に影響を与えそうです。そういう中で、一般質問を始めます。 

２つ挙げております。玉名市の経済的、具体定方針について、玉名市の総合的方向

性について質問の表題は大きく出しております。合併玉名がスタートしまして、丸２年

が過ぎました。この間、新幹線の工事は着々と進み、仮称新玉名駅の姿も具体化し、今

１２月、国道２８０号玉名バイパスも一部開通し供用されております。新庁舎の位置も

決定しまして、５年後に竣工という計画も立ちました。また平成１９年度から平成２８

年度にかけての第１次玉名市総合計画が人と自然がひびきあう県北の都、玉名の表題を

掲げ作成されました。写真入り、カラー刷りのすばらしい冊子ができ上がっておりま

す。現在、各部署、各分野ではこの総合計画に則り、それぞれ計画に沿った中で、作

業、行事、その他進められていると認識しているところです。具体的には、しょうぶ祭

り、今年はちょっと花の咲き方が悪いという評判がありましたが、各地に宣伝隊を送り

まして、３０万人の人が訪れるようになりました。大俵まつりは、非常に元気な独特な

まつりで、玉名を発信していると思います。 

企業誘致などは、私は以前、企業誘致課をつくって積極的に誘致したらどうかとい

う質問をしたことがあります。たまたま、課はできませんでしたが、企業誘致係ができ

ておりまして、非常にこまめな作業をしておられるように思います。企業団地の準備等

も少しずつできておりまして、位置の決定とか、地域との話し合いなども確実に進んで
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いると聞いております。玉名ブランドの推進、ブランド推進室が設置され、いろんな検

討、研究がされているようです。薬草の会が山歩きや薬草料理の講習会、また小岱山の

薬草のリーフレットもできていて見せてもらいましたけれども、すばらしいものができ

ておりました。非常にためになるなあと思って見ました。国際交流の会は、地道に確実

な活動をされておりまして、先日は非常に楽しい外国の方との交流会も催されました。

私も参加して、非常に楽しく時を過ごしました。玉名のラーメンのグループなどは、玉

名ラーメンウォークラリーを計画されて、非常に大成功のうちに進んでいるようです。

私も全部とはいきませんが、５、６件は回ったかと思います。そのほか、２１の星の地

域おこし運動など、ほかにもいろんな分野で、行政、市民交えて頑張っておられると理

解しております。このほかにもいろいろあると思いますけれども、これらはどれも玉名

市を活性化しようとする努力で敬意を表するものであります。 

ただ、玉名市全体を見回しましたときに、ちょっとやっぱり元気がない、活発さが

感じられないのです。あっちこっち回ってみますと市民の方何人かの方から、玉名がど

ういう方向に行こうとしているのか見えない。どういうふうに活性化しようとしている

のか、はっきりしないというような声を何回も聞きました。都会との格差が叫ばれる

中、地方の小都市である玉名が低迷気味なのは、全国の流れの一部でしょうがないのか

も知れませんが、そうとばっかりは言っておられません。基本的には市民生活者の個人

経済がレベルアップすることが、市活性化の一番の近道だと思います。それには玉名経

済の具体的ビジョンの作成が必要ではないでしょうか。企業誘致についてもちょっと述

べましたけれども、簡単にはいかないと思います。「来てください。」「はい、行きまし

ょう。」というわけには企業の方もいかないと思います。まだ玉名は、皆さんも御承知

かと思いますけれども、準備の段階だと思います。しょうぶまつりにしたって、３０万

人のお客さんが来られますけれども、どんどん商店街にお金を落としていかれる。旅館

に、温泉にお金を落としていかれる状態ではありません。やっぱり地場産業が元気でな

いと、玉名は活性化しないと断言できるんじゃないでしょうか。ブランド推進室あたり

も頭に入れながらの作業だと思いますが、新しいブランドをつくり上げるにはすごいエ

ネルギーがいると思います。またつくり上げた新しいブランドを売り出すのも、またそ

れにすごいエネルギーが必要となります。今玉名にあるものをブランド化することが地

場産業の育成にもつながるのではないでしょうか。候補はいっぱいありますよ。以前、

委員会で質問したことがあるんですけれども、ちょっとなかなか表に出てきませんけれ

ども、高瀬飴などは、非常に立派な候補だと思います。伊倉には、松の雪というお菓子

がありますし、またこの玉名全体の豊富な農産物も、海苔などの水産物もぜひブランド

品として売り出していただきたいと思います。商品、作物だけじゃなくて、景観や歴

史、文化も候補です。草枕温泉からの眺望、唐人川のほんの間近に見えるムツゴロウ、
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それと私だけが知ってる秘密なんですけれども、玉名には朝日が沈み、夕日が昇る地域

があるんです。こういうのもブランドの候補になるかと思います。もう一回言います。

朝日が沈み、夕日が昇るところがあるんです。総合計画にあるじゃないかとおっしゃる

かも知れませんが、私はみかん農家の農業者ですから、農林業のところをちょっとずっ

と眺めて見ましたところ、なるほどわかりやすく、見やすく書いてあります。ところが

その内容は、国が掲げた、現在掲げてある品目横断的経営安定対策や農業基盤整備等の

通り一遍のことしか書いてないんです。現実に、品目横断的安定対策では、本年、この

玉名市で非常に苦情が出まして、前年度より量、収量は多いのに、今年の方が安いでは

ないかというようなことで、つい先日、農政連の抗議大会が開かれております。私はこ

ういうことすべてを批判、否定しているわけではないんです。農林水産課の皆さんが、

日頃細かな事柄、あらゆる方面に努力しておられるのは知っております。その上で申し

上げているんです。この際、ちょっと農業就業状況などをここで述べてみますと、新規

就農者、平成１８年度は６名、去年です。本年度１８名、本年度はちょっと３倍ほど増

えております。年齢別の就業人口をちょっと調べて来ましたので、ちょっとここで発表

させてもらいます。これは農業センサスで調べてあるのをちょっと持って来ました。い

ろいろ耕地面積別の規模、販売農家数とか、農産物販売金額規模とか、非常にあれなん

ですけれども、その中で農業就業人口について発表させてもらいますと。旧玉名市で、

大まかに言います。５０歳未満が１５歳、１９歳、２０歳、２４歳、２５歳、２９歳と

いろいろ細かく分けてあるんですけれども、４９歳以下５０歳未満が４３５名、農業就

業人口です。５０歳から６５歳未満が６８８名、６５歳以上がずっと、これが７５歳以

上まで分けて書いてありますけれども、１,３８９名、判断は皆さんでしてください。

旧岱明町、年の多い方からいきます。６５歳以上が６０２名、５０歳から６５歳未満２

９４名、ここに書いてある１５歳から４９歳まで、５０歳未満が１４５名。旧横島町に

なりますと、５０歳未満が５４２名、５０歳から６５歳未満が４０１名、６５歳以上が

６５１名。旧天水町で５０歳未満が６１９名、５０歳から６５歳未満が７２９名、６５

歳以上が７４４名。ちなみに、これは２００５年の調査です。ただいま申し上げました

ように、６５歳以上の占める割合というのが、非常に多くなっておりまして、この５

年、１０年経ったときにどうなるんでしょうか。非常に危機的な状況にあると認識して

おります。これは農業だけの問題じゃなくて、これからの玉名市全体の問題じゃないで

しょうか。農業だけじゃなくて、商店街あたりも非常に厳しい状況だと認識しておりま

す。 

少し前向きな話をさせてもらいます。７月だったと思いますが、行政、議員と産業

経済の委員と認定農業者の懇談会が開かれました。その中で、１人の認定農業者の方か

ら、若い認定農業者の方だったですが、藤川君という農業賞をもらったことのある優秀



 － 5 3 －

なみかん農家の後継者です。玉名を自給率日本一にしようという提案をされました。市

長が答弁されましたら、市長も覚えていらっしゃると思いますけど、おもしろい提案

で、具体的な内容につきましては彼に委ねるとしまして、これに便乗しまして、私なり

の提案をしてみます。 

玉名産の米、玉名産の海苔を使って、おにぎりの日をつくったらどうかという提案

をいたします。教育委員会とは打ち合わせをしておりませんので、またの機会に学校給

食とかは詳しくお願いしようかと思っておりますけれども、地域協議会などを使って玉

名全域で推進したらいかがでしょうか。ほかの農産物についても徹底した地場消費を推

進していったらいいと思います。同じようにできると思います。私はみかん農家ですの

で、みかんについて少し述べさせていただきます。 

みかんは、たくさん食べると食べない人より骨粗鬆症や生活習慣病にかかりにくい

という研究成果を国の果樹研究所の杉浦主任研究員という方と静岡県立大学の山口先生

という方がカリフォルニアで行なわれました米国化学会シンポジウムで発表されており

ます。これは医学界で認められたことなんです。ということで、医療費の削減につなが

るのです。それを給食で推進するということになりますと、一石二鳥にもなりますの

で、教育長、教育委員長、ひとつ考えてください。 

話はあちこちに飛びましたけども、第１次玉名市総合計画の「人と自然がひびきあ

う県北の都玉名」も立派な表題ですけれども、生活する市民にわかりやすい資料とでき

るようなシンプルな文言を掲げ、玉名市民が本当に豊かで元気に生活できるように経済

ビジョンをつくってほしいんです。豊かになれば、音楽も聴きたくなりますし、花もめ

でたくなりますし、芝居も見に行こうということになるでしょう。絵も見たいと思うよ

うになるでしょう。ボランティアにもどんどん参加したくなる。それに第一に不平が出

にくくなります。豊かになれば不平は出ないと思います。地方分権、税源移譲が叫ばれ

始めて久しくなりますが、こうなると自治体の体力が強くならないと自治運営もままな

らなくなるでしょう。早く玉名が長く生きていける道を定めてほしいものです。それに

は、地場産業の農水産業の活性化が不可欠です。玉名独自の経済ビジョンをつくり上げ

て安定したどっしりした玉名に向かっていきましょう。そういうプロジェクトをつくる

考えはありませんでしょうか。それぞれ各担当部長とまた市長にも答弁をお願いいたし

ます。 

○議長（小屋野幸隆君） 産業経済部長 望月一晴君。 

［産業経済部長 望月一晴君 登壇］ 

○産業経済部長（望月一晴君） おはようございます。福嶋議員の経済的な具体的方針

についてのご質問について、お答えいたします。まず、農林水産業関係に的を絞ったと

ころでの方針について述べさせていただきますと、現在の農林水産業を取り巻く情勢に
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つきましては、農業従事者の高齢化、担い手の減少、それに伴う耕作放棄地の増加、ま

た農産物価格の低迷、生産コストの増大による農業所得の低下など、課題が山積してい

るところでございます。 

また国においては、品目横断的経営安定対策を初め、これまでになく大規模な改革

を行ない、日本の農政は大転換期を迎えています。このような中、本市におきまして

は、これまで国、県補助事業を有効に活用しながら、また市単独の補助事業も設けて農

業機械、施設の整備をはじめ、農業者にとって効率的で魅力のある生産条件整備に取り

組むなど、農林水産業の振興を図ってまいりました。その結果、合併の相乗効果もあり

まして、施設野菜や果樹の作物ごとの農業産出額は後ほど詳しく申し上げますが、県下

はもとより全国でも有数の地位を占めております。また認定農業者数、集落営農組織数

は県下でもトップクラスとなっており、さらには農家１戸当たりの販売額が県全体では

減少する中、本市は上昇し、１,０００万円以上の販売額を有する農家につきましても

増加いたしております。 

しかしながら、ここ最近の農林水産業を取り巻く情勢は目まぐるしく変化してお

り、予想を超える厳しさとなっています。本市といたしましては、今後も作物等に応じ

たハード、ソフト両面での対策に総合的に取り組むと同時に時代の変化に即応した対策

を講じてまいりたいと思っております。 

次に、産業経済分野全般のブランド推進について述べたいと思います。新ブランド

の開発につきましては、商工会議所が事務局を勤めております玉名ブランド協議会の会

員３６事業所において、それぞれ進められているところでございますが、第１弾といた

しまして、その中の１事業所が玉名ラーメン協議会の協力を得ながら、今週初めよりお

土産用玉名ラーメンを発売しております。新聞誌上に掲載されましたことから、発売前

より電話問い合わせがあるほどの注目を集めたところでございます。 

さて、ブランド推進室においても玉名ブランドの創出、確立を目指し事業を進めて

おりますが、玉名市が誇りますトマト、苺、ミカンなどの農産物やラーメン、高瀬飴な

どを玉名ブランドとして確立させ、対外的に売り出しながら、地場産業を盛り上げてい

くことで経済効果を高め、経済活性化を図るべきであると認識しているところでござい

ます。その中でも農産物のブランド構築につきましては、平成１９年３月発行の九州ア

グリランキングで、苺は九州第１、全国で２位でございますけれども、売上高で４５億

４,０００万円、トマトが九州１、またこれも全国２位でございますけれども、７１億

３,０００万円、ミカンが九州４位の生産額で２５億３,０００万円であります。これら

の現農産物のブランド化を強力に推進し、全国へ発信していく方向で努力していきたい

と考えております。 

またそのことを踏まえ、次年度におきましては、例年行なわれております農産物の
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宣伝販売イベントや市場に向けてのトップセールスに合わせた形で、農林水産物と物産

品等、玉名の産物を集めた宣伝販売、仮称でございますけれども、たまな地産フェアー

の開催を関東、関西で行なう計画で、本年度農林水産課、政策推進課、企画課、各総合

支所経済課、商工観光課でプロジェクトチームを立ち上げたところでございます。また

全国発信のみならず、市民の皆様にも玉名の優良な物産産物を再認識していただけるよ

う、今後とも努力してまいります。 

以上でございます。 

○議長（小屋野幸隆君） 市長 島津勇典君。 

［市長 島津勇典君 登壇］ 

○市長（島津勇典君） おはようございます。今日、明日と２日間の一般質問、どうぞ

よろしくお願いいたします。冒頭から福嶋議員の非常にマクロなと言っていいんでしょ

うか、そんな質問で、ちょっとどう絞ってお答えしたものかなと苦悩しておりますが、

質問をお伺いしながら、大きく分けて２つだったのかなあと。１つは玉名市が全体とし

てどういう方向を目指しているのかというのがわかりにくいではないかと、こういう指

摘だろうというふうに聞きました。もう１つはそういう中で、やっぱり玉名市を支えて

いく力として考えた場合に、農業を中心とした１次産業、地場産業をしっかりやっぱり

据えないと、足腰の強い玉名はできないよと、こういう主旨、この２つかなと受け止め

ました。ですから、ちょっと長くなって恐縮ですが、まず玉名の目指すべき方向という

のはどうあるべきか。どういう方向であるべきかということについて、私の認識につい

てお話を申し上げたい。御答弁を申し上げたいと思います。もちろん、総合計画に従っ

て市政運営していくことは当然であります。それで、今度平成１９年度から平成２８年

度までの１０年間を目指すのが人と自然がひびきあう県北の都、これがタイトルなんで

す。それからこれがその前に、合併協議の時点で、こういうことで合併しようというの

が、似たようなもんですが、人と自然が輝く県北の拠点都市づくり。１市３町が合併す

るときに、人と自然が輝く県北の拠点都市づくり、そういうことを目指して合併しよう

ではないかということで合併をした。それを踏まえて、それではこれからの１０年間

は、玉名はどういう方向を目指していけばいいのか。これが人と自然がひびきあう県北

の都という形でとりまとめていただいた。議員の皆さんも何名か御参加いただいている

と思いますが、九看大の安藤先生を座長にして検討をしていただいて、こういう１つの

方向性が示されたと認識をしております。ただ、これを見ましても、私自身もあんまり

よく、大変申し訳ないですが、頼りない市長で恐縮ですけれども、どういう玉名が創造

されるのか。いつでしたか、熊日フォーラムが行なわれたときに、その締めくくりとし

て米沢教授が玉名というところは、何でもそこそこ揃ってる。こういう話をしました。

確かに、今産業経済部長が話しましたように、玉名農業は非常に足腰が強い、それはい
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ろいろ現状の農業情勢の中で批判はありますけれども、熊本県内で見ても、九州から見

ても、あるいは日本中から見ても、個々の農業は足腰が弱いとは言えない。実績は数字

で示しているわけです。個々にはありますよ、個々には。ミカンの値段が今年は安いと

か、それはありますけれども、トータルから見れば、後継者も含めて非常に元気のいい

都市ということが、地域ということが言える。そういう意味からいえば、かつて玉名が

旧市の時代に田園都市という言葉が使われましたが、農業都市といっても、農業を中心

とした地域である、まちであると言ってもけして過言ではない。 

一方、玉名温泉というのも１,３００年の歴史を誇るというみんなの誇りの中にもあ

ります。そういう面からいうと、ゴルフ場等とも含めて、観光都市という見方もある、

できる。一方、古墳や史跡もたくさんあるところで、玉名は歴史のまちだ、文化のまち

だと言えないこともない。また県立高校が５校ある。大学の４年生大学、大学院まで持

っている大学もある。文教都市といっても決しておかしくない。そういうふうに玉名と

いうまちは、私どもの市はどういう市なんだと問われたときに、何でもありますよと言

ったんじゃ、こら非常に恵まれたことではあるんだけれども、インパクトがない。それ

では、将来、本当に玉名を１つで、そんな今申し上げたような、幾つも並べて大家みた

いに並べてしまったら、こらイメージが確立できない。じゃあ、一言で言ってどんなま

ちを目指していくのか、どんな玉名市を目指していくんだということになると、今私自

身が自信を持って議会の皆さんに、あるいは市民の皆さんに、玉名はこういうまちであ

りたいと言える、整理ができていないことを大変申し訳ないと思う。やがて新幹線が通

ります。駅が開業になります。これが１つのターニングポイントになることは間違いな

いだろうと思う。その時に、じゃあ、この玉名駅が、私どもの玉名地域の将来にどうい

う役割を果たしていくんだろうか。やっぱり観光ということも意識すれば、あるいは定

住化という意識もあるかもしれない。鹿本、菊池、阿蘇に向けた熊本城観光の拠点なん

だという位置づけもされるかもしれない。この新幹線の玉名駅が本当に駅の機能を果た

しながら、玉名の発展の、あるいは躍動の起点になっていくためには、幾つか果たして

いかなきゃならん役割がある。それはやはり今申し上げたように、阿蘇までの拠点とな

り得るのか。あるいは、３０分圏内になった福岡圏内との本当に通勤も含めた定住化の

位置になり得るのか。あるいは将来、周辺町村も含めた企業誘致等の工業化の拠点にな

り得るのか。その辺のやはり課題を踏まえてしっかりと準備していく必要がある。その

機能を果たし得なかったときには、ちょっと将来に向かっての勢いを失うことになり、

停滞という表現で捉えられてもしょうがないと思います。今、参考までに申し上げます

と、玉名市内の就業人口、一番多いのは、製造業、製造業というのは、例えば企業と工

場等も含めてだと承知をしていますが、約６,５００人、農業が６,０００人、卸小売り

業が４,５００人、医療福祉関係が３,７００人、建設業が２,７００人、大体それぐら
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い。だから、どの分野が突出しているということが言えない。まさに、先ほど私が申し

上げたように、そこそこ何でも揃ってる。それが私どもの玉名市の現状であろうと思い

ます。そういう現状の中で、今ご指摘があったように、どう経済ビジョンという表現を

されましたが、要するにその根っこにあるものは、どういう玉名市を目指すんだという

のが基本にならなければならんのではないかなと思う。ぜひひとつ、私自身も今思索中

でありますし、考えさせられる点が多いわけでございますが、議員の皆様方もそういう

玉名の現状を踏まえて将来玉名はどうあるべきか、ぜひ御賢察をいただいて御示唆をい

ただきたい。経済ビジョンのプロジェクト、経済プロジェクトというならば、国も地方

も行政政治の一番の役割は全体がそうですからね。プロジェクトというなら、市政全

体、行政全体がプロジェクトチームということが言えると思いますので、せっかくの御

指摘がありましたから、プロジェクトチームつくりますよと言いたいんですけど、どう

いうイメージになるのかというのが、ちょっと私もわかりませんので、検討させていた

だきます。 

もう１つの農業についてのお話は、経済産業部長が御説明を申し上げたとおりです

が、先般の農政連の報道、あれ抗議集会じゃありません、向こうがおやりになったんだ

から。抗議集会、懇談会、特に国会議員の方々を呼んで今の現状を、声を聞いてくださ

い。それで、今年度内から来年にかけて、東京の方では税制改正、それから予算編成等

が行なわれていますから、この時期に問題点を洗い直して、そして地域の農業者の声も

聞いてくださいよという会合です。国会議員の方からは、１２月に補正予算も年度内に

組んで、例えば麦の値段等々について対応していきたいというような話し合いが行なわ

れたところ。ただ、私も来賓あいさつで申し上げたんですが、品目横断的政策、国が打

ち出した政策、私が考え方としては、ここでもいつも申し上げた記憶があるんですが、

考え方としては間違っているとは思っておりいません。間違っているとは思ってません

が、表現の仕方が難し過ぎる。何のことかようわからん。それが１つあります。それか

ら手続き等、集落営農をするにしても手続き等が複雑過ぎる。もっとやっぱり単純でみ

んなにわかりやすいやっぱり政策アピールでなければいかんのじゃないでしょうかとい

うことを申し上げておきます。そういう中で、確かに品目横断的、こうやればいいとい

う示唆だったんだが、動き始めて１年目から頓挫している。特に、小屋野議長なんかが

一生懸命やっておられますから、非常に詳しいんだと思いますが、麦なんかなかなか集

約してこうやってつくったんだけども、去年より余計取れたけれども、売上は去年より

も少ないというような現状になってしまった。お話を伺ってみると、この辺は九州北

部、それと北海道がその割を食ってるんで、非常に難しいんだそうですね、麦に対する

政策は。こちらを立てれば、あちらが立たず。東北地方と九州地方との格差が出てき

て、なかなか調整がしにくい、難しい問題だそうですが、その辺をなんとか譲り合わせ
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て、九州北部４県の麦政策に起こっている現状を打開してほしいというのが、先般の集

会の主な要点。それで、それに対してこういう形でなんとか少しでもその緩和措置を取

らなけりゃならんというのが、その審議会見えて結論でございますから、皆さんにも私

の立場からそういうふうに御報告を申し上げておきたいと思います。いずれにしろ、私

どもの玉名市はみんなも感じてるように、農業が支えてきた地域であることは間違いな

い。そして温泉がそのイメージをつくってきたことも間違いない。いろんな分野が絡ん

でいます。ただ、言えることは古代から山と川と海を育まれて育ってきた玉名地域で

す。これを原点としながら、これをどう将来の地域づくりのために生かしていく、この

３点をきちっと位置づけた理念、考え方に基づかないと誤ることになる。私はそういう

ふうに思っています。この、元々古代から受け継いできた恵まれた、この山、川、海、

この環境の中にある私どもの玉名を将来どういうイメージのまちにしていく、その活力

の源泉を何に求めていくか。この玉名の自然をしっかりと将来の地域のために生かす。

そういうイメージの中で、将来の玉名像をつくり上げ、そういう責任を感じています。

総合計画に基づき、あるいは新市計画に基づいて進めていくことは当然ですが、そうい

うイメージを持ちながら取り組んでまいりたいと思っております。答弁になったかどう

かわかりませんが、私の認識を申し上げて答弁にさしていただきます。 

○議長（小屋野幸隆君） ９番 福嶋議員。 

［９番 福嶋譲治君 登壇］ 

○９番（福嶋譲治君） 産業経済部長の答弁につきましては、非常に産業経済限らず、

各部長のもとに、皆さんそれぞれの役割を、それぞれの仕事を一生懸命されているのを

常々見ておりまして、非常に敬意を表するものでありますけれども。また、市民の声と

いうようなことで、私が質問に入れておりましたけれども、なかなか客観的に見る、自

分の考えを捨てて、外から見るというのは非常に難しいんですね。私も一生懸命やっ

て、俺も一生懸命やってるなと。皆さんも一生懸命やっておられるというのは感じてお

りますけれども、ただ、さっきも申しましたように、外から、実際に生活しておられる

方、そういう方々の感じ方がどうしてもはっきり見えないというような形で出てきます

ので、たまには外回りをして、市民の方の声を聞いたり、市民サイドでものを見るよう

な努力をしてみてください。 

それと私、先日熊本市の市役所に行ってまいりまして、農政課の方に行って来まし

たら、こういう特に農業の、こういうすばらしいパンフレットつくってあります。もち

ろん財政規模が全然違いますので、こんなの同じようなのをつくれとかは言いませんけ

れども、農産物の、ずっと熊本市の農産物ということで詳しく上げてありまして、片隅

には農産物、野菜を使ったレシピまで入れてあります。後で、ちょっと貸して上げます

ので、いろいろ参考にして、農産物に限らず、玉名の産物をわかりやすく発信するよう
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な形をとっていただきたいと思います。私は、農協の組合員でもありますので、総菜に

しろ見てみますと、本当に玉名の農産物といいますと、米、麦、大豆からもありとあら

ゆる肉牛、子牛、豚、いろいろあるんですよ。本当にすべて野菜も小物野菜までです

ね、ぜひなんとか全国じゃなくても、地場で消費、また外にも発信してもらいたいと思

います。市長からの答弁は非常に、安心したとまではいきませんけれども、本当に市長

の考えを聞けてありがたいと思っております。私、一番厳しいところにおりますので、

自分も身を置いておりますので、どうしてもそういう目で発想をしてしまいます。横島

とか天水の下のハウス地帯あたりはかなりの収益を上げておられる方もいらっしゃいま

すし、すごい農業経営をされていらっしゃる方もたくさんおられるんですけれども、た

だ農業者の若年層が非常に少ない。これからどんどん減っていくだろうというような予

想が立ちますので、そういうのも含めまして、これからの玉名、農村地帯もそのことを

考えていただきたいと思います。答弁は必要ありません。どうもありがとうございまし

た。 

○議長（小屋野幸隆君） 以上で、福嶋譲治君の質問は終わりました。 

続いて７番 近松恵美子さん。 

［７番 近松恵美子さん 登壇］ 

○７番（近松恵美子さん） おはようございます。７番議員の近松です。早速ですけど

も、通告に従いまして、今日は子どもの体のことと、それから生ごみ堆肥のことをお伺

いいたしますけども、これは非常に関連していることです。 

まず、学校における子どもたちの心身の健康状態についてということでお伺いしま

す。今年の秋頃の新聞に中学生の１割の子どもがうつということが掲載されていまし

て、これは北海道の千歳市の小学校４年生から中学１年生、７３８人を対象として経験

豊富な精神科医が個別に面談した結果です。ちなみに、今回の有病率は全国的な傾向を

示しているということでした。つまり、この玉名地区においても中学生の１割はうつで

はないかと言われ、打つ手はないかということも考えられるということです。さて、玉

名市においてはどうなのかと学校に尋ねてみました。まずある学校は年配の先生でした

ので、保健室で見る２０年前の子どもたちと今の子どもたちとではどう違いますかと尋

ねましたところ、以前は発熱などはっきりした病状だったが、今の子どもは熱がないけ

れども、頭痛とか腹痛とか気持ちが悪いなどの内科的な訴えが多いということでした。

保健室利用も、私たちの頃からすると比べものにならないほど多くなっています。そこ

で、生活リズムと心の健康から見える玉名市の子どもの現状という調査資料を見せてい

ただきました。玉名市で実施したものです。幸いに文科省が実施したアンケート調査を

参考にしたものであるため、全国との比較もされています。私がここで気になりました

のは、頭痛、腹痛、吐き気などの身体症状の多さです。それも全国平均と比べて大変多
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いのです。小学２年生でよく頭が痛くなるは２３％、ちなみに全国の平均は１４.９％

ですから、玉名の場合８％も多いという結果が出ております。やや当てはまるも入れる

と５５.３％。全国平均は４３％です。男の子になりますと、少し増えています。腹痛

については、よく痛くなるが１５.８％、やや当てはまるを入れると５４％。吐き気が

したり、気持ち悪くなるという項目もありまして、よく当てはまる、やや当てはまるを

入れると、小学２年生の女子では４５％、男子はさらに多く、５０.９％もいます。つ

まり、大半の小学生は頭痛や腹痛や吐き気などの症状を普段抱えていると言えます。中

学生になってもあまり数字は変わりません。頭痛はという設問に対して、よく当てはま

るは玉名市は２１.４％、全国平均は１３.３％、やや当てはまるを含めると、率につい

ては玉名市５４％、全国３９.７％です。小学生も中学生も全国の小中学生と比べる

と、玉名の子どもたちはどうも元気ではないという実態が見えてきているのではないで

しょうか。こんな状態で授業が身に入るのだろうかと思います。不安傾向について見ま

すと、中学２年女子の結果を見ますと、私なんかいない方がよいと思う項目で、当ては

まるが７.４％、やや当てはまるを入れると３２.８％。３割の子どもが、私なんかいな

い方がよいと常に思っていたり、頭をかすめている。自らの存在を肯定できないでいる

ということは悲しいことです。すぐに自分の方が悪いと思ってしまう、１７.６％、や

や当てはまるは５１.７％。とても心配ばかりする３０％、やや当てはまるは４１.

２％。何をやってもうまくいかないと答えている中学生は１４.６％、やや当てはまる

は４９.５％。その他まだたくさんある不安傾向の調査の結果を見ますと、中学生の１

割はうつという北海道の調査結果と玉名市の中学生もあまり変わらないのかもしれませ

ん。このような実態を市はどのように受け止めておられますでしょうか。このような子

どもたちの心身の変化について、原因は何なのか。北海道の調査では、子どものうつと

就寝、起床時間、戸外での遊び、テレビ視聴、ゲーム、朝食の有無などとの関連は見ら

れなかったということです。つまり生活リズムでもない、運動不足でもない、テレビ、

ゲーム朝食でもない。では、ストレスなのでしょうか。今日は子どもたちの体がおかし

いという実態が見えてきていますが、３月議会では今の子どもたちは落ち着きがない、

集中力に欠ける、すぐ切れるなど、気になる子が玉名市においても増えてきている。乳

児健診の場では、３割の子が気になる子であるということが明らかになりました。事

実、今回の調査でも他の項目を見ますと、そのような傾向が見られています。 

つい先日、筑後市の環境フェアに行きまして、とても興味深い講演を聴いてきまし

た。中学、高校の教師を１６年されていた方、長崎の先生のお話です。講演の要旨を申

し上げますと、３４度台の体温の子を年数回見るようになってきました。青白い顔でだ

るそうに早退していく生徒、平熱は３５度台、小学校時代から低体温、いつも体がだる

く、高校に入ると心が病んできてリストカット。リストカットというのは手首を切るこ
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とで、自殺行為にあたります。うつ病、そんな生徒たちが１人や２人でない現状があり

ました。調べてみると３分の１以上が、平熱が３５度台の低体温だったのです。これは

一部のクラスや学校だけの問題ではなく、日本全国の現状です。今いじめによる自殺と

か、親や教師の言葉に傷ついて自殺とかの報道もありますが、根本には食の乱れによる

心のひ弱さがあるんではないか。つまり、低体温、うつの状態であれば、ちょっとした

引き金でも思いもよらぬ行動を引き起こすことがあるというお話でした。なぜ低体温が

増えているか。今の野菜は、５０年前の野菜に比べて、ミネラルが７割から１割まで激

減しているため、私たちは通常の食事でもミネラル不足になりがちと言われています。

その上、調理の手間のかかる野菜や海草を食べなくなってきていることと、加工精製さ

れたミネラルの少ない食品を食べるようになったことも大きな原因とも言われていま

す。ミネラル不足は、食物からエネルギー熱源を作り出す酵素やホルモンの働きを低下

させるため、体温を正常に保ちにくく低体温になっていくというふうに言われていま

す。そして、人の体は３６度以下になると、新陳代謝が不活発となり、免疫力低下、自

律神経失調症を引き起こします。食の大切さを裏づけるかのように、高道小学校が学校

給食研究推進校になって、全校挙げて食育に取り組んだところ、１学期の欠席日数が２

４２日から１５７日に減少、保健室来室者も２２６人から１６９人に減少したという結

果が出ています。 

また長崎県下の中学校で取り組んでいる命をいただく食の実践では、たった１カ月

の実践で中学生が、これ中学生の感想文ですけども、体温が急激に上がった。風邪を引

きにくくなった。体温が上がり、本当にびっくりした。朝から冷え性でつらかったけ

ど、すぐに手が温かくなる。体がすぐに冷えにくくなった気がする。朝、すっきり目が

覚める。朝起きたとき、ぼうっとしなくなった。風邪がすぐ治ったことがびっくりし

た。平熱が上がり、疲れにくくなったので、やってよかったと思った。前までいらいら

してたけども、今はいらいらしなくなった。１時間目の授業を集中して聞けるようにな

った。勉強してるときに、たまに集中が途切れていたのがなくなった。このように体の

面だけでなく、心の面も非常に安定してきたというような感想が述べられています。以

前から非行少年などにも食事を変えると子どもが変わるという報告はありましたが、食

べ物の力は私の想像以上でした。食べ物が体をつくると従来私たちは思い込んでいまし

たが、昨今の食の乱れは激しく、成長期の子どもたちが便利で簡単だからと商品化され

た命のないものを食べるようになった結果、心も体も病むようになってきたと言えるの

ではないでしょうか。子どものうつ病が増えていることも、自律神経失調症などの内科

的訴えが多いことも、落ち着きがない、切れるなどの問題の子が増えるということにつ

いても、心理的な面からのアプローチだけでなく、低体温、ミネラル不足の現代型栄養

失調が増えてることにも着目して、積極的に食育を早急に玉名市全体に広めていく必要
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があると考えますが、いかがでしょうか。 

続きまして、関連しますので、ごみの減量の取り組みについてお伺いいたします。

回答はまとめてお願いいたします。予算書を見ますと、なかなか削れる項目がなくて、

お金がない財政なんだなということがよくわかっとりますが、この財政難の今日、市民

が一番協力できることは、ごみを減らすことじゃないかというふうに、私は思っていま

す。東部環境センターでの焼却炉の点検、補修費が年１億円、クリーンパークファイブ

の燃料費が年額４,０００万円。それに加えて、電気、水道代が１億円。このような経

費を見ますと、本当にごみを減らしていくことが財政にも大きな影響を与えるというふ

うに思います。先日、クリーンパークファイブの職員に、ごみを１割減らしたら経費削

減はどのくらいできるか尋ねましたところ、長洲のクリーンパークファイブで１,００

０万円ということでした。しかし一番燃えにくい生ごみを１割減らしたならば、もっと

高騰している灯油も倹約することができるだろうにと思います。また１７％減らすこと

ができたなら、１号炉だけの運転だけで済みますから、さらに削減できます。生ごみと

いいますと、この辺は田舎ですから、大体土に埋めるんじゃないかというふうに思って

る方が多いと思いますけども、焼却場の担当者に聞いてみますと、田舎の方が生ごみが

多いそうです。やはり野菜をつくっていたり、つくった野菜をいただいたりすることか

ら、野菜料理をふんだんにし過ぎて、そして残してしまって、それがごみになるんじゃ

ないかということですけども、まち部のごみと比べて、特に岱明町のごみは生ごみが多

くて、重たいというふうに聞かされ、恐縮しています。また農家の方にも生ごみどうし

てますかということ、私時々聞いていますけども、意外と台所から出る生ごみはごみに

捨ててますという方が多いです。そこで、ごみを減らすには、生ごみはどうかした方が

いいんじゃないかという質問を以前にもいたしまして、生ごみの再利用については検討

していただくことになっていました。しかし、私もその後いろいろ勉強しまして、行政

が経費をかけて家庭の生ごみを収集し堆肥化するよりも、まず家庭でできる生ごみ堆肥

化を進めることが先決ではないかというふうに思っています。各地の取り組みを紹介し

ますと、今、長崎を中心とした生ごみリサイクル、元気野菜づくりの運動が各地に広が

っています。なぜ生ごみリサイクルが元気野菜となるかといいますと、調理くずや食べ

残しの生ごみでつくった野菜は生命力が強く、病害虫がこない。ミネラルは５０年前の

野菜と同じくらい多く含み、硝酸は少なく、そのかわり甘みがありおいしいということ

がわかってきたからです。そのため、長崎の各地の保育園や学校で給食の残渣で野菜を

つくり、野菜作りを子どもたちとしていますが、プロのつくった野菜を上回るほどので

きであるそうです。なぜプロのつくった野菜よりも、保育園、小学生のつくった子ども

たちの野菜の方が元気で、立派なのか。そのことについて、中心となって活動されてい

る吉田さんは、調理くずというのは、皮とか野菜の芯とか根っことか、非常に成長点、
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命のある部分を捨てるため、その命が土の中で大きな働きをして、元気な野菜をつくっ

ていくんだ。そのように言われています。熊本では城南町が昨年から、これを取り組ん

でいます。同じこの長崎から講師を呼んで勉強をされて、食育健康クラブというのをつ

くって活動しておられるという記事が農業新聞に載っていましたので、早速先週行って

きました。いきいき市町村健康づくり事業という国保の補助事業で始めたそうです。ぜ

ひ玉名市もこういう補助事業は積極的に活用していただきたいなと思います。まだ始め

て２年目ぐらいですけども、５０名の会員さんが家庭の生ごみを持ち寄って、広い畑で

共同栽培されていました。また保育園の畑でも園児と一緒に生ごみリサイクル元気野菜

をつくっています。保育園の子どもたちは、ここの野菜はおいしいと言って、普段食べ

ない子どもでもよく野菜を食べるそうです。畑には白菜、大根、ホウレンソウ、チンゲ

ンサイ、ネギ、いろいろ植えてありましたが、農薬扱わなくても野菜が育つし、におい

が違う、味が違うんですよと言われます。また、共同栽培している畑にも連れて行って

いただきました。一反余りでしょうか、何カ所かでしていますけど、そこでも種々の野

菜が植えてありました。ちょうど説明してくださった農家の方が自分に普通に栽培して

いる畑があそこにあるんですよということで、３０メートルぐらい先の畑を教えてくれ

ましたが、やはり普通に栽培している自分の畑の野菜と、生ごみ堆肥の野菜では味が違

うというふうにその方が言われていました。甘みが違うんですよ、においが違うんです

よ、虫に強いんですよと言われます。なぜご自分の畑では生ごみ堆肥の野菜にしないか

といいますと、生ごみが足りなくて広げられないでいるわけです。この食育健康クラブ

の方々は来年、今年の目標としては、このクラブの人たちが中心となって地元の小学生

と元気野菜づくりに挑戦して広めていくというのが活動目標とされています。また、自

分たちのつくった生ごみ元気野菜の成分分析を行なって、栄養価の高さを調べ、町民に

伝えていく。そして、地産地消を推進していくとなるのが、そういうふうな２年目の目

標として挙げられていました。生ごみの堆肥化、リサイクルを進めていく場合、単にご

みの減量のためという考えでなく、生ごみ堆肥でつくる野菜の価値までも含めて、生ご

みでなければできない、元気でおいしい野菜がつくれるんだということで、運動を進め

ていったどうかというふうに思います。ちなみに、ここの生ごみ堆肥のつくり方は、家

庭の生ごみにぼかしを入れて１週間ぐらい保存しときまして、休みの日にそのぼかしで

保存した生ごみを畑に打ち込みます。私は今までよく知らなくて穴を掘って埋めてまし

たけども、穴を掘って埋めるとミミズが来たり、今度はそこにモグラが来て畑がぼこぼ

こ穴が空いてしまいます。ここのやり方は、１５センチぐらいしか耕さないで、つまり

生ごみの土まぶしをつくります。そして、そこにビニールシートを被せることで保湿、

保温しておきまして微生物の働きを促進させる。そして３日目と７日目に耕して酸素を

さらに入れていく。そうしますと、すぐにかなり早く分解してきます。その時の気温に
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もよりますけども、１週間ぐらいで元の形がなくなってきます。プランターでも同じよ

うなやり方ができます。そのような方法を進めています。ただ、家庭の生ごみを堆肥化

にする方法は、これだけではなく、それぞれの生活環境によって可能な多様なものでな

ければなりません。四国の善通寺市では、生ごみリサイクルリーダーを養成して生ごみ

を減らしています。ここでは、堆肥化協会とか、そういうところから堆肥化の専門家を

講師に呼んで、いろんな各種の生ごみの処理法について学びます。そして自分でも実践

して地域の方々にアドバイスしているわけです。高齢者や弱者にも無理がないように、

共同で処理できる方法も考えておられます。電動式の処理機は買ったけれども、活用し

てないという人が多いようですけども、そんな方の相談にも乗ったり、コンポストで虫

が湧いたとか、悪臭が出たなどの対応もされています。このように、生活している市民

のすぐそばで実践できる方法を共に考えている人が、地域にいるということはとても大

事なことです。その結果、１年で２２３トンごみを減量することができたということで

す。 

ここの課長さんは、朝来て一番の仕事は、インターネットでいろんな助成金がない

かどうかを調べるのが一番の仕事て言われてまして、この生ごみリサイクル推進リーダ

ーの養成費用は、全部そういう助成金で賄っている。市の予算じゃないということでし

た。今環境問題については、いろんな企業が助成を出したりしておりますので、そうい

うのを活用しているということです。そのほか最近では、新聞やテレビでも放映された

ように、段ボールで生ごみを処理する方法も広まっています。段ボールは通気性がよい

ため、水分の調整ができることから、家庭での堆肥づくりに最適とされています。私は

赤旗、私は共産党ではありませんけども、前回の同僚議員に勧められてというか、お付

き合いで取っていた赤旗で、この段ボールで生ごみ堆肥をつくるのがもう３年も前に紹

介されていました。腐葉土や米ぬかを使ってする方法でもありましたけども、今流行し

ているのは、ピートモスと籾殻くんたんを入れて、そこに生ごみを入れるものです。微

生物が分解してくれるので、これは２、３日でごみが、まあ２日ぐらいでしょうか、気

温にもよりますけども、台所のあの生ごみが２日ぐらいで形がなくなってしまいます。

その時に、発生する熱が、熱で水分が出ますので、その水分を逃がすために段ボールが

一番いいんだというふうなことです。そして、野菜くずの水分、野菜くずの９０％は水

分だということですので、その水分が蒸発していきますから、段ボールに入れても入れ

ても中身がいっぱいにならないんですね。ミカン箱みたいな段ボールに毎日、三角コー

ナー１つぐらいの生ごみを毎日毎日入れていって、３カ月入れても大丈夫というくらい

おもしろいものです。大体１つの段ボールで４０から５０キログラムの生ごみを処理で

きるというふうに言われています。微生物相手ですから、分解の進み具合を見ながら、

水分調整したり、切り替ししたり入れるものを少し温度が下がったから、廃油を少し混
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ぜてみようかとか工夫しますので、生き物を飼ってるみたいで楽しいということで、堆

肥のたいちゃんという名前をつけて、たいちゃん、たいちゃんと言って可愛がってして

ますていうふうな声もあります。もっぱらの評判です。この発祥の地は北海道ですけど

も、福岡の堆肥づくりの名人の女性が、この段ボールコンポストについてもマスターさ

れ、循環生活研究所というものを立ち上げて、積極的に堆肥づくりを進めておられるこ

とから、福岡の自治体では、かなりこの段ボールコンポストを使った堆肥づくりという

ものを進めています。市の方で講習会、講座を開催して、そして市民に広げています。

これはテレビでも紹介されましたので、関心持っている人が多くて、私も玉名市でぜひ

導入してもらいたいと思いまして、広域のこないだ玉東でもありました、長洲でもあり

ました環境フェアーでできないかということを話しましたし、またこれは環境だけじゃ

なくて社会教育でもいいんじゃないかと思いまして、社会教育の講座でもできないかと

いうことも相談したんですけども、予算がないとか、場所がないとかで年度の途中でし

たので、実現できませんでしたので、ちょっと自分で福岡の方を呼んで講習会を開いて

みました。核となる人がしっかり覚えればいいから、２０から３０人集まればいいかな

と思ってやってみたんですけども、どこから話を聞いたのか、７０名も来られてびっく

りしました。やはり野菜くずを捨てるのはもったいない、どうにかしたいと思ってる人

は多いんです。しかしやってみますと、やはり１回話を聞いただけでは途中で挫折する

人も中にはいますので、地域に相談できる人の必要性を感じます。このようにあちこち

の自治体では、家庭の生ごみの堆肥化を積極的に取り組んでいますので、この問題につ

いては、玉名市も推進をつくってはどうかということを、ごみ問題については推進をつ

くってはどうかということを前回も申しましたが、今回もこの問題について意識の高い

市民グループの活動に任せる方法もありますけれども、合併して行政が遠くなってきて

いる今日だからこそ、市と市民のパイプ役を養成することはとても大事なことではない

かなというふうに私は思っています。市民を動かすことはとても大変なことだと思いま

すが、モデル地区でもいいから、効果的な方法を考えていただけたらというふうに思っ

ております。今日は一見離れた学校の子どもたちの問題とごみの問題を取り上げました

が、これは健康という面では１つにつながる問題であるというふうに思っています。あ

わせて執行部のお考えを伺います。 

○議長（小屋野幸隆君） 近松議員の一般質問の途中でございますが、議事の都合によ

り暫時休憩いたします。 

午前１１時１９分 休憩 

―――――――――――――――――――――― 

午前１１時３０分 開議 

○議長（小屋野幸隆君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 
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 教育長 菊川茂男君。 

［教育長 菊川茂男君 登壇］ 

○教育長（菊川茂男君） 玉名市の小中学生の健康問題について、近松議員の御質問に

お答えいたします。まず心身の不調を訴える子どもたちの現状と対策についてでござい

ますが、昨年度、玉名市の児童生徒の日常の生活習慣と健康状態について調査した結果

を見てみますと、頭痛や腹痛の身体的不調を訴える子どもたちは、議員がおっしゃるよ

うに、小中学生とも、全国平均よりも割合が高く、小学生では、低学年に、中学生では

女子に多いという結果が出ております。また就寝時刻の調査では、夜１０時以降就寝の

小学生が高学年で約６０％、中学生では夜１２時以降の就寝が１５％に昇っておりま

す。朝の起床時刻の調査では、小学生の９０％、中学生の約８０％近くが朝７時までに

は起床しております。このことから、夜遅く寝て、朝は割と早く起きるということで、

睡眠時間が短くなっているということがわかります。このほかテレビの視聴時間や携帯

電話のメールに費やす時間、インターネットの使用時間等も学年が上げるにつれて多く

なっている傾向があります。このような日常生活の様々な問題が子どもたちの健康状態

にいろいろと影を落としているのも事実です。そのため、各学校は、家庭、地域と連携

し、子どもたちの健全な心身の発育のために、生活点検を行なったり、ノーテレビデー

の運動を行なったりいたしております。また玉名市の学校教育目標の中にも食育の推進

を掲げ、学校訪問や校長会議を通して、食育を推進しているところであります。子ども

たちの心身の成長、生涯を通じての健康保持増進を図る観点から、基本的生活習慣の確

立、生活リズムの確立といいますが、これは運動の推進、心の健康の問題等の取り組

み、さらには食育の推進について、今後さらに努力をいたしてまいりたいと、このよう

に考えております。 

次に、低体温に着目した健康づくりと職域についてお答えいたします。健康な人の

基礎体温は３６度５分ぐらいですが、最近、大人だけでなく、子どもたちも体温が低い

状態が以前よりも多くなったと聞いております。玉名市の小中学校の養護の先生のお話

でも、保健室に来る子どもたちの体温を測ってみますと、３５度台の子どもさんが、以

前よりも多くなったということでございます。その原因として、ある大学の先生のお話

では、子どもたちの食事で必要な栄養素が全部とれていないということで、特にビタミ

ン、ミネラル、食物繊維、ファイトケミカル、これはワインの中のポリフェノール、大

豆の中のイソフラボンなどというものですが、そういうものが不足しているということ

でございます。また、砂糖類を非常に多くとっていたり、不規則な生活をしたりしてい

ると体温が下がってくると。そうすると免疫力も働かないで、そのような状態になるこ

とは、食事のあり方と密接な関係があるということでございます。この先生のお話で

は、規則正しい生活を送り、朝、昼、晩の食事をきちんと取って、早寝、早起きを実行
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したら基礎体温になるということでございます。私たちは寝ている間には、体温が大体

１度下がっております。低体温になるわけですが、朝食を取りますと、その低体温が上

がるわけです、３６度５分ぐらいに。しかし、朝食を取らないと、その低体温状態が続

く。低体温状態が続きますと、脳が活発に働かないということで集中力も欠け、そして

精神的にも不安定になると、こういうことを言われております。子どもたちが豊かな人

間性を育み、生きる力を身につけていくためには、やっぱり食が重要であると考え、基

本的な生活習慣の確立や「早ね、早起き、朝ごはん」運動の推進を行なっているところ

でございます。先ほど議員おっしゃいましたけれども、本年度、高道小学校が学校給食

の研究発表を行ないましたけれども、食育の推進の結果、朝食を３品以上食べる児童が

増えたり、内科的な原因、腹痛とか、あるいは頭痛で保健室に来た人数が前年度よりも

２５％、欠席者の人数も３５％減少したりしてると、すばらしい結果を出しておりま

す。このように食に関する指導の充実、食の環境整備や日常的な指導の充実を図り、ま

た家庭や地域との連携を図りながら、今後とも子どもたちの健康づくりに努めてまいり

たいと思っております。 

最後に、こういった頭痛とか腹痛とか、こういうアンケート調査によると訴える子

どもが多いわけですけれども、元気な子どもさんもたくさんいるということをお互いに

認識したいというふうに思っております。ちょっと声がかれまして申し訳ありません。

聞き苦しかったというふうに思います。 

以上でございます。 

○議長（小屋野幸隆君） 市民環境部長 黒田誠一君。 

［市民環境部長 黒田誠一君 登壇］ 

○市民環境部長（黒田誠一君） 近松議員の家庭の生ごみ堆肥化推進についての人材育

成についてお答えをいたします。本市における家庭の生ごみ堆肥化推進の現状を申し上

げますと、家庭から排出される生ごみの減量化の推進を図るため、電気生ごみ処理機や

コンポスト等の購入者に対しまして購入費用の補助をしているところでございます。 

現状を申し上げますと、合併年度からの補助件数を申し上げますと、平成１７年度

は１４２機器、平成１８年度は６２機器、平成１９年度が上半期で４月から１１月まで

でございますけども、２７機器となっております。年々補助の件数が減少しているよう

な状況でございます。また電気生ごみ処理機につきましては、購入はしたものの電気代

や手入れなど手間がかかるということで継続して使用されていない人も少ないのではな

いかという声もありまして、市におきましても補助金に代わる生ごみの減量化の促進に

つきまして考えているというところでございます。 

そこで、循環型社会の確立と市民生活から排出されます生ごみの肥料化の促進とい

うことで、家庭での生ごみの堆肥化の推進による家庭菜園利用を普及させるための人材
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育成についてでございますが、ごみ減量化の取り組みの１つとして、生ごみリサイクル

指導者育成に取り組むことも１つの手段でなかろうかと思っております。生ごみのリサ

イクルを進めるためには、市と環境団体がタイアップいたしまして、生ごみリサイクル

講習会、あるいは地域で核となるリーダーを育成し、リーダーには住民への生ごみ処理

の指導や相談役になってもらうようなシステムづくりを構築していければと考えておる

ところでございます。 

また玉名市内におきまして、今年２月市内の環境系の１５団体により、地球温暖化

対策地域協議会の組織に向けた設立準備会が発足いたしまして、１１月２９日に、玉名

地球温暖化対策地域協議会環境応援団「エコの環たまな」が発足したとこでございま

す。この協議会の会員には、これまでごみの減量化や地球温暖化対策などで地域に根ざ

した活動を続けていらっしゃる個人、団体も多数入っておられます。今後この「エコの

環たまな」並びにＥＭ活性液やＥＭボカシに優れた技能を持っている皆様方と市との連

携により、家庭の生ごみ堆肥化の普及促進活動を進めてまいりたいと考えております。 

続きまして、「生ごみリサイクル元気野菜づくり運動」についてお答えいたします。

市内の各家庭において、毎日台所から出てくる生ごみでその世帯が家庭菜園で作物をつ

くる。その作物が再び家庭の台所に戻ってくるという、いわゆる小さな地産地消的な考

え方は、家庭及び地域ぐるみで生ごみリサイクル運動を促進するのに大きな飛躍をもた

らせてくれると考えているところでございます。このような取り組みは、議員御提議に

ございましたように、安全でおいしく、新鮮で栄養価の高い農産物栽培を可能にし、地

域及び家族みんなの健康を支え、つくる人と食べる人相互の絆も深めてくれると考える

ところでございます。家庭でできる生ごみの引き取り方法は、田畑に埋める、コンポス

ト容器を使用する。電気式の生ごみ処理機を使用する。あるいは先ほど言われました段

ボール箱生ごみ処理等々が考えられます。方法は他にもたくさんあると思いますが、生

ごみの堆肥化の推進につきましては、市民それぞれの生活パターンにあった生ごみの堆

肥化のいろんな方法を周知、広めることが可能であると考えております。先ほど申しま

した環境応援団「エコの環たまな」の主催の環境イベントもこれからなされると思いま

す。それから菊池川流域同盟の「菊池川の日の事業」、そのほか教育委員等々とタイア

ップいたしまして、学校教育あるいは生涯学習の事業の中などの連携で、生ごみの堆肥

化の推進は可能であると考えているところでございます。また最近、段ボール生ごみリ

サイクルが注目されておりますが、これは段ボール箱を使用し、土壌改良剤の購入費用

だけで、室内で簡単に処理ができるというお話も聞いております。家庭における生ごみ

の処理につきましては、ごみ処理政策ばかりでなく、豊かな土と安全な作物を求め、そ

れから堆肥化によりまして供給とのバランスを保って家庭菜園に還元する。そして、そ

の家庭菜園から取れた生産物を家庭で消費するという循環システムが確立されますの
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で、循環型社会を構築する上で大変すばらしいことであるというふうに思っておりま

す。生ごみのリサイクルにつきましては、「エコの環たまな」及び市の関係部局等と連

携をいたしまして、生ごみを各家庭において良質な堆肥として使えるように取り組んで

まいりたいと考えておりますので、議員のご協力を賜りますようお願い申します。 

○議長（小屋野幸隆君） 市長 島津勇典君。 

［市長 島津勇典君 登壇］ 

○市長（島津勇典君） 保健師らしい近松議員の子どもたちの健康状態についての指

摘、それから教育長の報告伺っておりまして、ちょっとショックでしたよ。そういう実

態があるのかなと。まあ、データですから、素直に受け止めなきゃならんと思います。 

ただ、そういう話が続きましたので、少し嬉しい話も議会の皆さんにお知らせをし

ておきたいと思います。全く同じトーンかどうかは別として、実はこの１０月１８日に

平成１９年度熊本の元気づくりフォーラムというのが県の教育委員会の主催で、熊本の

市民会館の方で開かれて。それは、児童生徒の体力向上についての取り組みなんです

ね。その中で内容は児童生徒の体力向上を推進するために学校内で行なわれる体力テス

トの結果等を積極的に活用し、児童生徒の実態に応じた体力づくりに取り組み、成果を

おさめている学校を表彰するものであるという規定があるんですが、最近子どもの体力

低下等々が言われておりますから、今指摘があった体調の問題と体力の問題がぴたっと

一致するかどうかは私にはちょっとわかりません。わかりませんが、体力向上に取り組

んでいるという学校で、実は県内で最優秀校、取り組みの優秀実践校として築山小学校

が表彰を受けました。同時に、体力向上優良校として梅林小学校、月出小学校、中学校

では玉南中学、岱明中学等が表彰されておりますが、特に築山小学校は県内最優秀校と

して表彰を受けたわけ。それで私も、これ築山小学校はどういう取り組みをしているこ

とが表彰の対象になったのか、ちょっと聞いてくれということで、広報の職員をやって

聞いてきました。それによりますとですね、築山小学の取り組みが児童に対して個人の

体力把握のために、学習ノートに課題と感想を書かせるとともに、保護者への啓発のた

めの結果のファイルと、こういう、難しくちょっと書いてありますが、親子で一緒にな

ってやっぱり体力テストやなんかのことを意識するということだろうと思います。２番

目には、体育委員を中心とした朝の自主トレーニングの実践。ハッスル、マッスルタイ

ムと名づけた全校体育での校内の有効活用した楽しい運動の実践。３番目、体力状況を

知らせるための体力テスト結果の校内掲示。部活動では基礎体力づくりを中心とした練

習メニューの実践。こういう取り組みが報告されて、それが評価の対象になったと、こ

ういうことですが、市内の各小学校、中学校がそういう意識の中で子どもたちの体力向

上に取り組んでくれてるんだということを知って、非常に嬉しく感じた次第です。ちょ

っと厳しい話がありましたので、あえてこういう元気な部分、前に向かって進もうとし
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ている部分のこともおつなぎを申し上げておきたいと思います。どうぞよろしくお願い

します。 

○議長（小屋野幸隆君） ７番 近松議員。 

［７番 近松恵美子さん 登壇］ 

○７番（近松恵美子さん） 今日は子どもたちの健康を考える場合に、低体温という現

状の問題を共通認識することができていい機会になったというふうに思っております。

ただいま市長から元気な部分もあるんだというお話をいただきました。ただ、私は保健

師を２５年していまして、確実に子どもたちはやはり体がおかしくなっているというこ

とを感じています。２０年前、岱明町で生まれる子どもは２００人でしたけども、その

中で、入院したとか、それから点滴を打ったとか、肺炎になったとか、そういうこと

は、私は聞いたことがありませんでした。今、子どもが減りまして、１年に１００人し

か生まれません。ですけども、入院、点滴、肺炎というのは珍しい言葉ではありませ

ん。保健師の子どももやはり入院したり、点滴受けたりしております。やはりどこか生

命力がなくなっている、今の子どもは弱くなっているということは１つの事実であると

いうことはやはり認識していただきたいというふうに思っております。今、食事につい

ては、高道小学校で非常にいい結果を出してくれました。これをもとに、本当に高道小

学校では全校、教職員挙げて、また地域を巻き込んでされたので、この結果が出たんだ

ろうと思います。小学校の校庭のパンジーが植わってた花壇には、今大きな白菜とか大

根が青々しているんです。そこで、地域の方々も一緒になって、その野菜で漬け物をつ

くったり、そういうことも含めて子どもたちの食の大切さを教えているということです

ので、どうか今後広く、それを広めていただきたいなあと思います。そこでの調査で、

朝食を食べない子は少ないというふうに言われてますけども、３割の家庭で朝食１品の

みなんですね。１品のみということは、ご飯にふりかけだけか、菓子パンだけ食べてく

るような家庭が３割だということです。先ほど市長の方から、朝のトレーニングの話が

出ましたけども、子どもたちがパンだけかじって行って、早朝練習して本当にいい体に

なるんだろうかということを思います。今の母親がだらしなくて、朝ご飯をつくらない

のか、味噌汁をつくらないのか、そう言えるのか。それとも親自身も低体温で朝がきつ

くて起きられなくて、ご飯がつくれないんじゃないかなあというふうに、私はかえって

思います。そのことで食育に力を入れていくこと、生ごみ野菜で元気な野菜をつくっ

て、そして親も元気になっていく、この運動を広めていくということは、とても大事な

ことだと思っておりますので、あわせてしていただきたいなあ。学校現場でもこの生ご

みリサイクルもあわせて取り組んでいただきたいですし、それについては、やはり地域

でリーダーをつくっていかないと学校だけでできることでは決してありませんので、含

めて考えていただきたいというふうに思っております。それから、先ほどミカンの消費
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のことについて福嶋議員から出ましたけども、低体温の人が増えますと、寒くてミカン

がおいしいと感じられません。ミカンの消費拡大のためにも、やはり元気な体をつくっ

ていくということが必要だというふうに私は思います。段ボールの生ごみ堆肥につきま

しては、テレビで放映されましたビデオを焼却場の係の方に見ていただきまして、ぜひ

取り上げてほしいと話しましたところ、それを家庭で見た奥さんが、これはおもしろい

というので、そのビデオを見ただけで始めて、楽しんでますということでした。やはり

ごみ問題とか生ごみというのは、女性の方が非常にぴんときやすいところがあるんじゃ

ないかと思いますけども、多くの方々にもより大事なことわかっていただきたいですの

で、執行部の方々は、ぜひ一度はこの段ボール生ごみ堆肥を自ら実行してみて、また市

の政策としてどういうふうに広げていくかを考えていただきたいなあと思ってます。私

の考えでは、玉名市で１,０００所帯ぐらい取り組みますと、ごみは１割減量になりま

して、１,０００万円浮くなあと思ってますので、これは可能だと思います。まあ、ざ

あっと考えただけでも、今この数カ月で１００所帯ぐらいはしてるでしょうし、１,０

００ぐらいは可能で、１,０００万円を倹約することは可能だというふうに考えてます

んで、行政でしっかり後はお願いしたいというふうに思います。１月には佐世保でこの

食育まつりがありますので、どうか財政難の折と思いますけども、職員の方々にもいろ

んなところを勉強に行かれまして、よりいい方法でこの生ごみ堆肥の元気野菜づくりを

広めていただくように、そしてごみは減らして、そして経費を浮かして財政が潤うよう

につなげていただきたいなあと思いまして、私の一般質問は、終わります。 

○議長（小屋野幸隆君） 以上で、近松恵美子さんの質問は終わりました。 

ここで昼食のため、午後１時まで休憩いたします。 

午前１１時５３分 休憩 

―――――――――――――――――――――― 

午後 １時０４分 開議 

○議長（小屋野幸隆君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 ２４番 田島八起君。 

［２４番 田島八起君 登壇］ 

○２４番（田島八起君） 社民党の田島八起です。早いもので、本年最後の定例議会を

迎えました。今年の大きな出来事といえば、何と言っても７月の参議院における与野党

の逆転ではなかったかと思います。これまで国会においては、与党、絶対多数の国会運

営で、規制緩和をはじめとする自由競争の結果により、企業間、地域間や自治体間、そ

して働く仲間にも大きな格差を生じ、障害者自立支援法にも見られるように、福祉も大

きく後退しました。参議院における与野党の逆転が、これらの社会的歪みを少しでも解

消できるように新しい年に期待するところです。 
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さて、私は今議会に保育所問題と後期高齢者医療制度の問題について通告をしてい

ます。早速、保育所問題から質問に入ります。保育所問題は大きく２つありますが、１

つは保育所条例の一部改正の問題についてです。これには、８点についてお尋ねしま

す。１.保育所条例の一部改正の必要性とその理由についてです。このことについて

は、９月議会の全協の中で簡単な説明がありましたが、天水東とちどりの２保育所を民

営化するための条例改正であり、正式提案にあたり、その必要性と理由について改めて

御説明をお願いします。 

２.民営化することによっての経費の節減についてであります。前回の同様の質問に

対しての答弁では、平成１８年度の決算ベースで比較すると、約１,９００万円の節減

になる旨の答弁がありました。しかし、今回の民営化における人件費だけを見ても、私

は安くなると見ています。といいますのも、民営化される２保育所の職員は、正職員で

７名、臨時職員が５名で、その結果、７名の正職員は他の保育所に移転となり、そこで

の臨時職員は余剰となり、あわせると１２名の臨時職員が解雇となります。本年度末

で、保育士さん１人の退職が見込まれることから、実際には、現状の児童数でいくと１

１名の余剰となるわけですが、来年度の人件費を考えると、今までの保育所では、６名

が臨時職員から正職員に変わることによって人件費は高くなることが考えられます。ま

た、１２名の臨時職員に変わって、民営化する保育所の１２名分の人件費を新たに負担

することになり、この点を見ても、現状から見ると、むしろ人件費は高くなると思って

います。一方、運営費について考えてみると、運営費は園児１人幾らという基準があ

り、公立も私立も余り変わらないのではないかと思います。そのように見てみると、民

営化による経費節減は、来年度の予算を考えると、むしろ支出増になるのではないかと

思うところですが、軽減になるという根拠について、人件費、運営費ごとにお示しをく

ださい。 

３.解雇される臨時職員の就職斡旋についてです。民営化についての引き受け法人も

既に選考されているようです。今回の民営化による臨時職員の解雇は１１名と考えられ

ます。これは個人の都合じゃなく、業務上の都合で解雇になるわけですから、したがっ

て就職を希望する人には、市も責任を持って就職の斡旋をしなければならないと考えて

います。再就職について、どのような考えを持っておられるか、その御所見をお伺いし

ます。 

４.民営化２保育所の土地、建物の所有はどうなっているかについてであります。ま

た、民営化と民間委託及び指定管理者制度はどのような違いがあるのか。この点につい

て、わかりやすく御説明をお願いします。 

５.平成２１年度からの３保育所の民営化についてです。既に２１年度から１年ごと

に３保育所の民営化の方針が示されており、民営化検討委員会においてもその順序を決
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めるための基準となる条件も示されておるようです。この条件に沿って検討すれば、既

に順位は決まっているものと考えますが、今年３月に示された行革大綱にも述べられて

おるように、開かれた市政の推進として、行政に関する情報を積極的に公開し、市政を

開かれたものにするとされております。この姿勢に基づいて、民営化の順序を明らかに

してほしいと思うところですが、この点、どのように考えられておられるか、この御所

見についてお伺いします。 

６.９月議会以降、保護者との話し合いについてです。９月議会前には、２回ほどの

話が持たれ、反対や危惧する声もあったようですが、９月議会以降、話し合いはされた

かどうか、保護者の了解は得られたかどうか、その経過についてお伺いします。 

７.民営化される保育所の職員や他の職員にも説明がされています。どのような形で

行なわれ、どういう意見が出されましたか、その内容をお知らせください。 

８.子育て支援センターや病後育児保育など、子育て支援の充実についてです。子育

て支援センターについては、現在旧玉名市や岱明町、天水町で各１カ所設置されていま

す。このような支援センターの充実と病後児童のいきなりの保育所への復帰が無理な幼

児の保育を、保育所に設置してしたらどうかということであります。この御所見につい

てお伺いいたします。 

次は、保育所関係の大きな２つ目として、現在の保育所の問題についてでありま

す。この点については、前回とダブる点もございますが、質問の主旨に沿った答弁がな

されていない点もありましたので、その点も含めて３点お尋ねします。 

１.保育所職員の雇用形態についてであります。保育所では、正職員、臨時職員、派

遣社員の３構成であり、これは合併前の計画からして現状では経過措置として仕方ない

と思うところですが、自治体の１事業の運営形態としては、本来おかしいのではと思う

ところです。全職員を正職員で運営すれば問題はないところですが、これもすぐ実現と

はいかない問題と思われるし、当面は正職員とどちらか１組、１つの形態に統一すべき

ではないかという思いがいたすところですが、どう考えておられますか。また、臨時職

員と派遣職員の人件費はそれぞれどれくらいか、その実情についてお示しください。 

２.臨時職員の雇用についてです。この問題についても、前回取り上げたところで

す。当時の答弁では、地方公務員法第２２条の５項により運用しているとのことでした

が、私は、この条文には適合しないように思います。改めて御所見をお伺いします。 

３.保育所における年休を取れる環境づくりについてです。私は、今回の民営化の問

題で、公立１１保育所を訪問して感じたことは、公立保育所の延長保育は４園のみが行

なっていると言われており、私自身も公立の延長保育は、民間に遅れているのではない

かと思っていたところですが、実際に現場を訪れて話を聞いてみると、すべての面で実

質的には朝の７時半から夕方の６時半まで、早いときには７時から夜の７時まで、保育
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士さんたちの努力で現実的にはすべての園でされておるという実態にあります。そのこ

とで、保育士さんたちにかなり無理が来ていることを感じました。また年休取得の状況

もお聞きしたところですが、この年休取得の状況が極めて低い現状にありました。１年

を平均して５日取られているならばいい方で、取れない方もおられるようです。さら

に、給食の調理師さんは１名配置が多く、これまたなかなか年休を取るのが難しい状況

にあるようです。年休消化ができる環境づくりが必要と思いますが、どう現状を認識さ

れており、どのようにこの問題に対処されていかれますか、その御所見をお伺いしま

す。 

以上、保育所問題の御答弁をお願いします。 

○議長（小屋野幸隆君） 福祉部長 井上 了君。 

［福祉部長 井上 了君 登壇］ 

○福祉部長（井上 了君） 田島議員の玉名市保育所についての御質問にお答えしま

す。保育所条例の一部改正の問題点について８つ御質問がございました。順次お答えし

ます。保育所条例の一部改正の必要性とその理由につきましてでございますけれども、

本年３月に策定されました玉名市行政改革大綱に「行政主導で進められて来ました行政

運営や行政の責任領域を見直し、スリムで質の高い行政運営システムの構築を進める」

とし、この中に民間活力の導入により、保育所の民営化というものが掲げてございま

す。これを受けまして、民営化検討委員会を設置し、検討し、現在の公立保育所の一部

民営化することもやむを得ないということで、保育環境並びにサービスの向上も期待で

きるのではないかとの結論で建議書をいただいていることによるものでございます。 

２番目に、経費の節減額が１,９００万円であるとの根拠についてでございます。公

立保育所１１園の平成１８年度決算額から、仮に私立保育園とした場合の支弁額との差

と、公立保育所が国県負担金から、地方交付税に含まれることとなった制度変更による

差の合計額、それをもとに単純平均額を出して２園分を計上したものでございます。言

い換えますと、支出面から見た差額、収入面から見た差額を合算して平均値を出して２

園の分を出したということです。それから、人件費と運営費の割合につきましてでござ

いますけれども、概算ではございますが、運営費の中で人件費が８５％、その他運営費

が１５％というふうになっています。 

３点目、臨時職員の就職斡旋についてでございます。天水東保育所及びちどり保育

所の臨時職員５名につきましては、今後移管先であります移管保育所の運営条件で移管

後の法人において雇用に努めるようにしております。また、７人の市職員の異動に伴い

７人の臨時職員が解雇されるのではないかという御質問でございますけれども、正規職

員の定年などによる退職者が２名ございますので、残り５名は、臨時職員の自然減での

対応を考えております。臨時職員さんにおかれましても、もう辞めたいという方がおら
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れるということでございますので、そのような自然減での対応を考えているというとこ

ろでございます。 

４点目の民営化２園の土地及び建物の所有でございます。保育所用地につきまして

は５年間の無償貸与、建物につきましては無償譲渡としているところでございます。そ

れから民営化と民間委託及び指定管理者の違いということでございますけれども、民営

化とは保育所の設置主体、運営主体共に民間に移行します民設民営でございます。これ

に対し、設置主体が市のままである公設民営方式には、管理委託方式と指定管理者制度

があるわけでございますが、法的な面で違いがございまして、管理委託では運営主体が

公共的団体に限られておるということで、委託契約に基づく管理業務を行なうというこ

とです。管理権限は市にございます。指定管理者制度では、管理運営自体が、民間業者

を含む団体でもいいということでございます。市が条例で業務を規定したものを、協定

に基づいて管理業務を執行しますけれども、管理権限は施設の使用許可など、原則指定

管理者側にあるということでございます。ではなぜ、今回指定管理者制度にせずに民営

化にしたのかということでございますが、民営化することで、運営面でより柔軟な対応

が可能であるということ。財政的な効果が大きいということ。それから、施設整備にあ

たっても、施設整備交付金が活用できるというようなことから、民営化ということに至

っとるわけでございます。 

５番目が平成２１年度以降の民営化対象園についてでございます。現在進めており

ます２園の保育所の民営化の状況を見ながら、今後検討していきたいというふうに考え

ております。 

６点目が、保護者への理解ということでございました。対象２保育所の保護者会へ

の説明はもちろんでございますけれども、関係議員、区長さん、民生委員さん、保育所

の職員の方々へも説明を行ない、一定の御理解は得られたものではと考えております。

本日に入りまして、法人も交えた保護者と行政と法人も交えた説明会も開催しておると

ころでございます。 

７点目が、民営化予定保育所の職員、及び保育所職員の説明についてでございます

けれども、民営化予定保育所職員につきましては、７月２０日及び２３日にちどり保育

所、天水東保育所の職員に対し、当該保育所において説明会を開催し、今後のスケジュ

ールでありますとか、職員の身分について質問がありまして、職員の身分については変

更がないということ。臨時職員については、移管先の法人に対し、引き続き雇用を移管

条件とするようなことを説明いたしております。また市の職員、臨時職員及び派遣職員

の保育士全員に対しましても、８月３０日に、玉名市文化センターにおいて説明会を開

催し、この中で民営化することで児童への影響の有無、保育者としての思い、職員の処

遇、移管するまでの期間が短いということ。子育て対策を市はどのように考えているか
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などの意見があり、児童への影響を極力少なくすること、市職員の身分については、異

動による対応とすること。臨時職員については、移管先の法人に対し、引き続き雇用を

移管条件とすることなどを説明いたしました。また組合との市立保育所民営化に伴う要

求書が提出されましたことに伴い、１０月３１日に、意見交換を行ない、臨時職員の処

遇、民営化に対する不安の払拭、職員の勤務条件に対して変更がないことなどを説明い

たしております。 

最後に、子育て支援センターや、病後児保育など、子育て支援の充実についてとい

うことでございますけれども、本年度から子育て支援センターと子育て広場について、

新たに「地域子育て支援拠点事業」として再編されました。この事業の基本事業として

子育て親子の交流の場の提供と交流の促進、子育て等に関する相談、援助の実施、地域

の子育て関連状況の提供、子育て及び子育て支援に関する講習等の実施が必須条件とい

うふうになっております。現在、敬愛保育園の「玉名市子育てネットワーク」、大野保

育所の岱明子育て支援センター「くすの木」、小天保育園内「天水町子育て支援センタ

ー」、玉名市福祉センターで実施されている「子育て広場」というものがございます。

次世代育成支援行動計画の中では中学校に１カ所の目標値を定めており、今後も子育て

支援の充実を図ってまいります。 

大きな２番として現在の保育所の問題について３点、御質問ありましたけれども、

福祉部関係の２点についてお答えいたします。将来的に臨時職員、派遣職員はどちらか

に整理すべきではないかという御質問でございました。臨時職員につきましては、合併

前の玉名市、天水町で派遣職員は合併前の岱明町で採用されていた雇用形態でございま

す。現在のままの雇用体系を当分維持したいというふうに考えております。人件費につ

きましては、人件費の実情ということでございましたけれども、昨年度の決算額では臨

時職員４６名で７,８８０万円、１人当たりにしますと、年に１７１万３,０００円とな

ります。派遣職員は１７名で２,９４５万円、１人当たりに直しますと１７３万２,００

０円が年額でございまして、その差は年に１万９,０００円ということでございます。 

それから３点目に年休の取れる職場づくりというお話がございましたが、市の保育

所職員の有給休暇取得日数が平均３.３日ということで、非常に少ないというのが実情

でございます。市全体の職員の有給休暇取得日数９.３日と比べ、非常に少ないという

状況にあります。このことにつきましては、年休代替職員、今保育所２名、調理師１名

さんを確保して、年休されるところに派遣しているというような配置しているというよ

うなことでございますが、さらに増員を図り、職員の健康管理に配慮したいと思いま

す。 

以上でございます。 

○議長（小屋野幸隆君） 総務部長 元田充洋君。 
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［総務部長 元田充洋君 登壇］ 

○総務部長（元田充洋君） 私の方から、田島議員の現在の保育所の問題についての２

番目の臨時保育所の雇用のあり方についての御答弁を申し上げます。臨時保育所の雇用

のあり方でありますが、確かに通算いたしますと、勤続年数の長い方もおられます。基

本的にはすべて６カ月を超えない期間において任用を行ない、一定の経過期間を得て、

６カ月を超えない期間で１回の更新を行ない、最長１年間の雇用となり、すべての保育

所において年度末の３月末までの雇用といたしております。したがいまして、地方公務

員法第２２条第５項の規定する期間の定めのある雇用契約そのものであると考えており

ます。９月議会におきましても述べましたように、臨時保育といいましても、担任とし

て従事しているケースもございますので、１回の更新により年間の雇用を図っていると

ころであります。議員の御理解をよろしくお願いします。 

○議長（小屋野幸隆君） ２４番 田島八起君。 

［２４番 田島八起君 登壇］ 

○２４番（田島八起君） ただいま御答弁をいただきました。前回、同じ質問をしたと

いうところもあって、同じ答弁になっているところもありますけれども、まだ第１番目

の２園を民営化するということで、これは、１つは行革大綱に基づいてスリム化という

意味ではわかるわけですけれども、サービスの向上というのは、民営化することがサー

ビスの向上につながる、どういうつながりがあっとか、ちょっと私も理解がしづらいと

ころがあります。ほっで、先ほども申しましたように、実は延長保育は、公立は４カ所

しか正式にはやっておられないから、私も４園しかやっていないというふうに思っとっ

たところですけれども、やっぱりそこは住民の要望もあってだろうと思います。保育所

の先生たちが協力し合いながら、現実的には早いときは朝７時から、遅いときは夜の７

時まで、これは市が行なっております延長保育と変わらんような状況でですね、されて

おるわけですね。だから、そういう意味では何かサービスが特別によくなる、市の主張

でいうなら経費の節減というのは起こり得るかも知れませんけれども、ただ、さっき言

われたように人件費が８５％で、運営費が１５％程度ということは、１,９００万円の

軽減の内訳のパーセントだろうというふうに私は思いますけれども、現実面から先ほど

言いましたように、１１名か、先ほど２名退職ということであれば、１０名の臨時職員

の人たちの解雇ということになろうかと思います。ここら辺は、私は安くはならんと思

っております。これは来年の新年度の予算を見れば明らかになることでありまして、そ

の中で、また自分なりに見ていきたいというふうに思います。 

それから３番目の解雇の問題で、２園の５名の臨時職員の皆さんについては、新し

く受ける法人の方で雇用してもらうように努力をすると。もう既にそういうふうにされ

たということでしたかね。それから後、この２園から異動される正職員の異動により生
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じる５名については、自然減で対応するというちょっとどういうことかなと、５人全部

がもう再雇用の希望をされないのかどうか。これで契約を打ち切るからもう辞めてくだ

さいという中身なのか、そこら辺をちょっとわかりやすく御説明をお願いしたいと思い

ます。 

それから、民営化される２園の土地、建物の所有というのはわかったわけですけれ

ども、私は、これは後の臨時職員と派遣職員と正職員と３つ、１つの事業で３つの雇用

状況があるのはおかしいんじゃないかという、それと勘案する中身を持ってますけど

も、同じ保育所を片一方は民営化して、片っ方は指定管理者でいくということ自体は、

理屈からいうならどっちかにやっぱり統一せんとおかしかっじゃなかつかというふう

な、要らん疑念が湧くところもあるわけですね。だからそういう意味では、民営化なら

民営化、指定管理者なら指定管理者、どちらか１つの方向でやっぱり運営をすべきじゃ

ないかというふうに、私自身は思うところでありまして、そこら辺の御見解があったら

１つ御答弁をお願いいたします。 

それから、再来年度からの民営化の順序については、これはなかなか発表されない

というところでありますので、あえて言いませんけれども、６番の９月議会以前に、保

護者会との話の中では、危惧する声や反対の声もあったと。ほっで、９月議会が終わっ

てから３回目の話し合いをされたというふうなこともありましたので、そういうやつま

で含めて反対の意見の人も納得してもろうたのかどうかということを、ちょっとお聞き

したかった訳ですけれども、そこら辺のところの話し合いとはちょっと違う中身じゃな

かったかなというふうに思います。それで、反対する人もおられるけれども、見切り発

車でやっていくということかどうか、そこら辺の答弁だけひとつお願いをしたいという

ふうに思います。 

それから、子育て支援センター等の取り組みですけれども、先ほど玉名市でやって

いる事業の推進の御説明がありました。それは私もわかるところでありますけれども、

やっぱりこれは保育士さんたちにも話の中で、そういう要望はなかったのかなあという

こともありまして、ちょっと出したところですけれども、やっぱり今のように民営化さ

れていくと、働く職場というのはなくなって、一般職の方に移っていくということも考

えられます。やっぱり、子育て支援の充実とあわせて、自分たちの技能を生かせるよう

なそういう職場も考えていってほしいということもありまして、こういう質問をしたわ

けですので、そこら辺も含めてひとつ今後考えていってほしいというところに止めたい

と思います。 

それから臨時職員のあり方について、地公法第２２条の５の関係ですね、これ、こ

の保育所の臨時職員の問題が前も何回か、私も取り上げて来たところですけれども、以

前は１年契約で、そして１年契約のうち、２、３日空白期間をつくるというふうな形で
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処理をされて、取り扱いをされておったところですが、その当時も今も地公法の２２条

の５項は変わっておらんのじゃないかという思いがするわけで、だからそういうふうな

ことで半年契約じゃなくして、保育所の性格からするなら初めから１年にすべきじゃな

いかと。いきなりなくした方が１番よかわけですけれども、そうもいかんところもあっ

だろうし、１年契約に初めからするということはいかんのかと、以前はそういうふうな

契約の中身であったと思うし、法律が変わったのか、変わっとらんなら、そういうこと

ができないかという趣旨の説明、質問ですので、後１回お願いしたいと思います。 

それから年休の問題については、かなり取得率が悪いと、市の職員と比べても悪い

と。今でも３名の人たちが休暇の交代要員としておられるけれども、なかなかそれでも

こういう状況であるということで、これはちょっと検討をするということでありますの

で、ぜひいい方に検討をお願いしたいというふうに思います。幾つか再質問がありまし

たので、これを、答弁を聞いてから次の質問に入りたいと思います。 

○議長（小屋野幸隆君） 福祉部長 井上 了君。 

［福祉部長 井上 了君 登壇］ 

○福祉部長（井上 了君） 再質問の中で、お答えできる部分だけお答えしたいと思い

ます。まず、解雇される臨時職員の就職斡旋に関連しまして、臨時職員の自然減という

ふうに私が申しましたのは、ちどり、東の５名の臨時職員さんの退職を強制、強要する

ということではございません。ほかにいらっしゃる臨時職員の中でも辞められる方が何

人かいらっしゃるということで、退職を希望される方が。そういうことで、自然減とい

うようなことで申し上げました。 

それから保護者の全員の納得はというお話でございました。今までの保護者会の中

で真っ向から反対ということを言われる方はいらっしゃいません。そこで、１２月７日

に、ちどり保育所、昨晩天水東保育所におきまして、法人も交えて保護者会の説明会を

しております。むしろ何ていいますか、民間に期待するような発言というのが大変多う

ございました。ちどりにおきましては、バスをよかなら、こっちゃ回してくれんでしょ

うかとかですね、延長保育についてはどうだとか、そういう前向きな意見というのが大

変多かったように思います。そういうことで、現在反対されるということは、もう決定

したことですのでありませんけれども、そういうことはないということでございます。 

雇用形態について、正職員、臨時職員、派遣職員の、１市の中で３つの形態がある

のはおかしいんじゃないかということでございます。一遍に統一ということはできませ

んので、徐々に統一を図っていくんではないかというふうに考えております。 

以上でございます。 

○議長（小屋野幸隆君） 総務部長 元田充洋君。 

［総務部長 元田充洋君 登壇］ 
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○総務部長（元田充洋君） 田島議員の地方公務員法第２２条第５項の件につきまし

て、お答え申し上げたいと思います。地方公務員法第２２条第５項におきましては、人

事委員会を置かない地方公共団体においては、任命権者は緊急の場合、また臨時の職に

関する場合においては、６カ月間を超えない期間で臨時的に行なうことができるという

ふうになっておるところでございます。この場合において、任命権者は、その任用、６

カ月を超えない期間で更新することができるが、再度更新することはできないというふ

うな定めになっております。この解釈につきましては、全国の公立保育所を抱える自治

体でも今同じような問題が起こっております。臨時保育士に対する考え方につきまして

は、いろいろな解釈、あるいは議論もなされております。これも９月議会のときに申し

上げましたけども、いずれにいたしましても幼い子どもたちにとって慣れ親しんだ保育

士が半年で中断するということは戸惑いが生じることにもなりますので、１年間の更新

により年間雇用を図っておるというころでございます。 

○議長（小屋野幸隆君） 市長 島津勇典君。 

［市長 島津勇典君 登壇］ 

○市長（島津勇典君） １つだけ、田島議員、私の方から申し上げたいと思います。民

間保育園に民営化したからといって、サービスに何も変わらんのじゃないかということ

ですね。だから、変わったか変わらないか。それは運営移行した後、保護者や地域住民

が変わったと受け止めるか、変わらないと受け止めるかということだろうと思います。

私は、ぜひ２園とも来年の春になって民営化して、しばらく経った時点で、保護者や地

域の方々がいささかの今不満を持っておられる中でもですね、民営化してよかったな

と、こっちの方が実態にあってるなと、サービスなり柔軟性があるなと評価していただ

けることを期待して民営化を実行しようと考えております。ぜひ議員もその辺を見定め

てほしい。そして、私は引き受けられた施設がやっぱりそういう意識で取り組んでいた

だくことを心から願っております。 

○議長（小屋野幸隆君） ２４番 田島八起君。 

［２４番 田島八起君 登壇］ 

○２４番（田島八起君） ただいま、御答弁をいただきました。いずれにしても、これ

から検証していかなければならない問題もありますし、それは後に譲りまして、次に進

みたいと思います。 

次は、後期高齢者医療制度の問題点についてです。昨年９月議会の全員協議会にお

いて、突然老人医療制度を廃止して、平成２０年４月より、７５歳以上を対象とする後

期高齢者医療制度が発足するとの説明を受けました。この制度については、昨年の１２

月議会で、その問題点等については質問したところで、制度の概略についてはある程度

理解してきたところです。本年２月に発足したこの制度の受け皿となる熊本県広域連合
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では、去る１１月１９日の同連合の議会において、熊本県後期高齢者医療の保険料の決

定が行なわれました。このことを踏まえて、大きくは２つの点について質問します。 

まずは、本市の財政や国保会計に及ぼす影響についてであります。この件について

は、３点についてお尋ねします。１.後期高齢者医療制度の発足により、国保の加入者

はかなり加入減となると思います。脱退者が何名ぐらいで、国保の加入者は何名になる

かということについて、まずお示しください。 

２.国保会計には、どのような影響があるかについてであります。７５歳以上の国保

加入者が脱退されるわけですから、歳入減、歳出減、それに老人医療会計への繰出金が

本年度当初予算で約１４億円、これはなくなりますが、新たに新制度における後期高齢

者支援金の負担が生じてきますので、この負担と差引になると思いますけれども、増減

はどのように見込まれるか、それぞれの段階で数字の変化があるとすれば、段階ごとに

お示しください。 

３.本市の負担に変化はないかについてであります。これまでに老人医療会計に対し

て、一般会計よりの繰出金が本年度当初予算で約７億１,０００万円見込まれていまし

たが、この支出はなくなる。新たに運営費の公費負担分としての市負担が生じます。こ

の負担についての増減はどうなるか、その御所見をお伺いします。 

次は、新制度の加入者に与える問題についてであります。これについては、４点に

わたりお尋ねします。 

１.保険料の算定についてであります。新制度の事業主体となる県広域連合において

新制度の保険料の算定が示されましたが、これによると平均保険料は年額７万７,６０

０円で、この内訳は均等割４万６,７００円、所得割が８.６２％となっており、公的年

金収入で見ると、平均が幾らぐらいになるのか。そして、その計算の方法はまた所得に

よっては７割、５割、２割の軽減措置が取られていますが、その所得区分はどうなって

いるか。さらに、最低保険料は１万４,０００円とされ、県全体では加入者の半数近い

と言われていますが、本市ではどのぐらいの人数か、そのことは所得のある人の大きく

保険料としての負担がかかりはしないか、その御所見についてお伺いします。 

２.これまで、子や孫など親族の扶養者として社会保険や組合健保、共済組合の被保

険者になっていた人たちも新制度には加入が義務づけられ、この人たちは、２年間の激

変緩和措置があるというものの、その後の保険料は丸々負担増となります。この点は、

どのように受け止められますか。また本市においては、対象者は何人ぐらいおられます

か、その現状をお知らせください。 

３.夫が７５歳で新制度に移行、妻が７０歳で国保に残るということが生じると思い

ます。これまで２人で国保に加入していた場合と、新制度と国保に分かれた場合の保険

料や国保税の負担はどう変化するか。一応夫の平均年収を、夫の年収を平均年収とし、
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妻が年金７９万円とした場合のそういう家庭の増減はどのように見込まれるかというこ

とについてであります。 

４.保険料は２年ごとに見直されることになっています。そのたびに保険料は引き上

げられるのではないかと危惧しています。新制度の出発当時は保険料も高いとも思いま

せんが、国保や介護保険は３年後との見直しとなっておりますが、後期高齢者医療制度

は２年見直しとなっております。保険料値上げのペースが早くなるのではないかと、将

来的にはそのことが負担増になるのではないかと危惧をするところです。市としての御

見解をお伺いいたします。 

○議長（小屋野幸隆君） 市民環境部長 黒田誠一君。 

［市民環境部長 黒田誠一君 登壇］ 

○市民環境部長（黒田誠一君） 田島議員の後期高齢者医療制度の問題点の本市の財政

や国保会計に及ぼす影響について、御答弁申し上げます。まず、後期高齢者医療制度の

発足に伴い、国保加入者がどれくらいになるかについてでございますが、平成１９年１

１月末現在では、国保被保険者が３万１,２１９人、その中で老人医療受給者が７,８４

０人となっている状況でございます。平成２０年４月の後期高齢者医療制度開始時点で

は、国保被保険者が約２万３,２００人で、国保から後期高齢者医療制度へ約８,１００

人程度が移行するものと見込んでおります。次に国保会計にどのような影響があるかに

ついてでございますが、議員も御承知のとおり、来年度から後期高齢者医療制度が始ま

りますが、国民健康保険制度も大きく変わることが予定をされております。 

まず歳入の面では、国保税の賦課限度額についての介護分の９万円は変更がござい

ませんが、医療分５６万円が４７万円へ、新たに後期高齢者支援分として１２万円が創

設され、実質的には３万円の引き上げとなっております。しかし、保険税納付率が比較

的高い７５歳以上の被保険者が後期高齢者医療制度へ移行するために、保険税の減収と

収納率の低下を懸念しているところでございます。さらに現行の退職者医療制度の廃止

に伴いまして、医療給付金等交付金の減額や前期高齢者医療の創設による新たな交付金

が発生をいたします。減額措置につきましては、４年間の経過措置があるため、軽減分

に対する一般会計繰入金はほぼ変わらない状況でございます。一方、歳出の方では、現

行の退職者医療制度の廃止に伴い、保険給付の一般被保険者の療養給付費、療養費、高

額療養費等は大きく伸びるものと推定をしております。また葬祭費等などで約１,００

０万円の減額、老人保健拠出金から後期高齢者支援金と名称が変わりまして、約１割の

減額と、あるいは前期高齢者納付金の創設も予定をされております。以上が、後期高齢

者医療制度に伴う影響でございますが、来年度の国民健康保険事業特別会計にどのくら

いの影響額が表れるのかにつきましては、厚生労働省の方から、また来年度予算に関す

る詳細な情報が届いていない状況でございますので、高次的な説明はできないというこ
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とでございますので、御理解のほどをよろしくお願いいたします。次に、本市の負担は

どう変わるかについてでございますが、議員御指摘のとおり、平成１９年度の老人医療

費に対する一般会計繰出金は７億１,０００万円と伸びておりますが、平成２０年度か

ら始まります後期高齢者医療制度への本市からの繰出金は、約７億３,３００万円と見

込んでおりまして、ほぼ同額程度ということでございます。 

次に加入者に与える問題についての質問にお答えをいたします。まず保険料の算定

についてでございますが、広域連合では、熊本県の平均保険料が７万７,６００円と見

込んでおりますが、その算出方法は医療給付費などから、公費負担や各医療保険での支

援金などを差し引いた額を予定保険料収納率、これは９８％でございますけれども、こ

れで割り戻しまして、保険料賦課額総額を算出し、それを被保険者で割ったものでござ

います。その年金収入額は、平均しますと、単身世帯の年金収納のみ場合で、１９９万

７,０００円、２割軽減がございますけども、そういうふうな金額になっております。

次に、本市の保険料額につきましては５億８,５００万円、被保険者が１万６００人と

見込んでおります。広域連合の推計によりますと、６,０００人が軽減対象者で、その

中で７割軽減が５,２００人、５割軽減が３００人、２割軽減者が５００人と見込んで

おります。軽減判定の所得区分は単身世帯で、世帯軽減が３３万円以下の所得、５割軽

減で５７万５,０００円以下の所得、２割軽減で６８万円以下の所得となっておりま

す。それから最低保険料１万４,０００円につきましては、７割軽減の適用になります

ので、本市でも５,２００人が該当いたしますので、約５割になるというふうに考えて

おります。 

次に、被用者保険の被扶養者である方の２年間の激変緩和措置についてございます

が、法律では、被保険者となった日の属する月から２年間均等割を半額にすることにな

っており、さらに平成２０年４月から９月までは全額免除、１０月から翌年３月までが

均等割額の９割軽減とされております。また国民医療費の３分の１を老人医療費が占め

ている中で、今後高齢化の進展に伴いまして、老人医療費が増大することが見込まれて

おり、国民皆保険制度を堅持し、将来にわたり、医療保険制度を持続可能にしていくた

め、現役世代と高齢者世代の負担を明確にし、公平でわかりやすい制度が創設されたも

のでございますので、御理解をお願いいたします。なお対象者につきましては、社保等

の老人は現在約２,１００人でございますが、社保等の被扶養者なのか、あるいは社保

等の本人なのかの区別ができませんので、大体平成２０年５月頃には把握ができると聞

いております。 

次に、国保の加入率と負担額はどう変わるかについてでございますが、例えば夫が

７５歳で、平均年収、先ほど申しました１９９万７,０００円、妻が７０歳で年金収入

が７９万円と想定した場合、平成１９年での国保税につきましては、２人分であります
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から、１１万１,７００円、２割軽減となり、平成２０年度では、夫が後期高齢者医療

保険で、保険料が７万７,６００円、これは２割軽減でございます。妻が国保で保険税

が３万４,８００円、制度改正と２割減でございますけども。となりまして、比較いた

しますと、ほとんど変わらないというような状況でございます。しかしながら、平成１

９年度の国保税の療養分では資産割１０％を、所得割を調整し、来年度は資産割０％で

所得割を調整する税率改正を予定しております。また制度改正や新たに後期高齢者支援

も加わりますので、現行の国保税と比較する場合には、その制度そのものが違いますの

で、家族構成、資産状況、税率等を考慮すると、単純な比較は難しいと考えているとこ

ろでございます。 

また保険料の見直しが２年ごとに行なわれることに対して、市ではどのように考え

ているかということでございますが、広域連合では２年間の医療費を見込んで保険料を

算定しております。今後は高齢化の進展に伴い、医療費の増加が予想されますが、全体

的な医療制度の見直しも検討されておりますので、市としては慎重に対応していきたい

と思っているところでございます。 

以上でございます。 

○議長（小屋野幸隆君） ２４番 田島議員。 

［２４番 田島八起君 登壇］ 

○２４番（田島八起君） 御答弁をいただきましたけれども、相対的にいうとあんまり

市の負担についても、個人の負担についてもそう制度としては変わらないという御答弁

ではなかったかというふうに思います。ほっで、７割軽減の場合は、年金収入でいく

と、１５３万円以下だったら所得割がかからずに、均等割が７割軽減されるので、した

がって、最低１万４,０００円の年額の保険料というふうなお答えではなかったかとい

うふうに思います。私もちょっと３３万と５５万、それから２割軽減の数字がちょっと

聞き取れなかったところですけれども、そういうふうに考えた保険料の算出かという理

解をしたところで。相対的に言えば、出発当時はあんまり変わらないということですけ

れども、やはり一番気になるのが、２年ごとの見直しということですね。これは、国保

会計についても大体３年を見通して保険料を設定されるし、介護保険についても３年後

との見直しということで、制度の見直しということは料金を上げると。だから、そうい

う意味では３年に１度介護保険も保険料が値上がりをすると、現実にありますし、これ

を２年ごとに見直すわけですから、今は変わらなくても、２年ごとにどんどん、どんど

ん上がっていきはしないかと。だからもちろん少子高齢化という問題はあるにしても、

それをこれは、後期高齢者医療制度というのは、もちろん国の運営費の負担、市町村の

負担、それから現役世代の負担というのも、これも今までと、あんまり介護保険と変わ

らん中身かなというふうに思いますし、そういうふうに思うと、負担だけが病気する年
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代だけを対象にした保険料ですから、ちょっと私もひとつ危惧するところです。どんど

ん負担が将来的には大きくなりゃせんかという心配をするところです。それと後１つ

は、この問題考えたときに、熊本県広域連合という一部事務組合の運営ということにな

りますので、そういう意味では今はここでは制度が発足するまでは、いろいろ私たちも

質問したり、意見を述べたりすることができますけれども、広域連合として４月１日か

らスタートすれば、一部事務組合の議会がある関係で、思うように私たちもこの問題点

を市議会の方で取り上げることができなくなるんじゃないかという、ちょっとそういう

危惧も持っておりますので、できましたら、そこら辺の考えを答弁いただいて、一応私

の質問を終わりたいと思います。 

○議長（小屋野幸隆君） 市民環境部長 黒田誠一君。 

［市民環境部長 黒田誠一君 登壇］ 

○市民環境部長（黒田誠一君） 田島議員の再質問にお答えいたします。２年ごとの保

険料の見直しで保険料が上がるのではないかということでございますが、当市議会から

も代表の議員さんが連合の方に出席をされております。広域連合の推移を見守っていき

たいと思いますので、御理解のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（小屋野幸隆君） 以上で、田島八起君の質問を終わりました。 

議事の都合により、暫時休憩いたします。 

午後 ２時１２分 休憩 

―――――――――――――――――――――― 

午後 ２時２６分 開議 

○議長（小屋野幸隆君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

２７番 堀本 泉君。 

［２７番 堀本 泉君 登壇］ 

○２７番（堀本 泉君） こんにちは。御承知のとおり中央の大連立という話もあった

ように、玉名市も大連立ができまして、市の方に立派な議長さんもおできでございま

す。その前で立つ光栄を感じながら、質問に入ります。 

ちょっと断りますけれども、今朝、雑談の中で、市長から、細かことばっかり言い

なはんなて、ああた３０年の議員だろうがていうような警告を受けましたので、ちょっ

と先日通告をしておりますもので、やむを得ず棒読みの形で申し上げます。 

まず庁舎内の管理のあり方についてと題しております。聞き取りのときは、７項目

を申し上げております。まず、その１.いつからか年配のジェントルマンが１階のメイ

ンフロントに鎮座しておられます。ガードマンだろうかと思うとったら、そうでもない

ということで、総合案内人だそうでございます。来庁される、特に女性の高齢者あたり

から、「何か入っても威圧感ば感じるなあ。何かいた。」という質問もありましたので、
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どういう意味合いからそれらしい人が座っているかということについて、全然知りませ

んので、お尋ねをいたします。それが１つ。 

いま一つ。最近、その人の横に管理職らしい、男女を問わず人が交替のようにし

て、これまた座っておられます。来客数を、来客のあれを毎日チェックしたわけじゃな

いですけど、最近になって急に客筋がふえたし、老齢者というか、そういう方向感覚も

ない人がふえたというような面差しもありません。それでも、やっぱり午前、午後か知

らんけど、座っておられます。そういうふうに、いつなったのかですね。それが、市長

が日ごろ言っておられる庁内の改革ということでございましょうか、お尋ねします。 

それから３番目に、庁舎１階の北側の窓のフィルム。スモークフィルムというか、

スモークを通り越してブラックだったですけどね。先日、前田選手を歓待したとき、時

を同じくして朝からはげておりました、そこの会計課の。日ごろから日が当たらない陰

ばっかりのところが、真っ黒けにして、どういうことかと、理由を明確にせろというこ

とで、再三、再四やっておりました。先日、市長の前でもめましたとき、市長も「あ

あ、そうかい。」というようなことだったです。今は、はがれております。しかし、は

がれたからどうということでなくして、なぜ今まで７年も、８年も、１０年も張っとっ

たか、その点について管財管理にどういう意図を持ってやったのか聞きたい。要は上げ

てオープンなガラス張りの政治、歴代の市長が言っているのに、なぜだったのかです

ね。はげ鷹は何も言わんということでは、私が惨めですから、申し上げます。 

それから４番目、今朝もまたわあわあ言うたっですけども、２階フロアー、税務

課、一番市民がしかめて来るときの待合所の前あたり３カ所、床がうっぽげてですね、

私は糖尿病で、ああいうとでん行っきらんけん、２遍足が引っかかってつっこくでし

た。市会議員がつっこけたじゃおかしかけん、踏ん張りましたけれども。「どがんかし

てくれ。」と担当者に言うても、銭のなかて言うしですね。税金取りよる場所の前が、

銭のなかじゃいかんですな、市民軽視。しょんなかけん、副市長さんに頭を下げまし

た。いっちょん下げたことがなかったばってん、初めて下げました。そしたら、すぐで

きましたですな。市長よりもやっぱり副市長が偉いということを感じました。なぜ、あ

あいうふうに市会議員の３０年生がわあわあ言わんなら、そそくりもせん。そそくって

知っとんなはっですか。そういうことで、何か市民に対して目線が合わんとじゃないか

と、何のために管財係を置いとるかですね。管財係がどの辺か知らんばってん、ちょっ

と手ば挙げてみなっせ。情けないと思います。そのわけをですね、気のつかんだったん

なら、そがん言うてください。いっちょ、お願いします。 

５番目。万人とまでは言わん、女性が特にきょうは多いですけれども、おしゃれに

気を遣うときになっております。私もヘアダイかなんかで染めとります。そういう時代

に、市役所のロビー、この前も言いまして、がらくたをのけさせましたが、パンフレッ
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トはいっぱいある。壁にはいろいろあれを張るようなシステムを今つくってあるです

ね。ボードですか、ボードをしてある。しかし、ミラー、鏡、全然ないですな。ほんな

ら、お化粧のちょっと手直し、今からフードをかぶったり、マフラーを巻いたりするけ

ど、それは女性はどこでしよっとだろう。女子の便所まで見に行くわけにはいかんけん

ですね。何十年たっても変化がないのは、玉名市役所の特徴だろうと思いますがなあ。

全然斬新さていう、時代のあれがないんですね。市長はもう裏口から入りよんなはっと

だろうばってん、大体前から入っていっちょん変わっとらん。いいことか、悪いことか

について、論を交わしたけん。ぜひひとつその辺を、わけを言うてもらいたい。 

それから６番。県内のある市では、これは先日の新聞に載っていた。職員の相互の

方針によっていわゆる庭園、ガーデンの手入れができとる。この分に近いことは私何回

か視察しとる中で、何カ所かの、特に伊那市の、伊那の勘太郎の伊那市の庭園の整備状

況を見て、当時の市長さん、議長さんにお尋ねしました。自治振興課長のかわりが大し

たもんでしょうなあと。いっちょん要らんばいたあと。何でなと。職員が休憩の時間を

はしょって、１５分か作業、それから土曜日かなんかの午後に、一斉に並んで作業をや

ると。そしてその打ち上げ等を兼ねて町に繰り出すと。もう商店街からでん、感謝状の

来るごたっ、御樽の来るばいたというようなお話を、この席でも申し上げたことがあ

る。ところが一転玉名市は、あんまり言うてもなんばってん、いろいろ言うにもかかわ

らず、そういう気運が、若手も、古手も、年寄りも盛り上がらんですなあ。もうたばこ

は飲む時間があったてちゃ、そがんとせん。なぜか。なぜ、そういう市民の気持ちにこ

たえるような前向きの行動がとれないのか、気合いが上がらんのか、その辺について、

よければ管理職のだれかにお尋ねします。 

それから７番。ここからはちょっと見にくいが、国道に花壇があります。今は、だ

れかが、市役所が恐らくしよると思います。昔は一番手のかからんツツジ、それからツ

ゲをばらばら植わして、それも１５０円ぐらいの安かつば植わして、枯れよった、毎年

ですね。ほっで、自分の庭先と思って手入れをしたらどうかと言いましたが、管理が違

うと、管轄が違うけんと言って、一笑のもとにと言うといかんが、せんだったですね。

今、玉名市がやりよるけん、いわゆる行政、管理責任の移管を受けたのか、契約なんか

あるのかですね、もしもあそこばしよってはねられたときは、どこの責任になるのか、

その辺も含めて詳細を聞きたい。小さなこと、市長がおっしゃる、小さなことば言うな

と言うばってん、一応聞いてみます。 

以上、７つ聞いて、答えができとらんときは、不合格です。またお尋ねします。 

○議長（小屋野幸隆君） 総務部長 元田充洋君。 

［総務部長 元田充洋君 登壇］ 

○総務部長（元田充洋君） 庁舎の管理状況につきまして、堀本議員の御質問にお答え
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申し上げます。 

［「できるなら、順番にお願いします。」と堀本議員。］ 

○総務部長（元田充洋君） はい。一部ちょっと変わるところもあるかも知れませんけ

れども、よろしくお願いしたいと思います。 

まず、総合案内所についてお答えいたします。まず、合併後どの部署へ行ったらい

いのかと困惑されている多くの市民の皆様への窓口のサービスとして、平成１９年４月

より総合案内所を設置いたしました。体制としましては、非常勤職員と職員１名を配

置、部長以下の本庁職員３１３名を対象に、午前、午後の半日交替で実施しておりま

す。職員全員に接遇の機会を与え、市民サービス意識の高揚を図れるようにいたしたと

ころでございます。効果といたしましては、担当課へのお尋ね、あるいは職員へのお尋

ねが主なものでありまして、場合によっては担当課まで案内したり、体の不自由な方に

つきましては、担当者を呼んで対応を行なったりしており、非常に良好的な推移をして

いるものというふうに私どもは思っております。なお、非常勤職員の業務内容でありま

すが、行政に対する不当要求などの処理、及び市民相談と総合案内業務を行なってもら

うために雇用しており、日常業務として総合案内をお願いしているところであります。

今後も、この体制で窓口業務を実施し、総合案内の環境を整えまして、窓口業務に当た

る職員が常に穏やかなソフトムードでの対応を充実し、市民サービスに努めるように進

めてまいる所存でございます。 

ちょっと順番が変わりますが、職員の奉仕作業についてであります。職員のボラン

ティアは、合併後、市長からの提案もあり、職員が自発的に呼びかけ、職員が所属して

おります地域の水路清掃や公園の清掃、草刈りなど奉仕作業を行なっており、庁舎敷地

の清掃は一部ではありますが、文化センターの周囲あるいは第１別館、第２別館の周囲

を配置する庁舎の職員が行なっております。職員間の広がりに期待をしておるところで

ございますが、全職員で敷地内の清掃を実施するということにつきましては、部課長会

での議題としていうふうに図ってまいりたいというふうに考えておるところでございま

す。 

それから、窓ガラスのフィルムにつきましてでございます。その経緯と理由につい

て御説明を申し上げます。平成１１年度から平成１６年度までの間に９カ所、総額で４

２万７,６０８円をかけ整備をいたしたところでございます。年度別の整備状況は平成

１１年度で庁舎２階、現財政課東側を朝日が当たりまぶしいということで、また機械が

熱を持つという理由によりまして、５万６,７００円で実施いたしております。平成１

２年度は、３階部分を夏場、屋上の照り返しと冬場の冷え込みがきついということの理

由によりまして、１９万３,７２４円で実施をしております。平成１３年度は、１階会

計課の北側と現健康保険課北側を当時、カイヅカイブキを撤去したことによりまして、



 － 8 9 －

駐車場の車の窓ガラスによる反射により、事務への支障や帳簿の整理を窓際で行なって

おりましたので、外から見えるということの理由などによりまして１２万５,２１１円

で実施しております。平成１４年度、平成１５年度は、整備はございませんでしたが、

平成１６年度、現福祉課北側階段窓の反射によりまして、５万１,９７５円で実施して

きたところでございます。各箇所それぞれ理由があり、事務環境の改善を図ってきたと

ころでございますが、以前から議員御指摘があっておりました、外から庁舎内の見通し

が悪く、開かれた行政の観点から見れば、確かに外側からの見通しが悪かったようでご

ざいます。先日、検討し、ほとんどの部分につきましては撤去したところでございま

す。 

次に、庁舎内の不備の箇所についてでございます。庁舎内の不備の箇所につきまし

ては、庁舎の建設が昭和３４年と現在４８年経過いたしまして、床、壁、天井など老朽

化しているところでございます。新庁舎建設も見えており、修繕につきましては、極力

大規模な修繕につきましては、極力控えるようにしているところでありますが、しかし

ながら、市民の皆様、来庁者の皆様に御迷惑がかからないよう整備を行なうは当然のこ

とだろうと思います。最善に向け配慮したいと考えております。今後、点検、見回りを

小まめに行ない、注意を図ってまいりたいと思っております。 

次に、身だしなみを整える場所ということでございます。現在、身だしなみを整え

る場所につきましては、庁舎の男女のトイレのみでございます。議員の御指摘のトイレ

以外で行なえる場所ということでございますが、市民の皆様方へのサービスの向上であ

ります。そういう場所の確保につきましては、限られたスペースの有効利用ということ

になりますから、十分に検討してまいりたいというふうに考えています。 

以上でございます。 

○議長（小屋野幸隆君） 建設部長 取本一則君。 

［建設部長 取本一則君 登壇］ 

○建設部長（取本一則君） 堀本議員の御質問の庁舎前花壇の管理について、お答えを

いたします。庁舎前の花壇につきましては、国道２０８号の歩道上の花壇でありますの

で、管理区分としては国の管理でございます。しかしながら、平成１３年度から旧玉名

市で花のあるまちづくり事業を推進するに当たり、市の玄関口である花壇にも四季折々

の花々を植栽することにより、事業の啓発や外来者へのおもてなしにつながることか

ら、花壇の管理者である国土交通省と協議をし、花を植えることについての了承を得て

いるものでございます。この事業は、現在「花の都 玉名」づくりに引き継がれてお

り、今後も市民の景観形成の啓発に努めたいと考えておりますので、議員の御理解をよ

ろしくお願いいたします。 

○議長（小屋野幸隆君） ２７番 堀本 泉君。 
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［２７番 堀本 泉君 登壇］ 

○２７番（堀本 泉君） 列記した中で、１つ抜けとったから後で質問お願いします。

吹き抜けというかな、渡り廊下、市民課から向こうの福祉課に行く、あそこの件で、先

般もちょっと言っとったが。あそこに、せっかくのオープンロビーに看板を、頑丈な掲

示板をつくって、一区一輝の前任者の得意顔を張ったりなんかしてやっとることを非難

したことがございましたですね。きのうもあそこに座ってみたっですけど、本来、メイ

ンだった通路の後ろが目隠し状態になりまして、ちょっとスカートの後ろ側を見よるぐ

らいのことで、なかなか雰囲気が、待合室の雰囲気が出ないですね。あの看板は、私

は、私の意見を言うても何ですが、コルク板の薄いやつにして、やっぱり臨機応変に簡

単に操作ができるやつと思うとったけれども、今で見るとひさしまでつけた、大きな２

つぐらいの看板もして、真っ黒けにうっぱめとっですね、あの件についてちょっと御意

見を、注意したいと思いますが、今、再質問になるかならんかは別にしまして、市長と

けんかするつもりじゃないけれども、今その、今の体制で行くと、今朝もおっしゃり、

今も部長もおっしゃるけん、もうそれでいいけれども、総合案内という場所には、やっ

ぱり女性にお世辞を言うわけじゃないけど、やっぱりよかおなご、ようなかおなごは別

にしてですね、やっぱりソフトな感じがよかっじゃあなかろうか。こう言うと、今ん人

ば非難するかとなるが、そういうへ理屈じゃなくしてですね、私の直感、そしてお客の

話を総合的に判断すると、やっぱり言うて、警備担当ならまた話は別です。総合案内は

やっぱり女性がよかろうと思います。提言です。 

それから劣化につきまして、その時副市長にも申し上げたっですが、劣化をあまり

表に出すと、合併特例債の充用による庁舎建てかえに対して、ある程度の牽制球があり

ゃあせんかということを危惧するということで申し上げとるわけです。で、劣化したの

はやっぱりさらに管理しながらですね、いやあ庁舎が立派なもんだ、しかし合併したけ

ん、席が足らんと、会場も足らんと、これならば特例債も出るだろうと、これ、聞き取

りをするまでもなくですね、やっぱり国は金は「とっときなあ。」というような気持ち

のときですね、やっぱり理由は合併による建てかえだというのがやっぱりテーマだろう

と思いますから、部長言われるように、金については最後まで有終の美がとれるように

ですね、細心の管理注意をお願いしたいと思います。 

それから、いま一つ、これも通告の範疇と思いますので、議長がわからんとおっし

ゃればもうやめますけれども、今の国道の云々に関連して、ちょっと場所は違いますけ

ど、昔から気になっとったことですけど、市役所の東側、こういう何ていうかな、水路

跡の横に東向きの、中心に抜ける駐車場がございますね。これ、ほとんどが個人の車だ

ろうと思います。そこでたき火をしたり、市役所ＯＢ。あたどんが先輩もおったけんで

すね、何回かけんかをしました。けんかちゅうか口げんかですけど。役所の広場の中の
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大木の根っこで、我が家のごみば、しめ飾りかなんか知らん、燃やしたりそういうこと

までしよるのを、いわゆる感化されて、それで体制が保てるかということで当時やりま

したけど、今それはない。ただし、駐車してないときも縄張りを主張してですね、あの

三角帽子をずっと置いてですね、一般の人は置かれんですね。んで、翻って、今度は、

将来ここが撤去されたとき、あそこは駐車場はでけんばいたと言えるか、言えんかです

ね。既得権を是認していいのかどうか。もう敵、味方は別にして、私は申し上げたい。

あの辺も管理協定ができとるのかどうかですね。一般論として家を建つっとき、役場の

中を通すならばですね、通過する契約書がなかと建築確認はおりらんはずです。そこま

で厳密にやらんが、やっぱり何かあったら立ち退いてくれとか、のけてくれとかいう協

定書はあるのかないのか題しときます。後日のためにですね。言うしこ言うて、次にい

きます。 

公有財産の有効利用についてと題しております。２番。これも数年前、２年前か

な、申し上げたと思いますが、玉名市にはどのくらいの休眠財産というか、遊休財産が

あるのか、不肖３０年を口に出す割には何も知らない堀本でございます。行政財産も含

め、どのくらい今評価を全部してとは言わんが、あるのか、まず大きい方から５カ所ぐ

らいを教えてもらいたい。これは、行政財産も含めて一応お願いします。 

それからそれに付随して、それらの当面の利用計画、庶民の一般論として銭の足ら

んときは、やっぱりじいさんの財産でん売ろうかということになっと思いますが、行政

の継続は当然と言いながら、そういう不要不急の財産は、やっぱりそれこそ現代風にア

レンジして評価がえをしたり、やりかえたりして新しい工業用地なるとを買うたりする

のが市長の才覚だろうと思いますが、漫然とと言うとまた怒らるるがですね、どけあっ

とじゃわからんような状態ではいかんだろうと思います。ほっで、当局でチェックして

ですね、あそこはもう市長どうというぐらいのことは提言をしてもらいたい。それらが

あっとるのか、なかつかですね。 

それから３番目に、これは前から言いよるこっですが、そのうちのメインになるあ

たりを、当時の今から７年、８年、松本元玉名市長のときの計画、例えば水小屋団地跡

とかいうような販売計画ね。あそこは、当時はデベロッパーに団地として売るというよ

うな約束。財政課長はおるかな。しかし、私は反対した。それは今、築山地区は過当競

争というか、住宅は多過ぎって、人間も、そんころは学校は建て増ししようかという時

代だったからですね。偏った行政施策になりゃせんかと。売るなら分割して売って、ハ

イレベルの住宅地にして、固定資産税を上げるという意気込みがあった、へ理屈をやっ

たけど、道路を細分化するためには引かなんけん、歩減りがして、コスト高になるから

ということでかみ合わんで、そのままです。これはきのう来とった荒木同僚議員だった

人とも議論を交わしましたが、そのままねまっとっですね。固定資産税取って、住居、
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住民税、都市計画税を取ったとき、もう１０何年そのまま寝とるが、かなりのお金が上

がっとるはず。ほっで、地価評価は今３分の１に下がった。こういう状態を見てでも、

手をこまねくのかどうかですね。こら、もう市長の方針だろうと思うが、ある代議士で

ん分けてくれて言うて相談したこともあるし、大学の先生あたりとか、歯医者さんの人

にですね、そこの住宅じゃなくて、１００坪とか、３０軒ばっかりでくっという計算だ

ったが、その辺について市長に提言した幹部の方がおられるのかどうかお尋ねします。

やっぱり入る予定の金は入れて、ほかにやっぱり市民のために充用すべきだろうと思い

ます。以上です。 

それから４番。これは聞き取りのとき、そこまで踏み込んで聞かれたかなんかが、

もうこれはそのまま書いとるままですけど、ちょっとわかりかねますけれども、下水処

理場の問題も絡めて言うたはずですが、今企業局になっとるから、なかなかわかりづら

いこともあると思いますが、当時、当時と言うが、下水道を全市に展開するということ

で、菊池川にトンネル掘ってどうこうというとき、あそこの今の松木の処理場の面積は

６万何千かの需要に対応するしこということで、面積を広うとっとるはず。今でもやっ

ぱり２反ぐらいは余っとっだろうと思います。あの塀らしいんとこの中に遊休地があ

る。それらの利用計画はあるのかどうか、これは聞き取りはしとったですか。中でも申

し上げたことはありますが、し尿処理場、これ市長から何回か出たと思うばってん。

「し尿処理場の、１１年間の新市計画の中に折り込みが入っとらんが、堀本さんどがん

なっとっとかい。頭くっ。」というような話ばされたと、忘れとらるからなあ。健忘症

ですもんね。そういうことは言われます。あそこを改修計画が載っとらんばいと。あの

ふん尿処理場ですね。あれが、近々建てかえかなんかありますか、計画は。出るはずだ

と思います。そこで、市長が一遍は、現場は御覧になったかなあと思ってですね。うん

なら、もうどうでん熟知されとると思うが、あの踏切の横がですね都市の中心街に入る

入口にしちゃお粗末だと、見たばかりでん、すぐわかっというぐらいの状況でございま

す。そこで、この下水処理場の方に移動というかな、向こうに集約的な再建という段取

りができるかどうかですね。考えの中に入れていただけるかということを聞いとられん

なら、もうお答えはなくてもいいです。 

それから５番目に、声を大にして先ほどから言いよる、教育財産、大浜小学校の運

動場の件で、くどいようですけれども、その後の部分が聞こえません。教育長は地元か

ら要望のあっとっとだけん、後は誠実査定にしてもらうというようなことですけれど

も、ようやく４年もかけて手に入れた土地を、使い勝手が悪いか、三角地帯か知らんけ

れども、大浜の１小集落の集会場地に分譲するという、そう使いよらんけんということ

になれば、小学校のあれは、基準からどこも多かっだけんですね、あの中にそういうこ

とはどこでんできるということになりかねるが、教育行政は心情行政じゃなかっだから
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ですね、ＰＴＡが言うたけん、区長会が言うたけんて、ぺこぺこする筋はないと思う。

私は断固反対してまいりますが、行政不服の申し立てもするという意図を申し上げてお

りますけれども、どのようになっとるかですね。替え地をやってもいいという話までも

いろいろ聞いとりますけれども、いまだにまだ続いとんのかですね。区長会は来年は改

選だが、今度は金銭的な問題も含めて次の区長会まで引き継いでやる気があるのかない

のかです。私はたいがで教育長裁判で、今揺れ動く教育行政の中で子どもが減ったけ

ん、分けちやっというようなことは時期尚早だと、たんとやればよかっじゃあなかろう

かと思います。決断を求めますが、いかがでしょうか。こやつは言うてなかったです

か。不要不急の休眠財産の件で、ちゃんと申し入れしとりますが。 

○議長（小屋野幸隆君） 総務部長 元田充洋君。 

［総務部長 元田充洋君 登壇］ 

○総務部長（元田充洋君） 堀本議員の庁舎の管理状況の中の市民課前の掲示板につい

て答弁漏れしておりましたので、お答え申し上げたいと思います。庁舎１階市民課前、

中廊下の掲示板についてでございます。庁舎１階の市民課前の中通路に、以前より市民

課窓口来客者のソファーを置き、窓口対応を行なっておりました。が、来客者の背中に

西日が当たり、非常に暑いという状況でございました。ちょうどそのころ、そういう声

が出ましたころ、平成１２年度ですが、玉名ゴルフ協会より掲示板寄贈の申し出があ

り、そこに２カ所設置を行なったところでございます。議員が御指摘されましたとお

り、市民課前の記載台が暗くなったというのも事実でございます。したがいまして、今

後どのようにしたらよいのかということを最善の方法を検討していきたいというふうに

考えております。 

それと東側の駐車場の件もおっしゃいましたが、車が４台ほどとまっております。

これは何年前になりますか、不明でございますけれども、繁根木川、これの河川改修

で、家を市役所側に引いてもらった経緯があると。そういうことで、車１台ずつは課と

して協議済みだそうでございます。協定書については、はい、ございません。今後、こ

れも検討してまいらなければならないというふうに思っております。 

それから、次の項目の公有財産の有効利用に関してでございます。まず、主な遊休

地についてでございますけれども、普通財産として管理している土地のうち、主な遊休

地は西築地団地、これは通称水小屋住宅と申し上げておりましたが、跡地が約３,３０

０平方メートル、それから岱明町中土の中土団地跡地、約１,３００平方メートル、岱

明総合支所横の旧大野保育所跡地、約１,０００平方メートル、玉名市中の火葬場跡

地、約７００平方メートルなどがございます。その中でも、西築地団地、水小屋団地住

宅の跡地について申し上げますと、平成１５年に売却のため、最低価格を６,６７４万

４,０００円として入札を実施しましたが、購入希望者がなく、現在に至っておりま
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す。現時点では、具体的な利用計画がございませんが、前回の公売が対象面積の一括購

入が条件でしたので、区画を分割して買いやすくするなど、売却方法見直しを含めた再

検討を行ない、財産の有効な利用を図ってまいりたいというふうに考えております。 

次に３番目でございますが、この築地、西築地団地跡地を例にとりまして、固定資

産税、都市計画税を試算してみますと、年間約６６万円程度の収入が見込まれるもので

ございます。現在の厳しい財政状況の下、遊休地につきましては、積極的な処分を推進

し、管理費の削減と売却収益を上げ、財源を確保するとともに、土地を民間活用するこ

とにより、税財源の充実確保を図れるよう検討してまいりたいと考えております。 

以上です。 

○議長（小屋野幸隆君） ２７番 堀本 泉君。 

［２７番 堀本 泉君 登壇］ 

○２７番（堀本 泉君） 教育委員会は、今協議中でございますので、気を利かせて先

に進みます。最後にお願いします。明確な御返事、ありがとうございました。ほんだけ

ん、市長は朝から強気だったなあと思いましてですね。こら、舞台でけんかせなんばい

と思ったばってんですね。積み残しは別にしまして、先に進みます。私にとっては、こ

れがメインと思っとりますが、受け取りようは様々でございます。活性化への動き、３

０年間眠った玉名市云々で冷やかしておりますけれども、私は今でも市役所が建つなら

ば、ここが一番だろうと思うとります。適地だろうと思うとります。コスト面だけで

も、これは私も素人でわからんけん、あちこちに聞き取りをして、大体向こうに建てる

粗計算でやった場合は、ここになれば、４割近くのコスト減だと。市長もやっぱりコス

トがかからんだろうなあということは、過去お茶飲みながらの話ではおっしゃっていた

だいたことはあります。それと、ハザードと申しますか、危険に対する対応は、向こう

よりもここがいい。両方川に囲まれた低地にですね、建てるリスクはかなりあるだろ

う。気の変わっていただくなら、こっちゃん、まいっちょ直してもらいたいという気持

ちはあります。それはそれとしましてですね、不況感あふれるきょうこのごろですね。

やっぱりスクラップアンドビルド方式は相当の覚悟すべきだろうと思います。そこで、

合併特例債ですね、先ほどから申し上げとる。それをあてにした計画が先行していると

思いますが、市長の考えの中でわかりづらい点がいくつかあるので、改めて尋ねるとこ

ろであります。市長が、市庁舎の進捗と同時並進という形で庁舎の跡地活用、それから

マルショクの跡地も含めた今までの生活範囲の商店街の活性化、これは必ずやるという

ことの約束は、私はいただいたつもり、現場でも話しましたし、そのようなつもりでお

ります。しかし、それから約１年、いまだ全然進捗していないし、私は合併前の議長の

ときも、ちょうど福岡銀行と熊銀さんの合併問題もあるけん、これの機を同時にとらえ

てということで、局長さんに、前任者に来ていただいて、それから福祉あたりの方にい
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ろいろ走っていただいたことはございます。きのうも行って来ましたけれども、なかな

か見えませんねというようなことです。「何さまよう銭つくりしよらすもんなあ。」て、

「なら、あたげんが銭ば貸さんとだろう。」と言うたら、「いいえ。そらもう、うちは貸

すとが商売だけん、そら言うてもらうなら貸しますよ。」という笑い話はしたことはご

ざいます。関係課に聞きますと、そういう気運は盛り上がっとりますしな、いろいろ検

討しよります。もうしばらく待ってくださいということです。後は市長の英断という

か、決断だけだと思います。やはりマルショクの跡地のあれに、「この土地売ります。

建坪率８０％どうこう。」の看板をでんと、同じ状態で、２年前も３年前も同じ状態で

立てていただくとですね、周辺が動揺しとります。「もう見込みはなかっだろうて、わ

からんなあ。」ということになりますから、よければ、この議会でこうだという方針を

出していただきたいと。市長は当時、候補者３人の中にあって、いわゆるローカルマニ

ュフェストか、何か英語で言うとスペルがわからんけどですね、片仮名で書くとそうい

うことが、はっきり市街地再開発については頑張るということはおっしゃっとる。そこ

で、１８０票の差が出たんだろうとも思いますが、それで行くぞでもいかんと思います

よ。もう潮時だろうと思います。よければ、この議会で市長が「おら、上がらん。」て

おっしゃるばってん、上がっていただきたいと思います。部下じゃいかんと思います、

このことは。先ほどから冷やかしたり、褒めたり、けなしたりですけれども、設計、そ

の他粗設計は何ですか、プロポーザル、手長ザルか何とかザルでやっとられる。私は、

それも地元の設計業者のコンペですか、昔、どこかをやったようにして、無休で、いっ

ちょ玉名の英知を結集してやってみれというようなことで、粗を出させて、それから詳

細計画をプロに依託していただいて、それでもよかったっじゃなかろうかと思います

が。もう既に計画は進んで、採用もされたというとが決定しているならば、その辺も改

めてどういう形にするとか何とかも含めて、時間はまだあると思いますので、その手法

を概略教えていただきたい。私は市長に細かこつを言いますけれども、何て言うか、め

せるですかね。市長は、議会生活を２５年もやっとらる。そのころの晴れ姿を見て、ま

だ目に焼きついとるがですね、市長になったっていう、それは忘れとらんと思うとです

よ。議会がどがん思いでおるかですね。議会人もやっぱり知りたいですよ、何でも。し

かし、この庁舎を含めた１００億円近いプロジェクトにですね、議会はいっちょんかた

られんというのが残念至極。かたられんですたい、協議はなかけん。特別委員会も何も

ないでしょうが。そこでですね、うんなら、教えてでん「特別委員会どんつくってもら

わんと進まんばいた。」て、あたがおっしゃっていただくならですね、喜んで飛びつく

だろうと思いますよ。ばってん、「なあん、おっどんがするけん、よかばいた。」て、あ

あたが言うけんが進まん、ほんなこて。よければですね、やっぱり今からでも遅くな

い、まだ日はあしたも上っとだけんていうぐらいでですね、「かたんなっせ。」て「あた
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も特別までつけんでも、協議会でもつくってどうですか。」というぐらいのことはおっ

しゃっていただくなら、ありがたいと思いますよ。そらもう私は選手にならんばって

ん、いっぱいおんなるけんですね。そういう、何ちゅうかな、我々は、私は少なくとも

千何百の市民の負託を、合算すれば３万数千の指示を持っとる人間が集まっとる。一番

手っ取り早い大衆の民意をとるというのは、なあんシンポジウムでもない、フォーラム

でもない。議会だと、私は言う。それだけの自負を持っとらんならですね、３０万円近

い給料は返納せなんごつなっと思います。一生懸命負託を受けたらやりますから、市長

の真意を伺います。それと、教育長の。 

以上です。 

○議長（小屋野幸隆君） 教育長 菊川茂男君。 

［教育長 菊川茂男君 登壇］ 

○教育長（菊川茂男君） 堀本議員の御質問にお答えいたします。９月議会でも答弁い

たしましたけれども、大浜小学校の第２グラウンドの件につきましては、現在も引き続

き、学校、ＰＴＡ、校区の方々と話し合いを行なっているところであります。今後も地

区の方々の御意見を考慮し、市の執行部の方とも十分話し合いを行ないながら、なるべ

く早く結論を出していきたいと、こういうふうに思っておりますので、御理解よろしく

お願い申し上げます。 

○議長（小屋野幸隆君） 企画政策部長 牧野吉秀君。 

［企画政策部長 牧野吉秀君 登壇］ 

○企画政策部長（牧野吉秀君） 堀本議員の御質問の活性化の動きに関してについて、

お答えいたします。本市では平成２３年の九州新幹線新玉名駅、仮称でございますが、

その開業。同じく平成２３年の都市計画道路立願寺横町線の全面供用開始、さらには平

成２５年の庁舎の移転など中心市街地にとって大きな変化が目前に迫っております。こ

のような情勢変化の中、本市の現状を的確に把握し、より実効性のある効果的な活性化

の方向性を検討する目的で、市のプロジェクトチームと商工会議所、そして崇城大学の

３者により、本年４月に中心市街地活性化推進会議を組織し、検討を進めてきたところ

でございます。推進会議では合わせて６回の会議を開催しまして、産学官の協働による

検討を進めるとともに、その構成員であります３者による発表という形で９月２８日

に、市政フォーラム「中心市街地の活性化を考える」を開催いたしました。フォーラム

には多くの市民の皆さんに参加いただき、会場、またはアンケート調査により貴重な意

見もいただいたところでございます。そして１１月３０日に、フォーラムで市民の皆様

からいただきました意見を反映させた形で、推進会議としての最終的な検討結果報告書

を提出していただいたところでございます。この内容といたしまして、マルショク跡地

につきましては、まちの駅としての機能や、郷土食材の飲食店、地産品を扱った直売
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所、憩いのスペースの整備、もしくはこれら公共スペースを生かした優良なまちなか居

住の空間の創出などの意見をいただいております。 

次に、市庁舎跡地につきましては、文化センター等の既存公共施設との連携や拡充

を視点とした生涯学習やボランティア活動等を支援するまちづくりセンターなどの公共

施設の整備などの意見をいただき、新庁舎建設予定地、市民会館周辺でございますけど

も、その活用につきましては、国の合同庁舎や市民会館等と隣接する公共施設が集積し

た区域であり、各公共施設の連携による秩序ある公共エリアの形成の必要性や温泉地区

と高瀬地区を結ぶ地点としての緑化景観や憩い、潤いを感じさせる環境の整備の必要性

が挙げれらております。今後はこの提出いただいた報告書を反映させた形で具体的な事

業計画を策定し、この事業計画に基づき、実現に向けた取り組みを進めてまいりたいと

考えております。 

以上でございます。 

○議長（小屋野幸隆君） 市長 島津勇典君。 

［市長 島津勇典君 登壇］ 

○市長（島津勇典君） 堀本議員が議員としての自負を基盤として、市政にかかわる各

般の問題について細心の注意を払いながらいろいろ御示唆をいただくことには、深く敬

意を表しております。これまで市長に就任して２年間いろんな議論をしてまいりました

が、敬意は表しているんですが、１つだけ全然根っこが違うわけじゃないんですが、ニ

ュアンスが違う部分があります。私も御指摘のように議員生活が長うございましたか

ら、私の政治的感覚の中の多くの部分を議員としての感覚が占めていると自分でも思っ

ております。ただ、それから議員が市民の代表であるし、ここに３０名の議員がいるん

で、こここそ市民の意見を代表する場所である、このことも理解をしていたしておりま

す。ただ、その理解することと、フォーラムを開いたり、市民の声を聞くということが

議会を軽視しているということには決してならないし、矛盾をするものではないと私は

思ってます。今、あんまりとうとうとフォーラムの説明をするから、また怒られはせん

かと思って心配してました。ただ、そういうことを積み重ねながら、広範ないろんな市

民の意見を聞いて、それを１つの案として整えていくのは私どもの今日的市政のあり方

であろうと思っております。その上で、最終的な議論、決断はこれは議会の了承がなけ

れば行政は進まないということもよく承知をしているわけでして、決して議員としての

お立場なり、考えが、市民の意見をとらえていることを軽視するものではありません

が、だから議会とだけ相談すれば事柄はいいということには、私はならないんではない

かと思いますよ。ですから、例えば市庁舎を移すことについても、ずいぶんと丁寧に議

論を積み重ねていただいたと思っております。議会の皆さんにもいろいろ御意見をいた

だいてまいりました。そして、総合的に市民会館周辺北側というふうに決めさせていた
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だいた。決して議会の皆さんの意見を軽視したつもりはありません。それから具体的な

例として１、２話が出ておるのは、し尿処理場の問題ですが、これは確かに容量が、あ

るいはちょっと今日的には無理が来ていることも事実ですし、老朽化があることも事実

です。ですから、この６月議会でしたか、４月本予算でしたかね、調査費を組ませてい

ただいて、調査をしているわけです。どういう方法をとったが一番いいかということを

してるわけですが、ちょっと調査費も足りなくなったということで、この１２月議会に

も１００万円の補正をお願いしているところです。そういうことを重ねて、調査をした

上で、どういう形の建設というか、改修というか、そういう方法が経済的にも効率的に

も一番なじむものかということを今検討しているところでして、やっぱり財政極めて厳

しい折ではありますが、ただ、市民生活に特別かかわりの深いこの種の問題を、財政の

理由だけで避けて通って行くわけにはいかないんだろうと思っております。 

それからマルショク跡地について決断が遅いというおしかりをいただきましたが、

これについても随分と丁寧なフォーラム、それから各般の意見も積み上げてきたつもり

です。その上で、気持ちの整理はもうできておりますが、ただ、この際に考えなきゃな

らんことは、公の部分をやる場合にはどういう事業をやるかということを確定しません

と、制度がありますから、制度の助成に乗せる方法は、どういうことが確実に助成の制

度に乗せることができるのか。あるいは、民間の力を借りるとするならば、その可能性

はどこまであるのか、この辺はじっくり検討しなければなりません。それからファミリ

ー銀行さん等が機構的に抑えておられる土地は、これは信頼関係の中で協議ができてい

ると思っておりますし、そのとおりだと承知してますが、ただそれだけではない。その

中にまだ個人所有の事業をしておられる土地もあるわけです。この方々の御理解もいた

だかなければなりません。その辺を踏まえながら慎重に判断をさしていただきたいと思

っておりますが、そう長く待たせていくということではない。近々これはそういう決断

をしました折には、市が踏み込んでやるということになれば、多額の予算を計上しなけ

ればならんということにもなるわけでして、議会の皆さんの御理解、御示唆をいただか

ないで進むとは思っておりませんので、堀本議員にも格別、あんまり遅かぞ、遅かぞと

いうお気持ちはわかりますが、そうそうお待たせすることにはならんと思いますので、

見守っていただきたいと、そういうふうに申し上げておきます。 

○議長（小屋野幸隆君） ２７番 堀本 泉君。 

［２７番 堀本 泉君 登壇］ 

○２７番（堀本 泉君） 私も大人でございますので、あれだけおっしゃっていただい

たことはもう既に腹は九分六厘か、三厘ぐらいは決まっとっとだろうと思うとります。

しかし、その中身についてですね、議員を無視しているわけではないとか、そがん突き

詰めた質問のつもりはない。私は今野党になろうかなるまいかて悩みよっときですけん
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ですね、追いやろうごたっとならそこまで詰めておっしゃっていただいて結構です。ば

ってん、まだきょう、この席までは与党議員の堀本でございますので、口は悪かてち

ゃ、心はよかっですけん、徹底的に腹かかせるようなことを言うちゃあて思いますが

ね。市民はその英断、決断を、一日も早い英断を待ってるということだけはお忘れにな

らないようにお願いをいたします。 

それから、フォーラムを私はするなと言いよっとじゃないです。過去にも相当の回

数をして、冊子も７冊も８冊もでけとる。ただ、その集約された意見はですね、言う人

は何人かですね、言う人は。なあん建築士協会、青年何とか協会でやっても、出る答え

が類似しとっですね。７冊ばかりあっとば見ても、やっぱり複合ビルを建てるとか、ホ

ームを建てる、住宅を建てる、下は複合商店街にするとか、イベント広場に。大体、そ

こでどこかであなたが、あるいは議会が予算の部分は別にして、決断を下さなん。その

決断を下す、もう来年、再来年な選挙。選挙というと、ああたが好かんばってんです

ね。私は選挙を楽しみにして市長はしよらんておっしゃったけん、それはもう言わんで

すが、もろもろの情勢を考えて、やはり半ばに来た今ですね、ここだと。そのために

は、１１年の新市計画でん、改造しながらでも市民、皆さんの意見を受けてやりたいと

いうことを決めなん時期じゃにゃあかと思って、味方として言いよっとですけんね。そ

の辺は十分理解しとってください。 

以上です。 

○議長（小屋野幸隆君） 以上で、堀本 泉君の質問は終わりました。 

議事の都合により、暫時休憩いたします。 

午後 ３時２２分 休憩 

―――――――――――――――――――――― 

午後 ３時３３分 開議 

○議長（小屋野幸隆君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

本日の会議時間は議事の都合により、あらかじめ延長いたします。 

４番 北本節代さん。 

［４番 北本節代さん 登壇］ 

○４番（北本節代さん） 皆さん、こんにちは。無会派、１人会派の北本節代です。一

般質問の今日は初日目、５人目で少々お疲れとは思いますが、精いっぱいやりますの

で、どうぞよろしくお願いいたします。今議会で建設委員会を希望いたしました。任期

の２年間、精いっぱい力を発揮していきたいと考えております。建設委員会は初めてで

ございますので、大変楽しみにしております。今回の一般質問は、一番身近に感じられ

る生活の中から広く質問をまとめてみました。通告に従いまして一般質問を始めます。 

まず最初に、玉名市民の健康を守る取り組みについてです。１番の２、妊婦検診の
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無料化について。２つ目、がん検診の有料化に伴う現状について。３つ目、インフルエ

ンザの予防接種の無料化に伴う予算について。以上、３つのことから質問をいたしま

す。 

最初に妊婦検診の無料化についてです。私は近くの産科医院で検診を受けると窓口

でどれぐらいの金額が支払われるのか、実態調査をしてみました。検診にかかる時間は

１０分程度で、その料金が窓口で支払われているのは３,０００円から１万２,０００円

でした。もちろん異常がない状態だとは思いますが、妊婦検診は日本の制度では保険外

診療になっていて自費で支払われます。妊婦が受けるべき健康診査は、妊娠中の母体や

胎児の健康確保のために、必要な検診で、２３週までは月に１回、２４週から３５週ま

では２週に１回、３８週以降、分娩までは１週間に１回となっております。公立玉名中

央病院へも聞きに行きました。１人の検診の回数は１４回程度で、金額は初回が５,０

００円、２３週までは４,０００円、それからが３,０００円になり、週１回になると

２,０００円になるとのことでした。ちなみに公立中央病院で平成１８年度生まれた赤

ちゃんの数は５３人ということでした。熊本県が今年１０月、県内の産婦人科の協力の

もとに行なわれた実態調査報告によりますと、一度も産婦人科を受診したことがない未

受診妊婦が下腹部の痛みや出血などで異常を訴えて駆け込む、駆け込み受診が昨年の１

年間で３６件あったことが明らかになりました。その３６件は、経済的な理由で、受診

をしていなかった人が最も多く、１５人、次いで未婚、婚外子が１２名。妊娠をしてい

ても経済的な理由や回りに打ち明けられなくて、受診できなかった女性の心情は大変辛

く、不安と恐怖を考えました。妊娠するとただでさえ、精神不安定になり、また３６人

中５名は１０代とのことでした。 

現在、妊婦健診は検診の費用として出産までは１０万円程度の自己負担が必要とさ

れてます。質問ですが、全国で妊婦検診の経済的な負担を軽減するために、公費助成の

動きが広がっております。今年１月１３日に、厚生労働省から最低、少なくとも５回分

の健診無料化が全国であると通知されました。さらに８月末では、舛添厚生労働大臣が

１０回分の健診無料化が出されております。出産までに１人の妊産婦が健診にかかるの

は、先ほども申しましたが、１４回程度です。本玉名市においては、現在２回分の無料

化に止まっております。本市においてのお考えを御答弁ください。 

次に、がん検診についてです。旧玉名市においては、無料で行なわれていましたが

ん検診が、合併後有料化になりました。子宮がん、胃がん、肺がん、乳がん、大腸がん

がすべてです。このことから、旧玉名市では検診の薦めを長年、取り組んで来られまし

たが、一度に逆戻りしたのではないかと懸念します。受診者の現状、または有料になっ

た本年と無料での比較はどうなっているのかお答えください。 

３つ目に、インフルエンザの予防注射です。インフルエンザの予防注射は、現在就
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学前までの子どもさんが無料となっていて、６５歳以上の高齢者は一部負担の１,４１

０円、６０歳から６４歳までの中でも障害の１級２級の障害の方や、一部の方に限り

は、同じく１,４１０円の一部負担で実施がされています。今年も既にインフルエンザ

が猛威を振るうと予測されていて、予防注射を受ける市民は倍増しております。玉名市

における現状をお答えください。また予算に対する考え方を質問いたします。インフル

エンザの予防接種を独自助成しているところの近隣市の状況を調べてみました。荒尾

市、助成なし、熊本市、助成なし。山鹿市、助成なし。インフルエンザはだれにでも感

染するウィルスで、しかも脳炎や脳症の合併も引き起こす大変怖い風邪のウィルスとは

違うものです。しかし、玉名市が就学前までに限っていることに納得がいきません。逆

に納得いく助成がされている近隣市の状況を調べてみました。宇城市は３歳から１５歳

まで上限２,０００円の補助、差額は自己負担です。菊池市は、３歳から６５歳まで自

己負担が１,５００円、市の補助が１,６００円、６５歳以上の方は自己負担１,０００

円の自己負担でされております。また、インフルエンザの予防接種の料金は、病院によ

っても様々で、２,０００円のところもあれば、４,５００円のところもあり、その差が

倍以上あります。旧天水町では、４,５００円の助成をされていて、旧横島町では３,０

００円の助成でした。市からの助成金の金額でインフルエンザの予防接種代金があるよ

うにも思えます。合併後は４地区とも３,０００円の２回の上限となっています。つま

り１人当たり６,０００円の補助です。一人ひとりの市民の平等から考えるとどうでし

ょうか。なぜ就学前のみの６,０００円なのかもわかりません。市民の立場からは無料

が一番、無料になっているものを有料にしてほしいとはだれも思いません。インフルエ

ンザの就学前までの無料ではなく、当然３歳から１５歳までは必要だと考えますが、

少々の自己負担が発生しても、このことの御答弁をください。またこれらの予算に対す

る市の考え方、ただ単に合併協議の中で、がん検診は有料化にあわせて、インフルエン

ザ予防接種は無料化にあわせて、協議会の中で決まったことだから致し方ありませんの

答弁では困ります。 

次の大項目の２つ目、児童公園まで移ります。児童公園の中では、第１番目に遊具

の安全性の問題、管理委託費について、今後の玉名市の児童公園の考え方について質問

いたします。 

玉名市の児童公園と俗に呼んでいる公園の実態調査をいたしました。玉名市の公園

は、岱明町、旧玉名市において４６カ所、横島町、天水町にもあります。公園と名前が

ついていても、玉名市都市計画課の管轄でないことや、天水町、横島町に関しては町の

建設課や経済課が管轄であること。また児童公園とは呼ばないことがわかりました。市

民の声として要望が多かったのが、安心、安全、気軽に寄れるきれいな公園などでし

た。そこを踏まえて私も住所をいただいて、わかる範囲、全カ所回りました。感想とし
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ては、小さな公園も、大きな公園も除草もかなりちゃんとできていて、ごみも散ってい

る様子は少なく、いい状態であったことは本当に感心いたしました。その中で、１つ遊

具の安全性の問題ですが、安全点検などの周期、またその安全性は目視程度で行なわれ

ているかどうか、わかる範囲でお答えください。公園の中で、地域の方が、大型遊具が

撤去されたと言われている箇所が数カ所ありました。遊具は予算も高くつくものですか

ら、撤去後新しい遊具の配置は考えられているのかお答えください。遊具に関しては、

玉名市の公園内では、どれぐらいの数を管理されているのかを都市計画課の管轄、天水

町、横島町の管轄でお答えください。 

次に、管理委託費の問題ですが、地域の公園の管理費は旧玉名市、岱明町は、地域

の老人会や区へ、または地域の団体へ委託管理をお願いしていて、その管理費はトータ

ル的に年間６万円と聞いております。現状の公園をきれいにしていくには、並々ならぬ

苦労もあるかと思いますが、現状において委託料の不満や不足、また御意見は上がって

いないのでしょうか、お尋ねいたします。また、本当に少ない委託費と思いますが、そ

の委託費の値上げなどは考えられないのでしょうか、お尋ねいたします。全部の公園を

見て回りますと、定期的な報告がなされているとのことですが、その報告後の指導や管

理に関して指導をやっておられるかどうかをお尋ねいたします。また公園内の水道は市

水道でしょうか。水質検査などやっておられるかどうかお尋ねいたします。除草剤や樹

木の消毒など、子どもを中心として考えると安全性がとても心配な親御さんが多いと聞

いております。以上のことを踏まえ、除草剤や消毒の安全性についてもお尋ねいたしま

す。今後、玉名市の児童公園のあり方も、よろしくお願いいたします。 

○議長（小屋野幸隆君） 市民環境部長 黒田誠一君。 

［市民環境部長 黒田誠一君 登壇］ 

○市民環境部長（黒田誠一君） 北本議員の市民の健康を守る取り組みについてお答え

いたします。 

まず最初に、妊婦健診の無料化についてでございますが、議員、御指摘のとおり、

妊婦が受けるべき健康診査の回数は厚生労働省の通知により１４回程度が望ましいとさ

れております。現在、玉名市におきましては、このうち妊娠前期に１回と妊娠後期に１

回の計２回の２回を公費負担としております。また、必要な妊婦に対して精密検査を、

それから３５歳以上の妊婦につきましては超音波検査を、熊本県医師会と契約を行ない

実施しているところでございます。しかし近年、１度も産婦人科受診をしないで異常が

あったときの飛び込み受診や、経済的に負担が大きく受診できない若者が、先ほど北本

議員述べられましたとおり、県の調査で昨年１年間に３６件あったことがわかっており

ます。厚生労働省におきましては、今年１月、妊婦健診の公費負担を少なくとも５回実

施することが原則であるとし、地方財政措置における子育て支援として全国での財政措
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置の拡充がなされております。県下の市町村の現状といたしましては、現在平均で公費

負担が２.２回でございますが、今年８月現在のとりまとめによりますと、平成２０年

度から公費負担を増やす予定の市町村が２８市町村あり、検討中が１７市町村、また近

隣町など、既に回数を増やしている市町村も多うございます。現在、既に熊本県の市町

村代表者と熊本県医師会との会議も数回行なわれております。市といたしましても、各

市、県下の状況を見ながら検討をしてまいりたいと思いますので、御理解のほどよろし

くお願いいたします。 

次に、がん検診の無料化に伴う現状についてでございますが、議員、御指摘のとお

り、合併前の旧玉名市においては、がん検診の自己負担は無料で実施した経緯がござい

ます。合併協議の中で、自己負担金については１市３町で統一し徴収することが決定が

なされ、平成１８年度から自己負担金を統一し、一部徴収をしているところでございま

す。がん検診の状況につきましては、胃がん検診は、平成１７年度３,４１６名、平成

１８年度２,９１４名で、５０２名の減。乳がん検診は、平成１７年度で１,３７６名、

平成１８年度で１,３６６名で、１０名の減。子宮がん検診は、平成１７年度１,４６６

名、平成１８年度１,５６８名で１０２名の増。大腸がん検診は、平成１７年度４,２８

０名、平成１８年度で３,８６７名で４１３名の減少となっており、相対的に受診者が

減少をしている状況でございます。また乳がん検診での要精密検査の割合は、胃がん

６.４％、乳がん７.２％、子宮がん１.０％、大腸がん５.５％となっており、その方々

の早期発見、早期治療につなげ、そのことが後々の医療費にも大きな影響を与えると、

大変重要な検診であると認識をしております。今後、市といたしましても、検診の必要

性を十分市民に周知し、受診しやすいがん検診のあり方等について検討をしていきたい

と思っております。 

次に、インフルエンザ予防接種の無料化に伴う予算についてでございますが、まず

高齢者のインフルエンザにつきましては、平成１３年度から定期の２類疾病の予防接種

として位置づけられ、現在玉名市においては、７１の委託医療機関と１回４,７００

円、うち自己負担が１,４１０円でございますが、委託契約を締結し実施をしておりま

す。状況を申しますと、平成１６年、これは合併以前でございますが、１市３町のトー

タルの数字でございますけども、７,３７９名、平成１７年度受診者８,６７６名、平成

１８年度８,９３７名と毎年受診者は増えている状況でございます。高齢者人口の増加

やその年の流行状況等で、今後ますます受診者は増えるものと思われます。 

次に、乳幼児のインフルエンザにつきましては、合併前に横島町と天水町が実施し

ていた経緯がございます。合併協議会におきまして、新市として実施していくことにな

っておりまして、方法につきましては、小学校就学前の乳幼児に対して、１回３,００

０円を上限に２回まで補助する償還払いの方法で行なっております。平成１８年度実績
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で１,６７７名の乳幼児の保護者に対し、約８０５万円の補助を行なっており、保護者

の負担の軽減につながっております。また県内の各市においても、乳幼児インフルエン

ザの単独補助を行なっているところは少なく、このことは玉名市独自の子育て支援策の

一環と考えております。ただ、議員御指摘の接種料金につきましては、ばらつきがござ

いまして、乳幼児のインフルエンザにつきましては、高齢者インフルエンザと違いまし

て、市と医療機関との委託契約を実施しておりませんで、あくまでも医療機関と接種者

の希望により独自に行なうもので、それに対しまして保護者に補助をする形でございま

すので、市といたしましては、医療機関に金額を提示することはできませんし、また先

ほど議員言われましたとおり、予防接種は医療保険ではございませんので、保険点数化

としての請求はできません。あくまでも医師本人の手技料、それを考慮して医療機関ご

とに定めてございます。今後も市民の健康づくりにつきましては、なお一層努力してい

きたいと考えておりますので、議員の御理解をよろしくお願いいたします。 

以上でございます。 

○議長（小屋野幸隆君） 建設部長 取本一則君。 

［建設部長 取本一則君 登壇］ 

○建設部長（取本一則君） 北本議員の御質問の児童公園についてお答えをいたしま

す。公園には大きく分類いたしますと、自然公園、都市公園、その他の公園の３つに区

分をされます。玉名市には蛇ヶ谷公園と一部重なり合う小岱山県立自然公園がありま

す。都市公園の中には、議員御質問の児童公園の現在は街区公園と名称が変更されてお

ります。ほかに、森林公園、地区公園、総合公園、運動公園、都市緑地公園等がありま

す。またその他の公園には、農村公園、児童遊園地などがあります。都市公園とは都市

における生活環境の向上、緑豊かで安全、快適な都市環境の創造など、良好な都市基盤

の形勢を目的として設置いたしております。街区公園は、地域の方の利用を目的とし

て、誘致距離２５０メートルの範囲内を標準として配置をいたしております。遊具の安

全性の問題でございますが、遊具の安全点検は、年に２回、職員によって目視、触視に

よる定期点検を行なっております。今後、専門的な業者による点検委託も計画いたして

おります。事故を未然に防ぎ、安心、安全に公園を利用していただき、市民が集える公

園になるように努めてまいりたいと考えております。今年度は一本支柱からなる回転遊

具や、危険性のある遊具を対象に７基撤去をいたしました。７基の撤去でございます

が、蛇ヶ谷公園が１基、はまいれ公園２基、糠峯コミュニティ公園１基、山下公園１

基、浜田児童公園１基、睦合区第２公園が１基の計７基で、ほとんどが回転をする遊具

等が主なものでございました。また、撤去後の遊具設置につきましては、地元と十分協

議しながら今後検討してまいりたいと考えております。都市計画の遊具の数でございま

すが、桃田公園に２１基、蛇ヶ谷公園に２３基、その他の公園に１３１基ございます。
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ほかに横島町の山の上展望台公園に５基、その他の公園に３２基、天水町の実山展望公

園に５基、その他の公園に１基であり、合計２１８基ございます。委託管理についてで

ございます。公園管理委託は、地元区に清掃、除草等をお願いし、年度末に報告書と写

真を提出いただき、現場を確認に行なっております。しかしながら、地元区で対応でき

ない業務につきましては、地元と協力をしながら、環境面に配慮し、公園管理の向上に

努めてまいっております。また除草作業は年間に数回されておりますので、その際、除

草剤を使用している公園もございますので、使用にあっては、利用者に配慮して使用し

ていただくよう指導しておりますが、今後は看板等により訪れた人へ周知徹底を図れる

ようしたいと思っとります。先ほど管理の値上げはできないかということでございます

が、現在は、値上げのとこは予算も計上しておりませんが、今後は地元の管理者の人た

ちの高齢化が進んだりとか、作業効率が悪くなるとかという面もございますので、また

地元の管理者の人たちと協議しながら、よい方向に検討してまいりたいと考えておりま

す。 

それと公園内の水道でございます。玉名市内の都市公園にはほとんどが玉名市の上

水道を全部引き込んでおります。横島町につきましては、地下水だということを聞いて

おります。天水につきましては、海水ということを聞いております。今後の児童公園の

あり方でございますが、玉名市には４５カ所の都市公園があり、その中に街区公園は３

１カ所でございます。市民１人当たりの公園整備面積は約１０平方メートルの整備率で

あり、おおむね目標水準に達しておりますが、引き続き生活環境や景観形成の観点から

整備を進めて行きたいと考えております。また老朽化が進んでいる公園につきまして

も、再整備を進めて行きますが、特に市民の方々に身近に利用していただいております

街区公園は、子どもからお年寄りまで親しまれ、市民が集える公園を目指したいと考え

ておりますので、北本議員の御理解をよろしくお願いをいたします。 

以上でございます。 

○議長（小屋野幸隆君） ４番 北本節代さん。 

［４番 北本節代さん 登壇］ 

○４番（北本節代さん） 御答弁をただきました。再質問を申し上げます。児童公園に

関しては、建設委員会の管轄ですので、再質問がありますけど、委員会の中でさせてい

ただきます。再質問で、市長に再質問いたしたいと思いますけど、最初の妊婦健診に関

して、答弁の中では１年度に１７市町村が検討をして５回の無料化が考えられるんじゃ

ないかという答弁だったと思いますけど、通知から、じゃあ１年経過している、１月に

通知が来ておりますので、１年経過してます。もちろん大臣の方も１０回の無料化がと

いうふうにおっしゃいましたけど、市長、他の市町村と比べても仕方がないことなんで

すが、熊本県内では、天草郡苓北町が５回の無料化をもう既に実施しております。玉名
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郡では玉東町、和水町、南関町の３町が４回の無料健診を実施しております。県でも進

んでいる状況だと把握されております。ぜひ４回、５回に止まらないで、玉名市でも完

全無料化を推し進めていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。福井県では、平

成１９年度から妊婦健診の無料化事業が動き出しました。この事業は１４回分の妊婦検

診受診票を配付するものです。市長も御存じのとおり、現在玉名市で年間生まれている

赤ちゃんは５５０人前後です。少し減少気味でもあるのですが、この７年間は大体この

数字があまり変わってないと思います。５５０人の新しい命、健康を健診するものに、

熊本県で先駆けてやられるということは大変意義深いものだと私は考えます。児童施設

に足下を持つ島津市長、市町村先駆けて、足並みをそろえてと言わずに、ぜひ無料化に

一歩も二歩も、１０回の無料化が、私は目標なんですけど、無料化に踏み切るべきだと

考えておりますけど、市長の考えをお願いいたします。 

次に、インフルエンザの予防接種ですが、なぜ就学前だけなのかというふうに、そ

れがわからないというふうに私質問したんですが。合併に伴う、やっぱり統一するとい

うことでておっしゃいました。そして、これも特徴ある玉名市の特徴あることでという

ふうなことで、子育て支援じゃないかというふうに思います。子育て支援はやっぱり１

５歳まではぜひ子育て支援として、インフルエンザの予防接種に関しては、もうもちろ

ん、これは任意で希望の方で、受けない方もたくさんいらっしゃるわけですので、市民

の全部が受けるというふうにはなってませんが、苦しんでる子どもたちは、未就学だけ

じゃないし、特に受験期の子どもさんとか、すごく親御さんは心配しながらインフルエ

ンザの時期は見守ってるということもお聞きしますので、玉名市においては３歳児から

１５歳までに幅を広げるとか、６０歳まで幅を広げていただくとかいうふうなことを考

えていただけないかなあというふうなことです。インフルエンザの予防接種に関しては

１５歳までというふうなところの部分の玉名市の考えはどうでしょうかということでお

聞きしたかったと思いますので、そのこともできればよろしくお願いいたします。再質

問をいただいてといったて時間がありませんので。 

それから、がん検診の対比もいただきました。ちょっと数字的にはちょっと書けな

かったんですけど、１,０００人ぐらいは減少してるのかなあ。逆に子宮がんはちょっ

と上がっているようにお答えいただきましたけど、やっぱりこないだの健康福祉フォー

ラム、議員の方も半分以上出ておられましたけど、その時の先生が、がん検診で見つか

るのが一番というふうな講演をいただきました。日赤の先生だったと思いますけど、せ

っかく取り組んできて、どちらかに合わせなくちゃいけないから合わせましたというよ

りも、予防に中心を置いてきた玉名市の一番いいところにやっぱり合わせていくという

ふうなところは、合併終わりましたので、次年度からぜひ健診の無料化、一部負担を取

らずに医療費を使わない方法としての方針を玉名市で考えられないだろうかと思います
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ので、そのことに関しても再質問いたします。 

続いてまいりますので、大項目の３つ目ですね。玉名市の環境に取り組む市政につ

いて、３つのことを質問いたします。新庁舎建設の環境に優しい取り組みについて、生

ごみのバイオマス利用による堆肥化の推進について、菜の花プロジェクトのこれからの

方向性と実施計画について。初めに、新庁舎建設の環境に優しい取り組みについてで

す。新庁舎建設準備室もでき、位置も玉名平野の中に決定し、平成２５年の本庁舎建設

に向けて着々と進んでおります。新庁舎の基本方針に伴う視点としては、安全性、機能

性、快適性、耐久性、経済性、先進性が求められていますが、このごろの新庁舎建設

で、玉名市も新庁舎建設フォーラムなどで様々な意見が出されました。新庁舎建設への

市民の関心も非常に高い位置にあると思います。このほど設計業者が決定いたし、また

一歩前進という、その新庁舎のことです。環境に優しい取り組みがどれだけ考慮されて

いるかの質問。地球温暖化の問題では、ＣＯ２削減は、今は避けられない問題がありま

す。新庁舎で考えられる環境問題を上げてみました。自然エネルギーとしての水資源、

雨水の有効利用、新庁舎に関してのグリーンカーテン、廃棄物の削減を考慮したリサイ

クルのできる資源、自然のものを生かした資材。建築形状などによる敷地周辺への日陰

の影響を少なくする配慮など考えると限りなく上げられますが、新庁舎建設に向けて環

境に取り組む姿勢をお示しください。 

２つ目に、生ごみバイオマス利用の堆肥化の推進についてです。午前中にもありま

したので、ここは簡単にいきたいと思います。身近なバイオマス活用法として現在八代

市で段ボールの生ごみ堆肥化を進めております。バイオマスは地球温暖化防止に欠かせ

ないもので、たくさんの地域でバイオマスを使った循環型社会への転換がなされており

ます。私も早速八代に行き、１０月、１１月、１２月の３カ月間、この生ごみを身近な

バイオマス利用として実際にやってみました。会場に持ってこられないのが、大変残念

ですけど、廊下までは持ってきましたので、どうぞ御覧になってほしいなあと思いま

す。午前中もおっしゃいましたけど、ピートモスとくんたんを６対４の割合で混ぜ、そ

の中に生ごみを入れていきます。私がやったのは、例えば軒下に置くとか、野外に置く

ということじゃなくって、家の中の台所の足下に置くという実験をしてみました。それ

は私の前には、重度の障害を持った障害者の方たちがかなりたくさんいます。そして高

齢者の方たちも膝を痛めたり、ちりのとこまで持って行けない高齢者の方たちがいま

す。足下に置いて、それを混ぜることによって、生ごみのとこまで持って行かなくて済

むというふうなことで実験をしたいという思いがありましたので、シンクから１０セン

チメートルほど話したところで、３カ月間実験をさせていただきました。毎日、どんど

ん生ごみを入れていきます。八代は１日の生ごみが５００グラムと言われていましたの

で、３カ月で大体４５キログラムはいることになります。玉名市のデータに基づく数字
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を東部環境センターの方にお聞きしましたら、玉名市の場合の出るごみは１日に１.６

６キログラムということでした。これを３カ月やりますと、１４９.４キログラムにな

ります。生ごみの段ボールが大体ミカン箱一杯、リンゴ箱一杯ぐらいですので、そんな

に大量には入らないと思いますけど、４５キログラムぐらいは入るんじゃないかと。

今、持ってきておりますが、わたしも毎日、朝晩の食事を作るというのを原則として生

ごみを入れ続けてまいりましたが、量は増えません。重さもちょっと重たくなったかな

あというふうな感じで。例えば３０世帯がこれを取り組みますと、４,４８２キログラ

ム、現在は東部センターは１キログラム２０円で持ち込みの計算ですね。持ち込みのご

みの計算がなされていますので、４,４８２キログラムは８万９,６４０円になります。

旧玉名市の予算、旧玉名市でつくられているビデオの中で、ごみ１０キログラムに対し

て、処理量が４５０円ぐらいかかりますというふうに計算されるんですね。それに換算

しますと１７万９,２８０円の削減になると。何よりも一番いいのは、やっぱり高齢者

や障害者に対してその場でごみが臭くなくて処理をできるということと、ごみ日を気に

しないで処理できるということが一番。３カ月間は、生ごみのごみの日を気にしなくて

十分でした。車の中に一々出し忘れて載せててもどうにもならないということを体験し

ました。玉名市の生ごみの焼却に使われている予算は全体の予算で８億２,８００万円

使われています。八代市で、循環型社会に市民と共に取り組んでいるこの生ごみの堆肥

化を進めるにあたって、１人２,６００円の節約につながると訴えております。この講

習会を開く人材育成の人たちを呼びかけて、その費用は市で持っているということで

す。いらっしゃる方たちに籾殻くんたんも差し上げるし、段ボールの方も差し上げて、

そういったことを市で今されているというふうなことを言われました。八代市も今度の

４月から本格的にこれを取り組むかどうかという予算計上になるそうなんですけど、今

本当に地域の団体の方たちがあちらこちらで講習を開いてるというのが現状です。 

最後に、循環資源のリサイクルとして全国各地に始まっております菜の花プロジェ

クトに関してお伺いします。菜の花プロジェクトは琵琶湖の水の汚染から発した環境プ

ロジェクトで始まり、全国に広まっているものです。近隣では熊本港の菜の花プロジェ

クトが広範囲になっていて、成功をいたしております。転作田や休耕農地、放棄地な

ど、菜の花を植えて、菜の花を収穫し搾取し、菜種油にして、その菜種油は、料理や学

校給食に使います。搾取時に生じました油かすは肥料や飼料として使う。廃油油は回収

して軽油代替の燃料にするとのことです。そして、大気中に放出されたＣＯ２が菜の花

を栽培することで吸収されるという資源エネルギーが地域の中で循環するという仕組み

です。菜の花畑は、観光の目玉として新幹線駅の周辺で、玉名の蛇ヶ谷の桜の前の花の

目玉として、菜の花栽培にかかわることで地産地消、農業問題、食文化、環境、地域経

済の再生として地域が自然循環をつくり出すプロジェクトとして多方面にわたる期待が
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持てるプロジェクトです。玉名市でも先日、秋晴れのよい天気の日に恵まれ、玉名市の

菜の花プロジェクトの種まきセレモニーがありました。わたしも来賓として出席させて

いただきましたが、市の職員の方も仕事としてではなくボランティアとして、地域住民

としての参加をされてたのがとても印象的でした。地域の小学校の演奏とゲストのソプ

ラノの歌手の方で、野外ステージは盛り上がりました。菜の花の種まき、２月からの開

花を待つ状態です。そのとき、市長のあいさつにもございましたけど、菜の花を新幹線

の観光に、そしてエネルギーの再生で玉名駅から新幹線新駅まで循環バスを走らせる構

想の夢はぜひ成功させたいプロジェクトだと思っております。環境に配慮した資源の循

環型社会の利用として全国で進められている菜の花プロジェクトの、本市の推進してい

く今後の方向性と実施計画についてお伺いいたします。答弁をいただき、再質問いたし

ます。 

○議長（小屋野幸隆君） 市長 島津勇典君。 

［市長 島津勇典君 登壇］ 

○市長（島津勇典君） 合併の時点で、１市３町のがん検診、それとドック等、それぞ

れまちまちだったんですね。それで、いろいろ苦心をして、やはりこれは統一しようと

いうことで、協議がなされました。確かに、後ろ向きの方に統一するというのはよろし

くないという御指摘はある面そのとおりかと思いますが、逆に岱明町等からはドッグに

対する、厳しくなったということで、非常に批判をいただいたということも承知をいた

しております。そのために、平成１９年度はちょっと修正をさせていただきました。し

かし、いずれにしろ、やっぱりさっき議員も御指摘あったように、こういう時代ですか

ら、健診を後ろ向きにとらえるというのはいかがかなと。次代の保険や健康の両面から

考えた折に、やっぱりこれは辛くても充実していかなきゃならんのじゃないかなあとい

う、そういう認識は持っております。ただ、今この時点で、じゃあどうしますというふ

うにお答えするところまで至っておりません。 

妊産婦健診につきましては、決して後追いをするわけではありませんが、先頭を走

れ走れと言われましてもね、例えば幼児の診療費払い方式の問題で、近松議員や北本議

員さんたちがしっかりしろというお叱りなり激励なりいただいた。それで、玉名方式を

とったわけですが、これは県内では非常に珍しい、先を走っていると、私は認識してま

す。ですから、全部先を走れば一番いいんですが、なかなかそういうわけにもまいりま

せん。ただ、今の妊産婦健診の問題は、今来年度、新年度に向けて、予算を各部から出

しておりますが、市民部から出ている予算要求は５回までに来年からやろうということ

で財政の方には上げてるところです。私自身もそこまでは踏み込むべきではないかなあ

と。これからもちろん、年が明けましてから予算査定をいたしますので、その中で最終

決定にはなることですが、新年度に向けて５回を無料としようと、今２回ですからね、
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これを５回に、５回を無料にしようという予算の申請は市民部の方から財政の方にいた

しており、御意見等々を踏まえながら、年明けの予算査定にあたりたいと思います。今

日は、そういう答弁でお許しください。 

○議長（小屋野幸隆君） 企画政策部長 牧野吉秀君。 

［企画政策部長 牧野吉秀君 登壇］ 

○企画政策部長（牧野吉秀君） 北本議員お尋ねの新庁舎建設の環境に優しい取り組み

について、御質問にお答えいたします。新庁舎の建設につきましては、先般の９月議会

におきまして、前田議員からの一般質問にもお答えいたしましたように、公募型のプロ

ポーザル方式によりまして、株式会社山下設計九州支社を選定し、現在、基本設計の作

業を進めているところでございます。御質問の環境に優しい取り組みにつきましては、

昨年度策定いたしました基本構想の中に定めております７つの基本方針の１つに、省エ

ネルギーや省資源対策などの環境に配慮した自然に優しい庁舎と掲げていることから、

今回のプロポーザルの実施にあたりましても、その課題の１つとして、周辺環境への配

慮、省エネルギー対策という項目でその提案を求めましたので、選定されております山

下設計のプロポーザル案でも環境に配慮した庁舎に対する提案をいただいております。

具体的に申し上げますと、建物の屋上などを緑化することで、蒸散作用による室温の抑

制、南北方向に風通しをよくしまして、その通風を確保することで、自然換気による省

エネ、それから天窓の太陽光発電の導入など、自然エネルギーの活用による二酸化炭素

排出量の抑制、それから自然水をトイレや植栽散水への雨水の有効利用、また再生舗装

材など、リサイクル材料の活用など様々な提案がなされておりますので、今後の計画、

設計の中にもあわせて費用対効果の面からも十分検討しまして可能な部分につきまして

は、積極的に導入していくことで、先進的なエコ庁舎、環境に配慮した庁舎となるよう

努めたいと考えております。建物の形状や配置につきましても、周辺敷地への影響につ

いて十分配慮するとともに、敷地内には地域に安らぎをもたらすような緑陰空間を創出

することで、市民が気軽に足を運べる、利用できるそのような庁舎づくりを目指してま

いりたいと思っております。 

次に、菜の花プロジェクトのこれからの方向性と実施計画についてにお答えいたし

ます。私たち人類の文明の発展に大きく貢献して来ました石油などの化石燃料は、後数

１０年で使い果たしてしまうと言われております。また一方で、そのような化石燃料の

使用に伴う二酸化炭素の排出は、地球温暖化の主な原因とされ、世界的問題となってお

ります。このような環境問題に対しましては、民間もさることながら、行政といたしま

しても積極的なかかわりが求められており、エネルギーの消費抑制とともに、二酸化炭

素排出の少ない、エネルギー社会への転換を積極的に推進していかなくてはならないと

考えているところでございます。 
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玉名市としましても、本年３月に策定いたしました第１次、玉名市総合計画の中

で、人と自然に優しい環境のまちづくりとして、新エネルギーの導入を掲げており、現

在、公共施設での太陽光発電システムの利用や公用車におけるガソリン使用の少ないハ

イブリッドの導入を率先して実施しているところです。さらにはまた、これからは市民

一人ひとりに地球温暖化防止への認識を深めていく必要性から、本年玉名市菜の花プロ

ジェクトを計画し、去る１１月１０日に種まきイベントを実施したところでございま

す。この計画では、九州新幹線新玉名駅（仮称）周辺地の休耕田を利用して、春の時期

に菜の花を咲かせ、菜種を収穫し、搾油、油を絞りまして、そしてそこで得た菜種油は

学校給食の調理に利用するほか、軽油代替燃料ＢＤＦにリサイクルし、自動車等の燃料

としての利用を目指してまいります。その一環としまして、将来的には循環バスでの新

幹線新玉名駅（仮称）と現在の玉名駅をつなぐ菜の花バスを運行できればと考えている

ところでございます。そして、同じような取り組みをされている天水小天地区や、ある

いは岱明大野地区はひまわりでございますけども、私ども連携を図り、環境効果や景観

効果等も視野に入れた環境に優しい社会づくりを構築してまいりたいと考えておりま

す。今後、この菜の花プロジェクトが玉名地域に広がり、新エネルギーの推進につなが

るよう、行政としても努力してまいりたいと考えておりますので、引き続き御支援と御

協力をお願い申し上げます。 

以上でございます。 

○議長（小屋野幸隆君） 市民環境部長 黒田誠一君。 

［市民環境部長 黒田誠一君 登壇］ 

○市民環境部長（黒田誠一君） 北本議員の生ごみのバイオマス利用による堆肥化の推

進についてお答えいたします。近松議員の答弁と重なるところがあると思いますが、よ

ろしくお願いをいたします。ごみの分別によるリサイクルの推進と最終処分場で処理さ

れるごみの減量化をさらに推進するため、本年４月からごみ分別収集の細分化と統合化

を図り、１５種類１８分別としたところでございます。さらに、生ごみ処理につきまし

ては、各家庭におけるコンポスト等の生ごみ処理容器及び電気生ごみ処理機の購入費に

対して補助金を交付して家庭での自主的な生ごみの減量化を推進しているところでもご

ざいます。議員お尋ねの家庭で取り組める段ボール箱による生ごみ堆肥化についてでご

ざいますが、市が補助をしておりますコンポスト等の生ごみ処理容器や電気生ごみ処理

機と比較いたしますと、庭のない家庭でも取り組めて、より安価で作業の手間もあまり

かからない方法であると考えております。生ごみ処理は市における生ごみの収集運搬費

用及び清掃センターでの焼却等の処分費用の削減を図るためにも、生ごみを各家庭でで

きる限り処理をしていただくことが重要であると考えております。環境の取り組みにつ

きましては、市民、事業者、民間団体及び市が協働いたしまして、環境に配慮した行動
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を積極的かつ継続的に実践することが必要でございます。今般地域の実情に即した地球

温暖化対策の推進を図ることを目的とした玉名地球温暖化対策地域協議会環境応援団

「エコの環たまな」が本年１１月に発足をしております。その活動の中の１つにごみの

抑制、再利用、再資源化が掲げられており、ごみの減量化の普及啓発、広報活動が挙げ

られております。環境応援団「エコの環たまな」と連携をいたしまして、家庭における

段ボール箱による生ごみの堆肥化を含めて、ごみの減量化に積極的に努めてまいります

ので、よろしくお願いいたします。 

以上でございます。 

○議長（小屋野幸隆君） ４番 北本議員。 

［４番 北本節代さん 登壇］ 

○４番（北本節代さん） 大変丁寧な御答弁をいただいたと思います。環境に関しても

新庁舎もですね、すごく考えていただいていると思います。設計業者の方が環境に優先

的なそういった建築をされているかなという再質問をしようと思いましたけど、もう再

質問は取り止めます。 

最後になりましたけど、要望として、この妊婦健診の調査をするときに、中央病院

の実態調査に行きましたが、中央病院で生まれる赤ちゃんの数は５６名というふうに、

わたし言ったと思います。玉名市で生まれる赤ちゃんの数は５５０名ですね。中央病院

でどうして５０名なんですかっていう質問をちょっとしたんですけど、５６名ですね。

１７０名から１８０名ぐらいあったそうなんですけど、ちょっと裁判ごとがあったから

かも知れませんていうふうなことでしたけど、今妊婦さんの受診拒否、救急病院の拒否

があって、母子共に命を落とされているのが新聞紙上でも、テレビでも報道されとりま

す。緊急は、中央病院は、本当に救急病院ですので、そういったところの部分も病院組

合長さんも、議長さんもいらっしゃることですので、そういったところを検討していた

だくか、多くの方を要望していただくということが、今度調査した結果わかりましたの

で、それもあわせてよろしくお願いします。 

それからインフルエンザに関しては、子育てはやっぱり１５歳までだと思いますの

で、どうぞ１５歳までの無料化をよろしくお願いいたしたい。妊婦健診はやっぱり１０

回の無料をよろしくお願いいたしたいと。よろしくお願いいたします。これで、私の一

般質問を終わります。 

○議長（小屋野幸隆君） 以上で、北本節代さんの質問は終わりました。 

議事の都合により、暫時休憩いたします。 

午後 ４時２９分 休憩 

―――――――――――――――――――――― 

午後 ４時４１分 開議 
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○議長（小屋野幸隆君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

２３番 吉田喜德君。 

［２３番 吉田喜德君 登壇］ 

○２３番（吉田喜德君） 有明クラブの、並びに自民党の吉田喜德でございます。今回

もよろしく御答弁をお願いいたします。 

新教育委員長の抱負等について。内田實先生は平成１９年１１月３０日の教育委員

会において、委員の皆様の互選により、委員長に全会一致で選任を受けられ就任されま

した。心からお祝いを申し上げます。 

教育問題全般にわたって目まぐるしく変革する今日、玉名市にあっても教育委員長

としての重責は計り知れないものがあり、先生の教育に対する熱意と子どもたちに思い

をなさる愛情は並々ならぬものがおありと先生の雄姿の前にここにひしひしと伝わって

くるものを感じます。先生は、中学校教師をスタートに小学校教師として長く現場を経

験され、六栄小学校長を最後に引退されました。その後も教育委員として御活躍なされ

ております。申すまでもなく、教育委員長は、玉名市教育の方向性をまとめられ、教育

分野で発生する諸問題を解決するリーダーシップをとられる責任者であられますが、教

育長と共に、２人３脚で明日を開く子どもたちのために、大いに頑張っていただきたい

と思います。先生の人格、高潔にして識見高い教育手腕に大いに期待し、僭越ながら御

激励申し上げる次第であります。 

先生の教育理念、新教育基本法について、また玉名市の教育行政、学校現場の認

識、これからの課題と施策、教育委員会の活性化と教育全般にわたって新教育長の抱負

として語っていただきたい、お伺いしたいと思います。 

２番、市内小中校長並びに教師の出身地について。先に６０年ぶりの教育基本法の

改正、新学校教育法は伝統文化を尊重し、これらを育んできた我が国と郷土を愛しとい

うくだりが入っております。私はこのくだりから言って、まず校長先生方の出身地が気

になりました。その結果、２１小学校、６小学校の校長先生方の出身地をお聞きしまし

たところ、玉名市９名、長洲町２名、熊本市８名、玉東町１名、植木町１名、山鹿市２

名、菊池市１枚、荒尾市２名、八代市１名、計２７名の校長先生であります。校長先生

としてもちろん立派な方々ということは文教委員会の学校訪問の際、そう深く感じまし

たが、遠距離からの通勤の校長先生方に大変だなあと正直思いました。そればかりでな

く、校長先生は地元や地元地域がより相応しいのではと考えましたが、いかがでしょう

か。教育長の御所見を承りたいと思います。 

学力問題について。脱ゆとり、３０年ぶり、ゆとり修正をお題目として小学校は算

数を６年間で１４２時間増すという、主要５教科の授業時数を全体で１０％程度増や

す。中学は選択教科を縮減、理科、英語は３割増とするなど、必修教科の時間数を増や
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す。小学校高学年の外国語活動を週１時間実施するなどを主眼とした学習指導要領の改

定作業を進めている中教審。教育課程部会は、審議のまとめを了承し、これは事実上の

答申案で、来年３月告示、２０１１年度から実施されるのであろうと全体像が示された

のであります。「生きる力」の育成が教育の目標とする現行学習指導要領は、継承し、

生きる力の基礎となる学力は基礎的な知識や技能の習得、知識など活用する思考力や判

断力としているのであります。この全体像や「生きる力」の教育目標を見て、教育長の

ご感想や学習指導要領改定についての思いをお聞かせ願いたいと思います。国際学力調

査や全国学力テスト、また経済開発機構（ＯＥＣＤ）ですね、などの５７国地域の１５

歳、つまりこれは高校生でありますけれども、高校１年、約４０万人を対象にした生徒

の学習到達度調査など、我が国の児童、生徒の学力低下が著しく、憂慮される中、特に

文部科学省が全国一律、実に４３年ぶりに、この４月全国の小学校６年と中学３年を実

施し、２３３万人が参加しました。県内は全小学校６２６校の約３万７,０００人が受

け、小６が国語と算数、中３は国語と数学の２教科、またほかに学習環境や生活習慣な

ども調査したのであります。特に、基礎知識と活用力を見たのであります。玉名市では

小中学各何校何名がこのテストを受け、また調査に臨んだのか。その結果はどうだった

のでしょうか。次に、公表したか否か。１０月６日の段階では県内の市町村教員のう

ち、一部を公表する方針としたのは、熊本、八代、天草、上天草の４市と和水町、山

鹿、菊池、荒尾、合志市や山都町は公表しない。検討中が、つまりテスト結果を見てが

玉名市ほか大半の市町村でありましたが、玉名市は最終的にどうなされたのでしょう

か。 

２.道路行政と通学路について。１２月１日、国道２０８号、玉名バイパス寺田川崎

間開通式並びに前日の自民党の野田毅代議士国政報告会においてご出席をいただいた公

明党の冬柴国土交通大臣は、そのあいさつや講演の中で、１,８７４名の市町村長のす

べての方々から、また１０万人を超える人々から、そしてまた３,０００名を超える学

識経験者から、道路について御意見を頂戴し、すべて道路はつくるべしという意見があ

り、真に必要な公共事業、それは道路だ。道路を造ることによって、地域の活性化、都

会と地域との格差、これも解決されると信じていると持論を述べられました。造る道路

は、１万４,０００キロメートルの高速自動車道、またそれ以外、日本全国には地方道

を含めて１２０万キロメートルの道路があり、これを図に落とすと、まるで毛細血管の

ような小さな道路が、そのうち例えば一例を挙げると、通学路、子どもさんが学校へ通

学される道について危ないところがある。みんなが並んで登下校しているのに、そこへ

心ない大人の運転を誤った車が突っ込んで、多くの子どもさんが亡くなったり血を流し

たりしたような悲しいものがありました。我々がそういうものを改めるために検討いた

しまして、１２０万キロメートルのうち、子どもさんが使っておられる道路は１９万キ
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ロメートルになっております。そのうち４０人以上の学童が使っておられる道路は１１

万キロメートルでございます。しかし、そのうちでも歩車道ですね、歩道と車道、歩車

道の区別がなくて、そしてまた非常に危険だと思われるところが４万４,０００キロメ

ートルに及ぶわけであります。この４万４,０００キロメートルを、何としても１０年

以内に道路特定財源を使って歩車道を分ける、あるいはガードレールをつくる、道幅を

広げる、このようなことを進めますということを、その中に盛り込ませていただいてお

りますという、このようなことを話されましたが、まさに安全で安心して暮らせる社会

を目指す。特に、子どもたちや高齢者に思いやりのあるすばらしいお言葉に私は大きな

拍手を送った次第であります。 

さて、そのような意味を持って玉名市では、およそこのような道路がどのくらいあ

り、これからのそれに対しての取り組みについてお伺いしたい。地方道を含めて１２０

万キロメートルの中に、玉名市内、国、県、市道はおよそ何キロメートルぐらいあるの

かなあと。また４０人以上の学童が使っている道路１１万キロメートル、その中で歩車

道の区別がなくて危険なところが４万４,０００キロメートルあるということで、市内

はどのくらい該当するのかなあ。市道の長さ、うち整備率についてなどお尋ねしたいと

思います。 

○議長（小屋野幸隆君） 教育委員長 内田 實君。 

［教育委員長 内田 實君 登壇］ 

○教育委員長（内田 實君） 吉田議員の質問にお答えいたします。私は在職中から

常々、「凡事徹底」と、「継続は力なり」を大切にしながら、「教育は人なり」を信条と

し、「人が環境をつくり、環境が人を教育してくれる」ことを、教育現場で実践課題と

して重視し、取り組んで来ました。このことは子どもたちの健全育成のために、地域社

会、保護者、教職員に共通した自覚と認識が必要であると考えており、それは現在も変

わりません。さて、昭和２２年に教育基本法が制定されてから半世紀以上が経過し、科

学技術の進歩、情報化、国際化、少子高齢化等教育をめぐる状況の変化に伴い、平成１

８年１２月１５日新教育基本法が臨時国会において成立し、１２月２２日に公布、施行

されました。これにより、国民一人ひとりが豊かな人生を実現し、我が国の一層の発展

と国際社会の平和に貢献できるよう、これまでの教育基本法の普遍的な理念は大切にし

ながら、新しい教育基本法にのっとり、心豊かな日本人の育成を目指し、我が国の未来

を切り開く教育の基本を確立し、振興を図らなければならないと考えております。ま

た、玉名市教育行政の現状認識と今後の課題につきましては、毎年、市内の２７校の小

中学校を訪問し、各諸問題の実態把握に努め、教育事務所や市教育委員会の指導、助言

で課題解決の徹底に努めております。学校は組織体ですから、共通認識に立ち、公教育

の理念と方向性に基づき、県の教育基本目標や教育重点事項を受けて、玉名教育事務
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所、さらに玉名市教育委員会の重点目標の実現と深化に向け、学校長の経営方針を策定

し、教職員との共通理解と自覚、認識を共有して日々のたゆまぬ実践を通して、「豊か

な心と知性を持ち、心身ともにたくましい子どもの育成」を目指して取り組んで行くこ

とが大切であると考えております。 

例えば、１つ、学力の向上と充実を図るための基礎・基本の定着。２つ目、家庭教

育、家庭学習の定着。３つ目、いじめ・不登校児童生徒のゼロ目標の推進。４つ目、こ

ころの教育の充実。５つ目、健康・体力の増進。６つ目、読書活動の推進。７つ目、事

故防止。安全・安心の問題。また基本的生活習慣の確立。一例を挙げますと、早寝、早

起き、朝ごはん、大きな声であいさつ、返事をしよう等々が大切です。以上のように、

最近の教育諸問題はもちろんのこと、来年度から実施される２学期制に向けての周知徹

底に努めながら、地域社会や保護者から信頼される学校になるように努めていく覚悟で

す。よろしくお願いいたします。 

○議長（小屋野幸隆君） 教育長 菊川茂男君。 

［教育長 菊川茂男君 登壇］ 

○教育長（菊川茂男君） 市内小中学校長の出身地について、吉田議員の質問にお答え

いたします。玉名市内の小中学校におきまして、現在、玉名市に在住の校長先生方は、

小学校で７名、中学校で２名という状況にあります。また、玉名市出身で玉名市以外の

学校に勤務しておられる校長先生は８名という状況になっております。地元出身の校長

先生に御勤務いただくことは地域の方々や保護者との関係づくりのしやすさ、地域の諸

事情、学校の伝統等について、詳しい理解の上で学校運営ができるものと思いますし、

一方玉名市以外の地域からお出でいただきますと、通勤距離等の問題はありますけれど

も、新たな視点で学校経営を見直していただき、他地域でのすばらしい実践や考え方等

を玉名市において広めていただいたり、あるいは玉名市の教育の良さを他地域に広めて

いただくことにもなるかと、このように考えております。このように広範な人事交流

は、教職員の視野を広め、職務経験を豊かにし、地域の向上に寄与することなど大きな

効果もありますから、校長先生方の人事につきましても、他の教職員と同じように、熊

本県教育委員会の教職員異動方針及び異動細則に基づき、指導運営能力等を総合的に勘

案し、全県的に実施されるものであります。玉名市教育委員会といたしましても、学校

教育の充実振興を図り、教育の刷新とその向上を期するという視点に立ちながら、十分

に校長先生方から意見等を聴取し、熊本県教育委員会との連携を十分に図りながら、勤

務実績に基づき、人事異動を行なってまいりたいと考えております。 

次に、学力に関する問題についてお答えいたします。昨年の１２月に、約６０年ぶ

りに教育基本法が改正され、これからの教育のあるべき姿、目指すべき理念が明らかに

されております。また本年６月には学校教育法等の教育関連法の改正がなされたところ
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であります。学校教育法の改正にあたっては、第２１条において、新たに義務教育の目

標を１０定めてありますし、第３０条第２項においては、確かな学力を育むに当たって

重視すべき点が明確に述べられております。変化の激しい今の時代を心豊かに、しかも

自分で課題を解決し、健康でよりよい人生を送ることができる人間に育てるためには、

学校教育法による義務教育の目標や確かな学力を一人ひとりの子どもたちにしっかりと

身に付けていくことが何より重要なことだと認識をいたしております。現在進められて

おります学指導要領の改訂におきましても、これらの趣旨を踏まえた改訂になるものと

思いますし、玉名市におきましても、校長会議等において、各学校の先生方に、これら

の趣旨等について周知・徹底を図っているところであります。全国学力・学習状況調査

につきましては、本年４月２４日、４３年ぶりに、小学校６年生と中学校３年生を対象

に学力・学習状況調査が実施されました。玉名市の小中学校におきましても、小学校２

１校、中学校６校の合計２７校すべての学校が参加し、小学６年生が６９４名、中学３

年生が、６８９名がこの調査を受けております。この調査は小学６年生が国語と算数、

中学３年生が国語と数学の各２教科の実施であり、主に知識を見る「Ａ」問題とその活

用を問う「Ｂ」問題の２種類の問題から出題をされております。また学力調査のほかに

生活習慣や学習習慣等について尋ねる質問紙調査もあっております。調査結果につきま

しては、本調査により測定できるのは、学力の特定の一部分であることや学校における

教育活動の一側面に過ぎないことなどを踏まえ、各学校の序列化や過度な競争を招くこ

とのないよう十分に配慮して取り扱う必要があると、このように考えております。玉名

市の児童生徒の学力調査の結果につきましては、小学校、中学校ともに、全国平均と比

べまして、国語はやや高い、算数、数学につきましては、全国平均とほぼ同じか、やや

高いという結果が出ております。また、知識を問う「Ａ」問題に対し、活用を問う

「Ｂ」問題の正答率の方が低いということも結果として出ております。各学校におきま

しては、調査結果を十分に活用して、自らの教育の成果や課題等を把握・検証し、その

改善を図り、児童生徒、一人ひとりの学習改善や学習意欲の向上につなげていくととも

に、また調査結果の公表にあたりましては、児童生徒の個人票を返却する際に、保護者

に十分理解を得られるように調査の趣旨や、どのような内容の調査であったのか、学力

向上に対するこれまでの取り組み、これからの取り組み、個人票の見方等についてわか

りやすく説明するように指導を行なったところであります。今後も校長会議や学校訪問

等を通じて、各学校における校内研修の充実を図りながら、確かな学力の定着に対し取

り組んでまいりたいと思っておりますので、よろしくお願いを申し上げておきます。 

以上です。 

○議長（小屋野幸隆君） 建設部長 取本一則君。 

［建設部長 取本一則君 登壇］ 
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○建設部長（取本一則君） 吉田議員御質問の道路行政と通学路ついてお答えをいたし

ます。玉名市内の道路は、国道が２０８号線及び５０１号線、一般国道玉名バイパスの

３路線で、延長が２万８,４４６メートル、その内歩道が２万７,５２４メートルありま

す。県道は１６路線で、延長が８万６,３２２メートル、その内歩道が３万４,７３４メ

ートル、市道は１,４５９路線で、延長８１万３２メートル、その内歩道が３万６,０８

１メートル整備されております。玉名バイパス開通式のあいさつの中で、冬柴国土交通

大臣が、日本全国では道路が約１２０万キロメートルあるが、その中で歩車道の区別が

なく、危険箇所と思われるところが４万４,０００キロメートルあると発言をされてお

ります。国が示してある道路整備の中期計画は、平成２０年度から１０年間で、道路特

定財源を活用し、整備を進めて行く方針でございます。大臣のあいさつにもございまし

たが、市内の子どもたちが使っている通学路につきましても、一部危険箇所もあると伺

っております。今後、関係機関と危険箇所の点検を行ない、子どもたちが安全・安心し

て通学ができる「人に優しい道づくり」を行ないたいと考えております。また県道につ

きましても、毎年県へ、歩道等の設置を要望いたしており、今後もさらに強く要望して

いきますが、いずれにいたしても、このような道路整備は市の単独費だけでは対応でき

ない状況でございますので、道路特定財源を活用し、整備して行かなければならないと

感じております。今後、市といたしましても、引き続き道路特定財源の存続を求めるた

めに、国に対し強く要望を行なっていきたいと考えておりますので、議員の御理解、御

協力をよろしくお願いをいたします。 

○議長（小屋野幸隆君） ２３番 吉田喜德君。 

［２３番 吉田喜德君 登壇］ 

○２３番（吉田喜德君） 内田先生の力強い教育に対する御信念をお聞きいたしまし

て、大変頼もしく、あるいはまた期待をするものでございます。退職校長会の機関誌で

しょうか、２１世紀というのに、教育長も編集員になっておられますけど、内田先生は

ハイキングに学ぶということで、勇気、冷静な判断、助け合う心、連帯感を強烈に学ば

れたと書かれております。この勇気とか助け合う心、先生の心に今も脈々と続いておら

れるんじゃないかと思います。そういうことで、先生には、木鐸として、いわゆる自負

しておられるんじゃないかなあと、言葉には出されませんけれども、今おっしゃったこ

とも含めて力強く教育委員長としてですね、頑張っていただきたいと重ねて御期待をお

願いするものでございます。 

県の教育委員会が異動等は最終的には決定するものですが、教育長のおっしゃいま

したように、やはり地元の教育長としての意見の具申とか、あるいは県の教育委員会、

教育長が招集された自治体ごとの説明、あるいは御意見をおっしゃる場所というのは必

ずあると私はお聞きしております。あってるから、先生もそういうところに強くおっし



 －119－

ゃるというふうな教育長の御答弁でございましたが。例えば、私は玉名市の福山教育長

時代から質問をしてまいっておりますけど、歴代の教育長さんの中で、夫婦の方の教頭

先生、この方が教頭先生になられて、校長の制度を撤廃。夫婦なら１人辞んといかんと

か、あるいは５５歳までしか校長の試験の該当者じゃないとか、そういうようなことを

撤廃された。県下の教育長の前で堂々と発言されて、今日それが実現しているというよ

うな実例もございます。先ほど校長先生が、よければ、できれば地元で、校長先生とし

ては全員が全員と言わないにしても、最後と申すと語弊がありますけれども、生まれ育

った伝統文化に触れられて、今日のすばらしい教師像が先生方に生まれておられるんじ

ゃないかと思いますんで、教育基本法にもありますように、伝統文化を重んじ、郷土を

愛するそういうような観点から私は御進言申し上げた次第でありますので、御理解いた

だきたいと思います。 

ちなみに、教師の皆さんも、４、５点上げてみますと、八嘉小学校１１名の中で、

６名の方がいわゆる新玉地区以外の方、旧２市８町以外の方ですね。伊倉小学校では１

１名の中の５名の方。あるいは玉水小学校では、１０名の方の４人の方。小天東小学校

で７名の方で３名の方が玉名市外。玉名中学校３８名の中で、１２名の方。玉南中学校

で１５名のうちの７名の方。有明中学校のときは１９名の中で９名。こういう教師の方

も、新玉地区以外から通勤、教鞭をとっておられます。若い青年教師時代は、先生方も

経験なさったと思うんですけど、人吉に行ったり、天草に行ったりは、やはり勉強期間

中であられますので、しかし、４０の後半、５０前後にあられては郷土に帰って、自分

を育んでくれた郷土のために思いを持って、その任に当たられるのがいいんじゃないか

なあとそういうように思いましたので、御進言申し上げた次第でございます。 

教育委員会では、教育委員会の活性化の１つに、こういうことをやっておられる分

があると思いますが、予算時期でございます。教育長は各学校を回られ、あるいは校長

をお招きになって、各学校、学校の特色ある教育推進について、予算が伴うことですか

ら、要望をお聞きになると思います。それを事務サイドで教育委員会の事務、学校教育

課とか、そのサイドで教育長はまとめられて、執行部に予算要求をされるんじゃなく

て、しておられるんじゃないかと思いますけど、教育委員会にまず投げかけられて、今

度は教育者上がりの方じゃない人の、もちろん前からですけど、女性の教育委員の方も

おられます。そこの５人でしっかりとそれを議論し、そして市長や財政担当にお持ち込

みいただくと、それが１つのまた教育委員会の活性化であると。もうしておられるんじ

ゃないかと思いますが、御答弁は要りませんけれども、しておられるなら、そういうの

も続けていただきたいと、こういうように思うわけでございます。学力の向上で来年度

からも少しどのくらい授業時間数を増やされるのかなあと。骨子は大体固まっておられ

るんじゃないかと思いますけれども、４０時間は、いわゆる授業時間が増やすことがで
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きるんじゃないのか、事例があります、もうやっているところがですね。始業式、終業

式を１つ、１回減らすことで１０時間、それから定期テストを減らせるので、これまた

１０時間、始業式、そういうのでまた１０時間でしょうかね。それから、２時間の始業

式とかそういうのにあたるのを、これで２２時間。あるいは夏休みを利用して学級懇談

会とか、家庭訪問、４月にやってる。こういうのを夏休みに回すことで、約１２時間。

そすと大体４０時間でしょうか。２２時間と１８時間ですね。４０時間の削減ができ

て、それを授業に増やすことができる。これも学力の向上につながるんじゃないかと思

います。本日の熊日の朝刊にも学力の向上について記事として載っておった次第でござ

います。道路財源の次元立法が来年３月とお聞きします。市長にお願いを申し上げたい

と思います。市長は大物市長であります。これは前議長も市長と陳情したときに、そう

本当に感じたと私におっしゃっておられました。自民党を中心として、この道路特定財

源が来年また引き続き成立するように、市長自ら先頭になって、県連はもちろんのこ

と、国にお願いしていただきたいと、このように思う次第でございます。 

市政フォーラムに関連して、平成１９年９月２８日、玉名市民会館第１会議室にお

いて、玉名市主催で市政フォーラム「中心市街地の活性化を考える」が開催されまし

た。企画政策部、政策推進課にあっては、大変な作業や準備になったでしょう。その中

身でありますが、西島九州看護福祉大学福祉学科教授のコーディネーターで、すなわち

市の中堅職員を構成員とした伊藤グループ、玉名商工会議所建設産業部会長の高井グル

ープ、秋元崇城大学工学部建築学科准教授グループの３プロジェクトチームの研究発表

がありました。これを私なりに考えますと、単刀直入に言えば、１.高瀬地区マルショ

ク跡地の活用というか、これをどうするか。２.現市庁舎の跡地をどうするか。３.新庁

舎建設予定地周辺をどうしたらいいかというような、先ほどお２人の議員の皆さんから

も質問がありましたのですが、私はそういうふうにこの３つの課題だと集約して思いま

した。フォーラムの主要内容だと思います。この３大活用策の該当場所はすべて御承知

のとおり、町小校区でありまして、人口１万３,０００人中心地の校区民にとっても、

将来を見据えた実質的に重大関心事であります。このプロジェクトチーム３者で推進会

議を結成し、これを具現化すべく検討された、あるいは先ほどの答弁で検討されている

ということでしたが、と聞きますが、その内容について、今、多少詳細にわたって再び

お尋ねをしますが、さらにそれを実現するためには肉付けといいますか、つまりエネル

ギー、すなわち資金の裏づけが１つ、民間活用の導入、これが２つ、官民協力の促進等

が必要なので、一口に言って、その後の具体的動き、これも多少答弁がありましたが、

それらはどうなっているのか。それらというのは今申し上げた、実現目標までの年次計

画等も含めてお答えできればお答えしていただきたいとこのように思います。 

定住化構想について、新幹線開業に伴い、将来の発展の基礎となる人口増の方策と
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して、玉名市が定住化構想を打ち出していますが、まずその法整備というか、条例整備

の研究や調査は進んでいるかということです。玉名市定住化基本構想をどういう方法で

定住化策を持って、これを促進していくか。これは庁内でも各方面各課に関連するもの

と思います。したがってワンストップ、総合窓口設置、庁内事務の連携体制の強化、つ

まり横断的な連携組織の構築が不可欠と思いますがどうでしょうか。 

５番、工業団地造成について。企業誘致は言うまでもなく、若者の定着化を生み、

経済活性化はもちろんのこと、先に述べました定住化にも連動し、また市の財政を潤わ

せ、豊かにするものです。自民党に、地域活性化特命委員会が発足し、衆議院議員野田

毅委員長は、地域活性化緊急対策の中間報告をとりまとめ、地方法人２税、（法人事業

性、法人住民税）の見通しを提言、いずれも企業を持っているか否かが、その市全体の

財政に大きく影響することは必定であるということをおっしゃり、これを定住化構想に

も大いに関連するものであると考えます。先の６月議会で、私の質問に対して市長は企

業誘致は苦戦している。やはり誘致には準備が必要。九州新幹線全線開業にあわせ、工

業団地造成を視野に努力している旨の方針を述べられましたが、聞くところ地権者への

説明を終わっているとか否かとか。目的地の法整備は進んでいるか否かとか。関心事で

ございます。進展具合を承りたいと思います。 

○議長（小屋野幸隆君） 企画政策部長 牧野吉秀君。 

［企画政策部長 牧野吉秀君 登壇］ 

○企画政策部長（牧野吉秀君） 吉田議員御質問の市政フォーラムについてお答えいた

します。９月２８日に開催いたしました市政フォーラム「中心市街地の活性化を考え

る」は、吉田議員ご案内のとおり、高瀬地区マルショク跡地、現庁舎跡地、新庁舎建設

予定地周辺について、推進会議の３者により、その活用策を発表し、広く市民の皆さん

の意見を伺うことがその趣旨でございました。フォーラム当日は、お忙しい時間帯での

開催にもかかわらず、議員の皆様を初め多くの皆様に参加いただき、貴重な御意見をい

ただいたところでございます。堀本議員の御質問にも答弁させていただきましたが、フ

ォーラムで市民の皆さんからいただきました意見を反映させた形で、１１月３０日に推

進会議としての最終的な検討結果報告書を提出していただいたところであります。報告

書では、この３カ所の具体的な活用策が示されておりますが、マルショク跡地の活用に

ついては、まちの駅としての機能や、郷土食材の飲食店の整備など、高瀬の歴史と文化

を背景とした、「歴史と文化を生かした賑わいの空間」の創出が必要であるという意見

が出ております。そして、市庁舎跡地の活用については、新しい人の流れを創出するた

め、文化センターを核とした人が集う施設の整備が必要であると。 

次に新庁舎建設予定地周辺は、各公共施設の連携による秩序ある公共エリアの形成

と憩い、潤いを感じさせる環境の整備が必要であるとの意見をいただいております。ま



 －122－

た、報告書では活用策の実現に向けた取り組みとしてより具体的かつ実効性のある事業

計画の策定と市民協働によるまちづくりが重要なポイントであり、都市計画道路立願寺

横町線の開通を間近に控えた今、行政の強力な意思決定により、庁舎移転後の跡地活用

と関連づけた事業計画の策定が重要であるとの意見をいただいております。今後は、こ

の提出いただきました報告書を反映させた形で、庁内において協議を重ね、具体的な事

業計画の策定を急ぐ所存でございます。議員御指摘の資金の裏づけや民間活力の導入、

官民協力の促進などにつきましては、この事業計画策定の折に、今後のスケジュールを

含め、十分な検討を重ねてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

次に、定住化構想についてお答えいたします。定住化構想の推進は、市の最上位計

画でございます第１次総合計画において積極的なまちづくりを通して、増加する政策人

口を４,０００人程度と設定し、平成２８年の目標人口を７万５,０００人の実現に向け

て、基幹プロジェクトの一つである九州新幹線広域活用プロジェクトの中に位置づけて

取り組んでいるところでございます。団塊世代の大量退職や都市住民の自然と共生する

生活志向の動きなどを背景に、田舎暮らしを求める人に玉名に住んでもらうということ

が最終目的でもございますが、我が国が本格的な人口減少社会に突入し、また全国の自

治体で同様の取り組みが行なわれている中で実現させることは大変な困難が伴うことと

理解しております。しかしながら、平成２３年の九州新幹線全線開業を活用しながら、

まずは玉名を知ってもらう。玉名を体験してもらうといった観光・交流の取り組みにあ

わせて、地域活性化に向けた各種団体による受け皿づくりや居住環境の整備、新たな雇

用の確保といった衣・食・住の充実、全国に向けたＰＲ活動の展開など総合的な玉名市

の魅力アップを図ることが重要と考えております。そのためには、議員の御質問にもご

ざいますように、市役所の全組織をあげた取り組みや、職員の意識改革を基本として、

民間の様々な分野における協力が不可欠であり、企画政策部政策推進課を定住化推進の

総合窓口として庁内関係課、現在１６課でございますけども、１６課における定住化促

進連絡会議を行なうなど、推進体制の整備を図っているところでございます。今後は、

庁内推進体制を速やかに確立するとともに、住宅、観光、農業、福祉、医療などのそれ

ぞれの分野における施策を充実させながら、玉名市の魅力を全国にアピールしていく所

存でございます。 

以上でございます。 

○議長（小屋野幸隆君） 産業経済部長 望月一晴君。 

［産業経済部長 望月一晴君 登壇］ 

○産業経済部長（望月一晴君） 吉田議員の工業団地造成についての御質問にお答えい

たします。議員がおっしゃいましたとおり、企業誘致は所得の増加による地域経済の活
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性化並びに雇用の増加による若者の定着化などの波及効果を生む重要な施策だと思って

おります。本市はここ数年、活況といわれる自動車関連企業の誘致活動を重点的に行っ

ておりますが、その中の数社から、活発な誘致活動及び地元工業高校卒業生を主とした

優秀な人材の豊富さなどに興味を示していただき、現地視察まで行なわれている存在と

なっております。しかしながら、せっかく現地視察に訪れていただいても、工場用地と

して紹介できるのは、山砂採取跡地などで、実質的には開発までに時間を要し、企業が

望む時期までに間に合わないことが多く、結果的には工業団地を持つ他の市町村に進出

決定される状況となっております。このことからも工業団地の必要性を強く感じてお

り、企業側が好む高速のインターチェンジに近く、交通アクセスの良い場所の候補地と

して、現在農政、文化財関連をはじめ、様々な諸問題の解決に努力いたしているところ

でございますので、議員の御理解をよろしくお願い申し上げます。 

○議長（小屋野幸隆君） ２３番 吉田喜德君。 

［２３番 吉田喜德君 登壇］ 

○２３番（吉田喜德君） それでは、牧野部長、横断的連絡組織、いわゆる連絡会議は

もう発足しているんですね。一歩前進じゃないかと思います。フォーラムの３つの提

言、これ堀本議員熱心に提言しておられますけども、これを中心としたいわゆるまちづ

くり、あるいはここの中心をどうするか。新庁舎の周辺をどうするかですね。先ほど市

長の答弁にありましたが、やはり市長の決断というところまで来てるから、前進はして

るんだなあということを感じます。私どもの住む、このまちづくりの中で、１つ今後と

も鋭意努力していただきたいと思います。 

従来型の取り組みというか、２、３例を挙げますと、いわゆる定住化策として条例

整備等も必要じゃないかと、僕は申し上げましたけど、それもこの会議で進んでいるん

ですか、連絡会議で。というのは、鹿児島県薩摩川内市が通勤通学費援助と補助という

のがありますね、こういうの。例えば市内に定住した方に対しては仮に福岡県に久留米

とかあるいは福岡市に勤めるときに、それに対する定期券の補助、援助をしているとか

ですね。あるいは、購入する宅地に対する補助金とか、こういうのは島根県の浜田市と

か、あるいは先ほどが福島県の泉崎村とか、山形県の南東市とかですね。非常にそうい

うことで優遇措置というか、税制の優遇を考えておられるということに、こういうこと

についても条例整備等を急ぐべきではないかと思うわけでございます。 

経済アナリストの森永卓郎さんという人が、１１月１５日の熊日新聞に提言をして

おられました。けして観光振興と比較しての話ですけど、私は観光振興も必要であると

いうことを前提に話しますが、新幹線の開業によって地元の観光業が活性化するかどう

かは、その地域がより広域のライバルたちを圧倒できるほどの強い魅力を持っているか

どうかにかかっている。これ観光振興のもとですね。都市の適正規模は飲んだ後、歩い
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て家に帰れる距離ぐらいがいいんじゃないかなあと書いてあります。それに対して、と

にかく食・住・遊の都市機能をコンパクトにまとめた地方都市は生活者の暮らしやすさ

を実現するための大きな可能性を持っているということの文言で言っておられます。結

論として、この方がおっしゃることですよ。これから本格的な高齢者化を迎える中で、

車に依存しない快適な暮らしに対するニーズは確実に増えていく。観光客を誘致するよ

り、県外からの定住者を増やした方が発展により寄与するのではないかなあと。新幹線

の全線開通は、そうした人たちにいつでも短時間で福岡に出られると。出られますよと

いうアピールが必要になってくると、こういうふうに提言しておられます。御参考まで

に申し上げました。私は、あるところを選定されて、工業団地の話で、地権者の方にも

説明済みとか、場所はおっしゃらないで、これ質問はいけませんけども、そのくらい、

そういう地点も少し発表していただくかなあと思って、一連でさあっと擦り合ったんで

すよね。今日の日のためにですね。何のために、そういう時間を割いたのかなあと。も

う少し踏み込んで場所は言わなくていいですよ、何番地のどこの何地区て。障りがある

と思いますから。既に地権者の方も、説明はしたならどういう感触だったぐらいは言っ

てほしかったと思います。ぜひ促進していただきたいと思います。 

以上で、終わります。 

○議長（小屋野幸隆君） 以上で、吉田喜德君の質問は終わりました。 

議事の都合により、暫時休憩いたします。 

午後 ５時４０分 休憩 

―――――――――――――――――――――― 

午後 ５時５１分 開議 

○議長（小屋野幸隆君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

１６番 松本重美君。 

［１６番 松本重美君 登壇］ 

○１６番（松本重美君） こんばんは。１６番、新生クラブの松本です。すっかり日が

暮れまして、お疲れのところでございますが、今しばらくお付き合いのほどお願いしま

す。今回は市長と正面から議論を交わしましても、歯が立ちませんので、抱きつきクリ

ンチ作戦で臨みたいと思います。 

それでは早速、玉名市総合計画の中にうたってある「花の都玉名」づくりについて

質問いたします。基本計画の要旨は、花づくりを定着させ、「花の都玉名」づくりを目

標に、市内小中学校や玉名２１の星事業ボランティア団体、各種団体による「花の都玉

名」づくりを推進し、これを継承していく人材の育成を支援するとあります。要するに

市民総動員による花いっぱい運動というわけであります。旧玉名市においては、１区１

輝運動が始まって、各小学校校区で一斉にロードサイドの花壇造成に取り組みました。
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八嘉校区は、組織づくりがしっかりとできて、現在も国道沿いに整備されたきれいな花

壇が目を楽しませてくれます。しかし、そのほかは、熱が冷めた感じで、ぱっといたし

ません。よその校区のことは言えませんので、伊倉校区の事情を述べますと、伊倉駅前

ロータリーの花壇、バイパス沿いの花壇、片諏訪信号横の花壇があります。最近はリー

ダー不在の状態となり、花の苗の育成もうまくいかず、肥料もなく、雨も降らず、立ち

往生の有様です。納骨堂の清掃作業には、ひと触れで大勢の人が集まるのに、公共的花

壇の手入れは、「そんなの関係ねえ。」と全く集まりません。区長さんと役員さんにお願

いして、やっと手が揃う状況で、「花の都玉名」というスローガンがむなしく、ほど遠

いと思いながら、細々と草取りをやっているのが現実です。まだまだ市民全般にはボラ

ンティア、パブリックという概念が浸透していないことを実感します。しかし、一方で

は、自分の家の庭だけは毎日手入れして、見事な庭や生け垣を形成している家も多々見

受けられます。むしろ、この人たちを褒め称え、景観賞や花や苗木を贈り、もっと頑張

ってと奨励して街角や集落の景観向上に役立てる方がその趣旨に沿っている気がしま

す。まちづくり委員会で、毎年推薦していくといった施策の考えはないのかお尋ねいた

します。これが１点目です。 

続きまして、数年前、成人式のあり方について質問した一節で、小岱松を記念樹と

してもらっても、松は手入れが大変というイメージもあり、花も咲かず、地味な木なの

で、捨ててしまっているという話もありました。それでは、梅、桜、桃、杏に椿、花も

実もある木を贈ったらどうかと質問したところ、それらの花木は原価が高く、予算が足

りないという答えで、安物買いの銭失いの話だと思うところでした。それから少子化が

進む中、５、６年の時が流れ、日本一の演説と政治的センス抜群の島津市政となりまし

た。市長は一本松ふれあい交流館のオープン式典の時、これは役所のセクションを超え

た柔軟な発想によりできた事業であると自画自賛されていました。予算をやりくった横

断的政策の可能性を期待するならば、都市計画課の中に、花係の部署と予算もあること

であり、成人式の記念樹のレベルアップも可能ではないかと、数年ぶりに再度質問する

ところでございます。これが２点目。 

ちなみに、杏の種は咳止めの漢方薬の原料で、花も果実も種までも利用できます。

また椿の実は、１キログラムで椿油１合または菜種油１升と交換できます。これは伊倉

商店会情報です。それはともかく、行政の目指す「花の都玉名」づくりは、このような

市民レベルの戦術的な範囲に止まらず、新幹線開業を視野に入れた観光客の誘致という

もっと大きな戦略があるはずです。４月の蛇ヶ谷の桜、５月の山田の藤、６月の裏川し

ょうぶまつりまでは、戦略的価値があるが、秋から初冬にかけて目玉がないと、以前市

長は残念がっておられました。ところが、今月の初め、小岱山観音寺という隠れ紅葉の

名所があるという噂を聞き、早速出かけてみました。丸山キャンプ場を過ぎて、荒尾市



 －126－

の区域になってしまうのですが、盛りを過ぎようとしていたものの、見事なもので驚き

ました。住職の話では、３０年近くかけて、１人で４,５００本のもみじを植えたそう

です。今年は台風の影響もなく、遠くは大阪、鳥取からと多くの人に来てもらったと語

っておられました。宣伝は、一切しないのだが、口コミと玉名温泉旅館のホームページ

を見てやってきたと言っては満足して帰ってもらったと誇らしげでございました。１、

２年後には隠れ紅葉の名所として大ブレークしそうな予感がしました。写真を撮ってき

ましたので、ちょっと御紹介いたします。実はこのような大変きれいなところでござい

まして、また後でちょっと。後、２枚もございますんで。車で行けますので。まあ、そ

ういうことで、このもみじの山道を、蓮華院の奥の院までつなげれば晩秋の大きな観光

資源が生まれるであろうことはだれでも想像できます。「花の都玉名」づくりの年間を

通した戦略的コンセプトについて、また具体的で明確な方針があるのかお尋ねいたしま

す。それから知らぬ間に菜の花プロジェクトなるものを発足したようですが、それも含

めた質問をして答弁を求めますが、菜の花プロジェクトにつきましては、先ほどの答弁

もございましたので、これは、答弁は割愛して結構でございます。先ほどの答弁で十分

でございますんで。 

じゃあ、次の２番目の質問の玉名検定クイズの実施について。全国各地において、

御当地検定クイズが地域興し、ふるさと再発見の手段として盛んに行なわれています。

ふるさとを愛するということは、ふるさとの歴史を知るところに始まると言われます。

学校で、日本史は正課として勉強しますが、郷土史は個人的興味で勉強しなければ、知

る機会がありません。１区１輝運動から、２１の星事業につながる地域活性化運動の中

で、校区の歴史、文化、芸術、民話、産業などを網羅したマップが幾つか作成され、ふ

るさと再発見の資料として重宝され、役立っています。博物館も最近は行動する博物館

として天水、横島、岱明の文化財巡りなどを企画され、また西日本文化協会発行の１０

月号は、玉名特集号として編集の中心的役割を果たしていました。また伊倉のことでな

んですが、９月３０日には、伊倉十三川巡りという企画で、３０名ほどが伊倉を訪問さ

れました。２時間の予定が、かなりオーバーするほどの盛況で、歩いてみれば見えない

ものが見えてくると好評を博しました。１０月中旬には、京都から文芸評論家、慶応大

学講師という人が、伊倉は中世の面影のあるまちで、興味深い。また来年来ますと言っ

て帰って行かれました。１１月２７日には、福岡の旅行代理店、旅行雑誌社のプロジェ

クトチームが新幹線開業に伴う新しい観光ルートの開拓のため、玉名を訪問しました。

１班は蓮華院、２班は裏川周辺の視察ということで、玉名観光ガイドボランティアの手

伝いに、宮田議員とともに参加しました。私もよその校区のことは漠然とした知識があ

るだけで、人に解説できるほどの知識はありません。玉名を訪れた観光客に、初歩的な

質問をされたときに、地元の人間がその存在すら知らないということでは観光客は戸惑
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ってしまい、教養、知的レベルまでも疑われてしまいます。そこで、各校区のまちづく

り委員会から、５問程度の問題を募り、その博物館で監修して広報などで検定クイズを

実施し、市民共有の知識、教養として広めてはどうかと思う次第であります。市民共有

の知識、教養がひいては合併融和の促進に役立つ効果もあると思うのですが、市長の思

いはいかがなものかお尋ねします。答弁を聞いてから、また聞きます。 

○議長（小屋野幸隆君） 建設部長 取本一則君。 

［建設部長 取本一則君 登壇］ 

○建設部長（取本一則君） 松本議員の御質問の「花の都玉名」づくりについてお答え

いたします。本市では、市民に潤いのある生活環境と花づくりを通してコミュニティー

の場を提供するとともに、市全体が花でいっぱいになるよう、平成１３年度に「花の拠

点づくり」を立ち上げ、平成１７年の合併後は、「花の都玉名」づくりとして引き継

ぎ、事業の推進を図っているところでございます。現在、玉名２１の星事業の中で、花

づくりに取り組んでいる校区は１６校区ございます。また花の拠点づくりを行なってい

る団体は、１１団体であり、種子から花の苗まで育て、それぞれの地区の道路沿いなど

に植え、往来する市民の皆様の目を楽しませているところでございます。また市では、

このような花の拠点づくり事業を行なう団体には、事業に必要な種や肥料、土などの材

料を支給し、事業推進に努めております。市内の個人の庭を対象に景観賞を贈り、奨励

して景観向上に努めたらどうかということでございますが、手入れの行き届いたすばら

しい生け垣や庭などが見受けられ、その美しさに見せられる場所があります。今後、当

市といたしましても、このような景観について奨励制度を活用しております他の市町村

の状況を調査しながら、検討してまいりたいと考えております。花づくりの年間を通じ

た戦略についてでございますが、今後、玉名２１の星事業の中で、花づくりに関した事

業並びに花の拠点づくりに参加する団体の底上げに努めてまいりたいと考えております

ので、議員の御理解をよろしくお願いいたします。 

○議長（小屋野幸隆君） 教育長 菊川茂男君。 

［教育長 菊川茂男君 登壇］ 

○教育長（菊川茂男君） 松本議員の成人式の記念品のことについて、お答えいたしま

す。成人式につきましては、平成２０年の成人式から、新成人者で構成した実行委員会

を立ち上げ、企画・運営することし、に実施に向けて進めているところでございます。 

理由といたしましては、郷土愛を高め、社会人としての自覚を促すためで、他の市

町村においても成人者による実行委員会方式が多く取り入れられ、手作りの成人式が行

なわれております。そのため、記念品の選択等につきましても、実行委員会の意見を尊

重するということにいたしておりますので、議員の御理解をよろしくお願い申し上げま

す。 
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以上です。 

○議長（小屋野幸隆君） 産業経済部長 望月一晴君。 

［産業経済部長 望月一晴君 登壇］ 

○産業経済部長（望月一晴君） 松本議員の「花の都玉名」づくりについての中の観光

面での花を生かした戦略づくりについてお答えいたします。議員御質問の「蛇ヶ谷の

桜」、「山田の藤」、「高瀬裏川の花しょうぶ」につきましては、対外的にも広くＰＲでき

る本市固有の観光資源でもあります。中でも花しょうぶにつきましては、観光キャンペ

ーンを実施し、マスコミや旅行代理店への宣伝活動を展開しているところでございます

が、花しょうぶだけでなく、桜やつつじ、藤やみかんの花、紫陽花などの観光素材とな

り得る花や紅葉も生かしながら、九州新幹線全線開通や新駅開業を視野に入れ、観光客

誘致へとつながるような「花」をテーマにした観光戦略づくりを検討、推進してまいり

ますので、御理解のほどよろしくお願いします。 

○議長（小屋野幸隆君） 市長 島津勇典君。 

［市長 島津勇典君 登壇］ 

○市長（島津勇典君） まず、検定についての市長答弁ということでしたが、花のこと

についてちょっと。伊倉の方ではそんなに熱意が落ちてるんですか、ちょっと心配です

ね。今度もう１カ所花壇をつくりたいと思ってるんですが、伊倉の方で。減った。ほん

なら、後１つつくったらまた減って２つになったらどうしますか。冗談は別として、議

員の皆様方もいろいろな立場で、伊倉選出の方々が御苦心をいただいて御協力をいただ

いております。県とも協議しながら、中心部に花壇をつくりたいと思ってるんですが、

そんな心細いことをおっしゃらずに、ひとつ中心部でございますから、ぜひ皆さん力を

合わせて、どちらかというとあんまり緑の少ない中心部ですので、皆さんのご努力で潤

いが地域にもたらすことができるような花壇になれば、志を示していただいた方の思い

も生きるんではないかなと思っています。まだこの議会でいろいろ申し上げるというの

は、ちょっと出過ぎかな、あるいは早すぎるかなあと思いますが、非常に地域の方の善

意、あるいはふるさとへの志し、そういうものが応援団でついてくれておりますので、

ぜひ伊倉地区でそうおっしゃらずに、盛大に盛り上げていただきたいと思っています。 

それから、個人の庭とかのこれやってるんですね。熊本市でやってるんですね。生

け垣、庭、それから建物の屋上、屋上にきれいな庭をつくった。この３つに分けて、熊

本市が個人を表彰しています。ですから、１つの指摘であろうと受け止めております。 

それから成人式のことは。教育長、あれ、もう決まとっとだけん、言うた方が早か

ですね。今、成人者を２名ずつ各校区から出して、そしてどういう成人式をするかとい

うのを話し合っていただいて、それが実行委員会という形でやってる。その話の中で、

私が聞いているところでは、記念品の松を持って行くと、なかなか２次会に行ったりす
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るもんだから、持って帰りにくいというような御意見もあって、今年はばらの花のラッ

ピングを１輪ずつもらうと。何かそういうことで今準備が進んでいる。急にはやっぱり

準備が進みませんからね。ちょっと時間がかかりますから、そういうことになっておる

ようでございます。しかし、これも意見はいろいろあると思いますが、若い方々ができ

るだけ手作りの雰囲気が生きるようにという議論の中から、かつて横島や天水等が全部

成人者がやってたんですね、司会から何から。それで、私も個人的に強く意見を申し上

げて、できるだけ自分たちの手作りの成人式になるように行政が、あるいは教育委員会

がお手伝いをするような感じにできないかなあと思ってますし、そういう方向で今検討

を続けていただいておりますから、そういう雰囲気の成人式になっていくんだろうと思

っております。 

今、玉名地域合併したんで、それぞれの地域にいろんな歴史的なもんとか、文化的

なものもあるんで、それをお互いに持ち寄って、玉名の検定クイズにしたらどうかと、

こういうお話でした。検定する、クイズにするかどうかは別にして、私も同じような発

想を持っておりまして、随分早い時期に文化課の方に問題は投げております。早く各校

区から代表的な方々を出していただいて、それぞれの校区にある歴史とか、物語とか、

あるいはその地域が自慢にしているものとか、そういうものを各校区３編なり、５編ず

つぐらい出してもらう。そすと２１校区ありますから、相当の数になる。それを本当は

合併記念日ぐらいに間に合えばいいなあと思ったら、なかなかそう簡単にいきません。

しかし、検定という発想は私の中にありませんでしたが、それぞれ合併したんで、それ

ぞれの地域のことをお互いに思い起こしながら、それが融和になるというのは、私も同

じ考え方で。なかなか海岸線の者は、山間部の、例えば、三ツ川とか石貫、糠峯、どう

いういわく、歴史があるとか、文化があるとかというのそこまで知りません。恐らくそ

ういう地域の方々は海岸線のことについてはあんまり御存じない方が多いだろうと。そ

れならば、合併した時点で、それぞれの地域のそういうものを持ち寄ったものを小冊子

にでもして、あるいは極端なことを言うならば、学校の副読本に使ったっていいではな

いかと、そういう発想で、ちょっと指示はしとるんですが、なかなか前に進みません。

発想としては松本議員と同じような発想でございますから、何らかの形で動いていって

くれればいいなあ。これ、教育委員会ですかね。また改めて資料をいただきたいと思っ

ております。 

それから、もう１つ花のことでちょっと言い忘れましたが、これはやがて今、新幹

線建設課が窓口になったんで、ちょっとあれですが、渇水対策として石貫の方で始まり

ます。その事業計画を、今建設課あるいは耕地課が中心になって今どういう渇水対策に

するかということが、今検討を玉名市の方でしております。それで、私から強く福岡の

方の機構の方にも申し上げておったんですが、少し玉名市の思いを入れさせてください
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よということを申し上げたら、結構ですというお話でしてね、どういうことになってる

かわかりませんが、ため池をつくるような折に、単なるため池ではおもしろくないと。

やっぱりため池を生かして、そこにさっきなんかもみじの話が出てましたが、例えばも

みじ林をつくることはできないか。そういう個性をつくった渇水対策にできればいいな

あということで、今鋭意をあげて準備をしております。そういうことは、進んでいると

思いますので、期待をしていただいていいのではないのかなあと。これ、金はかから

ん。金は向こうが出す話ですかね。やっていければいいなあと、そういうふうに思いま

す。答弁になりませんでしたが、そういうことです。 

○議長（小屋野幸隆君） １６番 松本重美君。 

［１６番 松本重美君 登壇］ 

○１６番（松本重美君） 細かく答弁いただきまして、ありがとうございました。私

は、その成人式に記念樹を送るという形がこれからも継続していくものと思っていまし

たので、花づくりの一環として成人式を利用した普及の手段もあるのではないかと思

い、質問した次第で、今後、成人式のあり方が変化していくなら、それはそれで結構だ

と思います。それから、今年は台風の影響もなく、菊池川のはぜ並木も久しぶりにきれ

いな紅葉を見せていました。１１月２３日のはぜまつりに山鹿の菊池川河川事務所から

管理課長も見えておられました。そこで、新幹線と改修が終わった木の葉川堤防の寺田

水門から田崎橋までの約２キロメートルが並行するので、車窓から眺められるように、

そこに桜並木の植栽が可能かどうか尋ねたところ、河川事業も近年は水環境、美観、景

観整備に力点を置くようになっているので、やり方、方法はいろいろありますという返

事でした。要するに、地元でやる気があればできますよということです。また、新幹線

新玉名駅は、森の駅をキーワードに徹底した田舎ぶりを売りにするコンセプトのようで

すが、それには、小岱山を春は桜、夏休みはキャンプ、山登り、くわがた、かぶと虫と

昆虫の宝庫。秋は紅葉と温泉など楽しく遊べて、リピーターが期待できる里山として整

備することが「花の都玉名」づくりの戦略ではなかろうかと思います。それから新幹線

開業後、限界集落や水資源環境などを語り合う里山シンポジウムなどを開催すれば、小

岱山は新幹線で行ける里山としてマスコミの注目も浴び、里山のメッカとして脚光を浴

びることも可能ではないかと思うところです。 

玉名検定クイズの発想は、例えば伊倉の史跡を訪ねて来た人やグループが、町の人

にあれこれ聞いても、そのことならあの人に聞きなっせと丸投げしてしまうところに問

題があり、いっこうに知識が普及しません。「どがんかせないかん」という思いから出

たものでございます。核家族化が進み、せっかく語り継ぐべきものがあっても、世代間

の断絶の中で、忘れ去られてしまう恐れがあります。文化こそが精神のバックボーンで

あり、地域連携の基礎をなすものです。けして難しく、学術的なものを求めているので
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はなく、初めはおもしろクイズのようなもので、結構ではないかと申し上げて、最後の

質問に移ります。 

栄養教諭制度について、平成１７年にスタートしたこの制度は学校で「望ましい食

習慣」や「食の自己管理能力」を学べるように、栄養についての教育能力を持った人た

ちを学校に派遣できるようにと考えて始まりました。管理栄養士、または栄養士が教育

課程を取得すると学校で栄養教諭として活躍できるものであります。栄養や食事に関す

る正しい知識を教えると同時に、どんなふうに食べればいいか、自分で判断できる子ど

もを育てるためには、欠かせない存在として注目されています。食育と学校給食の管理

が同時にできるので、高い相乗効果も期待されています。先頃、文部科学省は、来年の

通常国会に提出予定の学校給食法の大幅な改正案を示しました。当初、学校給食法は、

戦後の食糧難を背景に、不足しがちな栄養を給食で補うことを目的としましたが、現在

では子どもの栄養過剰による肥満と食生活の乱れが成人病予備軍と指摘され、平成１７

年「食育基本法」が成立、学校給食法も見直しを迫られていました。主なポイントは１

つ学校給食の目的を従来の「栄養改善」から「食育」に転換する。２.地元の伝統文化

の中で育まれた食材を給食に活用し、生産者との交流を通じて食への感謝の念や郷土愛

を育てる。３.子どもに必要な栄養の量やバランスを示す。４.食中毒防止策など衛生管

理の基準を規定し、徹底させる。５.食育を推進する栄養教諭の役割を条文に盛り込

み、明確にするなどとなっています。この改正法の最大の目玉、栄養教諭の役割の条文

は、１.栄養管理。２.食育に関する学校全体の計画づくり、３.一般教員への指導。４.

地域や家庭などとの連携を担うとなっています。この栄養教諭制度は平成１８年４月か

ら導入が始まり、全国２６県、１８人からスタートして、５カ月後の９月には２６県の

３０６人となっています。現在は、もっと増加しているものと思われますが、熊本県の

実情と合わせて、最新の情報を教えてください。このように学校給食法が改正され、栄

養教諭の役割が条文に盛り込まれるようになりますと、全国の小中学校で一気に導入が

進み、人材の不足や奪い合いが生じるのではないかと予想されます。熊本県及び玉名市

は全国有数の食糧生産基地であり、食の生産と消費が表裏一体をなす地産地消の典型的

な土地であります。この学校給食の改正は玉名市のような地方、農村地帯にこそ最も相

応しい事柄ではないかと思うのですが、玉名市はこのような時代の変化を十分把握して

いるのか、また対応に抜かりや遅れはないのかお尋ねいたします。 

○議長（小屋野幸隆君） 教育長 菊川茂男君。 

［教育長 菊川茂男君 登壇］ 

○教育長（菊川茂男君） 栄養教諭制度について、松本議員の質問にお答えいたしま

す。この制度は議員もおっしゃるように、学校教育法の一部改正によりまして、平成１

７年４月１日から施行されたことにより、創設された新しい制度であります。 
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この制度の趣旨は児童・生徒の食生活の乱れが深刻化する中で、学校における食に

関する指導を充実し、栄養に関する専門性と教育に関する資質をあわせ有する栄養教諭

が、食に関する指導に当たることができるようにすることで、児童・生徒が望ましい食

習慣を身に付けることができるようにということで設けられております。栄養教諭にな

るためには、大学における所用単位の取得により、栄養教諭免許状取得後、熊本県教育

委員会が実施いたします公立学校栄養教諭任用選考考査に合格する必要があります。本

年度は１２月９日に実施されております。聞くところによりますと、約３倍強の競争率

であるということでございます。栄養教諭の主な職務内容は、児童・生徒の栄養に関す

る指導及び管理をつかさどると法令に規定されております。また、先ほど議員からもあ

りましたように、このような流れを受けて、平成１７年６月に食育基本法が成立いたし

ております。さらに来年の通常国会に学校給食法の改正案が提出される運びと聞いてお

ります。このように見てまいりますと、栄養教諭の果たす役割は、大変重要なものであ

ると、こう考えております。熊本県における栄養教諭の採用状況につきましては、平成

１９年度、１５名の栄養教諭が任用されており、学校教育活動全体を通した食育の推進

に当たっておられます。全国的には、平成１９年度９月末現在で、４５都道府県、９８

６人が配置されております。現在玉名市の小中学校においては、栄養教諭の配置はあり

ませんけれども、全小中学校において食育を推進し、学校栄養士が学校からの要請があ

る場合は、学校と連携をとりながら、食事の重要性、食品の選択、心身の健康、感謝の

心、社会性等の育成を図っているところであります。あわせまして、学校給食の実施に

あたりましては、地元の食材を活用し、郷土への愛着を育てるという趣旨から、主食で

ある米につきましては、１００％ＪＡたまなの地元産米を使用しております。そのほ

か、野菜等につきましても、地元の農産物をより多く提供することを基本に考え、納入

業者の方々にお願いし、実施しているところであります。また、２カ月に１回の割合

で、荒尾、玉名郡市の学校栄養士１３名の先生方が献立検討会を実施し、食材の納入等

について情報交換等を行なっているところであります。食育は生きる上での基本であ

り、知育、徳育及び体育の基礎となるべきものと位置づけ、健全な食生活を実践するこ

とができる人間を育てる教育をさらに推進していく所存であります。なお、栄養教諭の

玉名市への配置につきましては、熊本県の教育委員会と十分連携を図りながら努力をし

てまいりたいと、こう考えております。 

以上でございます。 

○議長（小屋野幸隆君） １６番 松本重美君。 

［１６番 松本重美君 登壇］ 

○１６番（松本重美君） はい。どうも、ありがとうございました。健全な子どもたち

が育成できますように、一層の努力をお願いいたします。食の評論家の服部幸應氏は、
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１５年以上前から、食育の必要性を訴えてきた人であります。この人が書いた本の中

に、ちょっとおもしろい一説がありますので、ご紹介して終わりたいと思います。 

食育基本法は、実はこうしてできたという裏話であります。前後は省略しますが、

私は故橋本龍太郎さんが総理の時から、お会いするたびに食育の大切さを直接お話しさ

せていただいていました。橋本さんは、これは大事だねとおっしゃいましたが、なかな

か先には進みませんでした。その後、当時の森総理大臣にも話をさせていただきました

が。その場で一言、それは家庭ですることだからとの一言でした。もし、厚生大臣時代

の小泉さんが、私と巡り会って、私の話をなるほど子どもの頃からの食習慣は本当に大

切だねと言ってくれなかったら、そして、小泉さんが総理にならなかったら、この法律

はできなかっただろうと思う。そして、食育という言葉も日の目を見ることはなかった

だろう云々とあります。各総理大臣の性格を端的に表現して興味深く読みました。リー

ダーといわれる人は時代の風、空気を読む力がないと短命に終わるということです。そ

の点、我らが島津市長はハイブリッド車の導入、菜の花プロジェクトに見られるよう

に、天性の勘の鋭さで時勢の空気を読み、的確な判断力、日本一の演説力を身にまと

い、エースの勇ちゃんとして玉名新時代を築いて行かれることと思います。いい人は早

く死ぬといいますので、健康にはくれぐれも留意して活躍されることを祈念して質問を

終わります。 

○議長（小屋野幸隆君） 以上で、松本重美君の質問は終わりました。 

本日の日程は終了いたしました。繰り返します。以上で、本日の日程は終了いたし

ました。 

明１４日は定刻により会議を開き、一般質問を行ないます。 

本日は、これにて散会いたします。 

どうも、ご苦労さまでした。 

午後 ６時２９分 散会 



第 ５ 号

１２月 １４ 日（金）
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午前１０時０１分 開議 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

○議長（小屋野幸隆君） おはようございます。 

 ただいまより本日の会議を開きます。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第１ 一般質問 

○議長（小屋野幸隆君） 日程に従い、一般質問を行ないます。質問は通告の順序によ

って許すことにいたします。 

 ６番 前田正治君。 

［６番 前田正治君 登壇］ 

○６番（前田正治君） おはようございます。日本共産党の前田正治です。通告に沿っ

て一般質問をします。きのうの質問と重なるような部分もありますが、執行部の明快な

答弁をお願いいたします。 

高齢者の暮らしの実態は今どうでしょうか。国民生活基礎調査によりまして、高齢

者のみの世帯の年間の所得を見てみますと、１００万円未満が１７.４％、１００万円

から２００万円が２６％、２００万円から３００万円が１９.８％でありまして、実に

全体の４４％が２００万円未満であり、３００万円未満まで見てみますと全体の６３％

に当たります。お年寄りはお金持ち、このようによく言われておりますが、実態とはか

け離れた厳しい現実がそこにあるわけであります。国民年金だけしか受給していない人

が全国で９１０万人、受給額は平均で４万６,６００円でありまして、月に２万円ある

いは３万円、中には年金をもらえないそういう高齢者もいるわけであります。さらにこ

の間に政府が推進してきました構造改革では、高齢者をねらい撃ちした年金控除の引き

下げによる年金への課税の強化、住民税非課税措置の廃止など高齢者の暮らしをめぐる

状況は大変厳しいものがあります。人間誰もが人間らしく安心してのびのび暮らした

い、こういう思いを持っておりますが、今まさにお年寄りの安心が奪われていく、そう

いう気がしてなりません。そういう中で来年４月から後期高齢者医療制度が始まりま

す。後期高齢者医療制度を含む医療制度の改革が来年４月からスタートするにもかかわ

らず、制度の周知はまだまだ十分ではありません。ところが、医療費の負担増や保険料

の負担増が明らかになる中で、制度の見直しや中止を求める世論がだんだん大きくなり

まして、政府も一部凍結をしてスタートせざるを得ない、そういう状況に追い込まれて

おります。凍結といいましても、これは負担増の先送りにすぎません。高齢者の先々の

暮らしに大きな影響をもたらすものだと思います。 

さて１番目の国民健康保険について、２番目の後期高齢者医療制度について、一括

して質問します。 
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まず国保について１点目、後期高齢者医療制度は国保の財政にどのような影響を与

えていくか。 

２点目、国保における資格証明書や短期保険証を発行するに当たり、交付する基準

は定めてあるのか。また、この間、資格証明書や短期保険証を発行してきた、その効果

をどのように評価されておられるか。 

３点目、後期高齢者医療保険の保険料が来年４月から年金受給額から天引きされる

こととなり、同時に６５歳から７４歳の国民健康保険税も年金から天引きされることに

なります。つまり、来年４月からは６５歳以上の人は介護保険料と国保税、７５歳にな

ると介護保険料と後期高齢者医療保険の保険料、それが年金から天引きされることにな

るわけであります。その周知についてどのようにされているか。 

４点目、来年４月から始まる特定保健指導について、特定健診率を上げるための施

策についてはどのような計画がなされているか。 

続きまして後期高齢者医療制度についてであります。現在は、若い人も高齢者も国

民健康保険や組合健保やあるいは組合共済など、いわゆる老いも若きも同じ健康保険に

加入していたわけですが、後期高齢者医療制度では７５歳以上の高齢者、つまり、これ

は社会的弱者を今までの健康保険から切り離したわけであります。 

そこで１点目、後期高齢者医療制度は今までの制度と比べて、どのようなメリッ

ト、メリットというとちょっと語弊もありますが、どういった前進面、わざわざ従来と

別立てにするわけでありますから、そういった前進面が期待できるのかどうか。制度の

紹介も含めて保険料、徴収方法、あるいは対象者、特別徴収対象者などもお知らせくだ

さい。 

２点目、国民健康保険から後期高齢者医療制度にかわる７５歳以上の世帯で、保険

料の負担増になるところはないか。 

３点目、現在、健康診断は４０歳以上すべてが対象者になっておりますが、来年か

らは７５歳以上の後期高齢者の健康診断は、広域連合による努力義務に変わります。７

５歳以上の高齢者に対する健康診断について来年から実施されるのかどうか。また実施

するとしたら、その財源についてはどのように考えておられるか。 

４点目、６５歳から７４歳までの方の障害者医療費助成の制度がありますが、これ

は４月以降も今まで同様なのかどうか。 

５点目、高額医療費の取り扱いにつきまして、これは現在１回申請するとその後は

長期に入院している方は自動的に本人の銀行口座に超えた分だけが払い戻しをされる、

そういう仕組みになっております。その都度申請することはしなくてよかったわけです

が、こういった制度について変更はないかどうか。 

以上、質問いたします。 
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○議長（小屋野幸隆君） 市民環境部長 黒田誠一君。 

［市民環境部長 黒田誠一君 登壇］ 

○市民環境部長（黒田誠一君） おはようございます。前田議員の国民健康保険の後期

高齢者医療制度は国保の財政にどのような影響があるかについて、お答えをいたしま

す。昨日の田島議員の御質問の答弁と重なるところがあると思いますが、よろしくお願

いいたします。来年度から後期高齢者医療制度が始まりますが、国民健康保険制度も大

きく変わることが予定をされております。国民健康保険財政の歳入の視点では、国民健

康保険税の賦課限度額が新たに後期高齢者支援金分として１２万円が創設されることに

なります。実質的には３万円の引き上げとなります。しかし、７５歳以上の被保険者が

後期高齢者医療制度に移行するため、保険税の減収と収納率の低下が懸念されるところ

でございます。さらに、現行の退職者医療制度の廃止に伴い、療養給付費等交付金の減

額や前期高齢者医療の創設による新たな交付金が発生いたします。また軽減措置につい

ては４年間の経過措置があるため、軽減分に対する一般会計繰入金はほぼ変わらない状

況となります。一方、歳出の視点ではどのようになるかを予測いたしますと、現行の退

職者医療制度の廃止に伴い、保険給付費の一般保険者の療養給付費、療養費、高額療養

費は大きく伸びるものと思われます。また葬祭費などで約１,０００万円の減額、老人

保健拠出金から後期高齢者支援金と名称が変わりまして、約１割の減額。前期高齢者納

付金の創設も予定をされているところでございます。 

以上、述べましたが、内容は来年度の後期高齢者医療制度の創設に伴い、国民健康

保険制度の主な制度改正となる予定でございまして、昨日も申し上げましたとおり、厚

生労働省からの来年度予算に関する詳細な情報は来ていない状況でございまして、細部

にわたっての積算ができておりません。今のところお示しできない状況でございますの

で、御理解のほどよろしくお願いをいたします。 

次に資格証明書や短期保険証の交付基準は設定してあるかについてお答えいたしま

す。交付基準につきましては、玉名市国民健康保険税滞納対策実施要綱に基づいて事務

を行なっております。具体的に申しますと、まず短期被保険者証の交付対象者を第９条

第１項第１号に「前年度分以前の滞納がある世帯主」、第２号に「現年度の滞納額が４

期以上ある世帯主」と定め、３カ月以内の短期被保険者証を交付をしております。次に

資格証明書の交付対象者ですが、国民健康保険法施行規則第５条の６に規定されており

ます「納期限から１年間納付がなかった世帯主」に対し、交付対象者ととらえまして、

次に、この交付対象者の方々に「滞納につき特別な事情」を伺うために通知を郵送し、

納税相談等を含め、滞納の現状把握に努め、この呼びかけにお出でいただけない滞納者

に対して資格証明書を交付しているところでございます。また、発行の効果をどう評価

しているかと申しますと、平成１９年８月の保険証の一斉更新時に交付しました短期被
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保険者証は１,０２９件で全体の約７％、資格証明書は２２１件で約１.５％という状況

でありました。現在は短期被保険者証８９２件、１３７件の減、資格証明書１８７件、

３４件の減になっております。短期被保険者証や資格証明書の交付が、即滞納額の削減

につながればよいのでございますが、まず、滞納者との面接の機会をより多く設け、滞

納者の現状分析に努め、新たな滞納を生じさせないための施策等をとられているところ

でございます。 

次に、６５歳から７４歳までの国保税の年金天引きについての周知についてお答え

をいたします。今回の制度改正により特別徴収の時期については、平成２０年４月もし

くは１０月からの開始となっておりますが、本市といたしましては平成２０年１０月開

始で準備を進めているところでございます。周知方法につきましては、国保税条例の一

部を改正する条例を来年の３月定例議会に提案し承認後、広報紙、ホームページ等に掲

載するとともに、平成２０年７月の当初納付書発行時に、該当予定者に制度改正内容を

記載したものを同封し、周知を図りたいと考えております。 

次に、特定健診率を上げる施策についてお答えをいたします。まず、今年度までは

市町村が実施主体となっておりまして、老人保健法に基づく基本健診が、各医療保険者

が実施主体となり、高齢者の医療の確保に関する法律に基づく「特定健康診査・特定保

健指導」と変わります。厚生労働省は、各医療保険者の参酌基準を示しており、これら

の数値をクリアできなかった場合には、後期高齢者支援金に加算がなされるというふう

になっております。また高齢者の医療の確保に関する法律において、「特定健康診査等

実施計画書」の策定も明文化されており、現在実施計画書の作成を行なっているところ

でございます。この計画書の中には２０年度から２４年度までの受診率等の目標値を定

めることとなっております。その目標値を達成するための施策といたしまして、広報紙

やホームページにおいて市民への周知を図ることはもちろん、全世帯へのパンフレット

の配付や地域住民や各種団体への説明会の実施など周知徹底を図り、また、市民のニー

ズに合わせまして土曜・日曜を含めた健診を計画をしておりますので、議員の御理解を

よろしくお願いいたします。 

次に、後期高齢者医療制度についてでございますが、今までの制度と比べ、高齢者

にとってどんなメリットがあるかについてお答えいたします。７５歳以上の後期高齢者

の方は生理的機能や日常生活動作能力の低下による病状が増加するとともに、生活習慣

病を原因とする疾患を中心に入院による受療が増加するといった特性がございます。こ

うした心身の特性等にふさわしい医療を提供することが求められておりますが、現在の

老人保健制度においては、次のような問題点が指摘をされております。まず、保険税の

決定主体、まあ老人医療でございますが、それと給付主体、まあ玉名市ですが、市町村

でございますが、別々であり、財政運営の責任が明確でないこと。また、拠出金の中で



 －144－

現役世代と高齢者の保険税は区分されておらず、両者の費用負担関係が明確でないこと

が挙げられます。このため、現役世代と高齢者世代の負担を明確にし、公平でわかりや

すい制度とするため、新たに創設されたものでございます。また、現在の老人医療と同

じような給付を受けますので、医療の状況については同じであるというふうに考えてお

ります。 

次に、保険料と徴収方法についてでございますが、本市の被保険者は約１万６００

人、保険料額が５億８,５００万円、特別徴収対象者が９,５００人と推計をしてござい

ます。また、徴収方法には特別徴収と普通徴収がございます。 

次に、国保から後期高齢者医療制度に変わり、負担増にならないかについてお答え

いたします。昨日の田島議員の御質問の答弁と同じでございますが、平成１９年度国保

税でも来年度は税率改正や制度改正を予定はされております。また、後期高齢者医療制

度そのものも違いますので、家族構成、資産状況、税率等を考慮すると単純な比較は難

しいところでございます。 

次に、７５歳以上の健診とその財源はどうするかについてでございますが、健診に

つきましては、後期高齢者医療では努力義務となっておりますが、広域連合では実施す

る方向で検討がなされております。費用については国の健康診査補助金が３分の１で、

残りを保険料と個人負担金１人当たり８００円で賄う予定となっております。 

次に、障害者医療制度あるいは高額療養費の取り扱いはどうなるかについてお答え

いたします。現在の老人医療と同じく、現在申請されている方はそのまま後期高齢者医

療制度に移行され、新たに後期高齢者になられる方は一度手続をしていただきますと支

払われた医療費が自己負担限度額に達した場合、超えた金額が申請された口座に振り込

まれます。現在と同じような状況になると。高額療養費も障害者医療制度も同じである

ということであります。 

以上でございます。 

○議長（小屋野幸隆君） ６番 前田正治君。 

［６番 前田正治君 登壇］ 

○６番（前田正治君） １つだけちょっと聞き漏らしたことがありますけど、６５歳か

ら７４歳の障害者医療費助成については従来どおりかどうかということ、これは後で一

緒に答えてください。 

再質問します。まず国保、国民健康保険のもとでの資格証明書、短期保険証につい

てであります。交付基準を定めた玉名市の国民健康保険税滞納対策事業実施要綱により

ますと、おっしゃったようなことが書かれておりました。私も見ました。その目的とし

て国民健康保険、まあ前文があるんですけど、「国民健康保険税の早期かつ確実な収納

の確保を図り、もって国民健康保険事業の円滑な運営に資することを目的とする」と。
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つまり収納対策事業としての位置づけが大きいんじゃないかというふうに思うわけで

す。２００６年６月１日現在の国民健康保険税の滞納率、これは全国で熊本が全国の中

では２０番目でありますが、資格証明書や短期保険証の、これ合わせた合計の発行数は

全国で１番目になっております。玉名市におきましても、先ほど言われた数字と若干違

うんですが、平成１８年の６月１日現在と平成１９年の６月１日現在を調べてみます

と、滞納世帯は２,４０５世帯から１,６７４世帯。計算すると７３１世帯減少しており

ます。ところが資格証明書、短期保険証の滞納世帯に対する発行率、これは資格証明書

については１０.７％から１４.５％に上がっており、短期保険証については３７.０％

から５４.５％に増加していると。滞納世帯が減少したわけですので、資格証明書、短

期保険証の発行も減少していいはずだと思いますが、いわゆる悪質滞納者がそれほど玉

名市内は多いのかなあとそういう思いもするわけです。この資格証明書、短期保険証の

発行に当たっての効果というようなことでの質問に対して、滞納者等面接の機会を多く

設けて新たな滞納を生まない、そういう努力をしているということでありますが、平成

１９年度における国民健康保険の事務打ち合わせ、指導監督の留意事項についてという

文書が厚生労働省から出されております。その文書によりますと短期被保険者証、資格

証明書の交付についてということで、前文があるんですけど、「なお、資格証明書及び

短期被保険者証の交付は保険料、保険税滞納者との交渉の機会がふえますので、滞納理

由についての弁明の機会の付与を通じて、納付相談、納付指導を実施することができる

こと並びに生活に困っている世帯を発見し、生活保護などにより支援することができま

す。以上のことから資格証明書及び短期被保険者証の交付は、単なる収納対策ととらえ

るのではなく、被保険者の支援という視点で、これを有効活用することが重要でありま

すので、交付基準を定めることは必要ですが、滞納者に一律に交付するのではなく、個

別事情を勘案しつつ交付するように」と。こういったことが指導文書として出ているわ

けであります。そこで実際に滞納者と面接し、あるいは弁明の機会を通じて一律には発

行していないというようなことでありますが、その一律に発行しないための歯どめとし

て、先ほど言われました国民健康保険税滞納対策事業実施要綱によりますと、審査会で

最終的に審査すると、そういうふうになっております。そこで、審査会の中でも実際に

面接して、その中身をチェックするようなことになるかと思いますが、面接し、あるい

は弁明の機会を通じて生活困窮または生活保護基準以下の世帯に対する具体的な指導、

支援は一体どういうことがなされたのか。この点ちょっとお尋ねします。 

次に、６５歳から７４歳の方の国保税を年金から天引きする問題についてでありま

すが、後ほど周知をするということですが、現在高齢者世帯の中で滞納を余儀なくされ

て、場合によっちゃ国民健康保険税を分納されている、そういう世帯もあるかと思いま

すが、そういう世帯に対して天引きということになるのかどうか。その対応についてど
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のように考えておられるか、お尋ねします。 

３点目、特定健診とそれに伴う特定保健指導などの健康づくりの体制という点では

計画書を今、策定中だということでありましたが、実際に人的な体制として保健師の配

置など十分なことがとられているかどうか、ちょっとお尋ねします。 

４点目、後期高齢者医療制度におきましても保険料の滞納者には国保と同じような

資格証明書や短期保険証の交付がなされるようになります。保険料は年金から天引きに

なりますので、どういう人が滞納になる可能性があるかと考えますと、これは年金をも

らっていない人、そういう無年金者の人などが考えられるわけです。大方は収入も少な

いのではないかと予想するわけです。現在、国民健康保険制度のもとでは老人保健加入

者には資格証明書を出してはいけないということになっておりますが、後期高齢者医療

制度に変わりますとその歯どめもなくなります。後期高齢者医療制度における資格証明

書発行は、私は実施すべきではないと思います。後期高齢者医療制度の運営主体、これ

は玉名市じゃなくて広域連合でありますが、資格証明書、短期保険証の発行するに当た

っての留意点を考えますと、これは直接市民と接する市町村の窓口にこういった事務が

ないと、なかなか住民に対する不安が払拭しきれないんじゃないかなあと。住民の顔が

見えるところにこういう発行する窓口もですね、つくらんといかんとじゃないかなあと

いうふうに思うわけです。広域連合では個々の実情、実態がよく把握できない心配があ

りますが、短期保険証、資格証明書発行に当たっての実際の事務的な手続云々は、一体

どのようになっているのか。以上、お尋ねします。 

それと特定健診の周知ということが今後課題となってくると思いますが、これはや

っぱし一大改革になるわけですので、実は私も健診もほとんどやってなくて、多分メタ

ボでひっかかるとじゃないかなあというふうに思っているわけですが、以前玉名市が旧

玉名市がゴミ有料化に踏み出したときに、地域をくまなく細かく説明会を開いて周知徹

底を図ったことがあります。そういった規模でですね、やっぱし特定健診については周

知徹底を図る必要があるんじゃないかなという思いがしております。なぜなら健診率が

低いとその５年後ですか、いろんなペナルティーも準備されているということですの

で、今度の医療制度改革によって、先ほどメリットはどういう点があるのかなあという

ようなところの項目の中では、現役者と老人の費用負担を明確にするというような、そ

ういったことが答弁としてありましたが、保険というものは大体そのやっぱ病気する

人、健康な人一緒になって、もし、いざというときにどがんかなったときに保険で手助

けできると、そういった安心の制度としてあるわけですので、費用負担を明確にすると

何か老人と現役世代をこうちょっと言い方悪かですけど、対決させるというかな、そう

いうふうな構造になってくるんじゃないかなあという心配が上がります。 

再質問、ちょっと答えをもらってから進みます。 
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○議長（小屋野幸隆君） 市民環境部長 黒田誠一君。 

［市民環境部長 黒田誠一君 登壇］ 

○市民環境部長（黒田誠一君） 前田議員の再質問にお答えをいたします。まず１点

目、障害者医療制度６５歳から７４歳までとの説明ということでございますが、これは

従来と変わらないということでございますので、よろしくお願いいたします。 

まず、最初の資格証明書や短期保険証の交付金４割が下がるとどうしているかとい

うことでございますけれども、弁明の機会とか生活困窮者に対する対応とかいうことで

ございますけども、その辺については、今のところ現在はしておりません。ただそれに

つきましては、前田議員が言われましたとおり大変必要であるというふうに考えており

ますが、先ほど答弁申しましたとおり滞納者の面接の機会をより多くし、現状に努め、

新たな滞納を生じさせないように努めているところでございます。これから研究をして

まいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

それから分納についてどうするかということでございますけども、これにつきまし

ても今から準備をしているところでございますので、もうしばらく時間をいただきたい

と思います。 

それから特定健診及び特定保健指導の体制についてでございますけども、特定健診

及び特定保健指導の体制につきましては、議員も御承知のとおり来年度から医療保険者

に対し、特定健診及び特定保健指導が義務化されます。特定健診につきましては、従来

どおり集団検診、個別健診、人間ドックを行ない、医療機関に委託する方向でございま

す。また保健指導につきましては本市の保健師で対応する方向で準備を進めておりま

す。特にその中で保健師の確保についてはということでございますが、非常に産休の多

い状態でございますが、保健センターと各総合支所の保健師で対応し、平成１８年度か

ら特定保健指導と同じ内容であります国保ヘルスアップ事業に取り組んでおりますし、

また保健師の資質の向上にも努めているところでございます。あわせまして平成２０年

度には保健師の採用と臨時保健師の賃金の改正をお願いをしているところでございま

す。 

それから先ほど言われた資格証明書の後期高齢者についての発行はどちらかという

ことでございますけれども、後期高齢者医療制度の発行者は広域連合となっておりま

す。またその交付者は市町村となっておりますし、その発行の目的は国保と同様に滞納

者との面接の機会を多く設け、状況確認を行なうとともに特別な事情に該当するかしな

いかを把握するために設けるということでございますので、国保と同じような状況でご

ざいます。 

それから、特定健診について周知をということでございますけども、全世帯のパン

フレット配付あるいは地域住民や各種団体への説明会などを徹底して行ないたいと思っ
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ておりますので、よろしくお願いいたします。 

以上でございます。 

○議長（小屋野幸隆君） ６番 前田正治君。 

［６番 前田正治君 登壇］ 

○６番（前田正治君） きのう帰りましたら「広報たまな」が届いてました。中ば見た

らきょう質問することに後期高齢者医療制度の説明がびゃっと書いてあってですね、医

療制度がこのように見直しについてということもびゃっと書いてあって、先手打たれた

かなあという気がしましたけど。医療の改正の際に国会では、この制度の通知を十分行

なうように配慮することが求められております。そういったことの関係からあるいは市

民サービスを充実させるとか、その一環としてこういったこともなされるかと思います

が。７５歳以上の年代は小学生や中学生の時代、終戦を迎え、戦後の復興の中心になっ

て頑張ってきた、そういう世代であります。そういう人たちにとりまして、この後期高

齢者医療制度は私は大変厳しい制度であるというふうに思っております。それで、私た

ち日本共産党は中止撤回を今求めて国会でも運動しておりますが、４月の実施の凍結見

直しを求める、そういう世論も今全国に広がって、各地でその旨の意見書を採択する議

会もふえております。医療費の削減が、この制度の大きなねらいのようでありますが、

年をとれば入院も通院も、これは多くなる、当然のことであります。介護保険の年間の

利用状況のお知らせ、あるいは医療保険による医療費用のお知らせが各家庭に届いてお

りますが、これは費用対効果は一体どうなんでしょうかね。こういったお知らせを見た

市民からは「こぎゃんかかっておると思うと気が引ける」と、そういう話、声をよく聞

くわけです。困ったときに気兼ねなく利用して安心して治療に専念できるための保険、

相互扶助でありますから、国民の理解を得られる制度に改善できることを強く要望し

て、これ国に対してですよ、要望して、もちろん自治体レベルからも意見を上げてほし

いんですけど、そういったことを要望して今度保育所についての質問に移ります。 

次に、保育所についてであります。９月議会来、また、昨日も保育所民営化につい

ての質問がありましたが、岱明町の保育所におきましては、派遣契約に基づく保育士の

配置が合併以前からなされて、合併後も２年間が今経過しようとしております。派遣契

約についてのこれまでの評価と今後の対応についてお尋ねいたします。各地の状況や賃

金、保険、勤務時間、有給休暇などの労働条件も含めてお答えください。 

２番目、ちどり保育所、天水東保育所が民営化されることについて。９月議会から

の続きとして質問します。現在地での保育を実施すること、給食は自園方式になるのか

どうか、保育所運営を分園とするということも考えの中にあったようですが、実際はど

ういう方向になっていくのか。天水東保育所は最近定員割れがずっと続いております

が、定員の見直しについてはどういうお考えを持たれているか。 
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以上、お尋ねします。 

○議長（小屋野幸隆君） 総務部長 元田充洋君。 

［総務部長 元田充洋君 登壇］ 

○総務部長（元田充洋君） 前田議員の保育所についてお答えいたします。まず、保育

所の保育士の派遣契約についてでございますが、労働者派遣法に基づく労働者派遣契約

を締結し、現在４保育所に保育所業務補助として２１名を受け入れており、契約の期間

は１２カ月間としているところでございます。前田議員御質問の受け入れ保育士を３年

を超えて引き続き業務に従事させるという場合は直接雇用の義務が発生するので、３年

を超えたときの考えはということについてでございますが、派遣労働者の受け入れ期間

は３年を超えて引き続き同一の業務に継続して派遣労働者を従事させるような場合に

は、議員御指摘のとおり雇用契約の申し込みをしなければならないとされております。

今後、派遣労働者と臨時職員との整合性を模索しながら、市の保育業務全般に機動的な

組織体制をつくり上げてまいりたいというふうに考えているところです。また、派遣労

働者の各市町の受け入れ状況についてでございますが、各市町の受け入れは２市６町１

村でございます。次に、派遣労働者と保育士の臨時職員の賃金、勤務条件等の比較状況

につきましては、１８年度決算額の賃金は派遣労働者の保育士の賃金が日額６,５６０

円と賞与を加えた年収入額は約１７３万円で、保育士の臨時職員の賃金は日額６,８５

０円で年収入額が約１７１万円となります。なお、勤務条件等につきましては、有給休

暇で派遣労働者が年間１０日に対し、臨時職員が半年で３日の付与と多少差異があるも

のの、ほかの勤務条件はすべて同じということになっているようでございます。 

以上です。 

○議長（小屋野幸隆君） 福祉部長 井上 了君。 

［福祉部長 井上 了君 登壇］ 

○福祉部長（井上 了君） 前田議員のちどり、天水東保育所の御質問にお答えいたし

ます。まず、４月から民営化を実施予定の２つの保育園に対しましては、本園として現

在地で保育を実施いたします。分園方式はとりません。それから、給食の調理につきま

しては、２つの園とも保育所内で調理を行なう自園調理方式といたします。最後に、定

員の見直しでございますが、２園とも現在の定員は４５名でございます。ちどり保育所

におきましては、定員までの入所が見込まれますけれども、天水東保育所では、現在の

入所児童数が２０名を割っておりまして、過去の推移でありますとか、将来の見込みを

考慮しますと現在の４５名から基準の最低定員の２０名に減員するように県に申請する

予定でございます。 

以上です。 

○議長（小屋野幸隆君） ６番 前田正治君。 
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［６番 前田正治君 登壇］ 

○６番（前田正治君） 派遣保育士と臨時保育士の労働条件の比較ということで、賃金

を、今お知らせいただいたわけですが、大体月平均すると臨時保育士も派遣保育士も大

体１４万円ぐらいに単純に計算するとですね、なるのかなあと。それで子どもをです

ね、１日延長保育も含めて１１時間近くも預かって、子どもの成長、育ちを支える仕事

としてあまりにも安かじゃなかつかなあと私は思います。決して高い給料とは言えませ

ん。その大きな原因はですね、国の最低基準が低いためにそのようになっているものと

思います。公立では正職員につきましては、その分、自治体で超過負担といいますか、

上乗せがありますが、民間では国の単価で運営せざるを得ない厳しい面があるんではな

いか。そういうことが保育の質の低下につながっていかないことを私は切に思うわけで

す。それでまたちどり保育所、天水東保育所それぞれ臨時職員が民営化後も継続して雇

用されたとしても、ちどりは現在臨時が、数字は若干食い違うかもしれんですけど、私

が把握しているあれはちどりが３人、天水東が１人、残りの先生は入れかわるわけであ

ります。それで１月から３月の共同保育に携わっためぐみ保育所、小天保育所の保育士

がちどり保育所、天水東保育所に異動することになると、今度はめぐみ保育所、小天保

育所でも新たな保育士を採用するということになるわけですので、保育士と子ども、保

護者の関係に否定的な影響が出るという、そういったことも心配されます。 

再質問の１点目としまして、民営化について２３年までにあと３園という計画があ

りますが、今度のスケジュールについては一体どういうふうに考えておられるのか。民

営化する順番としては３つぐらいの定員割れしているところとか、延長保育していない

ところとかですね、施設の古いところとか、そういったことが挙げてありましたので、

それをもとに民営化の対象園が決まってくるかなあというふうに思っております。 

質問の２点目として、派遣保育士に平成２０年度で期限が切れるけど、どういった

対応がされるかというのは、先ほど部長からも答えがあったけん、もうこれは省きま

す。 

最後にですね、民営化後のいろんな質の低下とか心配される点について、しっかり

検証していきますというようなことがきのう答弁で市長からあっておりましたが、これ

は、その検証の期間といいますか、これは、大体どのくらいを考えられておられるの

か。私はですね、検証を待たずして次の民営化は進めるべきではないというふうに思い

ますが、今後の民営化のスケジュール等も含めまして、ちょっとその辺についても見解

をお知らせください。 

○議長（小屋野幸隆君） 福祉部長 井上 了君。 

［福祉部長 井上 了君 登壇］ 

○福祉部長（井上 了君） 再質問にお答えいたします。今後の民営化の予定というこ
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とでございました。対象保育所につきましては、保育所民営化検討委員会での優先条件

あるいは地域の実情といいますか、そういうものを総合的に市において今後判断して決

定していきたいというふうに考えております。そして対象予定となりました保育所の保

護者の方々、地域の皆様、保育所職員の皆様に対しましては、今回の保育所の民営化の

状況を十分考慮し、意見聴取等を行ないたいというふうに考えております。検証の期間

というのは少なくとも１年間は必要であるのかなあという気がしますけれども、先ほど

申し上げましたように地域の実情等を勘案しながら、今後進めていきたいというふうに

思っております。 

○議長（小屋野幸隆君） 前田正治君の質問は、以上で終わりました。 

議事の都合により、暫時休憩いたします。 

午前１０時５５分 休憩 

―――――――――――――――――――――― 

午前１１時１１分 開議 

○議長（小屋野幸隆君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

１１番 青木 壽君。 

［１１番 青木 壽 登壇］ 

○１１番（青木 壽君） こんにちは。公明党の青木壽でございます。通告の順に従い

まして、一般質問をさせていただきます。 

第１番目に健康管理について２点ほどお尋ねをしたいと思います。 

１番目、５歳児健診の推進についてでございます。現在、乳幼児健康検査は母子保

健法第１２条及び第１３条の規定により市町村が乳幼児に対して行なっております。現

在、健康検査実施の対象年齢は０歳、１歳半、３歳となっており、その後は就学前健診

で、初等教育に就学する直前のおおむね１１月末までに行なわれております。しかし、

３歳児健診から就学前健診までのこの期間の開き過ぎは、特に近年増加している発達障

害にとって重要な意味を持っております。なぜなら、発達障害は早期発見、早期療育の

開始が重要で、５歳程度になると健診で発見することができるのですが、就学前まで健

診の機会がなく、ようやく就学前健診で発見されたのでは遅いと言われているのです。

軽度発達障害とは、知能検査では軽度低下または境界以上である発達障害の一群であり

ます。普通学級に通っている５％がこの範囲に属されていると考えており、その病気の

特異性により学校、社会生活を営む上で、いろいろな問題を生じやすく、時にいじめや

不登校の原因になっております。具体的な病名としては注意欠陥多動性障害、学習障

害、高機能広汎性発達障害、軽度精神遅滞とその類縁疾患の一部がこの一群に属しま

す。 

平成１７年４月１日発達障害者支援法が施行されました。その中で国・都道府県及
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び市町村の役割として発達障がい児に対しては、発達障害の早期発見、早期支援、就学

前の発達障害に対する支援、学校における発達支援、その他の発達支援が行なわれると

ともに発達障がい者に対する就労、地域における生活等に関する支援及び発達障がい者

の家族に対する支援が行なわれるよう、必要な措置を講じることとあります。以上のこ

とからスクーリングとして最適であり、かつ問題を抱えることが予想される就学までに

１年間の余裕を持てるような５歳児健診が医学的にも社会的にも必要と考えられており

ます。また、５歳児健診は生活習慣病の予防として特に肥満が増加し、肥満細胞がふ

え、完成してしまう時期が就学前ととらえられて、この生活指導をする必要が叫ばれて

おります。食生活指導、就寝、起床時間やテレビ、ビデオ等の視聴時間など生活習慣全

般を指導することは重要なことと思います。すべての子どもたちがその子らしく生き生

きと成長できるよう、そして健全な社会生活を過ごせる大人として自立していけるよう

に早期発見で多くの子どもを救うためにも５歳児健診の導入をいかがお考えでしょう

か。お尋ねをいたします。 

次に、妊産婦の無料健診の拡充であります。これにつきましては、昨日同様の質問

がありましたけども、私の方でも、また別の観点で訴えをしたい、その意味で質問をさ

せていただきます。我が国で定期的な妊婦健診が行なわれるようになったのは、１９６

５年の母子保健法の制定以降にあります。当時、妊産婦の死亡率は米国、英国イギリス

に比べ３倍近い数字を示しておりました。その後、健康内容の充実などから死亡率は下

がりましたが、２００５年では出産に伴って６２人妊産婦が亡くなり、妊娠２２週以

降、生後７日以内の出産期に死産もしくは亡くなった新生児は１,０００人に対し４８

人に上っております。まだまだ対策は十分ではありません。安全な妊娠・出産に欠かせ

ない妊産婦健診を一度も受けないまま、生まれそうになってから病院に駆け込む、いわ

ゆる「飛び込み出産」が全国的にふえているそうであります。その背景には経済的な理

由やお産は自然現象という安心安全への過信、仕事の多忙さなどがあるとされておりま

すが、「飛び込み出産」は命にかかわる危険性が高まり、病院側から受け入れを拒否さ

れる原因にもなっております。妊婦健診を受けやすい環境づくりを急ぐ必要があると思

います。日本医大多摩永山病院で、過去１０年の「飛び込み出産」を分析したところ、

死産と生後１週間未満の新生児の死亡を合わせた周産期死亡は全国平均の１５倍もあ

り、１,０００グラム未満の超抵出生体重児も通常の２０倍を超えていたと言われてお

ります。また、奈良県で妊婦が病院の受け入れを断られ、死産した問題を受け、奈良県

立医大が行なった緊急調査では「飛び込み出産」した妊婦、新生児ともに異常が多く、

妊婦の胎盤早期離は通常の１０倍、呼吸障害など治療が必要な新生児は通常の２０倍

にも上っております。厚生労働省によると母子の健康のため、妊婦にとって望ましい健

診回数は１４回、最低必要な健診は５回とされております。しかし、妊婦健診は保険適
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用外のために１回の受診につき５,０００円から１万５,０００円相当かかるそうであり

ます。これを補うために公費負担は全国平均で２回分にとどまっております。こうした

実態の改善に向け、国は２００７年度予算において妊産婦の助成を含んだ少子化対策の

ための地方交付税を２００６年度の３３０億円から７００億円に倍増いたしました。そ

して、厚生労働省は妊産婦健診の実施主体である市町村に対し、「妊婦８週前後に妊婦

の健康状態及び妊娠週の確認、２０週前後に胎児の発育状態の確認、３６週前後に分娩

の時期・状態の確認の合計５回分を公費負担で実施することを原則」とした通知をいた

しました。公費負担の回数や給付の方法は実施主体である市町村が決めます。平成１６

年度の調査では、秋田県で県内自治体の平均回数が８.１６回、香川県では４.１１回、

富山県では４.００回などで国の助成を上回っている市町村も少なくありません。妊婦

健診の拡充についていかがお考えでしょうか。お尋ねをいたします。 

この後また質問いたします。 

○議長（小屋野幸隆君） 市民環境部長 黒田誠一君。 

［市民環境部長 黒田誠一君 登壇］ 

○市民環境部長（黒田誠一君） 青木議員の健康管理についてお答えいたします。 

まず最初に、議員お尋ねの５歳児健診の推進についてお答えをいたします。お尋ね

のとおり法定の３歳児健診と就学児健診の間に５歳児健診を設ける自治体が少しずつで

はございますが、ふえてきている状況でございます。これは近年３歳児健診時点では発

見されにくい注意欠陥多動性障害やアスペルガー症候群など軽度発達障害が小学校に入

ってから診断される子どもが多くなってきているためで、障がい児の早期発見、早期療

育を目的に適正な時期の健診ということで、５歳児健診が実施され始めてきているよう

でございます。法的なものといたしましては、平成１７年４月から発達障害者支援法並

びに特別教育支援法が施行となり、発達障害の早期発見、乳幼児健診・就学児健診・早

期発達支援等が施策として挙げられております。玉名市の実態といたしまして、乳幼児

健診は４カ月・８カ月・１歳半・３歳児を毎月１回ずつ実施をしております。発達障害

に関しましては１歳半と３歳児健診で診断されることが多く、平成１８年度の受診者を

見てみますと１歳半児健診受診者５４９名、３歳児健診受診者５３９名、その中で異常

なしが１歳半健診で８５％、３歳児健診で７８％でありまして、要指導、要観察、要精

検、要治療など病気や身体発育状況など何らかの指導を要する割合が約２０％ございま

す。このうち発達障害に関して、言葉の遅れ・行動の問題・知能的なものなど心理相談

受診者が１歳半健診で４１名、３歳児健診で４６名の相談があっており、その結果、支

援を要する子どもさんたちは５２名がおられました。この方々には専門の医療機関や療

育事業を紹介しておりますが、保護者や周囲が障害を受け入れることに関してはなかな

か時間を必要なことがあり、拒否されることもございます。市保健センターや各総合支
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所ではその子どもに合った療育を受けてもらうため、保健師が家庭訪問を実施したり、

医師、心理判定員での乳幼児発達相談事業や保健所の精神発達精密事後指導等につない

で、専門医療機関や福祉サービスの療育事業等を紹介したり継続支援を心がけておりま

す。また就学前につきましては、教育委員会あるいは小学校と連携いたしまして、障害

や遅れを持つ子どもさんやその親の支援を行ない、その子どもに合った教育、療育の環

境づくりの調整をしているところでございます。現在、全国の５歳児健診の状況につき

ましては、議員申されましたとおり鳥取県が全市町村で実施、他県は少しずつでござい

ますが、実施する市町村がふえている状況でございます。熊本県につきましては、平成

１８年度から城南町と富合町が実施モデルとして実施しており、平成１９年度は城南町

のみが実施をしているというような状況でございます。今後市といたしましては、ま

ず、３歳児健診及びその後のフォローをさらに充実させまして、５歳児健診につきまし

ては健診医師の不足・健診精度の維持・向上、健診後の就学に向けた連携体制の確立

等々の課題もございますので、国・県の動向を見守りながら検討していきたいと思いま

すので、御理解のほどよろしくお願いをいたします。 

次に、妊産婦の無料健診の拡充についてお答えします。昨日の北本議員に対する御

答弁と重複することがあるかと思いますけれども、よろしくお願いをいたします。本年

３月議会で青木議員から同様の質問をいただいており、その中で、厚生労働省からの地

域子育て支援のための財政措置拡充の通知が１月下旬にあったため、ほとんどの市町村

が平成１９年度当初予算に反映はできていないというような状況でございます。その後

の平成１９年の８月の調査においても、全国平均で２.８回と厚生労働省の妊婦健康診

査の公費負担の望ましいあり方、つまり５回の公費負担を原則とする考え方には遠く及

ばない状況となっております。現在、妊婦健診は医療保険の適用がなく、出産まで１０

万円程度の自己負担は収入の少ない若い世代にはかなり重い負担であることは間違いな

く、先般の県のアンケート調査によりますと、一度も受診しないで異常を訴え、病院に

駆け込むいわゆる「飛び込み受診」が昨年１年間で３６件あり、その中で経済的理由で

受診していなかった人が１５人と最も多く、このことが妊娠・出産をためらう原因とな

っていることではないかというような分析も出ております。最近の国・県の来年度に向

けた調査によりますと、公費負担をふやす予定の市町村が大半でございまして、市とい

たしましても他市並みの実施をしてまいりたいと思いますので、議員の御理解をよろし

くお願いいたします。 

以上でございます。 

○議長（小屋野幸隆君） １１番 青木 壽君。 

［１１番 青木 壽 登壇］ 

○１１番（青木 壽君） 初めの５歳児健診につきましては、御検討方よろしくお願い
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します。私も早期発見と言いましたけども、早期発見といっても、これは早ければいい

ということではないそうであります。むしろ問題点が見えてくる時期に適性に発見する

という、いわゆる適性発見という考え方が望ましいと言われております。それがまた５

歳であったりするわけであります。５歳児健診などで気づかれたいわゆる軽度の発達障

害、幼児に対する指導の場の受け皿がきちっとできるかなあという、そういうことを要

望して次の質問に移させていただきます。その前に先ほど言いましたけども、妊産婦健

診、これも今年の３月の議会で私も一般質問させていただきましたけども、その時の通

達、厚生労働省の通達に合わせて質問したんですけども、その時は検討方々ということ

で、今度は、また、一歩踏み出して実施の方向に向けて、どうか動いていただきますよ

うお願いいたします。 

２番目の質問いたします。ＡＥＤの拡充と小児への対応についてでございます。い

わゆる自動体外式除細動器、まあＡＥＤって言いますけど。これからもこの質問にはＡ

ＥＤって言わせていただきます。の拡充と小児への対応についてであります。不特定多

数の人が集まる場所にＡＥＤの設置が全国で見受けられます。先般、大阪のある私立高

校で行なわれた高校野球大会の試合中に打球が投手の左胸に当たり、心肺停止状態にな

ったそうであります。たまたま観戦していた救急救命士が心臓マッサージと人工呼吸を

施し、高校備えつけのＡＥＤを使って心臓にショックを与え、一命を取りとめたそうで

あります。そこでお尋ねいたします。初めに公共施設へのＡＥＤの設置についてであり

ます。本市における現在の設置状況についてお知らせください。また今後の設置につい

ての計画をお示しください。各地でこのＡＥＤを見受けしますけども、このＡＥＤに対

して当初、小学校の設置は見送られました。その大きな要因は、当時８歳未満または２

５キロ以下の小児はＡＥＤの使用が認められていなかったことが挙げられたと思いま

す。しかし政府は昨年８月から８歳未満についてもＡＥＤの使用を認め、解禁を行ない

ました。ただし１歳未満については引き続き利用はできません。小学校は緊急時の避難

場所にも指定されており、かつ保護者の皆さんや学校開放も含め、多くの皆さんが出入

りする施設でもあります。できるだけ早く小学校にもＡＥＤが設置されるようさらなる

推進と８歳未満でも使用になったことから保育所などにも設置できるよう要望したいと

思いますが、いかがお考えでしょうか。また既に設置されている施設やこれから設置す

るＡＥＤは８歳未満の小児対策として小児用パットを追加し、設置するよう要望いたし

ますが、あわせて御答弁をお願いいたします。 

○議長（小屋野幸隆君） 総務部長 元田充洋君。 

［総務部長 元田充洋君 登壇］ 

○総務部長（元田充洋君） 青木議員のＡＥＤの拡充と小児への対応についての御質問

にお答えいたします。現在、玉名市のＡＥＤ、いわゆる自動体外式除細動器の設置状況
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は平成１８年度から１９年度にかけまして本庁に１台、学校関係３台、その他の施設で

８台、公共施設としては１２台を設置いたしております。民間を含めますと玉名市内に

３２台が緊急時に備え配備されている状況でございます。ちなみにＡＥＤ設置から約２

年が経過しておりますが、幸いなことにまだ使用実績はあっておりません。しかし今後

発生し得る緊急事態に備えては、より迅速な対応ができるよう公共施設内のＡＥＤ設置

から約２年の配置場所についても、住民に対して広報紙などにより周知徹底を行ないま

す。また、現在の設置場所につきましても、今後十分検討し現状において最適な配置を

行ないたいと考えております。なお、本庁内のＡＥＤも市民にわかりやすい総合案内所

に配置することにいたしております。また、今後のＡＥＤの拡充につきましては、平成

１８年度より８歳未満の子どもに対して使用することが可能になったということを踏ま

えまして、特に、子育て支援課や学校教育課と小児用パッド等の設置なども含め、十分

に協議を行ない、その他の各施設とは連携を図り拡充に向け、検討してまいりたいと考

えております。今後はＡＥＤの設置にあわせて操作方法を熟知するため有明消防本部と

連携し、各施設の職員に普通救命講習等の受講を行ない、心肺蘇生法等を習得し、玉名

市の安心安全に努めてまいりたいと思いますので、議員御理解のほどよろしくお願いい

たします。 

○議長（小屋野幸隆君） １１番 青木 壽君。 

［１１番 青木 壽 登壇］ 

○１１番（青木 壽君） ＡＥＤにつきましてお尋ねしました。この質問する前に各部

署にわたっているわけでございます。商工観光課では温泉施設、また子育て支援課は保

育所、また教育委員会は学校ということで、かなり多岐にわたった問題でありますけれ

ども、今のところは小学校には１台も配置されていない。中学校は６校のうち３校配置

されているという状況でございます。また、温泉施設にはまだない。こういう状況でご

ざいます。おとといも天草市で同様の質問がありまして、天草市においてもいろんな各

部署に関係あるということで優先順位を煮詰めながら設置するような話も載っておりま

した。ちょっと意地悪をするわけじゃありませんけども、本庁で何人かの職員の方にＡ

ＥＤについて聞きました。ここには玉名市役所にはＡＥＤはあるんですかということ聞

いたら、中には知らないという方もいました。また、ある方は「知っています」、「じゃ

あどこにあるんですか」って、「どこにあるんでしょうね」っていうこともおっしゃっ

た方もいました。また、ある方は、「はい、あるでしょう。恐らく総務課にあります

よ」という話がありました。私はそれ知ってる上で聞いて、意地悪じゃないですけど

も。やっぱりまだまだそのＡＥＤの存在、認識というのは私も含めてないのかなあっ

て、あれば大変助かる、一命もとめることができる、体内時間もとめることもできるこ

のＡＥＤでございます。どうかいろんな部署でも関連してきますので、その辺をどうか
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まとめていただいて少しずつ拡充されますよう要望して、私の一般質問を終わります。 

○議長（小屋野幸隆君） 以上で、青木壽君の質問は終わりました。 

続きまして、１番 萩原雄治君。 

［１番 萩原雄治君 登壇］ 

○１番（萩原雄治君） こんにちは。１番議員の萩原雄治です。初めて玉名市議会議員

となり文教厚生委員として２年間勉強させていただきました。これからの２年間は産業

経済委員として、勉強をしていきます。そして玉名市民のために働くつもりでおりま

す。それでは通告に従いまして、一般質問を始めます。 

文教委員として最後に１つだけ質問をいたします。それはゆとり教育の現状につい

てです。ゆとり教育の経緯といいますと、まず１９７２年日教組がゆとり教育とともに

学校５日制を提起しています。それから１９８９年学習指導要領の全部改正、１９９２

年から実施し、学習内容、授業時数の削減をしました。また、小学校の第１学年、第２

学年の理科、社会を廃止して、教科生活を新設しました。さらに、１９９９年学習指導

要領の全部改正、２００２年度から実施し学習内容、授業時数の削減、完全学校週５日

制の実施、総合的な学習の時間の新設、絶対評価を導入したとあります。そこで１とし

てまず現在玉名市の小中学校のゆとり教育の現状についてお尋ねします。 

２、次に、小中学校教育の一環として囲碁を取り入れていただくことです。囲碁と

いえば皆さんは何を思い浮かべるでしょうか。白石と黒石を木の台の上に置いて、お年

寄りの方が遊ぶものと思われるか、または将棋と勘違いされる方も多いようです。ここ

で少々囲碁の解説をいたします。囲碁とは何か。碁は中国では４０００年の歴史を誇る

ゲームです。１９×１９升の盤上に２人のプレイヤーが交代で石を並べ陣取りをして

いきます。最終的には陣地を多くとった方が勝ちというルールで、陣取りゲームと石取

りゲームをミックスしたようなものです。このゲームは日本では囲碁として知られ、中

国ではwei ch’i（ウェイチー）、また韓国ではbaduk（バドゥク）と呼ばれています。

少し発音は違うかもしれません。世界の囲碁人口は４,０００万人を超え、２００７年

５月に開催された第２８回世界アマチュア囲碁選手権では世界６８の国と地域から参加

がありました。日本棋院のホームページより抜粋しますと囲碁は子どもたちの教育に最

適な素材とあります。囲碁は子どもたちの脳を活性化し、基礎学力を向上させるととも

に落ちつきや集中力、そして礼儀などの社会性を身につけることができるといった教育

効果が広く認識されています。日本棋院では大学との連携により、最も効果的な教育カ

リキュラム、プログラムの開発及び囲碁による脳の活性化メカニズムの研究も進めてい

ます。日本棋院は、この囲碁の特性を生かし、文部科学省、文化庁の指導のもと、自治

体の御協力、教育委員会の御理解を得ながら学校教育を通して子どもたちの囲碁の普及

を進め、子どもたちの教育に貢献する活動に推進していきます。とあります。２００７
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年５月１日の産経新聞には「同志社などの３小学校で囲碁教育、プロ棋士が本格指導」

と題して載っていました。内容は「昨年４月開校した私立の同志社小学校と立命館小学

校がともに教育の一環として、今年から囲碁を取り入れ、子どもたちに好評だ。関西棋

院からプロ棋士を講師に招く本格的な内容」 東京都国分寺市の早稲田実業学校初等部

でも昨年クラブ活動で囲碁を新設、こちらもプロ棋士が当たる。囲碁が脳の活性化に役

立つという研究もあり、ブランド小学校の取り組みが注目を集めている。同志社小では

今年１月から最上級生だった３年生全員６０人に対し、総合的な学習に当たる「道草の

時間」に囲碁を導入。思考力や判断力をはぐくむのがねらいで伝統文化を大事にする、

本物に触れるという学校の方針とも一致したという。囲碁を知らない児童がほとんどだ

ったが、関西棋院から田村千明二段を講師に招き、３月までに６回の囲碁教室を開催し

たところ、すぐにルールを覚えて熱心に取り組むようになったという。奥野博行副校長

も「子どもたちがこんなに囲碁を好きになるとは思わなかった」と驚き、「囲碁には相

手の考えを読みながら自分なりに作戦を立てる大局的な思考が必要。勉強ではなく教養

と位置づけています」と奥野副校長。結果が上々のことから今年度は２年生から最上級

の４年生まで拡大する。また、立命館小でも今年４月から研究顧問を務める東北大学の

川島隆太教授からの「囲碁が脳の活性化に役立つ」とのアドバイスを受け、囲碁教室を

開設。放課後に希望者が参加する課外活動のアフタースクールに導入し、同志社小と同

様に関西棋院のプロ棋士を講師として招いている。現在は２年生から最上級生の４年生

の６０人が週１回囲碁に取り組んでいるが、「囲碁は人間同士、本当の楽しさや悔しさ

がある」と強調。「子どもたちに喜んでもらえれば棋士としてもうれしい。今後も積極

的に協力したい」と意気込みを見せた。荒木貴之教頭も「戦略的思考を養う囲碁はリー

ダー育成に役立つほか、世代を超えた交流もでき、教育的意義がある。今後、ほかの学

校にも広がるのではないか」と話している。一方、早稲田実業初等部では、６月、クラ

ブ活動として囲碁部が発足。女流棋聖の梅沢由香里五段の指導で４～６年生の約２０人

が参加した。「あいさつに始まり礼儀を重んじるもの。相手とのコミュニケーションを

学ぶ意味で効果があった」と評価。子どもたちも生き生きと楽しそうにしており、今年

度もクラブ活動を続けていくとあります。一方、東京大学では教養教育の囲碁の活用部

門として、平成１８年１０月より東京大学教育開発機構において寄付研究部門「教養教

育への囲碁の活用研究部門」がスタートしました。寄附者は財団法人日本棋院と株式会

社日能研で、期間は平成１８年１０月から平成２１年９月までの３年間です。本研究部

門では創造性、集中力、コミュニケーション能力等を高める教育効果があると言われて

いる囲碁を教育ツール、手段として利用し、教養教育に活用する方策を研究し、実践す

ることを目的としています。本研究部門の活動を通じて東京大学の目指す教養教育の一

層の充実が期待できるとともに、我が国の誇る囲碁文化の継承とさらなる発展が可能に
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なると考えられます。とあります。ここで、この議場を見渡せば新しく就任されました

内田實教育委員長は囲碁が趣味でありますと聞いておりますし、髙村捷秋監査委員は市

職員時代から高段者であると広く有名であり、島津市長は県議会ではもちろん県の職員

合わせた中でもトップクラスの実力の持ち主でありました。現在、島津市長は弁舌さわ

やか、県下では右に出る者がいないと言われています。県議会に入られたときに体力維

持にゴルフを勉強され、頭の回転は囲碁で養われたと確信をしています。そこで学校教

育に囲碁を取り入れる考えがないか菊川教育長に、また身をもって体験された島津市長

から答弁をいただきたいと思います。 

○議長（小屋野幸隆君） 教育長 菊川茂男君。 

［教育長 菊川茂男君 登壇］ 

○教育長（菊川茂男君） きのうよりちょっと声がまた出なくなりまして、本当に申し

訳なく思っております。御容赦願いたいというふうに思います。ゆとり教育の現状につ

きまして、萩原議員の質問にお答えいたします。ゆとり教育は、これまでの知識偏重の

教育の見直しからゆとりを持って教育活動に取り組むために、平成１１年に学習指導要

領の改訂が行なわれ、平成１４年度から完全実施になっております。平成１１年の学習

指導要領の改訂では、総合的な学習の時間が創設されましたけれども、そのねらいは、

学校で学ぶ知識など、五感を働かせて理解する機会が少ない現状において、体験的な学

習、問題解決的な学習を取り入れ、ゆとりを持って学習に取り組み、実生活に役立たせ

るというものであります。つまり、このゆとり教育は教育課程全体にゆとりを持たせ、

学習に取り組み、学んだ知識や技能を生かしながら各教科等の学習をさらに深めるもの

でありまして、学習内容について時間的ゆとりを持って習得させるというものでありま

す。この考え方は全国的にすべての学校で実践をされておりまして、学習指導要領に基

づいた学習活動が展開されているところであります。ゆとり教育では、特色ある教育活

動を展開し、学習指導要領に示す基礎的・基本的な内容を確実に身につけさせることは

もとより、みずから課題を見つけ、みずから学び、みずから考え、主体的に判断し、問

題を解決する力やみずからを律しつつ、他人とともに協調し、他人を思いやる心や感動

する心などの豊かな人間性やたくましく生きるための健康や体力などの「生きる力」を

育成することを基本的なねらいといたしております。今回、新しい学習指導要領の改訂

に向け、教育課程審議会の審議のまとめが出され、授業時数の増加が打ち出されており

ますが、「生きる力」をはぐくむという基本理念はこれまでと変わらず、したがって、

「ゆとり教育」から「知識偏重の教育」への転換ということではありません。今回の改

訂で学習内容も少しふえましたけども、授業時数の増加は、子どもたちがつまずきやす

い内容の確実な習得を図るための繰り返し学習や知識・技能を活用する学習を行なう時

間を充実させるためのものでありまして、子どもたちが学習にじっくりと取り組める時
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間を確保するという意味合いが込められております。そういった意味から今回の改訂で

言われております「ゆとり教育」から「知識偏重の教育」かと、そちらに変更ではない

かという声も聞こえますけれども、そういうことではなく、学校教育では基礎的・基本

的な知識・技能の確実な定着とこれらを活用する力の育成をいわば車の両輪として伸ば

していくことが必要であると、かように考えております。 

次に、囲碁教育の推進についてお答えいたします。公立学校における教育活動は、

学習指導要領に基づいて行なわれております。学習指導要領というのは教育課程の基準

として、文部科学大臣が示したものでありまして、それに基づいて各学校は教育課程の

編成に当たっております。もちろん私立の学校も学習指導要領にのっとって教育課程の

編成等を行なっておりますけれども、割合まあ幅を持たせて行なうことができるという

ふうに思っております。そこで私立の学校におきましては教育活動の一環として囲碁を

取り入れて囲碁教育をするということは可能であると考えますけれども、公立の学校に

おいては、授業としての教育活動を行なうということはなかなか難しいんではないかと

考えております。現在、玉名市の小学校でクラブ活動として取り扱っている学校が２校

あります。年間１４時間から１７時間ぐらい、総合学習の時間等とか放課後とかそうい

うのを利用してやっているということでございます。囲碁は集中力や思考力を養うとい

う点で議員もおっしゃるように本当にすぐれております。脳の活性化にもつながるもの

というふうに思いますので、機会をとらえて囲碁のよさとか、そういったのを紹介して

いくならというふうに考えております。 

以上です。 

○議長（小屋野幸隆君） 市長 島津勇典君。 

［市長 島津勇典君 登壇］ 

○市長（島津勇典君） 囲碁の話が出てまいりましたので、どう答弁したらいいのかな

あと戸惑いながら答弁席に立ちました。さっき議員も触れてましたが、囲碁と将棋、似

たようなもんだと思いますけども、子どものころには将棋の方が先によく皆親しむし覚

えるんですね。ところが年齢が段々来ますとですね、玉名の地域で見てても将棋を好ん

でいる人たち、囲碁を好んでいる人たちはいるんですが、数としてはやはり囲碁の方が

多いんじゃないでしょうか。囲碁クラブを初めとして毎月のように、あるいは毎週と言

っていいかもしれません。多いときには１００名近い方々が福祉会館の方に集まって碁

会があっております。ですから、その辺の状況はどうしたことかなあと私もよくわかり

ませんが、将棋については皆さん御承知のように玉名は「将棋の里」というのがあっ

て、将棋の里実行委員会というのがあります。タイトル戦等も行なわれることがあった

りしていますが、それよりも、毎年行なわれておりますのは、そうですね１００名近い

でしょうか、全国から小学生、中学生も中にいると思いますが、将棋を勉強している子
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どもたちが蓮華院奥之院へ集まりまして、大体夏２泊３日の合宿が行なわれます。そし

て、そのときにはたしか渡辺竜王でしたかね、来ましたが、そういう日本将棋連盟の代

表的な棋士を呼んでですね、行なわれている。これやっぱり、ある意味じゃ画期的なこ

とだろうと思っております。一方、囲碁の方はなかなかそういうところまで行きません

で、かつて私どものぬかみね保育園の方に日本棋院の方から子どもたちに囲碁というの

を教えるというよりも、こういうのが囲碁だよということをわからしめてくださいとい

う働きかけがあって、何回かやったことはありますが、その後私は承知しておりませ

ん。ただいま教育長に聞きましたら小学校で取り入れてクラブ活動やっているのが玉水

小と横島小ということですが、今年の春まで市の職員であった横島の古田君が退職して

ほかの仕事をちょっとやろうとして、やってたんですが、「自分のずっと現役時代から

の思いです」ということで、この夏以降子どもたちの囲碁の指導に専念するということ

で、囲碁クラブをつくって始めました。私はこれが長く続けばいいなあと、そして定着

していけばいいなあというふうに期待をいたしております。萩原議員の息子はですね、

今玉名では一番の実力者ですよ。もう高校生になったかな。一番強いですよ。萩原議員

が大体４段、自称ですからね、これ。言ってますけどどうでしょうね。私の方がまだち

ょっと強いかもしれません。ですからそういうふうにやっぱり非常に囲碁が子どもたち

の知能というよりも情操というかね、そういう意味では私は一定の役割を果たすと思っ

ておりますので、そういう例えば古田君みたいにして根っこの部分で起こしていく、あ

るいは広げていく、そういう動きが出てくればいいなあと期待をしています。萩原議員

も議員活動と同時に行政にそれを期待することもあるかもしれませんが、御自身で囲碁

塾でも開いてください。私もできるだけの協力はしてまいりたいと思います。答弁にな

りませんがよろしくお願いします。 

○議長（小屋野幸隆君） １番 萩原雄治君。 

［１番 萩原雄治君 登壇］ 

○１番（萩原雄治君） 菊川教育長ありがとうございました。ゆとり教育と今後の教育

のあり方がわかりました。また囲碁のよさも認識していただき本当にありがとうござい

ました。島津市長にはもう少し答弁をいただきたいなあというふうに思っていますけど

も、再質問ではありませんが、玉名市には合併前に日本棋院玉名支部と立願寺支部と２

つの支部があります。その１つの立願寺支部は創立が平成５年で、翌６年から子ども囲

碁教室をされております。現在１０名の子どもが在籍して囲碁を勉強しています。毎

年、熊本県大会では優秀な成績をおさめ、全国大会にも参加することもあります。この

ことは田島八起議員が立願寺支部の隣に住んでおられるので、時々子どもたちと囲碁を

されるのでよく御存じだというふうに思います。熊本の子どもも囲碁教室では、亡き栗

原先生が一生懸命指導されていました。第２３回少年少女囲碁全国大会中学生の部、決
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勝では、熊本勢同士で戦い、１人は現在プロになっております。もう１人は有名な私大

に通い、今年は全国大学囲碁大会で準優勝をしています。また、熊本第二高等学校も全

国高校囲碁大会団体の部で優勝もしています。玉名で囲碁を勉強した子どもたちは現

在、九州大学の囲碁部で活躍をしたり、また、今年は東京大学に現役で合格もしていま

す。私は囲碁をやれば単に頭がよくなるというだけで言っているわけではありません。

先ほど教育長、市長も言われたように集中力が養われ、礼に始まり礼に終わり、素晴ら

しい人間形成にもなると思います。市長も今言われたように、現在、玉名市は将棋の里

玉名実行委員会があり、市長が会長であります。事務局長は蓮華院の川原さんがされて

います。そこで平成１０年から１７年まで山形県天童市と子どもの交流がありました

が、今年はありませんでした。寂しい限りとなっております。そこで島津市長にお願い

です。この将棋の里玉名実行委員会を囲碁・将棋の里玉名実行委員会にしてほしいと思

います。答弁があればお願いしたいと思います。学校教育にすぐに取り入れは難しいの

であればクラブ活動からでも推進を図ってもらいたいと切にお願いを申して今回の一般

質問を終わります。 

○議長（小屋野幸隆君） 以上で、萩原雄治君の質問は終わりました。 

ここで昼食のため、午後１時まで休憩いたします。 

午後 ０時０３分 休憩 

―――――――――――――――――――――― 

午後 １時０２分 開議 

○議長（小屋野幸隆君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

１７番 江田計司君。 

［１７番 江田計司君 登壇］ 

○１７番 （江田計司君） 皆さん、こんにちは。きょうは区長さん方の傍聴でありま

して、大変緊張いたしております。有明クラブの江田です。先週、潮谷熊本県知事が任

期満了による今後の進退について報道されたところですが、任期満了による熊本県知事

選挙は来年春予定されていると聞いております。市長、市議会議員選挙に次ぐ身近な選

挙であり、投票率が大変気になるところであります。さて、私は本年６月議会において

選挙制度について一般質問をさせていただきました。その中で、午後８時までの投票時

間延長の効果について疑問に思い、質問をしたところです。執行部より統計データによ

る投票終了前１時間の投票率が平成１７年１１月執行の市長及び市議会議員選挙で１.

０９％、また、今年４月執行の熊本県議会議員一般選挙で１.３９％と時間帯別の投票

率の中でかなり低いとの答弁でございましたので、今後の検討をお願いしたところです

が、その後どのように進捗しているのか、お尋ねをいたします。また、選挙といえども

効率化、事務改善は求められるものと思いますが、選挙管理委員会として何か考えてお
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られるのか、責任者である選挙管理委員会委員長にお尋ねをいたします。 

次に、同じ６月議会において質問をいたしました指定管理者制度の導入による公共

施設の利用状況についてお尋ねをいたします。平成１８年９月から玉の湯、草枕温泉て

んすい、及びコミュニティーセンター潮湯が指定管理者制度が導入されておりますが、

それから１年が経過いたしました。その利用状況はどうでしょうか。また、これらの施

設の共通券の検討はなされたのか、お尋ねをいたします。 

○議長（小屋野幸隆君） 選挙管理委員会委員長 平嶋幸一君。 

［選挙管理委員会委員長 平嶋幸一君 登壇］ 

○選挙管理委員会委員長（平嶋幸一君） 選挙管理委員会委員長の平嶋でございます。

江田議員の選挙制度についての質問にお答えいたします。６月議会において江田議員よ

り投票時間の時間短縮について御質問があり、そのときの答弁として４月に行なわれた

県議会議員一般選挙の投票終了前の午後７時１５分から午後８時までの約１時間は投票

率が１.３９％となり、低い状況であることをお答えしました。その後今年７月執行さ

れた参議院議員通常選挙におきましては２.８９％と多少増加はしましたが、投票終了

前約１時間は依然低い投票率でございました。以上の状況を踏まえ、また市民からの要

望等もあり、選挙管理委員会として数回にわたり協議を重ねてまいりました。まず投票

時間終了前約１時間は投票率が低いこと。それから、午後８時まで２時間延長の制度は

実施された後に期日前投票制度ができてから簡単に投票ができるようになり、利用する

人が多くなったこと。また、投票時間を繰り上げ開票事務の開始時間を早めることで選

挙結果を市民の皆さんに早く伝えることができること。以上の理由により、次の選挙か

ら１時間投票終了時刻を繰り上げ、午後７時までとすることを１１月末の選挙管理委員

会において全員一致で決定したところでございます。ちなみに、県下では１４市の中で

１１市が何らかの形で繰り上げを行なっております。そのようなことで投票時間の繰り

上げは、地域に合った投票時間と考えております。 

それから、そのほかに効率化など何か考えていないかということでございますが、

委員会として投票時間の繰り上げと合わせて、いろいろな角度から検討を行なっており

ます。まず、現在各総合支所４カ所で朝８時３０分から午後８時まで行なっております

期日前投票についてでございますが、この期日前投票時間は市長・市議会議員選挙で６

日間、県議会議員一般選挙で８日間となりますが、衆議院議員総選挙では１１日間、参

議院議員通常選挙や県知事選挙では１６日間と投票期間が長くなります。今年７月執行

された参議院通常選挙の期日前投票の状況を調べますと、期日前投票開始から約１週間

は、玉名総合支所を除く３支所は投票者がかなり少なく開始２、３日は１日に数名の投

票者の総合支所もありました。このような状況でありますので、選挙管理委員会におい

て検討し、協議を重ねた結果、期日前投票期間が長い参議院議員通常選挙、衆議院議員
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総選挙及び県知事選挙の３つの選挙に限り、次の選挙から岱明、横島、天水の総合支所

の期日前投票期間を投票日前日から前８日間とすることで決定いたしました。なお、玉

名総合支所におきまして今までと同じ期日前投票期間といたしますので、短縮する３総

合支所の期日前投票は玉名総合支所での投票をお願いいたします。 

それから、その他に検討した項目といたしまして、有明海区漁業調整委員会委員選

挙に伴う滑石地区と大浜地区の投票所について、今まで各２カ所あったものを各１カ所

にすることを各漁業協同組合の理解を得て、来年度の予定の選挙から実施することとい

たしております。 

以上でございます。 

○議長（小屋野幸隆君） 産業経済部長 望月一晴君。 

［産業経済部長 望月一晴君 登壇］ 

○産業経済部長（望月一晴君） 江田議員の指定管理者制度導入後の温泉施設の利用状

況についての御質問にお答えいたします。まず、制度導入前と導入後の温泉施設の利用

状況についてお答えいたします。議員御承知のように平成１８年９月の制度導入から１

年が経過したわけでございますが、その利用状況につきまして大衆浴場玉の湯、草枕温

泉てんすい、コミュニティーセンター潮湯の３つの各温泉施設ごとに説明いたします。

制度導入前と導入後の９月から翌８月までの１年間での比較を行ないますと、大衆浴場

玉の湯の利用者は、導入前が約１８万２,０００人、導入後が約１８万９,０００人と約

７,０００人の増加、３.９％の伸びとなっております。次に草枕温泉てんすいの利用者

は、導入前が約３５万人、導入後が約３６万６,０００人と約１万６,０００人の増加、

４.６％の伸びとなっております。潮湯につきましては、導入前が約２万７,０００人、

導入後が約２万６,０００人と１,０００人ほどの減少となっておりますが、ほぼ横ばい

の状況にあります。また、指定管理者が管理運営を行なうことになりましてから、行政

では予算の関係等ですぐには対応できなかった部分についてもスピードある対応が行な

われている点や応対などの接客サービスがよくなったとか、苦情等に対する対応が早く

なったなど、利用者からお喜びの声をいただいているところでございます。 

２番目の、共通券の検討はその後なされたのかという質問についてお答えいたしま

す。６月議会でも御質問がございました市内の温泉施設を共通で利用できるような共通

券等についての御検討でございますが、施設を所管する各課で集まり協議を行なってお

ります。その協議の中では、仮に２万円の共通フリーパス券を作成したとしても、その

利用料金の配分が困難であることや、金券の販売についてもその清算事務に多くの手間

と時間を要するなどの問題点があります。また、指定管理者との協議も必要であること

などの意見も出ております。確かに議員御指摘のとおり、利用者からすれば、同じ市の

温泉施設であるのに料金が違うことについて疑問に思われる方もいらっしゃるかと思い
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ます。しかしながら、同じ温泉施設でありましても各施設の設置目的や性質、設備など

の違いにより、それに沿った利用料金体系となっております。また、１８年５月からの

指定管理者制度の導入に伴い、指定管理者において利用者の利便性の向上や経費節減を

図りながら管理運営を行なっている状況でございます。施設の管理運営費は、そのほと

んどが利用料金によって賄われているため、料金の統一により利用料金の減収となるケ

ースが考えられ、運営に支障を来す恐れもあり、現時点での料金の統一は難しいところ

でございます。また、指定管理者におきましても施設の設置目的に沿って利用者の利便

性向上のために鋭意努力されておりますので、現状の利用料金につきましては、利用者

の皆様にも御理解をいただきたいと思います。また、現在いくつかの施設において市

内、市外別の利用料金が設定されておりますが、これにつきましては合併により市域が

広がり、市内外の区別を必要性があまりなくなりましたので、見直しが可能な施設につ

いては見直しを行ない、より利用しやすい環境づくりを進めてまいりたいと思います。

今後も施設のさらなる利用促進のためにも指定管理者とも十分な協議・検討を重ねなが

ら、利用者の立場に立ったサービス向上に努めてまいりたいと考えております。 

○議長（小屋野幸隆君） １７番 江田計司君。 

［１７番 江田計司君 登壇］ 

○１７番（江田計司君） 御答弁ありがとうございました。選挙管理委員会におかれま

しては市民の要望に対して迅速に対応していただき、１時間の投票時間の短縮を決定さ

れたことに対して、御努力に敬意と感謝を申し上げます。これで私たち玉名市民は選挙

結果について、いち早く知ることができると思います。私もこの夏の参議院選挙の開票

立ち会いに参加いたしました。深夜まで皆様の疲れ切った様子を思い浮かべると、ほっ

といたします。また傍聴席の区長さん方も少しは楽になられるんじゃないかと思いま

す。改めまして、平嶋選挙管理委員会委員長の御英断に感謝申し上げます。また、期日

前投票期間の改正や有明海区漁業調整委員会委員選挙の投票所の一本化もされるようで

すが、今後もなお一層の改善について御検討を要望いたします。 

 次に、指定管理者制度の導入によるその後の成果が徐々によくなってきているとのこ

と、また、市民からの反応もよくなってきているとのことをうかがいますと指定管理者

制度を導入していい方向に進んでいると思います。しかし、共通券の検討については協

議の結果、各施設の設置目的や性質、設備などの違いで不可能とのことですが、市民は

詳しいことはわからずに合併したのに何でと思っている人たちが大半です。せっかく指

定管理者制度が導入され、評判がよくなってきている中で残念です。私は一般質問で何

回も申し上げておりますが、役所の人たちはいろんなことを相談に行けばできない理由

をすぐに言われます。なるべくなら自分たちの垣根を越えようとされない。特に前例の

ないことにはなかなか腰を動かそうとされない。どうか後世に「あれは自分が努力して
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できたんだ」と自慢できるよう、そんな庁内になるよう御指導をよろしくお願いいたし

ます。今は携帯電話でも大抵の買い物はできるような時代ですが、今後もいろいろな角

度から協議を重ねて市民サービスができるよう努力をお願いいたしまして、私の質問を

終わります。 

以上です。 

○議長（小屋野幸隆君） 以上で、江田計司君の質問は終わりました。 

続いて、５番 横手良弘君。 

［５番 横手良弘君 登壇］ 

○５番（横手良弘君） こんにちは。市民クラブの横手良弘でございます。たくさんの

傍聴に感激しております。読み間違えるかもしれませんが、しっかり頑張りますのでよ

ろしくお願いいたします。 

本議会も今年最後の議会となり、今議会で新たに議長、副議長、そして常任委員会

委員の改選もあり、私も皆様の御推挙によって産業経済委員長として新たな決意を持

ち、市民の皆様の代弁者としてより一層頑張る所存でありますので、議員の皆様の御協

力をよろしくお願いいたします。話は変わりますが、前回の私の質問にありました境川

改修の件でありますが、市長を初め執行部の皆様の迅速な対応により堤防の補強や川底

に繁茂していたヨシなどの雑草も速やかに除去していただき、また、部分的ではありま

すが土砂の撤去も実施してもらい地域住民の皆様も感心し、また、感謝しているところ

であります。今回の質問に対しましても、前回同様迅速な対応を期待いたしまして早速

通告に従いまして質問に入りたいと思います。 

我が玉名においても一次産業である農業、農家が元気でなければ本市の発展もない

かと思っているので、まず初めに農業問題に関して質問いたします。本年は我が熊本に

おきましても夏の記録的な猛暑や連続の熱帯夜を記録はしたものの、台風の直接的な被

害もなく、また、私たち地元にとってなかなか海水温がいつまでも下がらず、懸念され

ていた有明海のノリにしても通常の種つけができなくて、漁民の人たちも非常に心配を

しておりましたが、時期が少しは遅くはなったものの現在は色もよく良質のノリがとれ

ていることに、今のところ安堵しているところでもあります。しかし、ほかの作物は台

風もなかったので、麦、米、ミカンと例年より収量は多かったにもかかわらず、麦にお

いては収入が減少するという不思議な現象が起こっております。これはいわゆる政府が

打ち出した緑ゲタ、黄ゲタの助成金に起因するものであり、この点においては、政府が

今現在見直しにかかっているようであり、その結果待ちの状態でありますが、一方米に

対しても今年は、例年より収量がふえやれやれでありますが、これまた熊本県産の米は

まだ全量売れずに残りがある状態であります。全国的にも豊作であったために、価格も

前年を割り込んでいます。そこで急遽政府が米緊急対策として政府買い入れ３４万トン
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プラス非主食用処理１０万トンを決めたので、やっと、また売れ始めたと聞いておりま

す。またミカンに対しても玉名の農業の中では基幹産業の１つであり、昨年は極端に収

量が少なかったので価格も高かったのですが、本年は極早生のときは夏の暑さのため色

つきが遅かったので価格は高かったのですが、その後、徐々に出荷量がふえるにつれて

価格どころか出荷まで制限される状態になり、平成１７年は最悪の年と言われておりま

したが、今年はそれよりも悪いと聞いております。 

また、それに輪をかけたように、このところの油の価格は上昇しており、店頭では

ガソリン１リットル当たり１５０円を超えています。原油の価格が上昇したおかげで、

その他の農業資材、ビニール、肥料、農薬、出荷資材、出荷運賃を初め日常の生活用品

までも上昇する始末です。その割には、私たちが生産したものは価格に反映されない

し、このところの冷え込みで暖房機も回りっぱなしの感じがあります。後で払う油代の

ことを考えると少し温度を下げようかとも思うくらいです。しかし、温度を下げると中

の作物の品質に影響するので下げるに下げられず、何ともしがたいところであります。 

以上のような点から質問いたしますが、第１に平成１９年度から品目横断的経営安

定対策の一環として農業者、農業団体が主体的に需給調整、いわゆる生産調整を行なう

システムへ移行したようにお聞きしていますが、農業者や農業団体に対して、行政の支

援協力体制は現在どのようになっているのか。第２に温州ミカン価格低迷に対する行政

の経営支援対策をどのようにお考えになっているのか。第３に原油の高騰に対して、経

営を圧迫している施設園芸などに対する行政の対応、また、対策はどのようにお考えな

のか。以上の３点についてお伺いいたします。よろしくお願いします。 

○議長（小屋野幸隆君） 産業経済部長 望月一晴君。 

［産業経済部長 望月一晴君 登壇］ 

○産業経済部長（望月一晴君） 横手議員の農業問題についての御質問についてお答え

いたします。まず、第１の米の自給調整に係る農業者、農業者団体に対しての行政の支

援協力体制についてでございますが、農林水産省が定める米政策改革の中で米の自給調

整については品目横断的経営安定対策の導入にあわせ、平成１９年産から農業者、農業

者団体の主体的な自給調整システムへと移行することが決定されました。米政策改革の

目的は、平成２２年度までに水田農業における望ましい農業構造と米づくりの本来ある

べき姿、つまり効率的かつ安定的な経営体が市場を通して需要動向を敏感に感じとり、

売れる米づくりを行なうことを基本として多様な消費者ニーズを基点として、需用ごと

にまとめられる価格条件等を満たしながら安定的供給が行なわれる消費者重視、市場重

視の米づくりが行なわれることの実現を目指すものでございます。これに伴い、米の配

分も平成１８年度までの市からのすべての農業者へ生産目標数量の配分を行なう方法か

ら、ＪＡや集荷業者といった方針作成者がみずから生産調整方針を作成し、生産目標数



 －168－

量をみずから決定する方法へ変更となりました。玉名市においては平成１９年度から合

併前の玉名市、岱明町、横島町、天水町それぞれに設置されていました水田協議会を統

合し、新たに玉名市地域水田農業推進協議会がＪＡたまなを事務局として設立いたしま

した。行政の支援協力体制についてのお尋ねですが、水田協議会の事務は多岐にわたっ

ており、特に生産調整の受け付け事務や確認事務につきましては、かなりの期間と人員

を必要とします。市といたしましてもこれまでの経験とノウハウを生かし、協議会の運

営に対し全面的な協力と助言を行なっているところでございます。なお、政府与党の農

業基本政策小委員会で農業政策の見直し案がまとめられ、米政策につきましては生産調

整の実効性を確保するための行政の関与の強化が掲げられており、制度化されました場

合はその役割をきちんと果たしてまいりたいというふうに考えております。 

第２の温州ミカン価格低迷に対する行政の経営支援対策についてでございますが、

本年産のミカンにつきましては、議員仰せのとおり滑り出しは好調でございましたけれ

ども、１０月中旬ごろから価格が急落し、ＪＡたまなにおける１１月末清算分までのミ

カンの販売単価は前年対比で６５％となっており、大変厳しい状況でございます。今

後、年末年始の需要拡大による価格の回復を願っているところでございます。行政の経

営支援対策ということでございますが、平成１７年産の価格低迷の折には、重油高騰も

あわせて農業収入減によって農業経営の維持が困難となった認定農業者に対し、経営安

定を図るための融資機関が融資した農家経営安定緊急特別対策資金に対して、市は平成

１８年度に利子補給制度を設け、支援を行なっているところでございます。今後の価格

動向を見守りながら、経営支援対策の必要性について注視してまいりたいと考えており

ます。 

第３の原油の高騰に対して経営を圧迫している施設園芸などに対する行政の対応・

対策についての質問にお答えいたします。御承知のとおり、マスコミでは連日のように

原油価格高騰のニュースが報道されています。本市農業にとりましても生産コストを増

大させ、農業経営を圧迫している状況です。行政の対応・対策についての御質問であり

ますが、軽油につきましては農林水産関係機械の動力源に使う場合は軽油取引税の免税

制度があり、県への申請手続により現在１リットルあたり３２円１０銭が免税となりま

す。また農林水産省が施設園芸の省エネルギー対策のポイントについてまとめた生産管

理マニュアルや省エネルギー施設機械や被覆資材等に対する国・県の補助事業がありま

すので、それらを活用し、また関係機関と協議しながら対策を講じてまいりたいと思い

ます。ともあれ原油高騰問題につきましては、１つの自治体ではいかんともしがたい問

題であります。国・県に対し農家の窮状を伝えるとともにその対策についての要望を機

会をとらえて行なってまいりたいというふうに考えております。 

○議長（小屋野幸隆君） ５番 横手良弘君。 
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［５番 横手良弘君 登壇］ 

○５番（横手良弘君） ありがとうございました。最初の本年の米価の問題ですが、た

だ単に台風が来なくて収量が多かったからこうなったのではなく、全国的な問題でおっ

しゃった減反政策、いわゆる生産調整がうまく機能しなかったのが問題ではないでしょ

うか。それはなぜそうなったかというと、今まで行政がしていたから減反も守られてい

たのですが、農業者あるいはＪＡや集荷業者みずから行なうのであれば、皆さん収量は

多い方がいいので必然的に減反を守らず、少しでも多く耕作し、多少は自分で販売し

て、その他を共販に回した結果がこうした米余り現象を引き起こしているのではないで

しょうか。今後、国においても生産調整が行なわれない県に対しては、厳しく対応する

ようですし、ペナルティーも科すようにも決定したようで、また行政の関与の強化も考

えているようですので、本市もこのところは非常に大事なところでありますから今後も

十分に検討し、対処していただきますようお願いいたします。 

次に、温州ミカンの問題に関しましては、私たちが小さいころはミカン景気で非常

に天水・河内は景気もよくうらやましかったことを覚えております。まさかミカンがこ

のように落ち込むとは思ってもいませんでした。今後も注意深く見守り、できる限りの

救済策をお願いいたします。 

次に、原油高騰の問題ですが、確かにおっしゃるとおり１つの自治体では何ともし

がたい問題かもしれませんが、熊本も農業県であり以前は農業生産高が４,０００億円

を超えていたのが、昨年は３,０００億円を割り込むまで落ち込んでしまいました。何

とも寂しい限りであります。我が玉名においては４００億円が３７０億円と健闘はして

いるのですが、傷口は小さいうちに治しておかないと放っておくとどんどん大きくなる

ので、今後も十分注意して、でき得る限りの救済策をお願いしておきます。 

次に、市長初め私たち議員も早いもので合併後の選挙をしてから早くも２年がたっ

たわけで、折り返し地点に差し当たっています。あと２年先にはまた市民の皆様の洗礼

を受けなくてはなりません。それに次回は現在の定数３０名から２６名と議員の数も４

名減となり、先が思いやられる感があります。が、私が思うに議会は開かれた場であ

り、より多くの人が参加できる場でなくてはならないと思います。そこでお聞きします

が、他の市や町の中で選挙運動用の自動車、ポスター、名刺などの印刷などにも助成を

しているとお聞きしたことが以前あったように記憶しておりますが、どこの市や町、そ

れにどれくらいの補助をし、財源はどこから出ているのか、お伺いいたします。 

次に、市職員のコンプライアンス問題についてでありますが、このコンプライアン

スっていうのは法令遵守っていう意味です。我が家に今年の１０月１２日の３時前にフ

ァックスが届き、総務部人事課発行で各報道関係者様ということで、その内容はという

と企業局に配属している男性職員云々に始まり、なお着服した全額を弁済していること
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から刑事告訴の予定はありません。そして懲戒処分者一覧表と書いてあり、１０月１２

日発令とありました。そこでお聞きしますが、その中にあった免職、減給、戒告、文書

訓告とありましたが、私は勉強不足でその辺の意味がよくわかりませんので、その処分

はどのようなものでどれくらいの効力を持っているのか、わかりやすい説明をお願いい

たします。最近のテレビやマスコミなどで連日のように産地偽装や賞味期限の改ざんな

どで、テレビの前で記者会見がされ、頭を下げられていますが、今回の事案もそれぐら

いに匹敵するのではないでしょうか。その点いかがでしょうか。それに私は何人かの議

員の発言の中にもありましたが、常々市長は雄弁であいさつもその場その場の雰囲気を

つかみ、本当に見事に原稿なしでされるのに、今議会での冒頭の開会のあいさつの中

で、この職員の不祥事に関しては一言も触れられなかったのは何か市長のお考えがあっ

たのでしょうか。どうでしょうか。市長にお伺いいたします。それと現在、各企業には

コンプライアンスが決められ、その遵守がうたってありますが、本市にはないのでしょ

うか。明快な答弁をお願いいたします。 

○議長（小屋野幸隆君） 総務部長 元田充洋君。 

［総務部長 元田充洋君 登壇］ 

○総務部長（元田充洋君） 横手議員の玉名市の選挙のあり方について、私の方からお

答えいたします。御質問の内容が選挙の経費に関係いたしますので、予算関係というこ

とで私の方からお答えをいたします。議員お尋ねの選挙運動用の自動車やポスター作

成、名刺の印刷費用などの助成についてでございますが、選挙運動用の自動車及びポス

ター作成費につきましては、任意の選挙公営費となり条例を制定する必要があります。

当市では現在行なってはおりません。また名刺の印刷費につきましては、公費の公営費

の対象ではございませんので、御了承いただきたいというふうに思っております。この

選挙運動用の自動車及びポスター作成費を公営費として取り扱っているところは熊本県

下１４市のうち５市の自治体でございます。ただしこの２つの公営費は市だけで町村で

の取り扱いはできないということになっております。その５市の近年の選挙における状

況につきましては、選挙時の候補者の数によって異なりますが、市長選挙におきまして

は約６４万円から１９１万円まで、市議会議員選挙におきましては約７５９万円から

４,２９１万円までと多大な一般財源が必要となり、現在の財政状況といたしまして

は、大変厳しい状況であると考えますので、御理解のほどをよろしくお願い申し上げま

す。なお、任意の選挙公営費であるポスター掲示場の設置及び選挙公報の発行につきま

しては、各市で取り扱いが違いますが、当市では公費として負担しているところでござ

います。 

次に、コンプライアンス問題についてお答え申し上げます。議員御指摘のとおり企

業局水道課職員の不祥事に伴い本年１０月１２日付で免職１名、減給１名、戒告２名、
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文書訓告３名の計７名の懲戒処分等につきまして、各報道機関へ公表を行なったところ

であります。懲戒処分の種類及び効果につきましては、地方公務員法第２９条で定めら

れており、本市の条例でも定めております。その内容は、次の４種類であります。まず

免職とは職員の服務義務違反に対する制裁として職員としての地位を失わせる処分。停

職とは職員としての身分を保有させながら１日以上６カ月以下の期間その職務に従事さ

せない処分で、原則としてその期間中いかなる給与を受けることができない処分であり

ます。減給とは１日以上６カ月以下の期間、職員の給料の１０分の１以下を減額して支

給する処分。そして戒告とは職員の服務義務違反の責任を確認し、その将来を戒める旨

の申し渡しをする処分の４種類が法律上の処分と定められております。実務上の処分と

しては訓告があります。これは職場内において監督の地位にある者が職員の義務違反に

対してその責任を確認し将来を戒めるために行なう行為で、法律上の処分である戒告よ

りも軽い処分であります。そのほかに厳重注意と口頭注意がありこれは訓告よりもさら

に軽い処分であります。議員より今回の不祥事は食品の産地偽装や賞味期限の改ざんに

匹敵する事案でないかとの御指摘ありましたが、今回の不祥事は絶対にあってはならな

い重大な問題であることを痛感しているところであります。また、本市におけるコンプ

ライアンスにつきましては、国における法律の範囲内で条例・規則を定めており、いか

なる義務または権利を遂行するにも条例によるものであります。なお、今回の事案等の

再発防止に向けての要綱、通達等も詳細に定めているところでございます。 

以上です。 

○議長（小屋野幸隆君） 市長 島津勇典君。 

［市長 島津勇典君 登壇］ 

○市長（島津勇典君） こういうシビアの問題は発言通告をしていただきますように議

員各位にお願いをいたしておきます。秋の職員の不祥事について大変議会の皆さん初め

市民の皆さんに御心配や御迷惑をかけたと承知しております。一件が明らかになりまし

て以降、玉名市の場合には副市長を中心にして委員会ができており、私はその委員会の

経過あるいは結論を聞いたときに「これでよし」と、「これで行こう」というふうに決

断をいたしました。そのことがちょうどその折に舛添大臣が社会保険庁の不祥事に絡ん

で泥棒だと、これは刑事告訴するんだということが盛んに流れておりました。その時期

にちょうど合致をいたしまして、私どもも非常に逡巡をいたしました。ただ、その折に

東京の方の多く各市町村がやらない場合には厚生省の方でやるんだというようなお話も

あったんですが、不起訴処分になったことが多いようであります。しかし、私どもも過

去の玉名市の例、あるいは過去の熊本県下の市町村の例、それ等を調べましてこういう

事案の場合にどういう対応が適切なのかという、例だけが適切とは思いませんけれど

も、そういうものも調べた上で懲戒免職という決定をし、刑事告訴はしないという判
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断、決断をしたわけであります。しかしそのことが先ほど申し上げたように当時ちょう

どそういうことが重なっておりましたために、私自身もあちらこちらからなぜ刑事告訴

しないんだというおしかりをいただいたことはよく受けとめております。私自身として

は４０歳の職員、やったことは悪いことはもちろんそのとおりでありますし、今後あっ

てはならないことでございますが、個人にとって決して軽い処分ではないということ、

あるいは他の玉名市の過去の例あるいは県下の例に照らして、地方自治体の取り組み方

として刑事告訴に至らないという例がほとんどでございましたゆえに、そういう決定を

させていただいたということを申し上げさせていただきます。ただそういうことがあっ

たがゆえにそれが秋のことでございましたから、１２月議会が始まりますときに横手議

員御指摘のように冒頭皆さんにおわびをしなきゃならんだったなと思って今反省をいた

しており、あわせて今議会に私どもの市長等の場合には条例が必要でございますので、

１割カットの条例を出させていただいております。どうぞひとつよろしく御審議、御承

認をいただくようにお願いをいたします。今後、総務部長の答弁いたしましたようにこ

ういう事案が再び起こらないように我々全部襟を正し、改めて緊張していかねばと存じ

ております。 

○議長（小屋野幸隆君） ５番 横手良弘君。 

［５番 横手良弘君 登壇］ 

○５番（横手良弘君） ありがとうございました。選挙に関しましてもせっかく合併し

たのですから、先ほど選挙管理委員会委員長の答弁にもありましたように住民の皆様方

の理解を得て、合理化できるものは合理化していただき、お金のかからない本当に選挙

はできることにより市民のどなたにも参加できるような環境づくりが必要であると思い

ます。今後においても他方面からの見直しができる部分は見直しをし、そしてますます

よりよい方向に行ってもらいたいと思います。 

それと２件目のコンプライアンスの件でありますが、合併後の職員の方の不祥事が

何件、もうここまで言う必要はありませんけれども、何件ぐらいあったのか、できれば

言ってもらえれば、言ってもらいたいと思います。それときょう熊日もみえられてます

が、ちょうどきょうの熊日新聞に載っていました。「幸山市長ら１７人減給、最高２

０％半年間、市長は３カ月１割カット、逮捕された職員を停職６カ月、職給を２級降格

する、懲戒分限処分にした」と書いてありました。この分限処分というのは先ほどの説

明の中になかったと思いますので、もしわかればお願いしたいと思います。それと私は

常々本市は非常にそういう懲戒に関しては厳しい罰則が科されていると思っておりま

す。ですから熊本市と玉名市を比べたときに職員の数が全然比べものになりません。向

こうの方が多いわけですから、それは確かに熊本市の方がいろんな職員の方もおられま

すので、いろんな不祥事が発覚するのは当然かとも思います。しかしこのように世間の



 －173－

目がいろんな面で厳しくなっている現在、我々が率先して、そしてまた市の職員の方々

も率先して懲戒を受けないように頑張って襟を正して頑張っていかなければならないか

と思います。これにて私の一般質問終わります。ありがとうございました。 

○議長（小屋野幸隆君） 総務部長 元田充洋君。 

［総務部長 元田充洋君 登壇］ 

○総務部長（元田充洋君） 横手議員の再質問についてお答え申し上げたいと思いま

す。議員から過去に同様の事案があるんじゃないかという御質問でございました。合併

後２件の事案が発生しております。ひとつは社会教育団体の公金を着服した行為で、平

成１８年１月１０日付で免職１名、戒告２名、文書訓告２名の処分。それからもう１つ

は速度超過違反と酒気帯び運転で摘発され、平成１９年２月２３日付で停職１名、戒告

１名、訓告１名の処分であります。それから分限とはどういうことかというふうな御質

問もありました。分限とは平たく言いますと降格というふうに御理解いただきたいとい

うふうに思います。 

○議長（小屋野幸隆君） 以上で、横手良弘君の質問は終わりました。 

議事の都合により、暫時休憩いたします。 

午後 ２時０１分 休憩 

―――――――――――――――――――――― 

午後 ２時１６分 開議 

○議長（小屋野幸隆君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

３番 宮田知美君。 

［３番 宮田知美君 登壇］ 

○３番（宮田知美君） 有明クラブの宮田知美です。 

一番初めは農林水産業にかかる原油高騰による対策についてお尋ねをいたします。

前の質問者の質問にもありましたように原油高騰の悲鳴があちこちから聞こえているよ

うでございます。私も声を大にして質問したいと思います。昨日の新聞によりますとレ

ギュラーガソリンの全国小売価格の平均が１５５円を突破しております。灯油や重油な

どの価格もとどまるところを知らず、現在も高騰し続けております。それは私たちの生

活にまた各産業に多大な影響を与えております。原因といたしましては、一番初めに中

国、インドの需要拡大、２番目先進諸国の石油在庫の減少、３番目サブプライムローン

問題、ドル安などによる原油市場への投機的資金が流れているというようなことです。

しかし、そのようなことというのは私たちにとって目に見えるようなものじゃないんで

す。世界的なこのサプライズをですね、直接もろに影響を受けているであろうと思われ

るのがですね、農林水産業の方々だろうと思います。私は彼らを前にしていろんな質問

をしてみました。その中の１つにＪＡたまなによる石油価格変更表で、平成１２年５月
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から平成１９年１２月４日現在、約７年間を比較してみました。ガソリン代が１０３円

から１５１円、軽油が８０円から１３０円、灯油が４９円から１００円、重油が４１円

から８４円、玉名地方でのビニールハウスにかかる暖房費をまた比較してみました。イ

チゴにおきましては１反当たり平均５,０００リットル重油を使用します。平成１２年

の価格で１反当たり２０万５,０００円、今年の１９年は４２万円、たまなＪＡ共販者

の平均耕作面積が３反２畝といたしまして、今期の支払は１３４万４,０００円です。

平成１２年と比べますと６８万８,０００円の経費負担となります。ミニトマトにおき

ましては、１反当たり平均８,０００リットルの使用でございます。平成１２年価格で

３２万８,０００円、今年の１９年は６７万２,０００円、平均耕作面積が３反といたし

まして、今期の支払は２０１万６,０００円、差額として１０３万２,０００円の経費負

担です。茄子におきましては１反当たり１万リットル、重油使用。平成１２年価格で４

１万円、今年の１９年は８４万円、平均耕作面積が４反といたしまして今期の支払は３

３６万円、差額としましては１７２万円の経費負担増でございます。続きましてハウス

ミカン、１反当たり平均２０,０００リットルの重油使用です。平成１２年価格８２万

円、今年の１９年は１６８万円、平均耕作面積を３反といたしまして、今年の支払は５

０４万円、差額といたしましては２５８万円の経費負担増と大損害です。このように玉

名地方においてもっとも影響が大きかったのが重油を大量に使用する施設園芸ではない

かと思われます。そしてこの玉名地方の農業は大半が施設園芸であります。排水対策が

なされている水田のほとんどがビニールハウスです。また重油だけじゃなく、先ほども

横手議員が申しましたようにビニールシートやパックなど生産販売資材の値上げ、そし

て農薬、肥料、輸送コストなども軒並み高くなっております。そういう中において油が

高くなったからといって需要の低迷や消費者離れを避けるためにも販売価格に転換する

ことは非常に難しいとのことです。今期の収入を考えると非常に頭が痛いそうです。今

回の原油の高騰は、若い認定農家や後継ぎになった若者たちにとっては、自分たちの努

力とはあまりにもかけ離れている出来事や原因で大経費負担増となり、不況の中の農業

はこれまでもぎりぎりで、このままでは農業はやめなければならないと言ってとても深

刻に訴えております。そのほかの農林水産業に携わっている方々にもこの原油高騰は死

活問題だと思われます。１２月１１日に政府与党も原油対策として５００億円ほど特別

交付税をつけたと報道がされております。玉名市におきましても基幹産業である農林水

産業の方々に対して何らかの補助または国や県に対して政府系金融機関の活用、便乗値

上げの監視、省エネ機器の導入支援などの陳情なりの政策を行なう必要があると思いま

す。そのことについてまた対策について質問いたします。 

それではまた次の質問に移らせていただきます。旧天水中学校の跡地整備計画につ

いて、以前この件につきましては質問いたしましたが、今回は進捗状況について質問を
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いたします。今年の３月末に旧天水中学校の建物が解体され、４月より多目的社会体育

のグラウンドとして天水町の方々を中心にグラウンドゴルフ、ペタンク、そのほかスポ

ーツ大会など社会体育施設のグラウンドとして利用されております。市の方針といたし

ましては、今年度の利用については不備はあるものの一応、現状のまま利用していただ

き、その中で利用されているスポーツ団体や市民の方々の意見を踏まえ、各種団体とも

十分な話を聞いて、いろいろなイベントにも利用しやすい施設として２０年度以降に整

備するとのことでしたが、予算の獲得やその後の整備計画についての進捗状況を質問い

たします。先日１１日の５ミリの雨量でさえグラウンドは３分の１は水浸しするほど排

水はよくありません。とても２、３日は各種のスポーツ大会が開けるような状況ではな

いほどぬかるんでおります。グラウンドに排水対策を施したり、また駐車場を整備、そ

のほかグラウンド周辺の木々を伐採しないと近くの住民に迷惑をかけておる状況です。

そのほか日頃の管理は利用者団体がするとか、諸々のことについてもいろいろな意見が

出ておりますので、検討委員会の設置をお願いしたいところですが、そこまでいかない

にしても利用者との話し合いを急速にしていただき、早急にしていただき、グラウンド

ゴルフの関係者の方々はああもしてもらいたい、こうもしてもらいたいという要望が山

ほどあるそうです。それでグラウンドゴルフの団体の関係者といたしましてはですね、

おっしゃるには５０メートル、２５メートル、１５メートルの２コースを４面持つ公認

の公式競技グラウンドゴルフ施設にして、他の市町村の競技団体を呼び天水町を活性化

につなげたいと張り切っておられますので、早急な意見の集約の場を設けていただきた

いと思います。 

以上、２点について質問いたします。 

○議長（小屋野幸隆君） 産業経済部長 望月一晴君。 

［産業経済部長 望月一晴君 登壇］ 

○産業経済部長（望月一晴君） 宮田議員の農林水産業に係るガソリン高騰等の対策に

ついての御質問にお答えいたします。なお、先ほどの横手議員への答弁と重複すること

を御了承いただきたいと思います。御心配のとおり原油価格の高騰が続いており、原油

先物価格はここ５年で４倍近くまで上昇したといわれております。ガソリンや重油とい

った油そのものの価格はもとより、生産資材、価格も上がり農業に大きな影響が出てい

ます。特に本市の基幹的作物でありますトマト、イチゴ、ミカン等のハウス施設農家に

とりましては、重油の消費が増える冬本番を迎え、農業経営に与える影響が大変心配さ

れます。市としての対策についての御質問でありますが、先ほど答弁いたしましたとお

り軽油引取税の免税制度、農林水産省がまとめた生産管理マニュアル、仮称でございま

すけども、省エネルギー施設、機械等に対する国・県の補助事業を活用しながら対策を

講じてまいりたいというふうに思っております。また原油価格高騰が今後農業経営に与
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える影響を注視しながら対応してまいりたいと考えております。さらに国・県に対する

要望につきましても併せて行なってまいりたいと考えておりますので、議員の御理解を

よろしくお願い申し上げます。 

○議長（小屋野幸隆君） 教育次長 杉本末敏君。 

［教育次長 杉本末敏君 登壇］ 

○教育次長（杉本末敏君） 宮田議員の旧天水中学校の跡地整備計画についての質問に

お答えいたします。旧天水中学校の跡地の整備計画ですが、現在建物を解体し、多目的

グラウンドとして利用できるようになっております。グラウンドゴルフ、少年野球と市

民の方々が現在活用されております。今後の整備につきましては、各種関係団体と相談

をしながら市民の方々が利用しやすい社会体育施設としての整備について検討し、進め

てまいりたいと考えております。また具体的な整備計画につきましては、関係各課との

協議を行ない、平成２０年度以降に整備を予定をしております。その中でグラウンドの

状況やさまざまな視点からの整備を検討するため、利用者の団体から御意見を十分聞い

て、整備計画に反映してまいりたいと考えております。またグラウンド内の植栽や樹木

の剪定、整備後の維持管理につきましても近隣施設や住民に配慮した計画を考えていき

ますので、どうぞ御理解のほどよろしくお願いします。 

○議長（小屋野幸隆君） ３番、宮田議員。 

［３番 宮田知美君 登壇］ 

○３番（宮田知美君） 再質問いたします。これちょっと市長に質問いたします。今年

の夏の参議院選におきましては、自民党が民主党に大敗したのは皆さん記憶に新しいと

思います。その政策の１つに農業政策があったかと私は思っております。以前は無条件

に農業イコール自民党でしたが、前回だけはどんなに回っても民主党の政策の農業所得

保障をマニフェストに掲げられ、自民党離れがドミノ現象を起こしました。そのことを

考えれば、玉名地域の活性化、地域興しには絶対欠かせない農業の再生に対しては、全

力で対処すべきではなかろうかと思っております。知らぬそぶりをするのか、アクショ

ンを起こすのかは因果応報という言葉もありますように島津市政の対策に私は期待を非

常に寄せております。私は今の農業は育てるものだと思います。島津市長の答弁をお願

いし、またグラウンド整備については早急の話をお願いし、これで私の一般質問を終わ

ります。 

○議長（小屋野幸隆君） 市長 島津勇典君。 

［市長 島津勇典君 登壇］ 

○市長（島津勇典君） 最後の質問でございますが、御苦労様でございます。農業問題

については今議会冒頭に福嶋議員から視点は違ったかもしれませんが、同じような趣旨

の御質問がありましたし、先ほどは横手議員からありました。皆さんが一様に現在の農
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業事情を大変憂いている。そういうことの表れであろうと思います。そういうことを言

うとすぐお叱りをいただけるか思いますが、基本的に農政全体はやっぱり国の施策に負

うが非常に多いわけでございまして、地方自治体として何ができるか、市町村で。それ

は非常に難しい問題であろうと思います。しかしそういいますと、宮田議員からまた知

らん振りするのかと言われますから、そうは言えませんが。そういう状況の中で市が何

ができるのか。市の果たすべき役割責任は何なのかということについて、私の今日的認

識を申し上げたいと思います。県議会時代からも私はそう思っておりましたが、今ずっ

と県政を考えるとですね、いろんな変遷がありました。寺本知事の時代に長洲を初めと

した産業地帯の時代で県政の湧いた時代がある。細川さんの時代にはテクノテクノと湧

いた時代がある。そういうふうにイメージは変わったけれども、やっぱり変わらないも

のがあった。私どもの玉名地方においても１市３町の合併がなされました。そしてやが

て新幹線が走ります。時代やあるいは雰囲気は変わってくると思います。そういう中で

決して変わることはないだろう。あるいは変えてはならないという認識の中に私どもの

地域はやはり一次産業が支えている。そういう地域だという認識は私だけでなくて、議

員の皆さんも大方そういう御認識であろうと思います。ですからそういう認識に立って

やっぱり一次産業がしっかり足腰が強いということが、この私どもの地域の元気を支え

ていくのだという認識を強く持ちながら市政にあたる責任を感じております。そういう

中でこの時点で市政は何ができるのか、あるいは何をなさねばならないのか。１つには

国・県のこの現下の農業情勢に対する要請なり、陳情という言葉今流行りませんから、

要請等について農業団体と一緒になった行動を力強くとっていかなければならんと思っ

ております。それは先般の農政懇談会にも表れておったと思いますが、これはＪＡ農政

連が中心になって、玉名地域の農業を支えている中核的な方々が２００人程度でしたで

しょうか、お集まりになり、地域選出の野田、林田両代議士を初め県会議員の皆さん

等々をお招きし、私ども首長は来賓でございましたけれども、出ていろいろ意見の交換

がございました。それは市として品目横断的政策に対する意見の交換であったと承知を

しております。先ほど話題にも出ましたが米の問題、これは先ほども答弁をいたしまし

たが、あるいは備蓄であるとか云々ということで、米の値段の下落を支えていこうとい

う話でございました。議長さんが米の専門家でございますからね、たくさん米を作って

おられるわけですがお話しに伺うとその値段自体だけ見ると昨年から見て今年の米はそ

うその値段落ちをしている。値段が崩れているということではないようでございます

が、それでもやはりいろんな問題点が出てきている。ですから１つの大きな政策的な課

題としては、先ほども触れられた生産調整に対するこの度の変更がちょっと裏目に出て

きた部分がある。やっぱりこの辺がきちっとやっぱり中央において修正をしていただか

なきゃいかん。それまでは行政が中心になって、ですからその前年までは、この玉名地
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域の生産調整、私が会長という立場でございましたが、今年からＪＡの方が会長という

ことで生産調整に当たっていただくということに変更になったわけですが、だからとい

うこと出はないと思いますけれども、国全体から見ればそういう方向性が今までとはち

ょっと緩やかになってしまった。生産調整のあり方が。それでもって国が計画、基本を

据えた生産調整の姿にならなかったということが、ひとつ米余りの現象を起こしている

一因であることは間違いないんだろうと。だからこれはもう一遍修正をして、元に戻す

というわけにはいかんだろうけれども、もう少し行政の関与がある形で生産調整をする

ようにというのが、先般の品目横断的政策に対する御意見であったと、米についてはそ

ういうふうに思っています。それから麦については先般もお話し申し上げましたが、こ

れはやっぱり九州北部が特に麦の値段についておかしな格好になった。集落営農をして

きちっと認定農家が作れば、今まで以上によくなる予定だったのが作ってみたら返って

値段が下がってしまった。こういう現状になっている。これが北部４県、九州の北部４

県が特にその傾向が現れた。これはどうもお話を伺ってみるとその米の値段の決め方の

仕組みの問題。やっぱり最低制限価格を設けて支援をしていこうという仕組みの中で、

どうもこの九州北部が割を食ってしまった。こういうことで熊本県等々が余計深刻な打

撃を受けたということで急遽の農政懇談会になったと承知をしております。その中で出

てきたのが、今年度の補正予算ででも組んで、何とかこの九州北部地域、北海道も一部

あるようですが、この麦の本来先ほど申し上げたように、本来よくなる予定のはずが返

ってマイナスになったというんで、これを何とか補正なりあるいは新年度予算で支えて

ほしいという要請をしようということになったわけでして、ＪＡと一緒になって強く要

求をしていかなきゃならん。そういうのが私どもの地方自治体の責任としてもあると思

っております。それから生産グループ、品目横断的政策がおりてきているわけですが、

これについての市の取り組みは、県下一と言われるぐらいにいろいろ問題点はあります

よ。中山間地帯の問題とかあるいは参加したくてもしにくい小規模農家の問題とかあり

ますが、本来品目横断的政策が目標とした集落営農に対する取り組みとしては、県下一

と言っていただいているような市・県一体となった取り組みが玉名市ができている。そ

れは集落組織を一生懸命に市が県のお手伝いをしながら立ち上げてきたという意味です

が、それがあると思います。これは実行あるような形に先ほどから申し上げているよう

なことになっていかなきゃならんわけですが、そういう部分があると思っています。同

時に生産体制の整備、農業等もやっぱり市の大きな責任があります。横島、大浜等を中

心にして現在圃場整備事業が行なわれておりますが、あわせて土地改良事業の充実とい

うことも必要でしょう。市の責任だと承知をしております。同時にやっぱりあのもう一

つ市の大きな役割として玉名産品、ブランドという話もこの間からいろいろ議員の質問

の中にも出ておりますが、このブランドの売り込みについて生産者と一体となった市の
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取り組みが期待されていると承知しております。トップセールスを初めとして今までと

同じようなトップセールスのあり方から一歩踏み込んで何か方法はないかということを

今苦心しているところでございます。天水町がしぶや祭で今までミカンのアピールをし

ておられましたが、もう一つ今年までは実施しましたけどね。来年からもう少しひと味

つけた形でできないだろうかということで今一生懸命準備をしているところでございま

すが、これは広報の方で今準備をしているんですが、とりわけ東京や関西の消費地を中

心にして玉名地域の出身者の方々に玉名平野のアピールをしよう、その上で東京なりあ

るいは大阪の方で、大阪、京都かもしれませんけれども、関西地区で生産アピールをし

ていこう、玉名地産アピールをしていこう、そういう今準備をいたしております。ただ

これ非常に難しいのはね、玉名市内の出身者の名簿をどう整理するか、これに今非常に

苦心をしております。一応高等学校の同窓会名簿を洗いまして、そしてその中から東京

なり関西なりの名簿をひらおうということで、今広報の諸君を中心にして苦労している

ところですが、そういう整備ができた段階でですね、やっぱり地産フェアをやろうと、

まずは広い一般消費者の方々に訴えるのも方法ですが、いろんな地域がいろんな売り込

み方をしているわけですから単純に私どもの規模で小規模の地産フェアをやっても余り

大きな関心を呼ぶことにはならない。それならばせめてこの地元出身の皆さんにふるさ

との産物ですよというアピールをして、一緒になって楽しんでいただく、あるいは一緒

になって地域にアピールをしていただく、そういうことができないかということで今一

生懸命その準備をいたしております。申し上げたように市でできる努力は何なのか、農

業地帯を守っていくために、あるいはこれからも恐らく変わることはないであろう玉名

地域の一番大事な一次産業を守っていくために、振興していくために市として考えられ

る地方行政として取り組まなければならない問題を洗い出しながら、しっかり取り組ん

でまいりたいと存じております。 

以上、申し上げて答弁にさせていただきます。 

○議長（小屋野幸隆君） 以上で、宮田知美君の質問は終わりました。 

これをもちまして、一般質問は全部終了いたしました。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第２ 議案及び陳情の委員会付託 

○議長（小屋野幸隆君） 次に、議案及び陳情を付託いたします。 

 議第９８号平成１９年度玉名市一般会計補正予算（第３号）から議第１１５号和解及

び損害賠償額の決定についてまでの議案１８件、陳情４件については、お手元に配付し

ております議案及び陳情付託表のとおり、それぞれの常任委員会に付託いたします。 
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議案及び陳情付託表 

総務委員会 

 議第 ９８号 平成１９年度玉名市一般会計補正予算（第３号） 

（総則・第１表歳入の部・歳出の部、①議会費、②総務費〔３項戸籍

住民基本台帳費を除く〕、⑨消防費・第３表地方債補正 変更） 

議第１０５号 玉名市長等の給与の特例に関する条例の制定について 

議第１０６号 玉名市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

議第１０７号 玉名市職員の修学部分休業に関する条例の一部を改正する条例の制定

について 

議第１１４号 工事請負契約の締結について 

陳第  ５号 トンネルじん肺根絶の抜本的な対策を求める意見書の提出に関する

陳情 

 

産業経済委員会 

 議第 ９８号 平成１９年度玉名市一般会計補正予算（第３号） 

（歳出の部、⑥農林水産業費、⑦商工費） 

議第１１１号 指定管理者の指定について 

 陳第  ７号 割賦販売法の抜本的改正を求める意見書の提出に関する陳情 

 

建設委員会 

 議第 ９８号 平成１９年度玉名市一般会計補正予算（第３号） 

（歳出の部、⑧土木費・第２表継続費） 

議第１０２号 平成１９年度玉名市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号） 

議第１０３号 平成１９年度玉名市水道事業会計補正予算（第２号） 

議第１０４号 平成１９年度玉名市下水道事業会計補正予算（第２号） 

議第１１２号 市道路線の廃止及び認定について 

議第１１３号 市道路線の変更について 

議第１１５号 和解及び損害賠償額の決定について 

陳第  ４号 市道拡張整備に関する陳情 

 

文教厚生委員会 

 議第 ９８号 平成１９年度玉名市一般会計補正予算（第３号） 
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（歳出の部、②総務費中３項戸籍住民基本台帳費、③民生費、④衛生

費、⑩教育費） 

 議第 ９９号 平成１９年度玉名市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 

議第１００号 平成１９年度玉名市老人保健事業特別会計補正予算（第２号） 

議第１０１号 平成１９年度玉名市介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 

議第１０８号 玉名市保育所条例の一部を改正する条例の制定について 

議第１０９号 玉名市天水児童館ひがし園条例を廃止する条例の制定について 

議第１１０号 玉名市立小中学校設置条例及び玉名市立幼稚園条例の一部を改正する

条例の制定について 

陳第  ６号 後期高齢者に対する鍼灸マッサージ施術の助成に関する陳情 

 

○議長（小屋野幸隆君） 付託を決しましたので、各常任委員会におかれましては、そ

れぞれの会期日程に従い、審議をお願いいたします。 

 以上で本日の日程は終了いたしました。 

 ２０日までは委員会審議のため休会とし、２１日は定刻より会議を開き各委員会の報

告を求めることにいたします。 

 本日は、これにて散会いたします。 

午後 ２時４５分 散会 



第 ６ 号

１２月 ２１ 日（金）
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平成１９年第５回玉名市議会定例会会議録（第６号） 

 議事日程（第６号） 

平成１９年１２月２１日（金曜日）午前１０時開議 

日程第 １ 委員長報告 

     １ 総務委員長報告 

     ２ 産業経済委員長報告 

     ３ 建設委員長報告 

     ４ 文教厚生委員長報告 

日程第 ２ 質疑・討論・採決 

日程第 ３ 委員長報告 

     新幹線鹿児島ルート建設促進特別委員長報告 

日程第 ４ 質疑・討論・採決 

日程第 ５ 委員長報告 

     玉名バイパス建設促進特別委員長報告 

日程第 ６ 質疑・討論・採決 

        閉 会 宣 告 

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ 

 本日の会議に付した事件 

日程第 １ 委員長報告 

     １ 総務委員長報告 

     ２ 産業経済委員長報告 

     ３ 建設委員長報告 

     ４ 文教厚生委員長報告 

日程第 ２ 質疑・討論・採決 

日程第 ３ 委員長報告 

     新幹線鹿児島ルート建設促進特別委員長報告 

日程第 ４ 質疑・討論・採決 

日程第 ５ 委員長報告 

     玉名バイパス建設促進特別委員長報告 

日程第 ６ 質疑・討論・採決 

日程第 ７ 追加議案上程 

議第１１９号 平成１９年度玉名市一般会計補正予算（第４号） 

議第１２０号 平成１９年度玉名市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号） 

議第１２１号 平成１９年度玉名市介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 
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議第１２２号 平成１９年度玉名市農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号） 

議第１２３号 平成１９年度玉名市水道事業会計補正予算（第３号） 

議第１２４号 平成１９年度玉名市下水道事業会計補正予算（第３号） 

議第１２５号 玉名市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

日程第 ８ 提案理由の説明 

日程第 ９ 議案の委員会付託 

日程第１０ 委員長報告 

     １ 総務委員長報告 

     ２ 産業経済委員長報告 

     ３ 建設委員長報告 

     ４ 文教厚生委員長報告 

日程第１１ 質疑・討論・採決 

日程第１２ 有明広域行政事務組合議会議員補欠選挙 

日程第１３ 玉名市玉東町病院組合議会議員補欠選挙 

日程第１４ 玉名市農業委員会委員の推薦について 

日程第１５ 意見書案上程 

意見書案第３号 割賦販売法の抜本的改正を求める意見書の提出について 

日程第１６ 質疑・討論・採決 

日程第１７ 新幹線鹿児島ルート建設促進特別委員会委員、玉名バイパス建設促進特別委

員会委員及び議会報編集特別委員会委員の辞任報告 

日程第１８ 新幹線鹿児島ルート建設促進特別委員会委員、玉名バイパス建設促進特別委
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午前１０時２２分 開議 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

○議長（小屋野幸隆君） おはようございます。ただいまから本日の会議を開きます。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第１ 委員長報告 

○議長（小屋野幸隆君） 各委員会に付託してあります全議案を一括議題といたしま

す。 

 審議の方法は、各委員長の報告のあと、質疑、討論ののち採決いたします。 

 各委員長の報告を求めます。 

 総務委員長 宮田知美君。 

［総務委員長 宮田知美君 登壇］ 

○総務委員長（宮田知美君） 皆さん、おはようございます。ただいまから総務委員会

の審査経過と結果を御報告申し上げます。総務委員会に付託されました案件は、議第９

８号平成１９年度玉名市一般会計補正予算（第３号）から陳第５号トンネルじん肺根絶

の抜本的な対策を求める意見書の提出に関する陳情までの議案５件、陳情１件でありま

す。特筆すべき内容について御報告を申し上げます。 

まず議第９８号平成１９年度玉名市一般会計補正予算（第３号）について御説明を

申し上げます。歳入歳出予算補正につきましては、歳入歳出それぞれ１億４６０万円を

追加し、歳入歳出予算の総額を２６１億４,６２０万円とするものです。歳入では１２

款分担金及び負担金では保育所運営費負担金１,１９４万５,０００円の減額。１４款国

庫支出金は自立支援医療費負担金、保育所運営費負担金、地方道路整備臨時交付金など

３,０７１万２,０００円の増額。１５款県支出金は保険基盤安定負担金、多子世帯子育

て支援事業費、新需給システム推進事業補助金など１,３６３万２,０００円の増額。繰

越金は歳出総額との調整分として５,４４１万円の増額。諸収入は新幹線に関する渇水

対策及び水路環境整備事業の受託金２,３２５万１,０００円及び大雨浸水被害の賠償金

に係る保険金５９４万９,０００円などの増額。市債は道路橋梁整備事業及びまちづく

り交付金事業に係るもので１,２６０万円の減額です。 

次に歳出では、２款総務費は国県費の償還金３,０２２万７,０００円の増額及び庁

舎建設費の２２３万１,０００円の減額。次に第３表地方債補正については、道路橋梁

整備事業２６０万円及びまちづくり交付金事業１,０００万円の減額について変更で

す。以上執行部より説明があり、委員から次の質疑がございました。１つ、草枕てんす

いの発電機材の落雷被害による修理復旧費が計上されておるが、指定管理者との管理協

定上の契約はどうなっているのか。１つ、地方道路整備臨時交付金から横島山の上大園

線の効果について。１つ、平成１９年度末における退職者予定数と人事異動について。
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１つ、防犯灯の補助対象件数と補助金額について。１つ、新庁舎建設にかかる文化財試

掘調査について。以上の質疑に対し、執行部より次の答弁がありました。一番最初の指

定管理者の管理協定上の契約については、現在市内２０の施設において指定管理者制度

を実施しておるが、おのおの契約を締結しているものの内容は類似している。今般のよ

うな修理にかかるものとしては、軽微なものについては指定管理者が負担する。１００

万円以下のものについては市と協議すると明記されている。当案件については市財の市

有の財産であり、保険加入という状況にも鑑み、市が負担することとした旨の答弁があ

りました。次に横島山の上大園線については、玉名市総合計画の基本目的として掲げて

ある「便利で快適なまちづくり」の中の道路交通体系の整備のとおり市域からの一体的

な推進を図るため、中心市街地までどこからでも１５分以内に到達できる１５分構想を

具限化するための道路整備として、国道２０８号線と国道５０１号線とのアクセス道路

としての位置づけとの答弁がありました。次に平成１９年度末における退職者予定数と

人事異動について、定年退職者は１９年度末において２７名、年度内途中退職者が４

名、勧奨退職者数が１２名で合計の４３名の予定であるとの答弁に対し、委員からこの

人員減に伴う仕事量の負担増や時間外手当の増額、機構改革等の推進にも言及がなされ

ました。さらに人事異動の基本的な考え方の質疑については、執行部より大きな目安と

しておおむね３年間を１つの周期と考えている。合併協定の職員削減の原則として退職

者数の３分の１採用となっており、平成２０年度見込として約３０人の職員減は各課に

おいて相当の負担増と考えられる。それぞれの機構の改革も考えなければならない旨の

答弁がありました。また市職員において異動に関しての希望を聴取しているかとの質疑

に対しては、昨年より身上報告書にて異動の希望、理由を記載したものを提出させ、そ

れらを参考にして人事異動を行なっている。最後に職員の旧出身地、各総合支所への配

置、地域性を熟知した職員配置また合併による市域全体の一体性という種々なる観点を

総合的に勘案した異動を考える旨の答弁もありました。次に防犯灯の補助対象件数と補

助金額については、市内全体としての申請件数は４,１４４件であります。２０ワット

の防犯灯の電気料は月額２１０円であり、そのうち１００円の月額を補助するものの補

正である旨の回答がありました。今後この補助率の改定の考えないかとの質疑に対し、

本年度において要綱にて１００円の補助金額を決定したばかりであり、継続したいとの

答弁がありました。また設置費用にかかる補助金についての質疑応答もありました。次

に新庁舎建設にかかる文化財試掘調査賃金についての質疑応答を御報告申し上げます。

新庁舎建設にかかる用地取得は来年度予定されているが、かかる土地の土地収用法５,

０００万円の知事認定の事務手続きを進めると共に、埋蔵文化財調査のための試掘調査

を来年２月から３月に実施することとしている。この試掘調査の結果により本調査の必

要性の有無を判定することになる。仮に文化財の価値や保存の重要性の問題が浮上すれ
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ば、新庁舎建設にも影響が出てくることも懸念され、端的に申し上げれば、本調査が必

要ならば先送りになるということであります。なお、新庁舎建設にかかる合併特例債の

活用に関しては、平成２７年度までの適用となっていることが申し添えられました。ま

た委託料の減額については、基本設計委託の残額であり借上料はユニットハウス借り上

げ等の答弁がありました。そのほか多子世帯子育て支援等にかかる歳入の質疑等もあり

ました。審査を終了し、採決の結果、議第９８号は、全員異議なく可決すべきものと決

しました。 

次に、議第１０５号玉名市長等の給与の特例に関する条例の制定についてでありま

すが、市長及び副市長の具体的な給与カット額の質疑応答以外には質疑はなく、審査を

終了し、採決の結果、議第１０５号は、全員異議なく可決すべきものと決しました。 

議第１０６号玉名市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて申し上げます。合併後における職員の取得状況について質疑がありました。平成

１８年度が１０名、平成１９年度が１３名、現在の予定は８名の計３１名である。制度

の概要としては３年間の育児休業期間があり、産前産後の８週間を除き３年間は給料は

無給であるが、その内１年間については共済から６割の手当金が支給されるとの答弁で

ありました。審査を終了し、採決の結果、議第１０６号は、全員異議なく可決すべきも

のと決しました。 

議第１０７号玉名市職員の修学部分休業に関する条例の一部を改正する条例の制定

についてですが、学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴い改正されるものであ

り、執行部の説明の後委員からの質疑はなく、審査を終了し、採決の結果、議第１０７

号は、全員異議なく可決すべきものと決しました。 

最後に議第１１４号は工事請負契約の締結についてですが、これは天水町尾田川左

岸地区の生活排水を処理するための農業集落排水処理施設建設に伴い、地盤改良及び基

礎杭打設等の土木工事一式の契約にかかるものです。位置図、計画概要、改札調書の関

係資料の配付後、仮契約に至る経緯について執行部より以下の説明がありました。契約

方法は当該工事内容と同種の施工実績を有する市内の特定建設業者９社による指名競争

入札を実施し、入札の結果、玉名市天水町の株式会社池田建設が２億１,２１０万円で

落札したとのことです。委員から旧横島町や旧天水町における工事入札にかかる業者選

定の経緯や方針についての質疑がなされました。執行部から入札参加業者については旧

自治体選定経緯が異なり大手ゼネコンや共同企業体さらに地元業者とさまざまであり、

今般の入札については、地元でできる工事は地元にて実施する旨を基本に過去１０年間

の実績や県の協力もいただきながら、９社を選定したとの答弁がありました。そのほか

当該施設の建設に伴い分離発注した建築、機械設備、電気設備についての質疑応答もあ

りました。審査を終了し、採決の結果、議第１１４号は全員異議なく可決すべきものと
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決しました。 

陳情に関しましては、陳第５号トンネルじん肺根絶の抜本的な対策を求める意見書

の提出に関する陳情についてであります。事務局より陳情の要旨の説明及び近隣市の状

況についての報告がなされました。委員からは、願意は十分理解できるが予算措置や国

策に対し、地方議会の意見書になじまないとの意見や、また一方では救済が長引けば被

害者が亡くなってしまう現状があり、早急なる被害対策が必要との委員の意見もありま

した。委員から、継続との意見が出され、審査を終了し、陳第５号については採決の結

果、賛成多数で継続審査にすべきものと決しました。 

以上、総務委員会の報告を終わります。 

○議長（小屋野幸隆君） 産業経済委員長 横手良弘君。 

［産業経済委員長 横手良弘君 登壇］ 

○産業経済委員長（横手良弘君） おはようございます。産業経済委員会の報告をいた

します。今期産業経済委員会に付託されました案件は、議案２件と陳情と請願それぞれ

１件であります。その審査の経過と結果について御報告いたします。 

議第９８号平成１９年度玉名市一般会計補正予算（第３号）中付託分についてであ

ります。６款農林水産業費は２,６３２万円の増額であります。歳出の主なものは、熊

本農業運動チャレンジ支援事業が１４１万４,０００円の増額で、熊本県の育成品種の

苺のひのしずくの有利販売のための事業で、事業主体の玉名市農業協同組合への補助で

あります。また果樹産地構造改革支援事業補助金は２２５万円の増額で、玉名市果樹産

地推進組合の組合員１０名中５名は地元天水ですが、荒尾地区に水源確保を目的として

実施される事業へ補助するものであります。水田農業構造改革対策費の新需給システム

推進事業補助金は平成１９年産から米の生産調整の主体が市町村からＪＡなどの方針作

成者へとシステム変更になったことに伴い、県からの配分に基づき玉名市４総合支所分

の事務費の一部を減額し、ＪＡ玉名、ＪＡ大浜への交付分３９０万６,０００円を補助

金として増額するものであります。土地改良費の農地、水、環境保全向上対策事業補助

金は本年度から事業が始まっているもので、３６地区の事業の中身の変更に伴い、地区

の面積が減り減面積に対する交付金が減額確定となり調整、またこの事業に取り組んで

いない地区へは農業施設の農道・排水路の維持管理に充てるための事業費の調整であり

ます。林業振興費は防火林道の開設に伴う用地を購入し、登記を行なうための１筆丈量

図の委託料と平成１９年度の工事で来年１月明けから発生する１５筆の用地購入費で

１,６４０万４,０００円の増額であります。７款商工費は１４４万円の増額でありま

す。主なものは６月以降の異動によります職員の人件費の調整分であります。委員から

水田農業構造改革対策費はどういった事業内容なのかという質疑に対し、執行部から平

成１８年度までは数量円滑化推進事業として米の生産調整指導のための事務費について
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は当初は県から行政に３４９万１,０００円の事業助成交付があるとのことで予算に計

上していたが、売れる米づくりの推進ということで集荷団体が生産調整の主体となる新

需給システム推進事業へとシステムが変更となり、今回市の事業費を１７５万２,００

０円に減額し、ＪＡ玉名に３７０万４,０００円、ＪＡ大浜に２０万２,０００円の助成

をすることになったものでありますとの答弁がありました。また委員から、熊本農業運

動チャレンジ支援事業は苺に対する補助ということですが、具体的にはどういう事業補

助なのかとの質疑に対し、執行部から新品種のひのしずくの有利販売のために定植時期

の作方の検討、経営調査、市場の調査、包装のどういう形がよいのかなど、そういうこ

とを試作・検討する事業に助成するものですとの答弁がありました。次に委員から、企

業誘致について進捗状況を知らせてほしいとの質疑に対しては、執行部から一般質問で

もありましたが、場所についてはまだ発表できないので明確に答弁ができませんが、菊

水のインターチェンジの近くに場所はあります。まだ県の農林水産課、農政局に農村工

業導入のお願いをしてまだ回答が出ていないような状態でありますとの答弁に対し、さ

らに委員から場所はあるが企業はまだはっきりしていないのかという質疑に対し、企業

はどこかまでは進んでいないとの答弁でありました。防火林道についてはどの程度の進

捗状況か、またいつ頃の完成かとの質疑に対し、平成９年から事業計画が採択され１０

年度から工事は始めています。玉名から南関まで９.５キロ、南関が３.１キロ、玉名が

６.４キロで南関は平成１９年度で工事のめどが立つと言われています。玉名市分は残

りの発注で４７０メートルを予定されています。平成１９年度末の見込で４,２８０メ

ートルぐらい終わるのではないかと思われ、あと残りが２,１００メートルから２,２０

０メートル程度で平成２２年度までには完成させるという方向でいっています。平成１

９年度末で７７.７％の進捗状況でありますとの答弁でありました。審査を終了し、採

択の結果、議第９８号付託分は、全員異議なく可決すべきものと決しました。 

次に、議第１１１号指定管理者の指定についてであります。玉名市岱明磯の里条例

の規定に基づき、指定管理者の指定をしようとするときは地方自治法第２４４条の２第

６項の規定により議会の議決を経る必要があるためで、今回熊本市の株式会社三勢を指

定管理者として指定するものであります。委員から、磯の里については一般質問の時に

営業がマイナスということで出ていましたが、市から補助を一切しないも指定管理者を

指定されるのか確認したいとの質疑に対し、執行部から管理委託料として３８７万５,

０００円以下で指定管理者の応募を行なってきました。三勢の提案価格につきましては

３８４万３,０００円で平成２０年、２１年、２２年の３年間で１,１５２万９,０００

円の管理委託料を市から払うものでありました。この委託料の額については、指定の後

の協議の中で、これ以上にはならないがこれ以下にはなる協議は行なっていきたいと思

いますと答弁がありました。さらに委員から、他の指定管理者施設には管理料は支払わ
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ないで指定管理を指定されているが、磯の里の場合は営業赤字が多かったので、それよ

り少ない価格で委託することで赤字が少なくなるから管理料を支払って委託してよいと

いうことなのかとの質疑に対して、現在のところ人件費など合わせますとそこの施設だ

けの赤字が４００万円出ている。それから職員の人件費が４００万円出ていて合わせま

すと８００万円程度の赤字が出ている。それを３８７万５,０００円という応募価格で

営業を行なってもらうということで募集をしましたとの答弁がありました。また委員か

ら、本来は閉鎖をすれば営業委託料をいらないわけで、そういう議論はなかったのかと

の質疑に対し、５月に地域協議会に諮りました折りには指定管理者制度を導入して岱明

地域の農水産業の活性化を図るという初期の設置目的に沿った経営改善を行なうよう答

申を受けたものでありますとの答弁でありました。他の委員からは内容を聞かれたから

説明するのではなく、当初の議案説明の段階で細かく委員会でも掘り下げたところで議

論はなかったのか、委託料については大変な問題だ、内容を知らせずに賛成せざるを得

ないとの意見も出ました。執行部からは赤字の経営改善のための指定管理者制度の導入

であり、現在まで勤めてもらった２名の方の管理委託で雇用の場でもあります。このた

め管理委託費の支払をしないことで検討をいたしましたが、４００万円の人件費を入れ

て８００万円の赤字施設に指定管理者の応募があるのかなどの検討を重ねた末、施設の

経営上の赤字４００万円ということで、３８７万５,０００円の設定価格を決めて募集

を行なったところでありますとの答弁でありました。また委員から、磯の里は農産物の

販売を中止して売り上げを伸ばしていかないといけない、指定管理者として赤字を出し

てまで委託を受けるのはメリットがないわけで、３８０万円の委託料を支払えば黒字経

営ができるのではないかと思いますが、三勢が今指定管理をされている施設と磯の里と

の管理の中身を考えるとそういうノウハウはあるのかなあと危惧をするところですが、

そういうところはどのように見ておられるのかという質疑に対し、執行部から、三勢の

提案されました運営の方法と方針につきましては、海岸を生かした事業展開、広域ネッ

トワークを生かした事業展開、例えば芦北青年の家とか県立大学等の食堂なども運営を

されていますので、その納入業者関係また地元の漁協とか諸団体とのネットワークを生

かしての運営、ＮＰＯ法人人づくり熊本ネットなど法人関係を生かした砂場におけるス

ポーツ事業の展開、それから地元の管理運営の意見を収集するための構成運営会議の場

を設ける。四季を通じて地元とのつながり、例えば春は陶器市、夏はビーチのスポー

ツ、秋には農産物の味覚市、冬には海産物などなどのイベントをしていきたいとの提案

でありました。地元の関係者に対しては、特別の優遇を市から要望していきたいと思い

ますとの答弁でありました。審査を終了し、採決の結果、議第１１１号は、全員異議な

く可決すべきものと決しました。 

次に、陳第７号割賦販売法の抜本的改正を求める意見書の提出に関する陳情につい
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てであります。事務局からの説明のあと、委員から特に質疑はなく、陳第７号について

は審査を終了し、願意妥当と認め、全員一致で採択すべきものと決しました。 

次に、陳第４号玉名市における遺伝子組み換えナタネの自生・交雑の防止に関する

請願についてであります。この請願は継続審査となっていたものであります。委員から

は、これは由々しき問題で玉名の農業においてもこれがどんどん入って増えるようであ

れば、前向きに取り組まなければならないし、前回審議した内容でありますが、条例ま

で制定するような請願でありますので、今ここで条例までというのは玉名の場合非常に

厳しいのかなあ、積極的に勉強しなければならない問題ですが、また遺伝子組み換えは

食用の肉類あたりも研究され、出回っている部分もあると思います。組み換えそのもの

には賛成できないが、条例をつくるとなるとどうか、請願書の１番に条例を制定してく

ださい。２番が調査を行なってください。と記載されており、一緒に両方するのは難し

いなどの意見が出ております。審査を終了し、請第４号については、採決の結果、全員

一致で継続審査とすることが決定しました。 

最後に委員会終了後、指定管理者において運営されております天水の草枕温泉てん

すいと玉名の市営大衆浴場玉の湯の現地視察を行ないました。 

以上をもちまして、産業経済委員会に付託されました案件の報告を終わります。 

○議長（小屋野幸隆君） 建設委員長 田畑久吉君。 

［建設委員長 田畑久吉君 登壇］ 

○建設委員長（田畑久吉君） 皆さん、お疲れ様でございます。今期、建設委員会に付

託されました案件は議案７件、陳情１件であります。審査の経過と結果について御報告

をいたします。 

 まず初めに、議第９８号平成１９年度玉名市一般会計補正予算（第３号）中付託分に

ついてであります。８款土木費は大雨浸水に係る賠償金５９４万９,０００円、新幹線

渇水対策事業費９０５万８,０００円、地方道路臨時交付金事業費３,０３０万円などの

増額であります。第２表継続費については新幹線高架工事に伴い、用排水路の付け替え

工事を鉄道運輸機構から受託して行なうものでありますが、水稲作付け時期までの完了

が必要であり、工期短縮を図るため一括発注を予定していることから１９年度及び２０

年度各１,３２５万２,０００円の合計２,６５０万４,０００円の計上であります。委員

から新幹線トンネルの渇水被害地区である石貫３区の迷惑を被っている世帯はどのくら

いあるのかとの質疑があり、執行部より渇水については水田、果樹園、一般の家庭の飲

料水と大きく分けて３つあり、石貫３区の場合はすべて合わせて１８世帯が被害にあっ

ている。飲料水に関しては３世帯、水田が約２１名、水田の被害面積は５.７ヘクター

ルになっているとの答弁でありました。また委員より賠償金の問題に対し、玉名市では

２００万円未満の場合は予算計上しない、２００万円以上なら議会の議決を諮るし予算
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上も数字は表れてくるが、その辺は問題ないかとの質疑があり、執行部より２００万円

未満については専決処分でよいが、報告義務はある。金額については予備費から予算と

してあげ、これは最終的には決算で上がってくる。今回２００万円以上ということで議

会の承認が要るとのことで、予算を議会に出しているとの答弁でありました。また今回

の賠償額は１件で５００万円を超えている。９月議会で先に報告として上がっている岩

崎浸水被害の６件も総額としてはかなり大きい数字になるのに、それが報告だけで予算

に表れてこないことに対し、解せないとの質疑があり、執行部より物件に対して１件ず

つか総額かとの確認をし、あくまでも１件単位ということであったのでそういう形で今

回お願いしたとの答弁でありました。また賃金において、新幹線前広場の文化財発掘調

査８８５平米が民間委託になったとのことだが、減額の費用はすべて民間委託の費用に

なったのかとの質疑に対し、執行部より本来文化財発掘というのは県の指導では直営で

やりなさいというのが本来の考え。今回も文化課の学芸員を１人つけて作業員を募集し

て賃金として支払うという形態をとっていたが、しかしどうしても学芸員の確保ができ

ず、完全民間委託をしたため、当初直営で予定していた作業員の賃金を減額するとの説

明があっております。さらに民間に委託しても直営との差額があまりない、経費の削減

はできないのではとの質疑があり、執行部より文化財発掘の場合、労働時間の形態は不

規則かつ月に何日という制限がある。それで委託料においても文化課が直営で支払って

いる賃金を採用している。この賃金は一般の市場よりかなり安く、そういう関係で委託

に切り替えても金額はほとんど変わらないとの答弁でありました。また委員より横島の

山の上大園線について距離的には６００メートルだが、どれぐらい工事期間がかかった

のかとの質疑があり、執行部よりこの山の上大園線は平成１６年度から２０年度の５年

間で計画しており、まず１６年度が設計関係、１７年度がそれに基づく用地買収・補償

関係、１８年度から工事にかかり盛土工事、１９年度が舗装と安全施設などを行なって

いるとの答弁でありました。また予算を前倒しでやるぐらいなら当初に組み込めなかっ

たのかとの質疑があり、執行部より今回２０年度の最後の工事ということで、舗装する

と計画していたところ１０月に２０年度のヒアリングに県に行った際に県の方から財政

的に余裕があるから１９年度でしたらどうかという話があり、急遽１９年度にお願いす

ることにしたとの答弁でありました。以上、さまざまに質疑がありましたが、採決の結

果、議第９８号中付託分については、原案のとおり全員異議なく可決するものと決しま

した。 

次に、議第１０２号平成１９年度玉名市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１

号）についてであります。第１表歳入歳出予算補正につきましては、歳入歳出それぞれ

４３５万９,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を１３億４,８３０万１,０００円

とするものであります。今回の補正については、停電などに対処するための発電機の購
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入経費の入札残額の減額及び職員手当の増額となっており、歳入については農業集落排

水処理施設整備基金繰入金の減額と繰越金の増額であります。委員から維持費管理費の

備品購入等に予算が６割ぐらいしかかかっていないが安かったのかとの質疑があり、執

行部より非常用発電機購入ということで、１,１１５万１,０００円の予算をいただい

た。発電機購入については会計課の用度係の方での備品購入となるため入札を行ない、

入札の結果６００万７,９４２円ということでその入札残分を減額するとの説明であり

ました。これに関連して委員から、購入価格は安かったというのはいいことだが、予算

と落札価格にこんなに差異があって事前に情報をつかんで当初予算に反映できなかった

かとの質疑があり、執行部より当初予算のときは１つの業者から見積りをとって予算化

した。そのあと入札のときは８社入札でその結果、入札率６６％で落札されたとの答弁

でありました。また委員から見積りが１社ということに非常に問題があるのではとの指

摘があり、執行部より当初予算については今までの経緯として概算の見積もりというこ

とで１社取ってきた経緯がある。委員指摘の件に関してはあくまでも当初予算の見積と

いうことで限定した見積りをお願いしている。今後このようなことがないように２、３

社から見積りをとって、その中の最低の金額を予算計上していきたいとの答弁があって

おります。以上のように質疑が出されましたが、採決の結果、議第１０２号について

は、原案のとおり全員異議なく可決するものと決しました。 

次に、議第１０３号平成１９年度玉名市水道事業会計補正予算（第２号）について

であります。収益的収支については２６３万円を減額し、収益的支出の総額を７億１,

４４２万８,０００円とするものであります。内容として職員給等の減額であります。

委員から特に質疑もなく、採決の結果、議第１０３号については、原案のとおり全員異

議なく可決するものと決しました。 

次に、議第１０４号平成１９年度玉名市下水道事業会計補正予算（第２号）につい

てであります。収益的支出については１８万９,０００円を追加し、総額を１１億４,４

５６万４,０００円とするものであります。資本的支出につきましては６７万２,０００

円を増額し、総額を１４億３,４３８万円とするものであります。内容としましては、

両支出とも職員手当等による増額であります。委員から特に質疑もなく、採決の結果、

議第１０４号については、原案のとおり全員異議なく可決するものと決しました。 

次に、議第１１２号市道路線の廃止及び認定についてであります。これは道路法第

１０条第３項及び第８条第２項の規定により、議会の議決を経るものであります。今回

廃止する路線は下町新地線を初めとする１０路線であります。認定する路線は下町新地

線を初めとする１１路線の認定であります。また議第１１３号市道路線の変更について

も議第１１２号と関連するため、あわせて一括審査をしております。これは道路法第１

０条第３項の規定により議会の議決を経るものであります。今回変更する路線は梅林安
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楽寺２号線及び梅林安楽寺４号線の２路線であります。委員からこの所有権については

完全に移転がなされているのかとの質疑があり、執行部より今から議案として認定して

いただいた暁に所有権の移転となる旨の答弁があっております。採決の結果、議第１１

２号及び議第１１３号については、両案件とも原案のとおり全員異議なく可決すべきも

のと決しました。 

次に、議第１１５号和解及び損害賠償の決定についてであります。これは地方自治法

第９６条第１項第１２号及び第１３号の規定により、和解及び損害賠償額の決定につい

て、議会の議決を経るものであります。内容といたしましては、平成１９年７月７日午

前６時５０分頃、市の管理下にある岩崎排水樋管の開閉誤りにより同樋管付近が増水し

たため、自宅兼店舗が床上浸水し、家財道具及び商業用の電気製品等に損害を与えたも

のであります。相手方への損害賠償額として５９４万８,５５０円を支払うものであり

ます。なお損害賠償金については市民総合賠償補償保険より全額給付されるものであり

ます。委員からこの件について、以下の３件の質疑があっております。まず１点目、か

ってこの岩崎樋門は閉めたことがないという経過がある。今回の被害はある意味人災的

な意味があるし、当時のそういった管理ルートは一体どうなっているのか。同浸水被害

の７件中６件は９月までに終わっているのに、この１件がここまで長引いた理由は何か。

３点目、賠償額の代表的なものは家財道具、電気製品とあるが実際は何なのか。この３

件に対して執行部より次のような答弁があっております。まず１点目に対し、被害発生

が７月７日午前６時５０分頃、その少し前の５時３０分頃、玉名市民より水防本部の方

に樋門の扉を閉めてほしいとの電話が入った。そのとき水防本部に詰めていた職員が５

時３０分過ぎに連絡を受け、樋門の操作員に電話をし、樋門の操作をしてほしいと連絡

をした。そして５時４０分頃連絡を受けた樋門の操作員が樋門を閉めてほしいとの市役

所の連絡ということで言われたとおり閉めたということであった。そして６時３０分頃

岩崎樋管の現場の様子をしばらく見て自宅に帰ったとのことで、そのときその後樋門を

閉めたことによって増水しているとの連絡が入ったので樋門に行き、樋門を開けて増水

が解除したということになっていると、当日の経緯説明がありました。市民からの一報

で水防本部の方がどうかしてほしいということを考えたものだから、操作員の方にちょ

っと見て来てほしいということを本部は言ったとのこと。しかし操作員は操作というこ

とだったから、閉めてほしいということのように感じた模様。操作員の方に確認したと

ころ前任者からの引き継ぎでここはほとんど閉める必要はない、通常開けておくところ

だと聞いていたとのことでした。さらに執行部よりその後はマニュアルをつくってきち

んと対応している。まずは７月１８日付で文書で操作を円滑に行なうよう操作員全員に

文書を送っている。それで一番大切な玉名排水機場は７月２４日に操作研修を国交省よ

り呼んで行なった経緯説明があっております。次に２点目の理由について、当日の７月
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７日浸水したということを聞いて即総務課にも応援をいただいて、職員総動員でまず後

片付けをしようということで消防団の協力を得ながら後片付けについての協力を行なっ

た。その後７月９日にまず第１回目の災害調査、被害調査に行った。これは市民総合型

ということで一応保険が対象になるという確認をまず取ることが大事だということで、

その辺の手続関係も含めてやった。この保険は賠償責任保険ということだが、これは市

に国家賠償法上、民法上の損害賠償責任が生じたことに対しての保険で、行政が所有者、

所有・使用・管理している自治体施設の瑕疵それから自治体施設の管理業務の過失、そ

れから遂行上の過失とか、その辺で第三者に対して身体または財産・財物が消滅もしく

は破損した場合において、法律上の損害賠償を生じることによって保険を支払うという

ことで、ほとんど玉名市が所有、使用、管理する公共施設ということであります。７月

９日にまず損害会社から保険の対象になるかと、まず確認をすべきであるということで、

申し上げたところそういう事実があれば補償して出しますということで確認をした。そ

れに基づいて７月２６日に初めて交渉に入った。それで最終的に１０月１７日に示談の

方向性が見えてきた。この間２０回以上の交渉を行なっている。交渉の中で一番溝があ

ったのは責任の問題で、市側から言う評価額による損失補償と被害者の方から言う全額

補償とそこにずれがあった。損失額を計算した形での補償物件を説明したが、あくまで

も全額ほしいとのことでした。また被害者本人の窓口がなく兄弟の方がいろんな形で交

渉人として入って来られた。窓口がどちらに合わせていいかわからないため、最終的に

は窓口を親族の方一本に絞っていただき、交渉が急展開した。このような形で時間が遅

れた経緯説明がなされました。次に３点目、補償の内容について一番大きかったのは、

着物、陳列ケースそれと天井から下の方の家屋、柱、床、すべて差し替えということで

した。最後に委員より、一番最初の発生の問題、見てほしいと開けてほしいは全然違う

し、命に及ぶことになれば不祥事の問題にもなりかねないので発生間際の危機管理マニ

ュアルの徹底をお願いしたいとのことでありました。以上、さまざまに質疑ありました

が、採決の結果、議第１１５号については、原案のとおり全員異議なく可決するものと

決しました。 

次に、陳第４号市道拡張整備に関する陳情についてであります。これは市道５２４号

線の青野北坂門田線が広域農道等の利用増大にともない、通行車両が増加し、幅員の狭

いところで離合の難しさ、路肩からの転落事故や接触事故等が危惧されること、また地

域住民で保全に努めているが、市道として基準に達しておらず、市道としての機能確立

がなされてないため、幅員拡張を要望するものであります。委員から、地域の方々の生

活道路ということだが、周囲には何世帯ぐらいの人が住んでいるのかと質疑があり、執

行部より陳情路線区間については家屋はなく、農地、山林。特に陳情路線区間の東側に

ついては集落が発生していると答弁でありました。また委員から、集落と集落を結ぶ生
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活道路等があり、ここを通らないと迂回して踏切を２回渡る形になるため非常に不便だ

との意見も出ております。陳第４号については、願意妥当と認め全員異議なく採択すべ

きものと決しました。 

最後に委員会終了後、山の上大園線を現地視察しておりますので、あわせて御報告を

いたします。以上をもちまして、建設委員会に付託されました案件の報告を終わります。 

○議長（小屋野幸隆君） 議事の都合により暫時休憩いたします。 

午前１１時１７分 休憩 

―――――――――――――――――――――― 

午前１１時３０分 開議 

○議長（小屋野幸隆君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

文教厚生委員長 作本幸男君。 

［文教厚生委員長 作本幸男君 登壇］ 

○文教厚生委員長（作本幸男君） おはようございます。文教厚生委員会に付託されま

した案件は、議案７件と陳情１件それから継続審査になっておりました請願１件であり

ます。審査の経過と結果について御報告いたします。 

 まず初めに、議第９８号平成１９年度玉名市一般会計補正予算（第３号）中付託分で

あります。主なものといたしまして、３款民生費は国民健康保険基盤安定繰出金７７７

万１,０００円の減額及び更正医療給付費１,２００万円の増額。１０款教育費において

特別支援学級新設準備に係る経費４７２万７,０００円、就学援助費４４８万９,０００

円、中体連の九州・全国大会出場に関する補助金６２６万７,０００円などが増額補正

ということであります。委員から育児休業の期間及びその期間中の給与の支給などにつ

いて、また管理職手当の支給区分について質疑があり、執行部より産前産後の休暇がそ

れぞれ８週間であり、その期間は給与は支給され最長３年間取得可能な育児休業期間に

ついては、給与は支給されない。また管理職手当については課長級である審議員につい

ても支給されているとの答弁があっております。その他委員より、保育所の臨時職員と

派遣職員との賃金の格差及び人材確保、職員採用の方法について福祉行政に携わる人材

を派遣会社から簡単に採用して園児への影響はないのか。できるだけ玉名市内地元の採

用ができないものかといった質疑があり、執行部より臨時職員及び派遣職員の人件費の

格差はほとんどない。また派遣職員採用方法については市と人材派遣会社との契約によ

るもので、個人を限定しての採用はできない。保育所業務については正職員、臨時職員

及び派遣職員の３つの形態で運営しているが、徐々に統一の方向としなければならない

と考えている。今後の採用形態については十分勉強し、検討してまいりたいとの答弁が

あっております。さらにし尿処理場の委託料に関連して、現処理施設の改修等について

質疑があり、執行部より、１、今の処理場に水処理施設及び汚泥脱水機などを増設し、
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悪臭対策を含めた改修。２、下水道終末処理場の能力に応じて現在の場所に前処理施設

をつくり希釈して流す。３、水処理と汚泥とも現状の方法で、放流水だけを浄化センタ

ーに依頼するという現在の場所での３つのパターンを考えている。浄化センターに隣接

することも考えられるが、地元との協定もあり、現在の場所での設置が望ましいと考え

ている。この件については今後もさらなる検討を重ねてまいりたいとの答弁があってお

ります。また教育費において、出産を控えた職員の代替職員についてはどのように対応

しているのか。一定の規定づくりが必要と考えるがどうだろうかとの質疑があり、執行

部より年の途中で職員が長期休暇に入った場合は、在籍職員同士でフォローしつつ対応

している状態である。人材確保の規定をつくるということについては今後の課題である

と認識しているとの答弁があっております。また就学援助を受けている方で給食費の未

払いがあるかとの質疑があり、仮に未納の方がおられても就学援助費の支払の際、保護

者の方から直接支払っていただいているので、基本的に未納はないとの答弁があってお

ります。また幼稚園就園奨励費補助金の原資割合とその目的について質疑があり、執行

部より原資は国が３分の１、玉名市が３分の２の割合であり、目的は保護者の経済的負

担軽減と公私立幼稚園間の保護者負担の格差を是正することにより、幼稚園教育の振興

を図るという趣旨のもと執行をしているとの答弁があっております。その他、学校の備

品購入費の執行状態はどのようになっているのか、また学校建設に伴う食料費について

なぜ補正で計上するのかとの質疑があり、執行部より備品購入費については学校に配当

予算でそれぞれ配分しており、各学校において購入時期などを決め、適宜行なわれてお

り、執行残や購入時期などについては十分に指導してまいりたい。また食料費に当初予

算で計上していくものと認識している旨、今後留意してまいりたいとの答弁があってお

ります。採決の結果、議第９８号中付託分については、全員異議なく可決すべきものと

決しました。 

次に、議第９９号平成１９年度玉名市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２

号）についてであります。歳入の主なものといたしまして、１款国民健康保険税２,６

２０万９,０００円の減額。３款国庫支出金については療養給付費等負担金８８４万８,

０００円の増額。４款療養給付費等交付金１億４,００５万９,０００円の増額。８款繰

入金については一般会計繰入金７７３万円の減額。９款繰越金については、予算調整科

目として１８年度決算額のうち１億１,５８２万９,０００円の増額が計上されておりま

す。次に歳出の主なものでありますが、２款保険給付費において１億９,９００万円の

増額。３款老人保健拠出金が７５６万円の減額。６款保健事業費については来年度から

スタートする特定健診、特定保健指導の準備に関する経費３３６万２,０００円の増

額。９款諸支出金は保険税還付金や国庫補助金の還付金など３,５４５万円の増額補正

となっております。この件について委員から、退職被保険者療養給付負担費に関して質
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疑があり、執行部から社会保険診療報酬支払基金から交付金として玉名市に入り、また

療養にかかった費用については各保険者から基金に支払う仕組みになっているとの答弁

があっております。審査を終了し、採決の結果、議第９９号については全員異議なく可

決すべきものと決しました。 

次に、議第１００号平成１９年度玉名市老人保健事業特別会計補正予算（第２号）

についてであります。歳入の主なものといたしまして、１款支払基金交付金は医療費交

付金１,７２６万４,０００円。２款国庫支出金は医療費負担金５１５万８,０００円。

３款県支出金は老人医療費負担金１２８万９,０００円。４款繰入金は一般会計繰入金

１２８万９,０００円の増額が計上されております。歳出につきましては、２款医療諸

費の医療支給費負担金２,５００万円の増額のみ計上であります。この件について、委

員から連結決算の考え方としてこれらの金額が市の財政とどのような関係があるのかと

いった質疑があり、執行部から市の負担割合は医療費に対して１２分の１となってお

り、医療費がどれだけかかるかに左右されるとの答弁があっております。審査を終了

し、採決の結果、議第１００号については全員異議なく可決すべきものと決しました。 

次に、議第１０１号平成１９年度玉名市介護保険事業特別会計補正予算（第２号）

についてであります。今回の補正につきましては、主に職員の育児休業に係る代替臨時

職員の賃金及び職員給などの調整となっており、これに伴う負担割合に応じた歳入が計

上されております。この件について委員から、介護に関係するケアセンターについて管

理体制や施設建設などについて質疑があり、執行部から施設の設置については県に申請

を出すということになるが市へも意見を求められる。今後国の方針としては施設数を減

らす方向で考えられているようであるが、高齢者の数を見ればまだ必要ではないかと考

えるとの答弁があっております。また福祉バスの運行状況などについての質疑があり、

執行部より利用者数も増えつつあり、さらなるＰＲに努めてまいりたいとの答弁があっ

ております。審査を終了し、採決の結果、議第１０１号については全員異議なく可決す

べきものと決しました。 

続いて条例案件の審査結果を報告いたします。まず議第１０８号玉名市保育所条例

の一部を改正する条例の制定についてであります。これは玉名市立ちどり保育所及び玉

名市立天水東保育所を民営化することに伴い、条例の整備を図るものであります。改正

の内容といたしましては、本市が設置しております保育所の中から玉名市立ちどり保育

所及び玉名市立天水東保育所を削るものであります。この件について委員から、このよ

うな事案について物事がほぼ決定してから議会に対しての説明があるように思われる。

今後は事前に十分な説明を果たしてほしいといった意見が出されております。また当該

保育所への平成２０年度の入園申請について、また民営化後のサービスの向上などを含

めた検証はどの程度の期間で行なわれるのかについて質疑があり、執行部より現在ちど
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り保育所３４名、天水東保育所９名の入所申請があっている。また民営化後の検証につ

いては半年から１年をかけて十分に検証して次につなげていきたい。その他天水東保育

所について今後統合する予定があるのかとの質疑があり、執行部より法人との取り決め

の中で、当面は現状のまま運営いただくが、将来的に園児の減少などにより単独では無

理だとの状況になった場合には統合も１つの選択肢であると考えるとの答弁があってお

ります。審査を終了し、採決の結果、議第１０８号については全員異議なく可決すべき

ものと決しました。 

次に、議第１０９号玉名市天水児童館ひがし園条例を廃止する条例の制定について

であります。この施設は児童厚生施設として児童に健全な遊びを与え、その健康を増進

し、または情操を豊かにすることを目的としたものでありましたが、近年児童館として

の利用者はなく、当初の設置目的を終えたため条例を廃止するものであります。この件

について委員から民間児童館で運営してはどうかとの話しもあっているが、どのように

考えているのかといった質疑があり、執行部より実際に社会福祉法人から民間児童館と

しての存続の申し入れも出ており、次世代育成支援行動計画との関連もあり、さらに検

討していただくとの答弁があっております。審査を終了し、採決の結果、議第１０９号

については全員異議なく可決すべきものと決しました。 

次に、議第１１０号玉名市立小中学校設置条例及び玉名市立幼稚園条例の一部を改

正する条例の制定についてであります。これは学校教育法等の一部を改正する法律の施

行に伴い、条例の整備を図るものであります。この件について委員から、特に質疑はな

く、採決の結果、議第１１０号は全員異議なく可決すべきものと決しました。 

続きまして陳情の審査結果について報告いたします。陳第６号後期高齢者に対する

鍼灸マッサージ施術の助成に関する陳情でありますが、委員から１８年度の利用券の発

行実績について質疑があり、執行部より８,５２５枚発行されており、決算額は８５２

万５,０００円となっているとの答弁があっております。また国としては廃止の方向で

あるが、福祉の切り捨てが言われている昨今、福祉に厚い玉名をＰＲするうえでもぜひ

前向きに考えてほしいとの意見があっております。この陳第６号については、採決の結

果、願意妥当と認め全会一致をもって採択すべきものと決しました。 

最後に、継続審査となっておりました請願について報告いたします。平成１９年請

第２号玉名市民の芸術・文化作品展示施設の建設に関する請願であります。委員から市

としても新庁舎建設に伴う庁舎跡地などの問題も総体的に模索中であり、この時期に新

たな施設を建設するのは難しいなどの意見が出され、審査を終了し、請第２号について

は、全会一致で不採択すべきものと決しました。 

 以上で、文教厚生委員会に付託されました案件の報告を終わります。 

○議長（小屋野幸隆君） 以上で各委員長の報告は終わりました。 
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第２ 質疑・討論・採決 

○議長（小屋野幸隆君） ただいままでの各委員長の報告について質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（小屋野幸隆君） 質疑なしと認めます。 

 次に討論に入ります。討論の通告があっておりますので、発言を許します。 

６番議員 前田正治君。 

［６番 前田正治君 登壇］ 

○６番（前田正治君） 日本共産党の前田正治です。私は今議会に提案してあります議

第１０８号玉名市保育所条例の一部を改正する条例の制定について反対をします。この

条例は、公立ちどり保育所と公立天水東保育所について廃止をしてそれぞれ民営化する

ものであります。今回の民営化につきましては過去２回玉名市は民営化をしております

が、その民営化と異なるところもあります。それは行政有識者、保育関係者などで構成

される検討委員会が設置されたこと、対象園となる優先条件が示されたこと、民間の受

け皿として社会福祉法人に限定されたこと、特別保育の実施や給食の自園調理方式、合

同保育の３カ月実施また園長以外の保育士に１０年以上の経験者を１名配置すること、

あるいはさらに公立における臨時職員の継続雇用など保護者の要望も取り入れたものと

なっており、今後の民営化にあたってのいわゆるガイドライン的なものになっておりま

す。全国的には一般企業が保育に参入する状況も生まれる中で福祉事業に関係されてき

た島津市長の保育に対する考え方の一端が示されたものだと思っております。財政状況

を鑑みての民営化でありますが、公立であれば保育所運営に必要な財政措置は厳しい財

政状況の中でも手立てをしなくてはなりません。民間になれば決められた運営費の中で

やりくりせざるを得なくなるでしょう。公立保育所の民営化は保育に対する玉名市の役

割を放棄する方向につながるものだと私は思います。なぜ公立保育所の民営化が優先さ

れるのか。公立保育所の民営化が財政の効率化にはたして玉名市の財政状況の効率化に

はたしてどれだけつながるのか、私は甚だ疑問であります。したがって、議第１０８号

に反対をいたします。 

以上です。 

○議長（小屋野幸隆君） １９番議員 永野忠弘君。 

［１９番 永野忠弘君 登壇］ 

○１９番（永野忠弘君） 私は議第１０８号玉名市保育所条例の一部を改正する条例の

制定について賛成するものであります。ちどり保育所と天水東保育所の民営化に伴う条

例の改正でありますが、保育内容の充実や行政改革の流れから３月に制定された行政改

革大綱により民営化へ向け検討委員会が設置され、慎重に検討がなされ、保育所の保護
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者などへ数回の説明会がなされております。民営化されても保育内容は国の保育指針に

沿ったもので基本的な保育業務が変わるものではなく、また少子化、核家族化、女性の

社会進出など社会情勢の変化に伴い延長保育や休日保育などのニーズが多様化している

ようであります。柔軟な運営が可能な民間の活力を導入することで新たな保育サービス

の実施が可能となり、多様なニーズに応えることができるものと思っておりますので、

議第１０８号に賛成いたします。 

○議長（小屋野幸隆君） ２４番議員 田島八起君。 

［２４番 田島八起君 登壇］ 

○２４番（田島八起君） 私も議第１０８号玉名市保育所条例の一部を改正する条例の

制定について反対の討論をいたします。この条例改正の内容は現在玉名市立保育所とし

て乳幼児保育に貢献している天水東保育所とちどり保育所を来年４月より民営化すると

いうものです。議会の一般質問におけるその理由としては、本年３月に策定した行政改

革大綱に基づく行政運営のスリム化、民間活力の導入、それらの方針を踏まえた保育所

民営化検討委員会の答申によるものとし、さらに合併による定員管理の適正化に基づく

ものとされています。私は一般質問の中で行政のスリム化の点では１,９００万円の経

費削減になるとの答弁がありましたが、人件費については来年度は逆に高くなると思っ

ています。それら来年度の予算編成を見ればわかることと思います。運営費について

は、園児１人で金額的に公立と私立で１.７倍違うという答弁があっておりますが、私

はそんなにはあるとは思っていません。それは三位一体改革による補助金カットと一般

財源化による民間への補助金と公立保育における一般財源化の意図的な算出によるもの

と思います。また合併による定員管理の適正化については１市３町がそれぞれ自治体運

営をし、７２０人の職員を要していたときよりも合併して１つの自治体になれば、合併

効果による効率化により人員削減が生まれてくるのは当然であり、したがって人員の適

正化が進むという理解はするところですが、保育所の民営化はそういう適正化ではな

く、必要な人員にもかかわらず単なる必要人員を民間に移すということであり、本当の

意味での定員管理の適正化にはほど遠い中身であります。三位一体の改革は補助金カッ

トと一般財源化で公設の保育所の建て替えなどは厳しい状況にあると言われています

が、国の財政再建のために地方が犠牲になるばかりでは到底容認できないものです。し

たがって、私は保育所の民営化に反対するところです。 

以上です。 

○議長（小屋野幸隆君） ほかに討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（小屋野幸隆君） 討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 

ここで昼食のため、午後１時まで休憩いたします。 
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午前１１時５９分 休憩 

―――――――――――――――――――――― 

午後 １時０５分 開議 

○議長（小屋野幸隆君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 これより採決に入ります。 

議第 ９８号 平成１９年度玉名市一般会計補正予算（第３号） 

議第 ９９号 平成１９年度玉名市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 

議第１００号 平成１９年度玉名市老人保健事業特別会計補正予算（第２号） 

議第１０１号 平成１９年度玉名市介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 

議第１０２号 平成１９年度玉名市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号） 

議第１０３号 平成１９年度玉名市水道事業会計補正予算（第２号） 

議第１０４号 平成１９年度玉名市下水道事業会計補正予算（第２号） 

以上、予算議案７件は、各委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（小屋野幸隆君） 御異議なしと認めます。よって、原案どおり決定いたしまし

た。 

 議第１０８号 玉名市保育所条例の一部を改正する条例の制定については異議があ

りますので、あとに譲り採決いたします。 

議第１０５号 玉名市長等の給与の特例に関する条例の制定について 

議第１０６号 玉名市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

議第１０７号 玉名市職員の修学部分休業に関する条例の一部を改正する条例の制定

について 

議第１０９号 玉名市天水児童館ひがし園条例を廃止する条例の制定について 

議第１１０号 玉名市立小中学校設置条例及び玉名市立幼稚園条例の一部を改正する

条例の制定について 

以上、条例議案５件は、各委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（小屋野幸隆君） 御異議なしと認めます。よって、原案のとおり決定いたしま

した。 

議第１０８号 玉名市保育所条例の一部を改正する条例の制定については、異議が

ありますので起立により採決いたします。 

議第１０８号については、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めま

す。 
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［賛成者起立］ 

○議長（小屋野幸隆君） 起立多数であります。よって、議第１０８号については、原

案のとおり決定いたしました。 

議第１１１号 指定管理者の指定について 

議第１１２号 市道路線の廃止及び認定について 

議第１１３号 市道路線の変更について 

議第１１４号 工事請負契約の締結について 

議第１１５号 和解及び損害賠償額の決定について 

以上、議案５件は、各委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（小屋野幸隆君） 御異議なしと認めます。よって、原案のとおり決定いたしま

した。 

次に陳情について、陳第５号トンネルじん肺根絶の抜本的な対策を求める意見書の

提出に関する陳情については、あとに譲り採決いたします。 

陳第４号 市道拡張路線整備に関する陳情 

陳第６号 後期高齢者に対する鍼灸マッサージ施術の助成に関する陳情 

陳第７号 割賦販売法の抜本的改正を求める意見書の提出に関する陳情 

以上、陳情３件は、各委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（小屋野幸隆君） 御異議なしと認め、さよう決定いたしました。 

陳第５号トンネルじん肺根絶の抜本的な対策を求める意見書の提出に関する陳情に

ついての委員長の報告は、継続審査であります。委員長の報告のとおり継続審査とする

ことに賛成の職員の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（小屋野幸隆君） 起立多数であります。よって、陳第５号については、継続審

査とすることに決定いたしました。 

次に、継続審査となっております請願について、請第２号玉名市民の芸術・文化作

品展示施設の建設に関する請願についての委員長の報告は不採択でありますので、原案

について採決いたします。請第２号については、原案のとおり採択することに賛成の諸

君の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（小屋野幸隆君） 起立少数であります。よって、請第２号については、不採択

と決定いたしました。 

請第４号玉名市における遺伝子組み換えナタネの自生・交雑の防止に関する請願に
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ついての委員長の報告は継続審査であります。委員長の報告のとおり継続審査とするこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（小屋野幸隆君） 御異議なしと認めます。よって、請第４号については継続審

査とすることに決定いたしました。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第３ 新幹線鹿児島ルート建設促進特別委員長報告 

○議長（小屋野幸隆君） 次に、新幹線鹿児島ルート建設促進特別委員会に付託してあ

ります調査事項を議題といたします。 

 審議の方法は、報告のあと、質疑、討論ののち採決いたします。 

 報告を求めます。 

 新幹線鹿児島ルート建設促進特別副委員長 江田計二君。 

［新幹線鹿児島ルート建設促進特別副委員長 江田計二君 登壇］ 

○新幹線鹿児島ルート建設促進特別副委員長（江田計二君） 皆さんこんにちは。堀本

委員長がですね、急にぐあいが悪くなりましたもんですから、副委員長の江田が御報告

いたします。よろしくお願いします。 

 新幹線鹿児島ルート建設促進特別委員会における審査の経過及び結果を御報告いたし

ます。９月の定例会以降２回の委員会を開催しましたので、それぞれの委員会が審査し

ました項目及び質疑・答弁について特筆すべき事項を御報告申し上げます。１１月２日

に委員会を開催し、まず新玉名（仮称）駅周辺整備事業の進捗状況について、用地交

渉、文化財発掘調査、盛土工事、水路工事などの進捗と今後の予定について執行部より

説明があり、質疑応答がなされました。用地交渉については、地権者５９人のうち５８

人が契約できたが残り１人について合意に至っていないとのこと。委員から、固辞され

ている理由は何か。また未契約により工事に支障はないのか。事業の期限が迫る中でど

のような対応を考えているのかなどの質疑がなされました。これに対し執行部より、固

辞されている特別な理由はなく、代替地などの条件も出されていない。用地交渉はすで

に２０回以上話し合いを重ねており、地元の区長、役員さらに当事者のお姉さんにも御

協力をいただきながら今後も粘り強く交渉を続けたいとの答弁がありました。また当該

地は面積１５５平米、以前から耕作放棄された荒れ地で、当該地の取得をしなくても当

面の工事に支障はないとのことであります。しかし平成２２年度の工事完成まで時間も

限られており、最終的な決着を図るために法的な手続きの検討をする必要があると考え

られるが、今後も誠意を持って交渉に当たりたいと表明がありました。さらに委員か

ら、収用や訴訟、工事差し止め提訴などの事務手続きについての質疑に対し、執行部か

ら土地収用法による強制執行までの手順や、その他の事務手続きについては次回の委員
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会において説明したいとの旨答弁がありました。その他新駅道路の整備状況、玉名平野

全体の排水計画、新幹線鉄道建設に伴う玉名市の負担金の総額及びその財源、新駅周辺

整備事業に対する合併特例債活用の見直しなどについて、質疑がなされ執行部よりそれ

ぞれ答弁がなされましたが、詳細については次回に説明報告することになりました。そ

の後、梅林地区高架橋の現地視察を実施し、鉄道運輸機構の担当者より説明を受けまし

た。工事は全体の約７割が完成しており、今後は軌道の工事に移り２５メートルのレー

ルを搬入し、最終的には１本のロングレールとして車両の振動を解消するという技術に

驚嘆しました。また梅林地区を通る高架橋は幅が１１メートル３０センチあり、基礎は

深さ４０メートル、地上部の高さが１０メートル、防音壁の高さは２～３メートルとの

旨、高架橋の上に立ちそのスケールに驚き入るばかりでありました。 

次に１２月３日に開かれた委員会について報告いたします。当日の議第は①九州新

幹線鉄道負担金及び新玉名駅周辺整備事業計画について、②未買収地の対応について、

③玉名平野排水計画についてでありました。まず九州新幹線鉄道負担金は全国新幹線鉄

道整理法に基づき、玉名市が熊本県に対して負担するもので、玉名平野のうちに大坊ト

ンネル出口から菊池川右岸の１,８９４メートルの区間の鉄道整備にかかる費用の一部

を負担するものである。また負担割合は事業費の３０分の１で玉名市の負担額は総額で

約３億８,４００万円となり、平成２４年度まで負担金の支出は予定されているとのこ

とでありました。以上、執行部の説明に対し委員から、平成１８年に負担額の見直しが

なされ、鉄道整備に費用が４０億円減額、負担金も１億３,０００万円減額されている

が、その理由はなにかとの質疑がありました。執行部から鉄道整備にかかる建設資材な

どの減額によるものとの答弁があり、今後も負担額変更の可能性があるため動向を注視

していきたいとの回答がありました。 

次に新玉名駅周辺整備事業計画についてでありますが、執行部より事業を構成する

道路臨時交付金、まちづくり交付金、単独費について、それぞれの事業費並びに財源内

容の説明がありました。さらに全体事業について平成１７年度から平成２２年度までの

６年間を事業期間とした計画や各年度の事業費、財源の説明がありました。これに対

し、委員から合併特例債の適用や交付金への算入について質疑がなされました。これに

対して、執行部から合併特例債の対象にならない事業もあること、特例債の交付金、算

入額はおおよそ９億円となる見込であること。また負債の償還は１０年から１５年であ

ることなどの答弁がありました。さらに各年度の償還金のうち算定基礎を７０％として

計算し、基準財政需要額に算入するが、現実交付税は市全体の総額として歳入される。

また交付税総額は将来とも確約されるものではないため、国の今後の動向にも左右され

るのではないかと危惧を持っているとのことでありました。２番目の未買収地の対応に

ついてでありますが、執行部より今後も粘り強く話し合いを継続するとともに１１月の
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委員会における説明同様、土地収用制度の適用も視野に入れ、今後必要な手続のための

経費を新年度予算に計上したいとの旨の説明がありました。これに対し委員から収用手

続についての質疑があり、執行部より手続は大きく事業認定と収用裁決に分けられる

が、最長で２年間かかり新聞紙上により周知を図る手続もいる。また専門的な手続も申

請を行なう必要があるため、資料作成については外部に委託し、作業を進めたいとの答

弁でありました。 

最後に玉名平野排水計画についてであります。執行部から、玉名平野は菊池川と繁

根木川に囲まれた約３００ヘクタールの平坦な水田地帯で、狭い水路が網目状に広が

り、排水路は未整備の状況にある。このような地域に新幹線開業や東西道路の整備、新

庁舎建設などの開発が見込まれるため、土地利用の動向が大きく変化し始める前に平野

全体を対象にした排水対策の検討は不可欠として、国や県などの関係機関並びに玉名市

関係課からなる構想策定会議を９月に立ち上げ、すでに２回の会議を開催している。ま

たこれと平行して玉名平野排水調査と内水排除計画検討業務委託を実施しており、今年

度中に構想を策定し、平成２０年度から事業化に向け土木や農政など各分野で鋭意検討

していく旨の説明がなされました。委員より、地元の意見聴取などを行なうのかとの質

疑に対し、執行部から策定後各分野の事業に取り組む際に地元説明会を考えたいとの答

弁がありました。また他の委員より今から５、６年前、迫間から河崎地区に水路を通す

計画があったが、裏川整備との兼ね合いにより中断した経緯がある。その後地元の区長

や関係者が交代しており、現在の関係者はこの計画を十分認識していないのではないか

との指摘もなされました。そのほか委員から農政サイドの湛水防除や土木サイドの治水

対策との連携を十分に考慮し、構想を策定するようにとの意見や強制排水ポンプ、水路

の改修計画などについて質疑応答もありましたが、詳細については割愛します。 

以上をもちまして、新幹線鹿児島ルート建設促進特別委員会の報告とさせていただ

きます。なお、今後委員会の開催などについてはそれぞれ進捗状況をみながら慎重審査

を期するため引き続き調査する必要がありますので、閉会中の継続審査とすることに全

会一致をもって決定いたしました。 

以上で新幹線鹿児島ルート建設促進特別委員会の報告を終わります。 

○議長（小屋野幸隆君） 以上で報告は終わりました。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第４ 質疑・討論・採決 

○議長（小屋野幸隆君） ただいまの報告について質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（小屋野幸隆君） 質疑なしと認めます。 

 討論ありませんか。 
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［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（小屋野幸隆君） 討論なしと認めます。 

 これより採決に入ります。お諮りいたします。ただいまの報告のとおり、継続審査の

申し出がありますので、これを閉会中の継続審査に付することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（小屋野幸隆君） 御異議なしと認めます。よって、委員長報告のとおり、これ

を閉会中の継続審査に付すことに決定いたしました。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第５ 玉名バイパス建設促進特別委員長報告 

○議長（小屋野幸隆君） 次に、玉名バイパス建設促進特別委員会に付託してあります

調査事項を議題といたします。 

 審議の方法は、報告のあと、質疑、討論ののち採決いたします。報告を求めます。 

 玉名バイパス建設促進特別副委員長 萩原雄治君。 

［玉名バイパス建設促進特別副委員長 萩原雄治君 登壇］ 

○玉名バイパス建設促進特別副委員長（萩原雄治君） こんにちは。ただいまより玉名

バイパス建設促進特別委員会の審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

まず初めに１１月６日に奈良市にあります国土交通省近畿地方整備局奈良国道事務

所において、研修及び現地視察を行ないましたので御報告いたします。研修では、京

都・府木津町から奈良市を経て大和郡山市に至る約１５キロメートルの奈良バイパスと

京都奈良・和歌山を結ぶ京奈和バイパスの事業経緯及び埋蔵文化財への対応の説明を受

けたあと、ルート変更をされた奈良バイパスの平城京付近など奈良国道事務所調査第１

課の職員２名の案内で現地の視察も行ないました。奈良市は、多くの世界遺産や国宝級

の建築物などがあるため発掘調査の先進地でございます。掘れば文化財が出ると言われ

るほど遺跡などの埋蔵文化財が多く、国・県・市の協力体制が図られており、県の機関

である奈良県橿原考古学研究所が携わって、県と市でそれぞれ分担して調査にかかられ

ているようでございました。また計画予定路線を既定ルートに変更するなどのさまざま

な対応をされており、対応策の１つとしても今後の玉名バイパス建設促進に大いに役立

つ研修でございました。 

次に１１月２６日執行部の出席をいただき、委員会を開催いたしました。内容とい

たしましては、玉名バイパスの立願寺から開田区間の用地取得事業について契約状況の

報告と説明が執行部よりなされました。８月２１日からの用地買収及び補償移転の契約

は９５件が済んでおり、これを買収面積にしますと５万７,４００平米、全体の事業費

ベースでは５２.６％になるとのことでございまして、現在も順調に進めているという

報告でございました。 
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それから寺田河崎間の供用式典についてもお話しがありました。玉名バイパス建設

促進特別委員会は玉名バイパスの早期完成、早期開通を図るため今後も引き続き審査を

する必要がございますので、全会一致をもって閉会中の継続審査とすることにし、委員

会を閉会いたしました。 

以上で、御報告を終わります。 

○議長（小屋野幸隆君） 以上で報告は終わりました。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第６ 質疑・討論・採決 

○議長（小屋野幸隆君） ただいまの報告について質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（小屋野幸隆君） 質疑なしと認めます。 

 討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（小屋野幸隆君） 討論なしと認めます。 

 これより採決に入ります。お諮りいたします。ただいまの報告のとおり、継続審査の

申し出がありますので、これを閉会中の継続審査に付することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（小屋野幸隆君） 御異議なしと認めます。よって、報告のとおり、これを閉会

中の継続審査に付することに決定いたしました。 

次に、閉会中の継続審査についてお諮りいたします。総務委員長から総務部及び企

画政策部の所管に関する調査事項、産業経済委員長から産業経済部の所管に関する調査

事項、建設委員長から建設部及び企業局の所管に関する調査事項、文教厚生委員長から

教育委員会、市民環境部及び福祉部の所管に関する調査事項、議会運営委員長から議会

の運営に関する事項、議会の会議規則、委員会に関する条例に関する事項、議長の諮問

に関する事項及び調査の事項について、それぞれ継続審査の申し出がありますので、こ

れを閉会中の継続審査に付することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（小屋野幸隆君） 異議なしと認め、さよう決定いたしました。 

議事の都合により、暫時休憩いたします。 

午後 １時３４分 休憩 

―――――――――――――――――――――― 

午後 ２時０６分 開議 

○議長（小屋野幸隆君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 日程の追加についてお諮りいたします。 
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 議第１１９号平成１９年度玉名市一般会計補正予算（第４号）から議第１２５号玉名

市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてまでの議案７

件並びに有明広域行政事務組合議会議員補欠選挙、玉名市玉東町病院組合議会議員補欠

選挙、玉名市農業委員会委員の推薦について及び意見書案１件を日程表のとおり日程に

追加し、議題にいたしたいと思います。 

 これに御異議はありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（小屋野幸隆君） 異議なしと認めます。よって、日程表のとおり日程に追加

し、議題とすることに決定いたしました。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第７ 追加議案上程（議第１１９号から議第１２５号まで） 

○議長（小屋野幸隆君） 議第１１９号平成１９年度玉名市一般会計補正予算（第４

号）から議第１２５号玉名市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の

制定についてまでの議案７件を議題といたします。お手元に配付しております議案の朗

読はこれを省略いたします。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第８ 提案理由の説明 

○議長（小屋野幸隆君） ただいまの議案について説明を求めます。 

 総務部長 元田充洋君。 

［総務部長 元田充洋君 登壇］ 

○総務部長（元田充洋君） 議第１１９号から議第１２４号までの補正予算関係６件に

つきまして提案理由の御説明を申し上げます。今回御提案致します補正予算は、国家公

務員の給与改定に準じて職員の給与を改定したことによります補正を行なう必要が生じ

ましたので御提案をいたすもので、お手元にお配りしております補正予算書を御覧いた

だきたいと思います。 

初めに議第１１９号平成１９年度玉名市一般会計補正予算（第４号）について御説

明申し上げます。１ページをお開きいただきたいと思います。歳入歳出予算の総額に歳

入歳出それぞれ１,８６８万７,０００円を追加し、予算の総額を２６１億６,４８８万

７,０００円とするものであります。 

続きまして議第１２０号でございます。平成１９年度玉名市国民健康保険事業特別

会計補正予算（第３号）であります。これも国民健康保険事業の補正予算書の１ページ

をお開きください。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４４万１,０００円を追加

し、予算の総額を９０億９,５５６万７,０００円とするものであります。 

続きまして議第１２１号平成１９年度玉名市介護保険事業特別会計補正予算（第３
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号）についてであります。これも１ページをお開きいただきたいと思います。歳入歳出

予算の総額に歳入歳出それぞれ２９万４,０００円を追加し、予算の総額を５６億７万

７,０００円とするものであります。 

次に議第１２２号平成１９年度玉名市農業集落排水事業特別会計補正予算（第２

号）についてであります。１ページお開きいただきたいと思います。歳入歳出予算の総

額に歳入歳出それぞれ５万３,０００円を追加し、予算の総額を１３億４,８３５万４,

０００円とするものであります。 

続きまして議第１２３号平成１９年度玉名市水道事業会計補正予算（第３号）でご

ざいます。これも１ページお開きいただきたいと思います。収益的支出につきまして

は、４０万１,０００円を追加し、総額を７億１,４８２万９,０００円とするものでご

ざいます。 

次に議第１２４号平成１９年度玉名市下水道事業会計補正であります。収益的支出

につきましては、２３万２,０００円を追加し、総額を１１億４,４７９万６,０００円

とするものでございます。資本的支出につきましては１９万６,０００円を追加し、総

額を１４億３,４５７万６,０００円とするものでございます。 

次に追加議案の１ページをお開きいただきたいと思います。条例関係でございま

す。議第１２５号玉名市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定

についてでございますが、これは国家公務員の給与改定に準じて職員の給与を改定する

ため条例の整備を図るものでございます。内容といたしましては、第１条の改正規定に

おきまして初任給を中心に若年層に限定した給料表の改定を行ない、子らに係る扶養手

当の月額を５００円引き上げ、６,５００円に改め勤勉手当の支給月数を０.０５月分引

き上げ、年間支給月数を４.５月に改めるものでございます。ただし平成１９年におき

ましては特定幹部職員の勤勉手当は据え置くものでございます。第２条の改正規定にお

きましては、前条において引き上げました勤勉手当０.０５月を６月及び１２月の支給

時に割り振り、特定幹部職員の勤勉手当については、平成２０年４月１日から年間０.

０５月分引き上げるものでございます。附則といたしまして、第１条の給料表及び扶養

手当の改定規定は平成１９年４月１日から適用し、勤勉手当の改正規定は平成１９年１

２月１日から適用するものでございます。第２条の規定は平成２０年４月１日から施行

するものでございます。 

以上、追加議案７件につきまして御説明申し上げましたが、詳細につきましては所

管の委員会で御説明いたしますので、御審議のうえ、原案どおり御承認賜りますようお

願いいたします。 

○議長（小屋野幸隆君） 以上で提案理由の説明は終わりました。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
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日程第９ 議案の委員会付託 

○議長（小屋野幸隆君） 次に議案を付託いたします。 

 ただいま議題となっております議案７件については、お手元に配付しております議案

付託表のとおり、それぞれの常任委員会に付託いたします。 

 

議案付託表 

総務委員会 

議第１１９号 平成１９年度玉名市一般会計補正予算（第４号） 

（総則・第１表歳入の部・歳出の部、①議会費、②総務費〔３項戸籍

住民基本台帳費を除く〕、⑨消防費） 

議第１２５号 玉名市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定

について 

 

産業経済委員会 

議第１１９号 平成１９年度玉名市一般会計補正予算（第４号） 

（歳出の部、⑥農林水産業費、⑦商工費） 

 

建設委員会 

議第１１９号 平成１９年度玉名市一般会計補正予算（第４号） 

（歳出の部、⑧土木費） 

議第１２２号 平成１９年度玉名市農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号） 

議第１２３号 平成１９年度玉名市水道事業会計補正予算（第３号） 

議第１２４号 平成１９年度玉名市下水道事業会計補正予算（第３号） 

 

文教厚生委員会 

議第１１９号 平成１９年度玉名市一般会計補正予算（第４号） 

（歳出の部、②総務費中３項戸籍住民基本台帳費、③民生費、④衛生

費、⑩教育費） 

議第１２０号 平成１９年度玉名市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号） 

議第１２１号 平成１９年度玉名市介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

 

○議長（小屋野幸隆君） 付託を決しましたので、各常任委員会におかれましては、直

ちに審査をお願いいたします。 
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 委員会審査のため、休憩いたします。 

午後 ２時１５分 休憩 

―――――――――――――――――――――― 

午後 ３時１８分 開議 

○議長（小屋野幸隆君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第１０ 委員長報告 

○議長（小屋野幸隆君） 各委員会に付託してあります議案７件を議題といたします。 

審議の方法は、委員長の報告のあと、質疑、討論ののち採決いたします。 

 各委員長の報告を求めます。 

 総務委員長 宮田知美君。 

［総務委員長 宮田知美君 登壇］ 

○総務委員長（宮田知美君） ただいまから総務委員会の審査経過と結果を御報告申し

上げます。総務委員会に付託されました案件は、議第１１９号平成１９年度玉名市一般

会計補正予算（第４号）付託分と議第１２５号玉名市一般職の職員の給与に関する条例

の一部を改正する条例についての議案２件であります。審査の内容について御報告申し

上げます。 

まず議第１１９号平成１９年度玉名市一般会計補正予算（第４号）付託分について

御説明申し上げます。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１,８６８万７,０００円

を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２６１億６,４８８万７,０００円と

するものであります。のちに御報告申し上げますが、給与改定に伴います職員給与、手

当等にかかる補正分であります。執行部の説明のあと、委員から今回の補正は全職員を

対象に実施されるものであるが、玉名中央病院の職員についてはどうなのかとの質疑に

対し、執行部より詳細については承知はしていないが、１市１町立の特別地方公共団体

であり、法に沿って対処されると考えている。しかしあくまで病院議会で決せられるべ

きものとの答弁がありました。そのほかには特段の質疑はなく、審査を終了し、採決の

結果、議第１１９号付託分は、全員異議なく可決すべきものと決しました。 

次に、議第１２５号玉名市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

の制定についてでありますが、これは国家公務員の給与改定に準じて職員の給与を改定

するもので、公民給与較差の是正のため初任給を中心に若年層に限定した給料表の改定

を行ない、扶養手当を６,５００円に、期末勤勉手当の年間支給月数を４.５月等に改め

るものです。執行部からの説明のあと、委員からの質疑として１つ、実施時期について

の質疑がなされ、執行部より提案している時期は給料表については、平成１９年４月１

日より遡及適用し、賞与については７級職員以下１２月１日より同様の遡及適用として
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いる。なお、特定職員については平成２０年度より適用との答弁がありました。１つ、

今般の改定によって、初任給額についての質疑に対し、執行部より大学卒については１

７万２,２００円となり、高卒については１４万１,０００円である旨の答弁がございま

した。１つ、合併における１市３町の職員給与較差是正について質疑がなされ、執行部

より合併直後対象職員数は１００名未満であったが、１０年間の期間で較差調整を現在

実施している旨の答弁がありました。さらに較差調整済みの職員の有無についても言及

がなされましたが、かかる職員のうちすでに調整済みの職員もあるとの答弁がなされま

した。 

以上で総務委員会の審査経過と結果を御報告申し上げました。 

○議長（小屋野幸隆君） 産業経済委員長 横手良弘君。 

［産業経済委員長 横手良弘君 登壇］ 

○産業経済委員長（横手良弘君） お疲れ様です。ただいまから産業経済委員会の報告

をいたします。産業経済委員会に付託されました案件は、議第１１９号玉名市一般会計

補正予算（第４号）中付託分についてであります。その審査の経過と結果について御報

告いたします。６款農林水産業費、７款商工費はともに人件費によるものでありまし

て、国家公務員の給与改定に準じて職員の給与を改定したことにより、補正を行なう必

要が生じたもので給料、扶養手当、勤勉手当及び共済費を調整するものであります。委

員から特に質疑はなく、審査を終了し、採決の結果、議第１１９号付託分については、

全員異議なく可決すべきものと決しました。 

以上をもちまして、産業経済委員会に付託されました案件の報告を終わります。 

○議長（小屋野幸隆君） 建設委員長 田畑久吉君。 

［建設委員長 田畑久吉君 登壇］ 

○建設委員長（田畑久吉君） 皆さん、お疲れ様でございます。今回、建設委員会に付

託されました案件は補正予算関係の議案４件であります。審査の経過と結果について後

報告をいたします。今回の案件は本年４月１日の人事院勧告に伴う人件費の補正であ

り、いずれも国家公務員の給与改定に準じて職員の給与を改定したことにより補正を行

なう必要が生じたため、上程されたものであります。主な内容については、いずれもす

べて職員給与等に関する給料、手当等、共済費であります。 

まず初めに議第１１９号平成１９年度玉名市一般会計補正予算（第４号）中付託分

についてでありますが、８款土木費は総額で２４８万８,０００円の増額であり、内訳

として１項土木管理費で１０８万２,０００円、２項道路橋梁費で２２万７,０００

円、５項の都市計画費で８４万６,０００円、６項の住宅費で３３万３,０００円の増

額であります。委員からそれぞれ何名分かとの質疑があり、執行部より１項の土木管

理費で３１名分、２項の道路橋梁費で８名分、５項の都市計画費で２８名分、６項の
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住宅費で１０名分との答弁があっております。以上、審査を終了し、採決の結果、議

第１１９号中付託分については、原案のとおり全員異議なく可決すべきものと決しま

した。 

次に企業局分の議第１２２号、議第１２３号、議第１２４号についても人事院勧告

の同じ内容のため一括審査をしております。まず議第１２２号平成１９年度玉名市農

業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）についてであります。歳入歳出予算の総

額に歳入歳出それぞれ５万３,０００円を追加するものであります。 

次に、議第１２３号平成１９年度玉名市水道事業会計補正予算（第３号）について

であります。収益的支出に４０万１,０００円を追加するものであります。 

次に議第１２４号玉名市下水道事業会計補正予算（第３号）についてであります。

収益的支出に２３万２,０００円を追加し、資本的支出に１９万６,０００円を追加す

るものであります。委員からいずれの会計も期末勤勉手当の補正が上がっているが、

ほとんど全部の職員がその補正分をもらえるのかとの質疑があり、執行部より全員で

はなく首席審議員、部長を除いた全職員が対象との答弁があっております。以上で審

査を終了し、採決の結果、議第１２２号、議第１２３号、議第１２４号、いずれの議

案も原案のとおり全員異議なく可決するものと決しました。 

以上をもちまして、建設委員会に付託されました案件の報告を終わります。 

○議長（小屋野幸隆君） 文教厚生委員長 作本幸男君。 

［文教厚生委員長 作本幸男君 登壇］ 

○文教厚生委員長（作本幸男君） ただいまから文教厚生委員会に付託されました議案

３件につきまして、審査の経過と結果について御報告いたします。 

まず初めに、議第１１９号平成１９年度玉名市一般会計補正予算（第４号）中付託

分であります。委員から今回の改訂でベースアップは何パーセントになるのか、また

それぞれの等級のアップ率について質疑があり、執行部より熊本県で０.１７％、玉名

市は０.１４％となっている。またそれぞれの等級ごとの率については、１級が１.

１％、２級が０.６％、３級の一部が０％、４級以上は改訂していないとの旨の答弁が

あっております。採決の結果、議第１１９号中付託分については、全員異議なく可決

するものと決しました。 

次に、議第１２０号平成１９年度玉名市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３

号）についてであります。内容といたしましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出そ

れぞれ４４万１,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ９０億９,５５６

万７,０００円とするものであります。この件について、委員から特に質疑なく、採決

の結果、議第１２０号中付託分については、全員異議なく可決するものと決しまし

た。 
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次に、議第１２１号平成１９年度玉名市介護保険事業特別会計補正予算（第３号）

についてであります。内容といたしましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞ

れ２９万４,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ５６億７万７,０００

円とするものであります。この件について、委員から特に質疑なく、採決の結果、議

第１２１号は、全員異議なく可決するものと決しました。 

以上で文教厚生委員会に付託されました案件の報告を終わります。 

○議長（小屋野幸隆君） 総務委員長 宮田知美君。 

［総務委員長 宮田知美君 登壇］ 

○総務委員長（宮田知美君） 報告漏れがありますので、追加して申し上げたいと思い

ます。議第１２５号玉名市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制

定についての採決の結果を申し上げます。審査を終了し、採決の結果、議第１２５号

は、全員異議なく可決すべきものと決しました。 

以上、総務委員会の報告は終わります。 

○議長（小屋野幸隆君） 以上で各委員長の報告は終わりました。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第１１ 質疑・討論・採決 

○議長（小屋野幸隆君） ただいままでの各委員長の報告について質疑はありません

か。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（小屋野幸隆君） 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（小屋野幸隆君） 討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 

これより採決に入ります。 

議第１１９号 平成１９年度玉名市一般会計補正予算（第４号） 

議第１２０号 平成１９年度玉名市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号） 

議第１２１号 平成１９年度玉名市介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

議第１２２号 平成１９年度玉名市農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号） 

議第１２３号 平成１９年度玉名市水道事業会計補正予算（第３号） 

議第１２４号 平成１９年度玉名市下水道事業会計補正予算（第３号） 

以上、予算議案６件は、各委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（小屋野幸隆君） 御異議なしと認めます。よって、原案どおり決定いたしまし

た。 
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議第１２５号 玉名市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制

定については、委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（小屋野幸隆君） 御異議なしと認めます。よって、原案のとおり決定いたしま

した。 

本日の会議時間は、議事の都合によりあらかじめ延長いたします。 

議事の都合により、休憩いたします。 

午後 ３時３５分 休憩 

―――――――――――――――――――――― 

午後 ６時３２分 開議 

○議長（小屋野幸隆君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第１２ 有明広域行政事務組合議会議員補欠選挙 

○議長（小屋野幸隆君） 有明広域行政事務組合の玉名市選出議員に１名の欠員を生じ

たので、これより有明広域行政事務組合議会議員補欠選挙を行ないます。 

お諮りいたします。選挙の方法につきましては、地方自治法第１１８条第２項の規

定により、指名推薦によりたいと思います。これに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（小屋野幸隆君） 御異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推薦によ

ることに決定いたしました。 

お諮りいたします。指名の方法については、議長において指名することにいたした

いと思います。これに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（小屋野幸隆君） 御異議なしと認めます。よって、議長において指名すること

に決定いたしました。 

有明広域行政事務組合議会議員に永野忠弘君を指名いたします。 

お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました永野忠弘君を当選人と

定めることに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（小屋野幸隆君） 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました

永野忠弘君が有明広域行政事務組合議会議員に当選されました。 

有明広域行政事務組合議会議員に当選されました永野忠弘君が議場におられますの

で、本席から会議規則第３２条第２項の規定により当選の告知をいたします。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
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日程第１３ 玉名市玉東町病院組合議会議員補欠選挙 

○議長（小屋野幸隆君） 次に玉名市玉東町病院組合の玉名市選出議員に２名の欠員を

生じたので、これより玉名市玉東町病院組合議会議員補欠選挙を行ないます。 

お諮りいたします。選挙の方法につきましては、地方自治法第１１８条第２項の規

定により、指名推薦によりたいと思います。これに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（小屋野幸隆君） 御異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推薦によ

ることに決定いたしました。 

お諮りいたします。指名の方法については、議長において指名することにいたした

いと思います。これに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（小屋野幸隆君） 御異議なしと認めます。よって、議長において指名すること

に決定いたしました。 

玉名市玉東町病院組合議会議員に中尾嘉男君、内田靖信君を指名いたします。 

お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました中尾嘉男君、内田靖信

君を当選人と定めることに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（小屋野幸隆君） 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました

中尾嘉男君、内田靖信君が玉名市玉東町病院組合議会議員に当選されました。 

ただいま玉名市玉東町病院組合議会議員に当選されました中尾嘉男君、内田靖信君

が議場におられますので、本席から会議規則第３２条第２項の規定により当選の告知を

いたします。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第１４ 玉名市農業委員会委員の推薦について 

○議長（小屋野幸隆君） 次に玉名市農業委員会委員の推薦についてを議題といたしま

す。地方自治法第１１７条の規定により、江田計司君の退場を求めます。 

［江田計司君 退場］ 

○議長（小屋野幸隆君） 農業委員会等に関する法律第１２条第２号の規定に基づく委

員に１名の欠員が生じたので、推薦を求められております。 

お諮りいたします。被推薦人については議長の指名によりたいと思います。これに

御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（小屋野幸隆君） 御異議なしと認めます。よって、議長が指名することに決定

いたしました。 
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被推薦人に江田計司君を指名いたします。 

お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました江田計司君を玉名市農

業委員会委員に推薦することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（小屋野幸隆君） 御異議なしと認めます。よって、江田計司君を玉名市農業委

員会委員に推薦することに決定いたしました。 

江田計司君の入場を許します。 

［江田計司君 入場］ 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第１５ 意見書案上程（意見書案第３号） 

○議長（小屋野幸隆君） 次に意見書案の審議に入ります。意見書案第３号割賦販売法

の抜本的改正を求める意見書の提出についてを議題といたします。お手元に配付して

おります意見書案の朗読はこれを省略いたします。 

お諮りいたします。ただいま議題となっております意見書案については、議事の都

合により、提案理由の説明及び委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異

議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（小屋野幸隆君） 御異議なしと認めます。よって、本案は提案理由の説明及び

委員会付託を省略することに決定いたしました。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第１６ 質疑・討論・採決 

○議長（小屋野幸隆君） 次に意見書案の審議に入ります。意見書案第３号割賦販売法

の抜本的改正を求める意見書の提出について質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（小屋野幸隆君） 質疑なしと認めます。 

討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（小屋野幸隆君） 討論なしと認めます。 

これより採決に入ります。お諮りいたします。意見書案第３号割賦販売法の抜本的

改正を求める意見書の提出については、原案のとおり決定することに御異議ありませ

んか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（小屋野幸隆君） 御異議なしと認めます。よって、意見書案第３号について

は、原案のとおり可決いたしました。 
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日程の追加について、お諮りいたします。特別委員会委員の辞任にともない日程表

のとおり日程に追加し、議題にいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（小屋野幸隆君） 御異議なしと認めます。よって、日程表のとおり日程に追加

し、議題とすることに決定いたしました。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第１７ 新幹線鹿児島ルート建設促進特別委員会委員、玉名バイパス建設促進特別

委員会委員及び議会報編集特別委員会委員の辞任報告 

○議長（小屋野幸隆君） 特別委員会委員の辞任について報告いたします。新幹線鹿児

島ルート建設促進特別委員会委員１０名全員、玉名バイパス建設促進特別委員会委員１

０名全員、議会報編集特別委員会委員８名全員から辞任願が提出されましたので、玉名

市議会委員会条例第１４条に基づき、議長において辞任を許可いたしましたので、報告

いたします。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第１８ 新幹線鹿児島ルート建設促進特別委員会委員、玉名バイパス建設促進特別

委員会委員及び議会報編集特別委員会委員の選任 

○議長（小屋野幸隆君） ただいま欠員となっております新幹線鹿児島ルート建設促進

特別委員会委員１０名、玉名バイパス建設促進特別委員会委員１０名、議会報編集特別

委員会委員８名の選任を行ないます。特別委員会委員の選任については、委員会条例第

８条第１項の規定により議長が指名することになっております。よって、新幹線鹿児島

ルート建設促進特別委員会委員に宮田知美議員、近松恵美子議員、内田靖信議員、江田

計司議員、多田隈保宏議員、永野忠弘議員、木重之議員、田島八起議員、堀本泉議

員、中川潤一議員。玉名バイパス建設促進特別委員会委員に萩原雄治議員、中尾嘉男議

員、作本幸男議員、福嶋譲治議員、竹下幸治議員、青木壽議員、林野彰議員、吉田喜德

議員、田畑久吉議員、杉村勝吉議員。議会報編集特別委員会委員に北本節代議員、横手

良弘議員、前田正治議員、森川和博議員、大﨑勇議員、松本重美議員、本山重信議員、

松田憲明議員。以上の諸君を各特別委員会委員に指名いたします。この際、議員各位に

お願いいたします。 

特別委員会におかれましては、正副委員長互選のため直ちに関係の委員会を開会の

上、その結果を議長まで御報告お願いします。 

正副委員長互選のため、休憩いたします。 

午後 ６時４５分 休憩 

―――――――――――――――――――――― 

午後 ７時０８分 開議 
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○議長（小屋野幸隆君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第１９ 新幹線鹿児島ルート建設促進特別委員会、玉名バイパス建設促進特別委員

会及び議会報編集特別委員会正副委員長互選結果報告 

○議長（小屋野幸隆君） 各特別委員会における正副委員長の互選結果を報告いたしま

す。 

新幹線鹿児島ルート建設促進特別委員長に堀本泉君、副委員長に江田計司君。玉名

バイパス建設促進特別委員長に吉田喜德君、副委員長に中尾嘉男君。議会報編集特別委

員長に北本節代さん、副委員長に前田正治君がそれぞれ就任されたので、報告いたしま

す。 

 以上で、今期定例会に付議されました事件は、すべて議了いたしました。 

ここで市長より発言の申し出があっておりますので、これを許可いたします。 

○議長（小屋野幸隆君） 市長 島津勇典君。 

［市長 島津勇典君 登壇］ 

○市長（島津勇典君） 長時間にわたる審議、協議、御苦労様でございました。今議会

が始まりますときに当初提案させていただいたのが予算案７件、条例６件、その他５

件、人事案件３件の２１件でございました。また今日追加議案として予算案６件、条例

１件を上程をさせていただいたわけでございますが、それぞれ慎重に御審議をいただい

て全案件御可決をいただきましたことを厚くお礼を申し上げます。いよいよ今年も残り

少なくなってまいりました。東京の方のでも来年度の予算案に向けた大筋が取りまとめ

られたようでございます。交付税等を初めとして地方に対する関心を改めて持っていた

だいたということは、非常に心強く思っております。ただ１つ１つの細かな数字であり

ますとか、具体的なことはまだ今後に待たなければなりませんが、地方交付税を初めと

していろいろやはり地方への配慮が行き届いた政治の流れになっていくことを願うもの

でございます。ねじれ国会ということもあって、いささかのこれからの経緯はあるかと

思いますけれども、地方財政計画等々相まって地方への支援が深まっていくことを期待

をいたしております。本当にこの１年間いろんな形でお世話様になりました。特に合併

間際の議会において松田議長、田畑副議長を中心に各常任委員長あるいは特別委員長の

皆様方初めてのことでございますから、議会のルールなり慣習なりも含めて戸惑いもあ

ったかと思いますが、極めてスムーズに２年間の議会運営を司っていただきましたこと

を執行部としても心から安堵し、また喜んでおるところでございます。改めて感謝を申

し上げたいと思います。またこれから先の２年間小屋野議長、 村副議長をはじめ各委

員長の皆様方、どうぞ執行部に対しても忌憚のない御指導を賜ります中で、玉名市の礎

が決まってまいりますこと、固まってまいりますことを願うものでございます。お世話



 －224－

様になりますが、よろしくお願いをいたします。風邪も流行っております。どうぞ御自

愛をいただいて、それぞれが輝かしい新年を笑顔で迎えることができますように、そし

てまた新しい年、皆さんと一緒に頑張り続けることができますように願いまして、私の

年末のごあいさつにさせていただきます。この１年お世話様になりました。ありがとう

ございました。 

○議長（小屋野幸隆君） これにて本会議を閉じ、平成１９年第５回玉名市議会定例会

を閉会いたします。 

午後 ７時１３分 閉会 
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地方自治法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する。 
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